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　　　令和８年第１回吉岡町議会定例会会議録第１号　　　 

令和８年３月２日（月曜日） 

議事日程　第１号 

　　　令和８年３月２日（月曜日）午前９時３０分開議 

日程第　１　会議録署名議員の指名 

日程第　２　会期の決定 

日程第　３　報告第　２号　令和６年度（繰越）吉岡町立吉岡中学校校庭拡張工事変更請負契

約の締結に関する専決処分の報告について 

（報告・質疑）　　　 

日程第　４　議案第　８号　吉岡町職員等の旅費に関する条例 

（提案・質疑・付託）　　　 

日程第　５　議案第　９号　吉岡町職員定数条例の一部を改正する条例 

（提案・質疑・付託）　　　 

日程第　６　議案第１０号　吉岡町公共施設等整備基金条例 

（提案・質疑・付託）　　　 

日程第　７　議案第１１号　吉岡町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

（提案・質疑・付託）　　　 

日程第　８　議案第１２号　吉岡町災害弔慰金の支給等に関する条例 

（提案・質疑・付託）　　　 

日程第　９　議案第１３号　吉岡町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例 

（提案・質疑・付託）　　　 

日程第１０　議案第１４号　吉岡町公園条例の一部を改正する条例 

（提案・質疑・付託）　　　 

日程第１１　議案第１５号　町道路線の認定・廃止について 

（提案・質疑・付託）　　　 

日程第１２　議案第１６号　吉岡町水道事業給水条例の一部を改正する条例 

（提案・質疑・付託）　　　 

日程第１３　議案第１７号　吉岡町下水道条例の一部を改正する条例 

（提案・質疑・付託）　　　 

日程第１４　議案第１８号　令和７年度吉岡町一般会計補正予算（第７号） 

（提案・質疑・付託）　　　 

日程第１５　議案第１９号　令和７年度吉岡町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

（提案・質疑・付託）　　　 
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日程第１６　議案第２０号　令和７年度吉岡町介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

（提案・質疑・付託）　　　 

日程第１７　議案第２１号　令和７年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号） 

（提案・質疑・付託）　　　 

日程第１８　議案第２２号　令和７年度吉岡町水道事業会計補正予算（第４号） 

（提案・質疑・付託） 

日程第１９　議案第２３号　令和７年度吉岡町下水道事業会計補正予算（第４号） 

（提案・質疑・付託）　　　 

日程第２０　同意第　１号　吉岡町農業委員会委員の任命について 

（提案・質疑・討論・表決） 

日程第２１　諮問第　１号　人権擁護委員候補者の推薦について 

（提案・質疑・討論・表決） 

日程第２２　諮問第　２号　人権擁護委員候補者の推薦について 

（提案・質疑・討論・表決） 

日程第２３　陳情第　１号　臓器移植に関わる不正な臓器取引や移植目的の渡航等を防

止し、国民が知らずに犯罪に巻き込まれることを防ぐため

の環境整備等を求める意見書提出の陳情 

（付託）　　　　　　　　　 

日程第２４　陳情第　２号　ｍＲＮＡワクチン（レプリコンワクチン含む）接種事業の

中止の意見書提出を求める陳情 

（付託）　　　　　　　　　 

日程第２５　陳情第　３号　新宿区において顕在化した事例を受けて、政党機関紙の庁

舎内勧誘行為に関する早期の実態把握と再発防止を求める

陳情 

（付託）　　　　　　　　　 

日程第２６　町長施政方針 

 

本日の会議に付した事件 

議事日程に同じ 
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出席議員（１３人） 

 

欠席議員　なし 

 

説明のため出席した者 

 

事務局職員出席者 

 

 

 

 
　１番 山　﨑　守　人　君 　２番 春　山　和　久　君

 
　３番 藤　多　ゆかり　君 　４番 大　井　俊　一　君

 
　５番 秋　山　光　浩　君 　６番 宮　内　正　晴　君

 
　７番 小　林　静　弥　君 　８番 冨　岡　栄　一　君

 
　９番 飯　塚　憲　治　君 １０番 　嶋　　　隆　君

 
１１番 坂　田　一　広　君 １２番 飯　島　　　衛　君

 
１３番 小　池　春　雄　君 １４番 富　岡　大　志　君

 
町 長 柴　﨑　德一郎　君 副 町 長 髙　田　栄　二　君
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開会・開議 

　　　　　　　　　　午前９時３０分開会・開議 

議　長（富岡大志君）　皆さんおはようございます。 

　ただいまの出席議員数は１４名です。定足数に達していますので、令和８年第１回

吉岡町議会定例会を開会します。 

　これから本日の会議を開きます。 

 

町長挨拶 

議　長（富岡大志君）　町長より発言の申入れがありましたので、これを許可します。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑徳一郎君）　皆さんおはようございます。 

　令和８年第１回吉岡町議会定例会の開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げま

す。 

　さて、本日、令和８年第１回定例議会が議員各位出席の下、開会できますことに感

謝とお礼を申し上げます。 

　本定例会には、条例関係９件、令和７年度補正予算関係６件、令和８年度当初予算

関係７件、その他４件の合わせて２７件を上程させていただきました。慎重審議の

上、可決くださいますようよろしくお願い申し上げますとともに、議員各位皆様の

ご理解とご協力を切にお願い申し上げまして、開会にあたってのご挨拶とさせてい

ただきます。 

　本日はよろしくお願い申し上げます。 

 

諸般の報告 

議　長（富岡大志君）　次に、諸般の報告をいたします。 

　お手元に配付してある書面のとおりです。これをもって諸般の報告といたします。 

　議事日程（第１号）により会議を進めます。 

 

日程第１　会議録署名議員の指名 

議　長（富岡大志君）　日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

　会議録署名議員は、吉岡町議会会議規則第１１９条の規定により、議長において、

９番飯塚憲治議員、１０番 嶋　隆議員を指名します。 

 

日程第２　会期の決定 
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議　長（富岡大志君）　日程第２、会期の決定を議題とします。 

　会期については、議会運営委員会に付託してありますので、 嶋　隆委員長より委

員長報告を求めます。 

　　　　　　　　　　〔議会運営委員会委員長　 嶋　隆君登壇〕 

議会運営委員長（ 嶋　隆君）　議会運営委員会からの報告を行います。 

　令和８年２月２０日金曜日、午前９時３０分から全員協議会室において、委員全員、

議長、副議長、執行からは、町長、副町長、教育長、関係課長、局長の出席の下、

議会運営委員会を開催し、令和８年第１回定例会について、会期及び会期日程等に

ついて協議を行いました。 

　本定例会の会期は、本日３月２日から３月１９日までの１８日間とすることに決定

しました。 

　議事日程は、本日３月２日は、当初予算以外の議案等の提案、質疑、付託及び町長

施政方針、３月３日が施政方針に対する質問、当初予算の議案の提案、質疑、付託、

３月５日と６日が一般質問、３月９日が総務産業常任委員会、３月１０日が文教厚

生常任委員会、３月１１日と１２日及び１６日、１７日が予算決算常任委員会、３

月１９日に委員長報告、討論、表決となります。 

　なお、会期の日程の詳細につきましては、お手元に配付したとおりであります。 

　以上委員長報告といたします。 

議　長（富岡大志君）　委員長報告が終わりました。 

　 嶋委員長、自席にお戻りください。 

　お諮りします。 

　ただいまの委員長報告のとおり、会期を３月２日から３月１９日までの１８日間と

したいと思います。これにご異議ございませんか。 

　　　　　　　　　　〔「異議なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　異議なしと認めます。 

　よって、会期は３月２日から３月１９日までの１８日間と決定しました。 

　なお、日程はお手元に配付したとおりです。 

 

日程第３　報告第２号　令和６年度（繰越）吉岡町立吉岡中学校校庭拡張工事変更

請負契約の締結に関する専決処分の報告について 

議　長（富岡大志君）　日程第３、報告第２号、令和６年度（繰越）吉岡町立吉岡中学校校庭

拡張工事変更請負契約の締結に関する専決処分の報告についてを議題とします。 

柴﨑町長より提案理由の説明を求めます。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 
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町　長（柴﨑徳一郎君）　報告第２号　令和６年度（繰越）吉岡町立吉岡中学校校庭拡張工事

変更請負契約の締結に関する専決処分の報告について、ご報告を申し上げます。 

　本拡張工事変更契約の締結を地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分し

たので、同条第２項の規定により報告するものです。 

　内容といたしましては、別添専決処分書のとおり、勝野建設株式会社と５，２５８

万円で工事請負契約を締結したものを、契約金額、５，２５５万８，０００円に変

更する専決処分を令和８年１月２９日に行ったものです。 

　詳細については、教育委員会事務局長より説明させますので、よろしくお願い申し

上げます。 

　　　　　　　　　　〔教育委員会事務局長　米沢弘幸君発言〕 

教育委員会事務局長（米沢弘幸君）　それでは報告第２号について、町長の補足説明をさせさ

せていただきます。 

　それでは２ページ、専決処分書をご覧ください。 

　現契約についてですが、契約の目的、契約の方法、契約金額、契約の相手方につい

ては記載のとおりとなります。 

　続いて、変更内容の主な変更内容について説明します。 

　次のページが建設工事変更請負契約契約書の写し、その次のページが今回工事のう

ち撤去図になります。その次のページは平面図となり、赤字に着色した部分が変更

した部分となります。 

　また、次のページが変更工程表の写しとなります。 

　それでは３ページをご覧ください。 

　北側の着色部分に被覆コンクリートを行う必要が生じたこととなり、被覆コンクリ

ート施工に伴い、図面では着色した部分の下側の全天候型舗装の施工面積が減少す

ることとなり、全体として減額した変更契約となります。 

　以上の変更に伴い、専決処分書変更内容３の契約金額が変更前の５，２５８万円を

２万２，０００円減額し、５，２５５万８，０００円としたものです。 

　なお、本工事は、１月３０日に完成し、完成検査後２月１０日に引き渡しを受け、

今月中速やかに吉岡中学校に引き渡しをする予定となっております。 

　以上で町長の補足説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 

議　長（富岡大志君）　提案理由の説明が終わりました。 

　これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　質疑なしと認め質疑を終結します。 

　本件は報告でございますので、これにて終結いたします。 
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日程第４　議案第８号　吉岡町職員等の旅費に関する条例 

議　長（富岡大志君）　日程第４、議案第８号、吉岡町職員等の旅費に関する条例を議題とし

ます。 

　柴﨑町長より提案理由の説明を求めます。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑徳一郎君）　議案第８号　吉岡町職員等の旅費に関する条例について、提案理由

の説明を申し上げます。 

　本条例は、国家公務員等の旅費に関する法律が改正されたことに伴い、本条例の全

部を改正するものでございます。 

　その他、詳細につきましては、総務課長に説明させますので、よろしくご審議の上、

可決いただきますようお願い申し上げます。 

　　　　　　　　　　〔総務課長　小林康弘君発言〕 

総務課長（小林康弘君）　それでは、町長の補足説明をさせていただきます。 

　本条例につきましては、近年の経済社会情勢の変化への対応や事務の適正化及び負

担軽減を図ることを目的として、国家公務員等の旅費に関する法律が改正されたこ

とに伴い、その取扱いに準じ吉岡町の旅費制度を整備するため、全部改正を行うも

のであります。 

　それでは、主な改正内容について、概要説明書に沿ってご説明させていただきます

のでご覧ください。 

　まず、旅費の支給対象の見直しにつきまして、第３条及び第８条関係としまして、

これまで原則として、旅行者へ支給していた旅費を、町と旅行役務提供契約を締結

した旅行業者に対して、直接旅費に相当する金額を支払うことができることとする

ものです。 

　次に、旅費の種類及び内容について関する改正でございます。 

　１点目は、第１０条関係としまして、鉄道賃の支給において、これまで片道１００

キロメートル以上の場合のみ、急行料金を支給することとしておりましたが、この

距離による制限を撤廃するものでございます。 

　２点目は、第１４条関係としまして、これまで定額支給としていた宿泊料について、

宿泊する都道府県ごとに定める額を上限として、実費支給とするものです。上限額

は、国家公務員等の旅費に関する法律に基づき規則で定める額とします。 

　３点目は、第１６条関係としまして、車以外での県外の旅行１日につき定額支給を

行っていた旅行雑費を廃止し、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てる費用として、

１夜あたりの定額支給である宿泊手当を新たに定めるものでございます。 
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　続いて、附則の関係についてご説明します。 

　第１条において、施行期日を令和８年４月１日とすることとしております。 

　次に第２条の経過措置については、施行日前に、改正前の条例に規定する旅行命令

等を発した旅行について、施行日以後に新条例により旅行命令等の変更を行った場

合は、この旅行のうち、当該変更の日以後の期間に対応する分の旅費については、

新条例の規定を適用し、当該変更の日前の期間に対応する分の旅費については、改

正前の条例の規定を適用して支給することとするものです。 

　第４条から第８条については、本条例の全部改正に伴いまして、本条例を引用する

ほかの関連条例について、所要の改正を行おうとするものでございます。 

　以上、町長の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

議　長（富岡大志君）　提案理由の説明が終わりました。 

　これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　質疑なしと認め、質疑を終結します。 

　ただいま議題となっております議案第８号は、総務産業常任委員会に付託します。 

 

日程第５　議案第９号　吉岡町職員定数条例の一部を改正する条例 

議　長（富岡大志君）　日程第５、議案第９号、吉岡町職員定数条例の一部を改正する条例を

議題とします。 

　柴﨑町長より提案理由の説明を求めます。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑徳一郎君）　議案第９号　吉岡町職員定数条例の一部を改正する条例について、

提案理由の説明を申し上げます。 

　本条例は、人口増及び業務量の増に対応するとともに、安定した行政運営を遂行す

る職員体制を確保するため、職員定数の見直しを行うものであります。 

　その他、詳細につきましては、総務課長に説明させますので、よろしくご審議の上、

可決いただきますようお願い申し上げます。 

　　　　　　　　　　〔総務課長　小林康弘君発言〕 

総務課長（小林康弘君）　それでは、町長の補足説明させていただきます。 

　本条例につきましては、人口増に伴う各種業務量の増加や持続可能なまちづくりの

推進に向け新たに取り組む業務への対応のほか、新型コロナウイルス感染症や大規

模災害などの想定外の事態が発生し、一時的に業務が増大した際に任期付職員等に

より対応することも想定し、職員定数の増員を行うものであります。 

　それでは、概要説明書をご覧ください。 
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　まず、概要の１、職員定数の見直しについてですが、第２条第１項第１号の改正関

係としまして、町長の事務部局の職員を職員数を１１５人から１２７人に１２人増

員し、第２条第１項第６号の改正としまして、教育委員会の事務部局の職員数を２

０人から２２人に２人増員するもので、これにより定数の合計を１４６人から１４

人増員し、１６０人とするものであります。 

　次に、２、施行期日についてですが、附則の関係としまして、施行期日を令和８年

４月１日とするものであります。 

　以上、町長の補足説明をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

議　長（富岡大志君）　提案理由の説明が終わりました。 

　これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　質疑なしと認め、質疑を終結します。 

　ただいま議題となっております議案第９号は、総務産業常任委員会に付託します。 

 

日程第６　議案第１０号　吉岡町公共施設等整備基金条例 

議　長（富岡大志君）　日程第６、議案第１０号、吉岡町公共施設等整備基金条例を議題とし

ます。 

　柴﨑町長に提案理由の説明を求めます。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑徳一郎君）　議案第１０号　吉岡町公共施設等整備基金条例について、提案理由

の説明を申し上げます。 

　本議案は、公共施設等の整備、改修等の計画的な実施に当たり、必要な財源確保を

実施するため、基金を設置するものです。 

　その他、詳細につきましては、企画財政課長に説明させますので、よろしくご審議

の上、可決いただきますようお願い申し上げます。 

　　　　　　　　　　〔企画財政課長　齋藤智幸君発言〕 

企画財政課長（齋藤智幸君）　それでは、町長の補足説明をさせていただきます。 

　本条例は、吉岡町が公共施設、公用施設などの整備や改修をする場合において、そ

れらの整備、改修等を計画的に実施するために必要な経費を積み立てるための基金

の設置を行おうとするものでございます。 

　それでは、概要説明書をご覧ください。 

　まず、第１条関係として、地方自治法第２４１条の規定により、基金の設置並び

にその管理及び処分に関し必要な事項については、条例で定めることとされている

ことから、その旨を定めるものでございます。 
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　続きまして、第２条関係として、基金の設置の目的を町の公共施設、公用施設その

他の町が所有する建築物及び工作物の計画的な整備、改修または除却を行うための

事業に要する経費を確保するためのものとしております。 

　続きまして、第３条関係として、基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予

算で定める額とするものです。 

　続きまして、第４条第１項関係として、基金に属する現金を金融機関への預金その

他最も確実かつ有利な方法により保管するものとすることとしているほか、同条第

２項関係として、必要に応じて基金に属する現金を最も確実かつ有利な有価証券に

代えることができるものとすることとしており、基金に属する現金の管理について

定めるものでございます。 

　続きまして、第５条関係として、基金の運用から収益が生じた場合は、一般会計歳

入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする運用益の処理について定める

ものでございます。 

　続きまして、第６条関係として、財政上必要があると認められるときは、確実な繰

戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用す

ることができるものとする繰替運用について定めるものでございます。 

　続きまして、第７条関係として、基金の処分については、第２条に規定する公共施

設等の整備、改修等に関する事業に係る財源に充てる場合に限り、処分することが

できるものとするものでございます。 

　最後に、附則の関係として、施行期日については、公布の日としています。 

　以上、町長の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

議　長（富岡大志君）　提案理由の説明が終わりました。 

　これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　質疑なしと認め、質疑を終結します。 

　ただいま議題となっております議案第１０号は、総務産業常任委員会に付託します。 

 

日程第７　議案第１１号　吉岡町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

議　長（富岡大志君）　日程第７、議案第１１号、吉岡町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例を議題とします。 

　柴﨑町長より提案理由の説明を求めます。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑徳一郎君）　議案第１１号　吉岡町国民健康保険税条例の一部を改正する条例に

ついて、提案理由の説明を申し上げます。 
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　子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４７号）の施行に

伴い、令和８年４月１日から子ども・子育て支援納付金を徴収するにあたり、所要

の改正を行うものです。 

　令和８年度に創設される子ども・子育て支援金制度では、子育て世帯を支える新し

い分かち合い、連帯の仕組みとして、少子化対策に受益を有する全世代、全経済性

主体に、支援金を拠出いただく内容となっております。 

　子ども・子育て支援交付金につきましては、児童手当の拡充や妊婦のための支援給

付などの事業に充てるため、令和８年度から令和１０年度までに段階的に導入され、

毎年度、医療保険者が医療保険料あるいは保険税と併せて、徴収することになるも

のです。 

　なお、改正内容の詳細につきましては、住民課長に説明させますので、よろしくご

審議の上、可決いただきますようお願い申し上げます。 

　　　　　　　　　　〔住民課長　深谷智洋君発言〕 

住民課長（深谷智洋君）　それでは、町長の補足説明をさせていただきます。 

　概要説明書の概要欄をご覧ください。 

　吉岡町国民健康保険税条例の一部改正の内容になりますが、子ども・子育て支援納

付金の課税に必要な事項を定めるものとなります。 

　（１）は、第２条第１項第１号及び第４号関係で、国民健康保険税の課税額に、子

ども・子育て支援納付金に充てるための子ども・子育て支援納付金課税額を追加す

るものとなります。 

　（２）子ども・子育て支援納付金課税額の算出方法と賦課限度額の定義（第２条第

５項関係）は、課税額については、所得割額・平等割額・均等割額の合算額に、１

８歳以上の被保険者均等割額を加算した額であることを定義し、賦課限度額につい

ては３万円と定義するものです。 

　なお、１８歳以上被保険者均等割額が加算される該当は、高校生世代を除く１８歳

以上の被保険者となります。 

　（３）字句の整理（第３条関係）は、地方税法を以下「法」とする定義が第２条第

５項に追加されたことにより、第３条から重複部分を削除するものです。 

　（４）子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額、均等割額、１８歳以上被保険

者均等割額、平等割額の算出方法及び定義は、第９条の４から第９条の７に規定し

ています。 

　所得割額については、基礎控除後の総所得金額に０．３％を乗じて算出すること。

均等割額は、１人につき１，２００円とすること。１８歳以上被保険者均等割額は、

１人につき１００円を加算すること。世帯別平等割額は、１世帯８００円とするこ
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とを定めるものです。 

　なお、当該に規定の税率等は、県内市町村で統一を図るため、県が各市町村国保か

らの納付金徴収額の推計をもとに算定した群馬県統一保険税率となっています。 

　続いて、（５）７割軽減額の定義（第２３条第１項第１号）関係は、軽減判定所得

による７割軽減該当世帯の均等割額及び世帯別平等割額の軽減額を定める規定とな

ります。 

　均等割額の７割軽減額は、１人につき８４０円、１８歳以上被保険者均等割額の７

割軽減額は７０円、世帯別平等割額の７割軽減額は、特定世帯が２８０円、特定継

続世帯が４２０円、特定世帯と特定継続世帯以外が、５６０円と定めるものです。 

　（６）は、第２３条第１項第２号関係で、５割軽減額の定義となります。 

　均等割額の５割軽減額は、１人につき６００円、１８歳以上被保険者均等割額の５

割軽減額は５０円、世帯別平等割額の５割軽減額は、特定世帯が２００円、特定継

続世帯が３００円、特定世帯と特定継続世帯以外が４００円と定めるものです。 

　（７）は、第２３条第１項第３号関係で、２割軽減額の定義となります。 

　均等割の２割軽減額は、１人につき２４０円、１８歳以上被保険者均等割額の２割

軽減額は２０円、世帯別平等割額の２割軽減額は、特定世帯が８０円、特定継続世

帯が１２０円、特定世帯と特定継続世帯以外が１６０円と定めるものです。 

　（８）未就学児がある世帯の軽減額について、第２３条第２項第３号関係では、

軽減判定所得による７割、５割、２割軽減後の未就学児１人当たりの均等割額を規

定するものです。 

　７割軽減該当世帯は、未就学児１人当たり１８０円、５割軽減該当世帯は、未就学

児１人当たり３００円、２割軽減該当世帯は、未就学児１人当たり４８０円、軽減

非該当世帯は、未就学児１人当たり６００円の均等割額と定めるものです。 

　（９）出産被保険者に係る産前産後軽減額については、第２３条第３項第７号から

第９号の規定で、算出方法を定めているものとなります。 

　具体的には、７・５・２割等の軽減後の額に、所得割、均等割、１８歳以上被保険

者均等割額の各１２分の１の額に、産前産後期間のうち、当該年度に属する月数を

掛けた額が、軽減額となる規定となります。 

　（１０）１８歳未満被保険者がある世帯の子ども・子育て支援納付金課税額の均等

割額については、第２３条第４項の規定で、全額を減額する内容となります。 

　なお、１８歳未満被保険者は、高校生世代以下の被保険者となります。 

　次の（１１）から、３ページの（２０）までは、附則の改正となり、附則第３項か

ら第４項及び第６項から第１３項に掲げる課税の特例の規定に子ども・子育て支援

納付金課税額の所得割額を追加するものです。 
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　次に、２の施行期日等になりますが、施行期日は、公布の日で、令和８年４月１日

から適用するものです。 

　適用区分につきましては、改正後の規定は令和８年度以後の年度分に適用し、令和

７年度分までの国民健康保険税については、従前の例によるものとなります。 

　以上、町長の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

議　長（富岡大志君）　提案理由の説明が終わりました。 

　これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　質疑なしと認め、質疑を終結します。 

　ただいま議題となっております議案第１１号は、文教厚生常任委員会に付託します。 

 

日程第８　議案第１２号　吉岡町災害弔慰金の支給等に関する条例 

議　長（富岡大志君）　日程第８、議案第１２号、吉岡町災害弔慰金の支給等に関する条例を

議題とします。 

　柴﨑町長より提案理由の説明を求めます。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑徳一郎君）　議案第１２号、吉岡町災害弔慰金の支給等に関する条例について、

提案理由の説明を申し上げます。 

　本条例は、群馬県市町村総合事務組合による災害弔慰金の支給等に関する事務を共

同処理を取りやめることに伴い、災害弔慰金の支給等に関する事務に必要な事項を

制定するものです。 

　その他、詳細につきましては、健康福祉課長に説明させますので、よろしくご審議

の上、可決いただきますようお願い申し上げます。 

　　　　　　　　　　〔健康福祉課長　一倉哲也君発言〕 

健康福祉課長（一倉哲也君）　それでは、町長の補足説明をさせていただきます。 

　概要説明書をご覧ください。 

　概要の１総則（第１章関係）については、本条例の目的及び使用される用語の定義

を定めるものです。 

　２災害弔慰金の支給（第２章関係）については、災害弔慰金の支給等に関する法律

施行令第１条の規定による災害により死亡したとき、その遺族に対し支給する災害

弔慰金について、支給する遺族、金額、死亡の推定、支給の制限、手続を定めるも

のです。 

　３災害障害見舞金の支給（第３章関係）については、町民が災害により負傷し、ま

たは疾病にかかり、治ったときに、災害弔慰金の支給等に関する法律別表に掲げる
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程度の障害があるときに支給する災害障害見舞金について、金額を定めるものです。 

　なお、支給の制限及び手続については、災害弔慰金の規定を準用するものとします。 

　４災害援護資金の貸付け（第４章関係）については、災害により被害を受けた世帯

の町民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するためにため行う災害援護

資金の貸付けについて、限度額、保証人及び利率、償還、償還金の支払猶予、償還

免除、報告等、一時償還及び違約金を定めるものです。 

　５雑則（第５章関係）については、吉岡町災害弔慰金支給審査委員会の設置、委任

について定めるものです。 

　６施行期日（附則関係）については、令和８年４月１日から適用するものとなりま

す。 

　最後に、７吉岡町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正（附則関係）については、吉岡町災害弔慰金支給審査委員会の設置に伴い、

委員の報酬を定めるものです。 

　以上、町長の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

議　長（富岡大志君）　提案理由の説明が終わりました。 

　これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　質疑なしと認め、質疑を終結します。 

　ただいま議題となっております議案第１２号は、文教厚生常任委員会に付託します。 

 

日程第９　議案第１３号　吉岡町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例 

議　長（富岡大志君）　日程第９、議案第１３号、吉岡町小口資金融資促進条例の一部を改正

する条例を議題とします。 

　柴﨑町長より提案理由の説明を求めます。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑徳一郎君）　議案第１３号　吉岡町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例

について、提案理由の説明を申し上げます。 

　小口資金の融資条件について、県制度融資の借換制度の継続に伴う群馬県小口資金

融資促進制度要綱の改正を受けたことによる条例の改正を行うため、吉岡町小口資

金融資促進条例の一部を改正することにつきまして、議会の議決を求めるものでご

ざいます。 

　詳細につきましては、産業観光課長に説明させますので、よろしくご審議の上、可

決いただきますようお願い申し上げます。 

　　　　　　　　　　〔産業観光課長　渡部英之君発言〕 
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産業観光課長（渡部英之君）　それでは、議案第１３号につきまして、町長の補足説明をさせ

ていただきます。 

　群馬県では、小口資金の返済負担の軽減策として、群馬県小口資金融資促進制度要

綱に基づく資金の既往債務について、令和７年度までに融資申込があった場合に限

り、要綱に基づく融資により借換えができるものとしております。今般、その申込

期間を１年間延長し、令和８年度末まで継続することになったものでございます。 

　条例制定当初の附則につきまして、第２項中の令和８年３月３１日を令和９年３月

３１日に改めることにより、令和８年度中の借換えに対応するものとなります。 

　附則といたしましては、本条例は令和８年４月１日から施行するものでございます。 

　以上で町長の補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

議　長（富岡大志君）　提案理由の説明が終わりました。 

　これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔１３番　小池春雄君発言〕 

１３番（小池春雄君）　この制度は毎年毎年更新をしてるんですけども、利用状況の実態って

のはどうなんですか。 

　　　　　　　　　　〔産業観光課長　渡部英之君発言〕 

産業観光課長（渡部英之君）　今年度ですが、２月の審査分まででございますが、２１件、借

換えについては３件となっております。 

議　長（富岡大志君）　ほかにございませんか。 

　質疑なしと認め、質疑を終結します。 

　ただいま議題となっております議案第１３号は、総務産業常任委員会に付託します。 

 

日程第１０　議案第１４号　吉岡町公園条例の一部を改正する条例 

議　長（富岡大志君）　日程第１０、議案第１４号、吉岡町公園条例の一部を改正する条例を

議題とします。 

　柴﨑町長より提案理由の説明を求めます。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑徳一郎君）　議案第１４号　吉岡町公園条例の一部を改正する条例について、提

案理由の説明を申し上げます。 

　よしおか温泉公園における休養施設として、一般の利用を想定した公衆浴場を定め

る等、所要の改正を行うものです。 

　なお、よしおか温泉公園は、現在の天神東公園に道の駅よしおか温泉を加えた一体

的な公園とする区域でございます。 

　詳細につきましては、建設課長に説明させますので、よろしくご審議の上、可決い
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ただきますようお願い申し上げます。 

　　　　　　　　　　〔建設課長　大澤正弘君発言〕 

建設課長（大澤正弘君）　町長の補足説明をさせていただきます。 

　概要説明書をご覧ください。 

　概要の１よしおか温泉公園の公園施設について、第１０条の２項関係は、よしおか

温泉公園に所在する公衆浴場を都市公園法施行令第５条第２項第２号の規定による

条例に定める休養施設に位置づけるものです。 

　都市公園として開設する手続きに当たって、建蔽率の要件を充足させるためです。 

　２行為の禁止、第１３条関係は、公園内における飼い主のいない動物の取扱いにつ

いて、群馬県動物の愛護及び管理に関する条例第１０条の２（飼い主のいない猫に

給餌等を行う者の遵守事項）の規定と同様の対応を求めるよう改めるものです。 

　３附則関係としまして施行日は公布の日からです。 

　以上、町長の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

議　長（富岡大志君）　提案理由の説明が終わりました。 

　これより質疑を行います。質疑ございませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　質疑なしと認め、質疑を終結します。 

　ただいま議題となっております議案第１４号は、総務産業常任委員会に付託します。 

 

日程第１１　議案第１５号　町道路線の認定・廃止について 

議　長（富岡大志君）　日程第１１、議案第１５号、町道路線の認定・廃止についてを議題と

します。 

　柴﨑町長より提案理由の説明を求めます。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑徳一郎君）　議案第１５号　町道路線の認定・廃止について、提案理由の説明を

申し上げます。 

　道路法に基づき、町道の認定及び廃止により道路網の整備を行うためでございます。 

　主に駒寄スマートインターチェンジ西側産業団地関連、民間・開発事業に伴う寄附

道路の申請等に伴い、他の路線も含め、道路網の整備を行うものでございます。 

　詳細につきましては、建設課長に説明させますので、よろしくご審議の上、可決い

ただきますようお願い申し上げます。 

　　　　　　　　　　〔建設課長　大澤正弘君発言〕 

建設課長（大澤正弘君）　町長の補足説明をさせていただきます。 

　議案書資料の町道路線認定調書の１ページから５ページをご覧ください。 
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　最初に、町道の認定路線について説明をいたします。 

　こちらの表は、町道認定路線の一覧表で、路線番号と路線名はそれぞれ個別の認定

路線を示しております。 

　また、起点と終点は、認定区間を番地で示したものです。 

　町道認定路線、１ページの整理番号１大久保・南下線は、産業団地に関連する産業

系の通過交通の円滑な処理に向けて、道路網を形成するものです。既存の大久保・

南下線と認定が重複することから廃止し、再度認定を行うものです。 

　２ページの整備番号２原沢町２号線、整理番号３町裏４号線及び整理番号４町裏５

号線、３ページの整理番号５麻草原１０号線、整理番号６池端・南下線。 

　次に４ページの整理番号７原中５号線、整理番号８大久保東１３号線、続いて、整

理番号９上新田１１号線、最後に、路線番号１０大原６号線、合計で１０路線でご

ざいます。 

　認定路線の理由としましては、駒寄スマートインターチェンジ西側産業団地関連と

民間開発事業による道路寄附等のためでございます。 

　次に、資料の６ページから１０ページの道路網図をご覧ください。 

　これらの図は、１ページから５ページの町道路線認定調書と対応しており、路線の

位置を示しております。 

　新規認定路線は青色のラインで着色しており、丸の中の数字は整理番号を示してお

ります。その脇の数字は、路線番号を下３桁まで表示しております。 

　続いて、廃止路線について、町道路線廃止調書の１ページと２ページをご覧くださ

い。 

　こちらは、廃止の該当路線の一覧表で２路線ございます。路線番号と路線名は、そ

れぞれ個別の廃止路線を示しております。 

　整理番号１番大久保・南下線については、先ほども申し上げたとおり、既存町道認

定と重複するため、駒寄スマートインターチェンジ西側産業団地関連に伴う用途廃

止及び再認定、整理番号２大下１号線につきましては、民間調査の結果、私道と判

明したため、町道を廃止するものです。 

　続いて、３ページと４ページの道路網図をご覧ください。 

　廃止路線は、２路線で、黄色のラインで着々しており、１ページから２ページの路

線廃止調書と対応しております。 

　なお、次のページ以降は参考資料の位置図です。道路網図では、場所が分かりづら

いときに確認をお願いいたします。 

　以上、町長の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

議　長（富岡大志君）　提案理由の説明が終わりました。 
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　これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　質疑なしと認め、質疑を終結します。 

　ただいま議題となっております議案第１５号は、総務産業常任委員会に付託します。 

 

日程第１２　議案第１６号　吉岡町水道事業給水条例の一部を改正する条例 

議　長（富岡大志君）　日程第１２、議案第１６号、吉岡町水道事業給水条例の一部を改正す

る条例を議題とします。 

　柴﨑町長に提案理由の説明を求めます。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑徳一郎君）　議案第１６号　吉岡町水道事業給水条例の一部を改正する条例につ

いて、提案理由の説明を申し上げます。 

　災害その他非常の場合において、給水装置の迅速な復旧等できるようにするため、

給水装置の工事ができるものについての特例を定めるとともに、吉岡町水道事業の

経営基盤の安定強化を目的とした検針周期の変更に伴い、所要の改正を行うために、

条例の一部を改正することにつきまして、議会の議決を求めるものでございます。 

　概要につきましては、上下水道課長に説明させますので、よろしくご審議の上、可

決いただきますようお願い申し上げます。 

　　　　　　　　　　〔上下水道課長　永井勇一郎君発言〕 

上下水道課長（永井勇一郎君）　それでは、議案第１６号につきまして、概要説明書により説

明をさせていただきます。 

　議案名及び提案理由については、先ほど町長が申し上げたとおりでございます。 

　まず、概要の１としまして、災害その他非常時の場合における給水装置工事の施工

に係る改正です。災害その他非常の場合において、地元の給水装置工事事業者の確

保が困難となると判断されるときは、宅内配管を早期復旧するとともに、被災地に

おける給水装置工事の適正な実施を図るため、ほかの水道事業者が指定した給水装

置工事事業者による給水装置工事の実施を可能にし、宅内配管の復旧に対応する業

者を確保するために特例を定めるものでございます。 

　次に、概要の２は、検針周期の変更に係る改正です。吉岡町水道事業の経営基盤の

安定化を目的とし、経費削減のため、水道検針周期を毎月検針から隔月検針に変更

することに伴い、所要の改正を行うものです。 

　（１）は、料金に係る改正です。隔月検針に合わせ、料金は、隔月検針により使用

水量を計量する場合においては、当該隔月分の額を合計したものとし、併せて料率

区分の用途変更に係る対象期間を、連続する３月から４月に変更するものでござい
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ます。 

　続いて、（２）は、料金の算定に係る改正です。 

　料金算定の基準日を隔月の定例日に変更し、計上した使用水量をその日の属する月

分とその前月分に均等に分け、使用量として料金を算出する方法に改めるものでご

ざいます。 

　併せて、町長が必要と認めたときは、毎月の定例日に計量し、その使用水量をも

って料金を算定する方法に改めます。 

　（３）は、料金の徴収方法に関する改正です。料金の徴収方法に口座振替を加え、

２か月分をまとめて徴収する方法に改め、併せて、町長が必要と認めたときは、こ

の限りではないとするものです。 

　最後の概要の３施行期日等につきましては、（１）施行期日を令和８年４月１日と

します。 

　また、（２）経過措置として、この条例の施行日前に計量された使用水量に係る料

金については、なお従前の例によることとするものです。 

　以上で概要説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 

議　長（富岡大志君）　提案理由の説明が終わりました。 

　これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　質疑なしと認め、質疑を終結します。 

　ただいま議題となっております議案第１６号は、総務産業常任委員会に付託します。 

 

日程第１３　議案第１７号　吉岡町下水道条例の一部を改正する条例 

議　長（富岡大志君）　日程第１３、議案第１７号、吉岡町下水道条例の一部を改正する条例

を議題とします。 

　柴﨑町長より提案理由の説明を求めます。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑徳一郎君）　議案第１７号　吉岡町下水道条例の一部を改正する条例について、

提案理由の説明を申し上げます。 

　水道の検針周期の変更に伴い、所要の改正を行うため、条例の一部を改正すること

につきまして、議会の議決を求めるものでございます。 

　概要につきましては、上下水道課長に説明させますので、よろしくご審議の上、可

決いただきますようお願い申し上げます。 

　　　　　　　　　　〔上下水道課長　永井勇一郎君発言〕 

上下水道課長（永井勇一郎君）　それでは、議案第１７号につきまして、概要説明書により説
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明をさせていただきます。 

　議案名及び提案理由については先ほど町長が申し上げたとおりでございます。 

　まず、概要の１としまして、下水道事業の使用料の徴収月の変更に係る改正です。 

　水道の検針周期の変更に伴い、下水道使用料の徴収について必要な事項を定めるも

のでございます。 

　次に、概要の２は、技術的改正であり、（１）本条例による改正に伴う条項ずれの

対応を行うものと（２）その他字句の整理を行うものでございます。 

　概要の３は附則関係です。（１）の施行期日につきましては、令和８年４月１日と

します。 

　また、（２）経過措置として、この条例の施行日前に算定された汚水の量に係る使

用料については、なお従前の例によることとするものであります。 

　以上で概要説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 

議　長（富岡大志君）　提案理由の説明が終わりました。 

　これより質疑を行います。質疑ございませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　質疑なしと認め、質疑を終結します。 

　ただいま議題となっております議案第１７号は、総務産業常任委員会に付託します。 

 

日程第１４　議案第１８号　令和７年度吉岡町一般会計補正予算（第７号） 

議　長（富岡大志君）　日程第１４、議案第１８号、令和７年度吉岡町一般会計補正予算（第

７号）を議題とします。 

　柴﨑町長より提案理由の説明を求めます。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑徳一郎君）　議案第１８号　令和７年度吉岡町一般会計補正予算（第７号）につ

いて提案理由の説明を申し上げます。 

　本補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ８，５２９万９，０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０１億６，６１３万８，０００

円とするものです。 

　今回の補正の主な内容ですが、歳入は、町民税や軽自動車税（環境性能割）で現在

の収入実績などを勘案した増額、地方消費税交付金の増額、国の補正予算による地

方交付税の増額、歳出における各種事業費の変更に伴う国及び県負担金や補助金の

補正、各種町債の補正などとなっております。 

　本補正における歳入歳出全体の共通事項として、年度末を迎えての各事業の計数整

理による補正となっております。 
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　その他、繰越明許費、債務負担行為、地方債の補正など詳細につきましては、企画

財政課長に説明させますさせますので、よろしくご審議の上、可決いただきますよ

うお願い申し上げます。 

　　　　　　　　　　〔企画財政課長　齋藤智幸君発言〕 

企画財政課長（齋藤智幸君）　それでは、議案第１８号　令和７年度吉岡町一般会計補正予算

（第７号）の議案書１ページをご覧ください。 

　第１条第１項の歳入歳出予算の補正額については、町長が提案理由の中で申し上げ

たとおりでございます。 

　第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によるということで、内容につい

ては、補正の款項の区分等を含め、後ほど事項別明細書でご説明いたします。 

　第２条については、繰越明許費の補正で、第２表繰越明許費補正によるによるとい

うことで、７ページをご覧ください。 

　まず、繰越明許費の追加です。 

　１段目、２款総務費１項総務管理費シェアサイクル事業５５０万円は、前橋市との

連携事業の中で、国の新しい地方経済・生活環境創生事業交付金（いわゆる第２世

代交付金）を受ける関係で、今年度予算に計上し繰越を行う必要が生じたためのも

のでございます。 

　同じく２段目、３項戸籍住民基本台帳費、戸籍振り仮名追加対応業務９９万円は、

年度内での完了が困難となったため、翌年度に繰り越すものでございます。 

　３段目、６款農林水産業費１項農業費、数値情報化業務委託事業３７万８，０００

円は、国への認証請求手続に不測の期間を要したため、翌年度へ繰り越すものでご

ざいます。 

　４段目、７款商工費１項商工費、駒寄スマートインターチェンジ産業団地用地取得

支援等業務１５６万９，０００円は、事業工程の調整に不測の期間を要し、年度内

での業務完了が困難であることが想定されるため、年度内での完了が困難となり、

翌年度に繰り越すものでございます。 

　５段目、８款土木費２項道路橋梁費、道路長寿命化事業９７０万２，０００円は、

施工方法及び施工内容の調整に時間を要し、年度内での完了が困難となったため、

翌年度に繰り越すものでございます。 

　同じく６段目、渋川吉岡連携道路事業８３７万５，０００円は、国補正予算がつい

たことにより、事業を前倒しにて実施するため、年度内での完了が困難となり、翌

年度へ繰り越すものでございます。 

　続いて７番目、４項都市計画費、駒寄スマートインターチェンジ産業団地道路新設
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事業９，４１３万円は、事業計画の再検討及び国補正予算がついたことにより、事

業を前倒しにて実施するため、年度内での完了が困難となり、翌年度に繰り越すも

のでございます。 

　同じく８段目、都市計画道路漆原総社線新設事業、１，７９４万４，０００円は、

用地交渉に不測の期間を要し、年度内での完了が困難となったため、翌年度に繰り

越すものでございます。 

　同じく９段目、天神東公園再整備事業１，７３３万円は、天神東公園の園地内整備

内容の決定に不測の期間を要し、年度内の完了が困難になったため、翌年度へ繰り

越すものでございます。 

　次に１０段目、１０款教育費６項給食センター費、給食センター整備に伴う用地買

収事業８，１１３万９，０００円は、用地交渉の前段階である事業認定申請業務に

不測の期間を要し、本業務に対して、年度内での完了が困難となったため、翌年度

へ繰り越すものでございます。 

　以上が、第２表繰越明許費補正となります。 

　１ページに戻っていただき、第３条については、債務負担行為の補正で、第３表債

務負担行為補正によるということで、８ページをご覧ください。 

　債務負担行為の廃止です。 

　１２月補正でシェアサイクル事業として、期間令和８年度、限度額５５０万円を設

定させていただきましたが、繰越明許費補正でもご説明したとおり、国の新しい地

方経済・生活環境創生事業交付金（いわゆる第２世代交付金）を受ける関係で、今

年度予算に計上し繰越を行う必要が生じたため廃止するものでございます。 

　１ページに戻っていただき、第４条については、地方債の補正で、第４表地方債補

正によるということで、９ページをご覧ください。 

　地方債の追加です。 

　こちらは、国補正予算の補助金の活用による事業追加に伴い、追加するものでござ

います。 

　１行目は防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債（補正予算債）（特定農業用管水

路等特別対策事業）で、起債限度額は１８０万円です。 

　２行目は、公共事業等債（補正予算債）（渋川吉岡連携道路事業）で、起債限度額

５００万円です。 

　３行目、公共事業等債、補正予算債、産業団地関連道路事業で、起債限度額１４５

０万円です。 

　４行目、防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債（補正予算債）（産業団地関連道

路事業）で、起債限度額は６３０万円です。 
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　なお、起債の方法、利率、償還の方法については記載のとおりでございます。 

　続いて、１０ページをご覧ください。 

　地方債の変更です。 

　１行目緊急防災・減災事業債（Ｊ－ＡＬＥＲＴ新型受信機設置工事）から３行目デ

ジタル活用推進事業債（小中学校学習者用情報端末購入事業）までは、事業費の変

更等に伴い、限度額を変更するものでございます。 

　４行目公共事業等債（特定農業用管水路等特別対策事業）から６行目社会福祉施設

整備事業債（私立保育所等施設整備補助事業）については、事業費の変更等に伴う

限度額の変更と現下の金利情勢を踏まえて利率の引上げを行うものでございます。 

　７行目一般事業債（庁舎空調整備改修工事）から１１ページ４行目公共施設等適正

管理推進事業債（道路長寿命化事業）までは、現下の金利情勢を踏まえて利率の引

上げを行うものでございます。 

　以上が第４表地方債補正となります。 

　次に、歳入歳出予算補正の内容となります。先ほど町長が提案説明でも申し上げま

したが、本補正は、年度末を迎えての各事業の計数整理による補正が主となってい

ますので、補正増減額の大きいものなどを中心に、事項別明細書でご説明を申し上

げます。 

　まず、歳入です。１５ページをご覧ください。 

　１款町税１項町民税３項軽自動車税は、これまでの収入実績と今後の収入見込みな

どを勘案し、増額計上しました。 

　１９ページをご覧ください。 

　１１款１項１目地方交付税１節普通交付税１億５，０７１万３，０００円は、国の

補正予算による追加交付に伴い計上しました。 

　２０ページ下段、１５款国庫支出金から２３ページ１６款県支出金６項教育費県補

助金までの補正は、歳出の各事業における増減に伴うものとなります。主なものに

ついてご説明いたします。 

　２１ページをご覧ください。１５款国庫支出金２項国庫補助金２目民生費国庫補助

金２節児童福祉費国庫補助金、就学前教育・保育施設整備交付金３，６３９万５，

０００円の減は、吉岡町第四保育園増築工事の進捗状況に応じた事業費の減額に伴

うものでございます。 

　１５款国庫支出金２項国庫補助金５目土木費国庫補助金、社会資本整備総合交付金

（道路改良事業）２，０８５万円の増は、道路改良事業費の増に伴うものでござい

ます。 

　２３ページをご覧ください。 
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　１６款県支出金２項県補助金２目民生費県補助金７節福祉医療費補助金８００万円

の減は、事業費の減額に伴うものでございます。 

　同じく、６目教育費県補助金１節教育総務費県補助金９４１万５，０００円の減は、

事業費の事業の実績に伴う減額でございます。 

　次に、２５ページをご覧ください。 

　１９款繰入金２項基金繰入金１目１節財政調整基金繰入金は、町税など歳入の増及

び歳出の減に伴う財源不足額の縮小などにより、３億９，６９６万５，０００円の

減となります。 

　次に、２６ページをご覧ください。 

　２１款諸収入５項雑入３目雑入１節総務費雑入、ふるさと市町村圏基金出資金等返

還金は、渋川地区広域市町村圏振興整備組合ふるさと市町村圏基金の廃止に伴い、

出資金等が精算されることに伴うものでございます。 

　２７ページをご覧ください。 

　２２款町債の補正については、先ほどの第４表地方債補正の追加及び変更に伴う増

減でございます。 

　次に、歳出の主な増減内容です。 

　３０ページをご覧ください。 

　２款総務費１項総務管理費６目企画費１８節負担金、補助及び交付金、シェアサイ

クル共同運営負担金５５０万円の増は、前橋市との連携事業の中で、国の新しい地

方経済・生活環境創生事業交付金（いわゆる第２世代交付金）を受ける関係で、今

年度予算に計上し繰越を行うものでございます。 

　３１ページをご覧ください。 

　同じく、１２目電子計算費１２節委託料、統合型及び公開型ＧＩＳ導入事業１，２

４４万６，０００円の減は、プロポーザルによる選定実績等による減額です。 

　３６ページをご覧ください。 

　３款民生費２項児童福祉費３目児童保育費１８節負担金、補助及び交付金、私立保

育所等施設整備補助金４，０９４万３，０００円の減は、歳入でもご説明した吉岡

町第四保育園増築工事の進捗状況に応じた事業費の減額でございます。 

　４１ページをご覧ください。 

　８款土木費４項都市計画費２目都市施設費１２節委託料４，４７０万円の増は、産

業団地関連道路の用地測量によるものでございます。 

　４７ページをご覧ください。 

　１０款教育費２項小学校費３目学校建設費１２節委託料、駒小校庭拡張に伴う開

発申請業務委託料として１，７５０万円を計上してございます。 
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　以上が歳出の主な補正内容となります。 

　５３ページから５７ページは、給与費明細書となってございます。 

　５８ページから６１ページまでは、債務負担行為で令和８年度以降にわたるものに

ついての令和６年度末までの支出額及び令和７年度以降の支出予定額等に関する調

書を、最後の６２ページは、地方債の令和５年度末及び令和６年度末における現在

高並びに令和７年度末における現在高の見込みに関する調書となります。 

　また、補正予算書とは別に説明資料を添付させていただきました。 

　以上、町長の補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

議　長（富岡大志君）　提案理由の説明が終わりました。 

　これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

　小池議員。 

　　　　　　　　　　〔１３番　小池春雄君発言〕 

１３番（小池春雄君）　地方債補正分でお伺いしますけれども、利率が３％が５％になったと。

確かに、利率というのはちょっと上がったようですけれども、これは３％が５％に

上がるっていうことは要するにもうこれ議会でも議決をしてますから、当然のこと

ながらも地方債補正も議決案件ですからね、５％でいいんだということになっちゃ

うんですけども、実際に５％というものが想定されるんだろうかどうかというので、

金利の上昇があったとしても、ここは４％までにするという考えはなかったでしょ

うか、また要するに、５％は白紙委任ということではありませんけれども、５％で

議会に委任したということですから。特段ね、今までの３％であっても特に問題が

あるということであれば、また、その時は個別に、それこそ可能だったわけなんで

すけれども、これ一挙に、３％を５％にしなければならなかった理由は何か、また、

それを５％にするというその正当な理由はどうなのかということの確認をしたいんで

すけど、いかがでしょうか。 

　　　　　　　　　　〔企画財政課長　齋藤智幸君発言〕 

企画財政課長（齋藤智幸君）　ご質問にお答えいたします。 

　先ほども申したとおりですね、金利上昇の状況というものも勘案して今回３％から

５％に引上げさせていただいたものでございます。 

　予算で定めた範囲内の利率でないと、希望の条件で借入れが今後できない可能性が

ございます。借入れの利率は、借入れ年数や措置年数、借入れ先によって異なって

ございます。例えば３％から５％に引上げを行わず、２５年償還、３年措置で借入

れを希望し、利率３％を超えていない場合、希望した条件では、償還期限等が２０

年に短くされ借り入れる等の対応等もございます。 

　そのため、４％というご意見もございましたが、金利上昇等の状況も勘案し、５％
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にさせていただきました。 

　　　　　　　　　　〔１３番　小池春雄君発言〕 

１３番（小池春雄君）　言い分は、分かるんですけどね。言い分は分かるんですよ。 

　しかし、３％から急に５％と。要するに議会とするともう、これで議決しておくと、

後は、皆さん疑ってるわけじゃないですよ。でも、５％までいいですよというふう

に議会がお墨つきを与えちゃうということになるわけなんですよ。それは、後は執

行のほうで自由なんだということなんです。 

　でも、議会とするとやっぱり、そういう、皆さんは真剣にやるんでしょうけども、

やはり議会としても、一定の歯止めって、議会として必要だと思うんですよね。 

　だから、そこで私は、ここで一気に３％から５％、皆さんがやり良いかもしれない

ですよね、以前はもうそんな１０％ぐらいなってるっていうのもありましたから、

低金利によって下がってきたんですけれども、でもそれでもまだ、私はこれ見て

５％っていうのは、いかんせん高いんじゃないかなと。 

　皆さん確かにそういうのが事業進めやすいんですよ。でも先ほど言ったように、ど

うしてもということであれば４％にしておいて、どうしてもという時があれば、そ

れはもう一度、議会の議決を得るというふうにしておいても良いんじゃないんです

かという私の考えなんですけども、それについて皆さんがどう考えるかということ

をもう一度確認したいんですよ。回答がなければ、また、改めて委員会でもしたい

と思うんですけども。 

　　　　　　　　　　〔企画財政課長　齋藤智幸君発言〕 

企画財政課長（齋藤智幸君）　議員ご指摘の４％でもいいんではないかというご意見なんです

けれども、あくまでも５％としましても、町としてはですね、なるべく金利の安い

ところから借り入れる努力っていうものは、していきたいと思います。 

　あくまでも５％っていうのは、一定の上限でございまして、４％なり、かなりそれ

に近い低いものとして、今後とも県のほうとも協議してなるべく安い利率のものに

変えて地方債のほうはしていきたいと考えてございます。 

議　長（富岡大志君）　ほかにありませんか。 

　質疑なしと認め、質疑を終結します。 

　ただいま議題となっております議案第１８号は、予算決算常任委員会に付託しま

す。 

　ここで休憩をとります。 

　再開を１１時とします。 

　　　　　　　　　　午前１０時４３分休憩 

　　　　　　　　　　午前１１時００分再開 
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議　長（富岡大志君）　会議を再開します。 

 

日程第１５　議案第１９号　令和７年度吉岡町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第３号） 

議　長（富岡大志君）　日程第１５、議案第１９号、令和７年度吉岡町国民健康保険事業特別

会計補正予算（第３号）を議題とします。 

　柴﨑町長より提案理由の説明を求めます。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑徳一郎君）　議案第１９号　令和７年度吉岡町国民健康保険事業特別会計補正予

算（第３号）について、提案理由の説明を申し上げます。 

　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８４万円を追加し、歳入歳出それぞれ１９

億５，６４９万円とするものであります。 

　補正の内容につきましては、主に基金繰入金の減額及び前年度分の清算金の増額に

伴うものとなります。 

　なお、詳細につきましては、住民課長に説明させますので、よろしくご審議の上、

可決いただきますようお願い申し上げます。 

　　　　　　　　　　〔住民課長　深谷智洋君発言〕 

住民課長（深谷智洋君）　それでは、町長の補足説明をさせていただきます。 

　歳入歳出予算事項別明細書にて主な補正内容を説明させていただきます。 

　７ページをご覧ください。 

　歳入になりますが、５款県支出金１項県補助金１目保険給付費等交付金２節保険給

付費等交付金（特別交付金）では、補助配分の変更に伴う予算の組替え等により、

保険者努力支援分が４１３万３，０００円の増で、特別調整交付金（市町村分）が、

４５４万９，０００円の減となっています。 

　その下の県繰入金２号分につきましては、県の算定に基づき、３２０万８，０００

円の増を予定し、特定健康診査等負担金につきましては、実績に基づき、４２万円

の増を予定するものです。 

　次の６款財産収入では、国保基金利子で９万８，０００円の増を計上しています。 

　次に、７ページの下になりますが、７款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入

金の６０万３，０００円の減は、それぞれの繰入金の算定基礎の実績等に基づき補

正するものとなります。 

　８ページの下をご覧ください。 

　７款繰入金２項基金繰入金１目国民健康保険基金繰入金３３９万３，０００円の減

は、現在の歳入歳出の実績等を勘案し、基金からの繰入金を減額するものとなりま
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す。 

　次に９ページになりますが、９款諸収入３項雑入は、１目一般被保険者第三者納付

金の交通事故等第三者納付金４２万４，０００円の増及び２目一般被保険者返納金

の不当利得等返納金２，０００円の増は、１月末時点での実績に応じたものとなり

ます。 

　その下の、４目の雑入１１０万円の増は、診療報酬等誤請求分の返還金を計上した

ものです。 

　続きまして、１０ページをご覧ください。 

　歳出になりますが、２款保険給付費１項療養諸費３目審査支払手数料は、医療費審

査委託料の３月支払い分の際に、予算不足が生じないように５万円を増額するもの

です。 

　その下の３款国民健康保険事業費納付金と、１１ページになりますが、４款保健事

業費につきましては、財源変更のみの補正内容となっています。 

　次の５款１項基金積立金１目国民健康保険基金積立金は、現在の歳入歳出の実績を

勘案し、積立額を１４万７，０００円増額するものです。 

　続いて、１２ページをご覧ください。 

　７款諸支出金１項償還金及び還付加算金３目償還金は、令和６年度保険給付費等交

付金（特別交付金）の清算に伴う償還金で６４万３，０００円を予定するものです。 

　補足説明は以上になります。よろしくお願いいたします。 

議　長（富岡大志君）　提案理由の説明が終わりました。 

　これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　質疑なしと認め、質疑を終結します。 

　ただいま議題となっております議案第１９号は、予算決算常任委員会に付託します。 

 

日程第１６　議案第２０号　令和７年度吉岡町介護保険事業特別会計補正予算（第

４号） 

議　長（富岡大志君）　日程第１６、議案第２０号、令和７年度吉岡町介護保険事業特別会計

補正予算（第４号）を議題とします。柴﨑町長より提案理由の説明を求めます。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑徳一郎君）　議案第２０号　令和７年度吉岡町介護保険事業特別会計補正予算

（第４号）について、提案理由の説明を申し上げます。 

　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９，０３７万５，０００円を減額し、歳

入歳出それぞれ１５億１，６５１万２，０００円とするものであります。 
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　補正の主な内容につきましては、総じて事業の完了や保険給付費の現在までの執行

状況に伴い予算を減額するものでございます。 

　なお、詳細につきましては、健康福祉課長に説明させますので、よろしくご審議の

上、可決いただきますようお願い申し上げます。 

　　　　　　　　　　〔健康福祉課長　一倉哲也君発言〕 

健康福祉課長（一倉哲也君）　それでは、町長の補足説明をさせていただきます。 

　歳入歳出予算事項別明細書にて、主な補正内容を説明させていただきます。 

　歳入の７ページをご覧ください。 

　１款１項介護保険料につきましては、現在までの歳入執行状況による補正となりま

す。 

　続く、２款国庫支出金から９ページの４款県支出金までは、歳出の２款保険給付費

及び４款地域支援事業費の支出見込み額に対応する公費等負担額の補正となります。 

　続いて、１０ページをご覧ください。 

　６款１項一般会計繰入金の１目から３目までは、先ほど説明した保険給付費や地域

支援事業費の補正に対応する一般会計からの繰入金の減額となります。 

　次に、５目その他一般会計繰入金は、歳出の１２ページ、１款総務費の１項総務管

理費及び３項介護認定審査会費の変更に伴う繰入金の減額となります。 

　６款２項１目介護給付費準備基金繰入金は、現時点での歳入歳出の見込みを勘案し、

繰入額を１３２万１，０００円減額するものです。 

　８款諸収入１０５万８，０００円の増は、渋川地域介護認定審査会の令和６年度に

おける各市町村負担金の精算金となります。 

　続いて、歳出に移ります。 

　１２ページ下段をご覧ください。 

　１２ページ下段から１５ページの２款保険給付費の減は、現在までの給付実績から

勘案した決算見込額による調整となります。 

　続いて、１６ページから１７ページ上段にかけての４款地域支援事業費は、先ほど

の保険給付費と同様に各種事業の執行状況から決算見込額を勘案しての減額となり

ます。 

　１７ページ中段をご覧ください。 

　５款基金積立金１項１目介護給付費準備基金積立金は、歳入の項目で説明した介護

保険料及び保険給付費等に対する公費負担額の補正等、現在の歳入歳出の実績を勘

案し、積立額を２，０８８万９，０００円増額するものです。 

　７款諸支出金１項２目償還金、国庫支出金等過年度分返還金３８８万円の増は、令

和６年度地域支援事業における国庫支出金及び県支出金の受入超過分の返還金とな
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ります。 

　最後に、１８ページの７款２項１目一般会計繰出金１０５万８，０００円の増は、

歳入で説明した渋川地域介護認定審査会の精算金を一般会計に返還するための補正

となります。 

　補足説明は以上になります。よろしくお願いいたします。 

議　長（富岡大志君）　提案理由の説明が終わりました。 

　これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　質疑なしと認め、質疑を終結します。 

　ただいま議題となっております議案第２０号は、予算決算常任委員会に付託しま

す。 

 

日程第１７　議案第２１号　令和７年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計補正予

算（第３号） 

議　長（富岡大志君）　日程第１７、議案第２１号、令和７年度吉岡町後期高齢者医療事業特

別会計補正予算（第３号）を議題とします。 

　柴﨑町長より提案理由の説明を求めます。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑徳一郎君）　議案第２１号　令和７年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計補正

予算（第３号）について、提案理由の説明を申し上げます。 

　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，０５０万４，０００円を追加し、歳入

歳出の総額をそれぞれ３億２，２８５万４，０００円とするものであります。 

　補正の内容につきましては、主に歳入の保険料増額等によるものとなります。 

　なお、詳細につきましては、住民課長に説明させますので、よろしくご審議の上、

可決いただきますようお願い申し上げます。 

　　　　　　　　　　〔住民課長　深谷智洋君発言〕 

住民課長（深谷智洋君）　それでは、町長の補足説明をさせていただきます。 

　歳入歳出予算事項別明細書にて、主な補正内容を説明させていただきます。 

　６ページ、歳入をご覧ください。 

　１款１項後期高齢者医療保険料については、調定見込額等により、１目特別徴収保

険料が９２４万４，０００円の増、２目普通徴収保険料が滞納繰越分を含め１，５

６２万円の増で、計２，４８６万４，０００円の増額を計上するものです。 

　次の３款繰入金１項一般会計繰入金１目事務費繰入金の３２万１，０００円の減

及び２目保険基盤安定繰入金の４０３万９，０００円の減は、それぞれの繰入金の
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算定基礎の実績等に基づき補正するものです。 

　７ページをご覧ください。 

　歳出になりますが、１款総務費１項総務管理費１目一般管理費は、介護予防の一体

的実施の実施実績に伴い、合計で３２万１，０００円を減額するものです。 

　次の２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金１８節負担金、補助及び交付金

の保険料等負担金２，４８６万４，０００円の増は、歳入の保険料の増額見込みに

伴うものです。 

　その下の、保険基盤安定負担金４０３万９，０００円の減は、広域連合の算定額に

基づき補正するものとなります。 

　補足説明は以上になります。よろしくお願いいたします。 

議　長（富岡大志君）　提案理由の説明が終わりました。 

　これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　質疑なしと認め、質疑を終結します。 

　ただいま議題となっております議案第２１号は、予算決算常任委員会に付託しま

す。 

 

日程第１８　議案第２２号　令和７年度吉岡町水道事業会計補正予算（第４号） 

議　長（富岡大志君）　日程第１８、議案第２２号　令和７年度吉岡町水道事業会計補正予算

（第４号）を議題とします。 

　柴﨑町長より提案理由の説明を求めます。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑徳一郎君）　議案第２２号、令和７年度吉岡町水道事業会計補正予算（第４号）

について提案理由を申し上げます。 

　第２条収益的収入及び支出の支出について。第１款水道事業費用を６９９万円の増

額補正とするものです。 

　詳細につきましては、上下水道課長に説明させますので、よろしくご審議の上、可

決いただきますようお願い申し上げます。 

　　　　　　　　　　〔上下水道課長　永井勇一郎君発言〕 

上下水道課長（永井勇一郎君）　それでは、議案第２２号につきまして、町長の補足説明をさ

せていただきます。 

　水道事業会計補正予算明細書により説明させていただきますので、議案書の１１ペ

ージをご覧ください。 

　収益的収入及び支出の支出について、１款水道事業費用１項の営業費用１９９万６，
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０００円増額の内訳から説明します。 

　まずは、１目の配水及び給水費２万１，０００円の減額及び２目の総係費５６万９，

０００円の増額は、職員給与費関係です。 

　手当のほか、賞与及び法定福利費引当金の増減による補正となります。 

　次に、３目の減価償却費１３７万４，０００円の増額及び４目の資産減耗費７万４，

０００円の増額は、固定資産の減価償却費や除去費など、年度末の計数整理による

補正です。 

　続いて、２項の営業外費用２目消費税及び地方消費税４９９万４，０００円の増額

は、決算期における消費税申告の見込みに基づく増額補正でございます。 

　そのほか、議案書の３ページにお戻りいただきますと、キャッシュフロー計算書が

４ページ以降には給与費明細書等を添付しておりますので、ご確認をお願いいたし

ます。 

　以上で、町長の補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

議　長（富岡大志君）　提案理由の説明が終わりました。 

　これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　質疑なしと認め、質疑を終結します。 

　ただいま議題となっております議案第２２号は、予算決算常任委員会に付託します。 

 

日程第１９　議案第２３号　令和７年度吉岡町下水道事業会計補正予算（第４号） 

議　長（富岡大志君）　日程第１９、議案第２３号、令和７年度吉岡町下水道事業会計補正予

算（第４号）を議題とします。 

　柴﨑町長より提案理由の説明を求めます。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑徳一郎君）　議案第２３号　令和７年度吉岡町下水道事業会計補正予算（第４号）

について、提案理由を申し上げます。 

　まず、第２条収益的収入及び支出の収入について、第１款公共下水道事業収益を５

３万７，０００円増額し、第２款農業集落排水事業収益を１５２万７，０００円の

増額補正とするものです。 

　支出については、第１款公共下水道事業費用を１５２万増額し、第２款農業集落排

水事業費用については６０８万３，０００円の減額補正とするものです。 

　続いて、第３条資本的収入及び支出の支出については、第１款公共下水道事業資本

的支出を３６３万１，０００円減額し、併せて、資本的収入額が資本的支出額に対

し不足する額及びその補填財源の額についても改めさせていただくものであります。 
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　詳細につきましては、上下水道課長に説明させますので、よろしくご審議の上、可

決いただきますようお願い申し上げます。 

　　　　　　　　　　〔上下水道課長　永井勇一郎君発言〕 

上下水道課長（永井勇一郎君）　それでは、議案第２３号につきまして、町長の補足説明をさ

せていただきます。 

　下水道事業会計補正予算明細書により説明させていただきますので、議案書の１４

ページをご覧ください。 

　収益的収入及び支出の収入について、１款公共下水道事業収益１項の営業収益１４

１万８，０００円の減額は、１目の下水道使用料で当初の試算より減少が見込まれ

ることによる減額です。 

　続いて、２項の営業外収益１９５万５，０００円の増額理由は、３目の長期前受金

戻入で１９４万９，０００円。５目の雑収益で６，０００円をそれぞれ増額するも

のでございます。 

　次に、２款農業集落排水事業収益１項の営業収益１５２万７，０００円の増額は、

１目の農業集落排水施設利用料について、当初の試算より増加が見込まれることに

よる増額となります。 

　続いて、１５ページの支出になります。 

　１款公共下水道事業費用１項の営業費用３２万７，０００円の増額内容として、職

員給与費等の関係で２目の総係費が２９万８，０００円の増額、３目の流域下水道

管理運営費負担金では、令和７年度分の負担金精算額の確定により、１４万８，０

００円の減額、４目の減価償却費では年度末の計数整理により１７万７，０００円

の増額となります。 

　続いて、２項の営業外費用１１９万３，０００円の増額は、１目の支払利息の増額

に伴うものでございます。 

　次に、１６ページの２款農業集落排水事業費用１項の営業費用６０８万３，０００

円の減額は、１目の管渠費が５９４万８，０００円の減額、２目の総係費が１３万

５，０００円の減額でございます。 

　次に１７ページをご覧ください。 

　資本的収入及び支出の支出について、１款公共下水道事業事業資本的支出１項の建

設改良費３６３万１，０００円の減額は、１目の管渠建設改良費で２０万円を増額

し、２目の流域下水道建設負担金では、令和７年度分の負担額の確定に伴い３８３

万１，０００円を減額するものです。 

　そのほか、議案書の６ページにお戻りいただきますと、キャッシュフロー計算書が、

また、７ページ以降には給与費明細書等を添付しておりますので、ご確認をお願い
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します。 

　以上で、町長の補足説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 

議　長（富岡大志君）　提案理由の説明が終わりました。 

　これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　質疑なしと認め、質疑を終結します。 

　ただいま議題となっております議案第２３号は、予算決算常任委員会に付託します。 

 

日程第２０　同意第１号　吉岡町農業委員会委員の任命について 

議　長（富岡大志君）　日程第２０、同意第１号、吉岡町農業委員会委員の任命についてを議

題とします。 

　柴﨑町長に提案理由の説明を求めます。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑徳一郎君）　同意第１号　吉岡町農業委員会委員の任命について、提案理由の説

明を申し上げます。 

　本議案は、吉岡町農業委員会委員が、令和８年４月２６日をもって任期満了となる

ことに伴い、次の者を委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律第８条の

規定により、議会の同意をお願いするものでございます。 

　なお、吉岡町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例に

より、委員の定数は８名となっておりますので、同意を求める者は８名でございま

す。 

　それでは対象者８名の氏名等を読み上げさせていただきます。 

　まず、１人目の小林洋一氏は２期目となり、認定農業者で主にイチゴを栽培してお

ります。 

　続いて、佐藤康之氏も２期目となり、同じく認定農業者で主にブドウを栽培してお

ります。 

　続いて、萩原隆夫氏は現在、農業委員会長で４期目となり、同じく認定農業者で主

に肉牛を飼育しております。 

　続いて、大澤恵里子氏は１期目となり、農業兼業で甘藷を栽培しております。 

　続いて、星野治代氏は２期目となり、主に米と野菜を栽培しております。 

　続いて、永田雅信氏は現在、農業委員会職務代理で４期目となり、認定農業者で主

にブロイラーを飼育しております。 

　続いて、志塚淳氏は４期目となり、認定農業者で主に米と野菜を栽培しております。 

　続いて、石倉一也氏は４期目となり、税理士の資格を有しております。農業委員の
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中で中立的な立場の方を１名以上置かなければいけないとなっておりますので、中

立的な立場の方となります。以上の８名となります。 

　住所及び生年月日につきましては、それぞれ議案書に記載のとおりであります。 

　この８名につきましては、公募に応じられた者であり、本年１月３０日に吉岡町農

業委員候補者選考委員会に審査を諮問したところ、８名全員が要件を満たしている

との答申結果を得ております。 

　なお、任期につきましては、令和８年４月２７日から令和１１年４月２６日までの

３年間となります。 

　なにとぞ、ご同意いただきますようお願い申し上げます。 

議　長（富岡大志君）　提案理由の説明が終わりました。 

　これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　質疑なしと認め、質疑を終結します。 

　ただいま議題となっております同意第１号は、吉岡町議会会議規則第３７条第３項

の規定により委員会付託を省略したいと思います。 

　これにご異議ございませんか。 

　　　　　　　　　　〔「異議なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　異議なしと認めます。 

　よって、委員会付託を省略することに決定します。 

　この同意議案は、８名をそれぞれ分離して審議いたします。 

　議案書に記載されている表の上から順に審議します。 

　表中１番目、小林洋一氏について、討論を行います。討論ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　討論なしと認め、討論を終結します。 

　これより起立によって採決を行います。 

　小林洋一氏を原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 

　　　　　　　　　　〔賛成者起立〕 

議　長（富岡大志君）　起立多数です。 

　よって、原案のとおり同意されました。 

　表中２番目、佐藤康之氏について、討論を行います。討論ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　討論なしと認め、討論を終結します。 

　これより起立によって採決を行います。 

　佐藤康之氏を原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 
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　　　　　　　　　　〔賛成者起立〕 

議　長（富岡大志君）　起立多数です。 

　よって、原案のとおり同意されました。 

　表中３番目、萩原隆夫氏について、討論を行います。討論ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　討論なしと認め、討論を終結します。 

　これより起立によって採決を行います。 

　萩原隆夫氏を原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 

　　　　　　　　　　〔賛成者起立〕 

議　長（富岡大志君）　起立多数です。 

　よって、原案のとおり同意されました。 

　表中４番目、大澤恵里子氏について、討論を行います。討論ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　討論なしと認め、討論を終結します。 

　これより起立によって採決を行います。 

　大澤恵里子氏を原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 

　　　　　　　　　　〔賛成者起立〕 

議　長（富岡大志君）　起立多数です。 

　よって、原案のとおり同意されました。 

　表中５番目、星野治代氏について、討論を行います。討論ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　討論なしと認め、討論を終結します。 

　これより起立によって採決を行います。 

　星野治代氏を原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 

　　　　　　　　　　〔賛成者起立〕 

議　長（富岡大志君）　賛成多数です。 

　よって、原案のとおり同意されました。 

　表中６番目、永田雅信氏について、討論を行います。討論ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　討論なしと認め、討論を終結します。 

　これより起立によって採決を行います。 

　永田雅信氏を原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 

　　　　　　　　　　〔賛成者起立〕 

議　長（富岡大志君）　起立多数です。 
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　よって、原案のとおり同意されました。 

　表中７番目、志塚淳氏について、討論を行います。討論ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　討論なしと認め、討論を終結します。 

　これより起立によって採決を行います。 

　志塚淳氏を原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 

　　　　　　　　　　〔賛成者起立〕 

議　長（富岡大志君）　起立多数です。 

　よって、原案のとおり同意されました。 

　表中８番目、石倉一也氏について、討論を行います。討論ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　討論なしと認め、討論を終結します。 

　これより起立によって採決を行います。 

　石倉一也氏を原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 

　　　　　　　　　　〔賛成者起立〕 

議　長（富岡大志君）　起立多数です。 

　よって、原案のとおり同意されました。 

 

日程第２１　諮問第１号　人権擁護委員候補者の推薦について 

議　長（富岡大志君）　日程第２１、諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦についてを議題

とします。 

　柴﨑町長に提案理由の説明を求めます。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑徳一郎君）　諮問第１号　人権擁護委員候補者の推薦について、提案理由を申し

上げます。 

　人権擁護委員の現行委員の辞任に伴い、後任候補者の推薦を行うにあたり、あらか

じめ議会の意見を求めるものでございます。 

　人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づいて、人権の考え方を広めたりする活動を

する民間の方で、法務大臣から委嘱されて人権擁護活動を行うものであります。 

　任期は令和８年７月１日から令和１１年６月３０日までの３年間となっております。 

　意見を求めたい候補者の氏名は、増野明彦さんです。住所及び生年月日については、

議案書に記載のとおりです。 

　同氏は、本町のご出身で、定年退職後は、自治会長として地域社会の要職を務めて

おります。子供の人権課題に関心を持ち人権啓発活動に意欲を示しております。堅
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実かつ温厚な人柄で地域の相談役として重要な役目を担う人権擁護委員に最適任で

あると考えます。 

　今回は、新たに人権擁護委員をお願いするものでありますが、ご審議のほどよろし

くお願い申し上げます。 

議　長（富岡大志君）　提案理由の説明が終わりました。 

　これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　質疑なしと認め、質疑を終結します。 

　ただいま議題となっております諮問第１号は、吉岡町議会会議規則第３７条第３項

の規定により委員会付託を省略したいと思います。 

　これにご異議ございませんか。 

　　　　　　　　　　〔「異議なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　異議なしと認めます。 

　よって、委員会付託を省略することに決定します。 

　これより討論に入ります。討論ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　討論なしと認め、討論を終結します。 

　これより起立によって採決を行います。 

　諮問第１号　人権擁護委員候補者の推薦についてを原案のとおり答申することに賛

成の方は起立願います。 

　　　　　　　　　　〔賛成者起立〕 

議　長（富岡大志君）　起立多数です。 

　よって、諮問第１号は原案のとおり答申することに決定しました。 

 

日程第２２　諮問第２号　人権擁護委員候補者の推薦について 

議　長（富岡大志君）　日程第２２、諮問第２号、人権擁護委員候補者の推薦についてを議題

とします。 

　柴﨑町長に提案理由の説明を求めます。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑徳一郎君）　諮問第２号　人権擁護委員候補者の推薦について、提案理由を申し

上げます。 

　人権擁護委員の現行委員の辞任に伴い、後任候補者の推薦を行うにあたり、あらか

じめ議会の意見を求めるものであります。 

　任期は令和８年７月１日から令和１１年６月３０日までの３年間となっております。 
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　意見を求めたい候補者の氏名は、栗田卓さんです。住所及び生年月日については、

議案書に記載のとおりです。 

　同氏は、本町のご出身で、長年に渡り、公共交通機関の要職を務め、地域観光の発

展にも深く関わっておりました。管理職時代には常に人権について向き合ってきた

経験をお持ちであり、人権擁護委員の活動に意欲を示しております。堅実かつ温厚

な人柄で地域の相談役として重要な役目を担う人権擁護委員に最適任であると考え

ます。 

　今回は、新たに人権擁護委員をお願いするものでありますが、ご審議のほどをよろ

しくお願い申し上げます。 

議　長（富岡大志君）　提案理由の説明が終わりました。 

　これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　質疑なしと認め、質疑を終結します。 

　ただいま議題となっております諮問第２号は、吉岡町議会会議規則第３７条第３項

の規定により委員会付託を省略したいと思います。 

　これにご異議ございませんか。 

　　　　　　　　　　〔「異議なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　異議なしと認めます。 

　よって、委員会付託を省略することに決定します。 

　これより討論に入ります。討論ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　討論なしと認め、討論を終結します。 

　これより起立によって採決を行います。 

　諮問第２号　人権擁護委員候補者の推薦についてを原案のとおり答申することに賛

成の方は起立願います。 

　　　　　　　　　　〔賛成者起立〕 

議　長（富岡大志君）　起立多数です。 

　よって、諮問第２号は、原案のとおり答申することに決定しました。 

 

日程第２３　陳情第１号　臓器移植に関わる不正な臓器取引や移植目的の渡航等を

防止し、国民が知らずに犯罪に巻き込まれることを防ぐための環境整備

を求める意見書提出の陳情 

議　長（富岡大志君）　日程第２３、陳情第１号、臓器移植に関わる不正な臓器取引や移植目

的の渡航等を防止し、国民が知らずに犯罪に巻き込まれることを防ぐための環境整
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備を求める意見書提出の陳情を議題とします。 

　陳情第１号は、お手元に配付の陳情書のとおり、陳情を受理したものです。 

　ただいま議題となっております陳情第１号は、総務産業常任委員会に付託します。 

 

日程第２４　陳情第２号　ｍＲＮＡワクチン（レプリコンワクチン含む）接種事業

の中止の意見書提出を求める陳情 

議　長（富岡大志君）　日程第２４、陳情第２号、ｍＲＮＡワクチン（レプリコンワクチン含

む）接種事業の中止の意見書提出を求める陳情を議題とします。 

　陳情第２号は、お手元に配付の陳情書のとおり、陳情を受理したものです。 

　ただいま議題となっております陳情第２号は、文教厚生常任委員会に付託します。 

 

日程第２５　陳情第３号　新宿区において顕在化した事例を受けて、政党機関紙の

庁舎内勧誘行為に関する早期の実態把握と再発防止を求める陳情 

議　長（富岡大志君）　日程第２５、陳情第３号、新宿区において顕在化した事例を受けて、

政党機関紙の庁舎内勧誘行為に関する早期の実態把握と再発防止を求める陳情を議

題とします。 

　陳情第３号は、お手元に配付の陳情書のとおり陳情を受理したものです。 

　ただいま議題となっております陳情第３号は、総務産業常任委員会に付託します。 

　ここで暫時休憩とします。 

　　　　　　　　　　午前１１時３７分休憩 

　　　　　　　　　　午後　１時００分再開 

議　長（富岡大志君）　会議を再開します。 

 

日程第２６　町長施政方針 

議　長（富岡大志君）　日程第２６、町長施政方針を行います。 

　柴﨑町長は登壇して、施政方針を述べてください。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑徳一郎君）　町政施政方針を述べさせていただきます。 

　１町政運営の方向性について、我が国全体の行政課題は、急速な人口減少と超高齢

化に伴う財政難、社会保障費の増大、そして地域インフラの老朽化です。 

　また、人手不足による公共サービスの維持やデジタル化の推進による行政の効率化、

頻発する自然災害への対策も緊迫しています。これらに対応するため、今まで以上

に官民連携や地方活性化が強く求められています。 
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　本町におきましては、緩やかながら人口増加傾向にあることは、今後の地域活性化

に向けた大きな強みであると捉えています。しかしながら、子育て世代の増加や高

齢化に伴う扶助費の増加などにより、依然として厳しい財政状況が続いており、将

来にわたり持続可能な行財政運営を実現することが喫緊の課題であると認識してい

ます。 

　そうした中で、令和８年度の施政方針を申し上げます。 

　まず、昨年度同様、国及び県の政策動向に対応した政策運営については、原材料価

格の高騰や物価上昇という経済環境の変化を踏まえ、引き続き、経済状況を注視し

てまいります。 

　雇用政策については、国や県との連携を一層強化し、地域経済の安定と成長を支え

る施策を推進していく所存です。 

　次に、中長期の町政運営については、第６次総合計画に基づく計画的な事務執行を

引き続き堅持しつつ、社会情勢の変化や新たな課題が生じた場合には長期的視点か

ら従来の計画に柔軟に組み込み、迅速かつ的確に対応してまいります。 

　その中で、特に重要な課題として認識している財源確保については、人口増加に伴

い教育・福祉関連予算が増え、経常経費の増大が生じることで、予算の柔軟性が低

下している現状を踏まえ、最低限必要な事業を確実に実施できる財源基盤を確保す

ることが重要であると認識しています。財源確保を確実にするためには、国・県の

補助金・支援制度の最大活用、ＰＰＰやＰＦＩ等の民間資金活用の検討、基盤整備

事業や企業立地促進による地域経済の安定化、さらには地域間連携を深めた連携型

の財政運営を推進することが不可欠です。これらの取り組みを通じて、財政の健全

性を保ちながら、教育や福祉といった町民生活の質を高める施策を着実に実施して

まいります。 

　２令和８年度の方向性について、令和８年度の方向性につきましては、第６次吉岡

町総合計画に掲げる将来像を土台として、これまでの歩みを踏まえつつ、社会経済

情勢の変化や新たに生じた課題に的確に対応できるよう見直しを進めてまいります。

４年間の計画期間を経過する中で、施策の進捗が一部遅れた点や新たな課題が生じ

た点を正面から捉え、町の運営方針を再認識することが不可欠であると認識してお

ります。その上で町民の生活を最優先に据え、財政状況を踏まえつつも、将来に向

けた必要な投資は、積極的に進めていく姿勢を堅持してまいります。 

　まず、私たちが果たすべき使命は、町民の生活を守り、町の発展を図ることであり、

企業誘致を含む事業実施においては、規模と財政状況を厳しく見定めつつ、無駄を

排しつつも将来性のある投資を選択するという基本方針を貫きます。新年度以降は、

総合計画で掲げる、６つの基本目標を戦略の大綱として、具体的かつ実現性の高い
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施策を順次展開してまいります。 

　吉岡町総合計画に掲げる６つの基本目標を改めて整理します。 

　第一は、全ての住民に優しい健康・福祉施策の充実を図り、誰もが安心して暮らせ

る基盤を整えます。 

　第二は、学びのまち・吉岡の推進であり、学校教育と生涯学習の一層の充実を図り

ます。ＩＣＴ環境の有効活用や教員の研修、地域と連携した教育の推進を通じ、子

供から大人へと学びをつなぐ仕組みを強化します。 

　第三は、次世代につなげる生活環境の充実であり、安全・快適な居住環境の確保、

交通・防災基盤の強化を着実に進めます。 

　第四は、地域産業の持続性発展支援であり、地場産業の振興・観光の促進・雇用の

創出を図るとともに、中小企業への様々な支援をはじめ、地域資源を活用した新た

な事業創出を後押しします。 

　第五は、緊急時対応への備えの充実であり、災害に強いまちづくりとして、消防団

の災害対応力強化、民間事業者との連携強化、住民への防災啓発促進による地域防

災力の強化を進めます。 

　第六は、将来を見据えた行財政運営の推進であり、財政健全性を保ちながら長期視

点での投資判断を徹底し、透明性の高い説明責任の実現と持続可能な財政運営を確

立します。 

　以上の方針により、令和８年度を思いを紡ぎ、未来につなげるまちづくりを一層具

体化する年とし、もっと住み続けたくなるまちづくりを実現してまいります。 

　３結びに、本町の町政運営における基本方針は、町民目線で、町民の生活を最優先

に考えるという原点のもとで、これまで培ってきた取り組みを継承・深化させつつ、

第６次総合計画の基本構想を核として、未来へつなぐまちづくりを推進してまいり

ます。第６次総合計画は、人口動態の変化、社会経済構造の転換、財政環境の厳し

さといった現実を踏まえ、長期的視野に立って持続可能な行政運営を実現するため

の指針となるものであり、私たちはこの基本構想を具体的な施策に落とし込み、町

の取り組みを着実に展開してまいります。 

　その上で、議会の皆様には、引き続きご支援とご助言を賜りたいと考えておりま

す。ご提案・ご指摘は、私たちの施策をより実効性のあるものへと高める貴重な知

見です。適切な場を設け、委員会を通じた協議や町民の声を反映させられる機会を

積極的に確保してまいります。 

　結びに、私たちは思いを紡ぎ、未来につなげるまちづくり、吉岡を実現するため、

町民生活の安定と幸福の向上を最優先に、財政の健全性を保ちつつ、新時代の施策

を着実に展開してまいります。 
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　皆様方の温かいご支援と建設的なご提案を、心よりお願い申し上げます。終わりま

す。 

議　長（富岡大志君）　ただいま町長施政方針が終わりました。 

　この町長施政方針に対する質問は明日３月３日火曜日の本会議議事日程【日程第１】

で通告のあった３名の議員によって行います。 

 

散　会 

議　長（富岡大志君）　以上をもちまして、本日の日程は終了いたしました。 

　これにて散会いたします。 

　　　　　　　　　　午後　１時１２分散会
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　　　令和８年第１回吉岡町議会定例会会議録第２号　　　 

令和８年３月３日（火曜日） 

議事日程　第２号 

　　　令和８年３月３日（火曜日）午前９時３０分開議 

日程第　１　町長施政方針に対する質問（別紙質問表による　No.１～No３） 

日程第　２　議案第２４号　令和８年度吉岡町一般会計予算 

（提案・質疑・付託）　　　 

日程第　３　議案第２５号　令和８年度吉岡町学校給食事業特別会計予算 

（提案・質疑・付託）　　　 

日程第　４　議案第２６号　令和８年度吉岡町国民健康保険事業特別会計予算 
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開　議 

　　　　　　　　　　午前９時３０分開議 

議　長（富岡大志君）　皆さん、おはようございます。 

　ただいまの出席議員は１４名です。定足数に達していますので、本日の会議を開き

ます。 

　議事日程（第２号）により会議を進めます。 

 

日程第１　町長施政方針に対する質問 

議　長（富岡大志君）　日程第１、町長施政方針に対する質問を行います。 

　通告がありました３名の議員による質問を行います。 

　ここで説明をしておきます。質問と答弁を含めて、議員の持ち時間の３０分以内で

終了できるようにしてください。 

　なお、持ち時間の残り時間が５分になったときにブザーが鳴ります。 

　さらに残り時間が無くなったときにマイクの電源が切れますので、ご承知おきくだ

さい。その時点で途中であっても質問者及び答弁者は発言を打ち切るようにご協力

願います。 

　それでは、質問者７番小林静弥議員を指名します。 

　　　　　　　　　　〔７番　小林静弥君登壇〕 

７　番（小林静弥君）　議長への通告に基づき、町長の令和８年度施政方針について質問いた

します。 

　今回の施政方針では、全国共通の行政課題である人口減少・超高齢化、財政制約、

インフラ老朽化、災害対応などを踏まえた上で、本町が緩やかな人口増加傾向にあ

ることを大きな強みとして位置づけておられました。一方で、人口増加に伴う教

育・福祉費の増大、経常経費の拡大による財政の硬直化という課題にも率直に言及

されており、本町がまさに転換期にあることを示す施政方針であると受け止めてい

ます。 

　まず、人口増加をどう町の力に変えていくのかについて伺います。施政方針では、

人口増加を地域活性化の強みと捉える一方、子育て世代の増加や高齢化の進行によ

り、扶助費や経常経費が増大し、財政の柔軟性が低下している現状が示されました。

人口が増えれば、自然と町が豊かになるわけではなく、増え方や支え方を誤れば、

現場の負担や財政の硬直化を招くことにもなります。 

　そこでお伺いします。町長は、今後の吉岡町において、どのような人口構成を見据

え、人口増加を財政負担ではなく、地域力や持続可能性の向上につなげていくのか、

その基本的な考えをお聞かせください。 



- 47 - 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑徳一郎君）　小林委員より、施政方針の質問をいただきました。 

　まずは、人口増加についてですが、国立社会保障・人口問題研究所、いわゆる社人

研推計において、令和１７年、２０３５年をピークに下降に転じとされており、言

い換えますと、それまでは増加傾向にあるということとなります。 

　同じく社人研推計では、人口を３区分、これは年少人口、生産年齢人口、老年人口

の区分となりますが、令和３２年、２０５０年における推計では、特に年少区分、

０歳から１４歳の区分において、国・県が１０％を割り込む中、町は１２．３％と

高い比率を保つとされております。 

　令和６年度に策定した第３期　吉岡町まち・ひと・しごと創生総合戦略においても、

将来の方向性として、町の魅力を高め、定住人口を増やす、子育て支援策の充実に

より、年少人口比率を維持するとしております。 

　施政方針の中でも、人口増に伴う教育・福祉関連予算の増により予算の柔軟性が低

下しているとさせていただきましたが、事実は事実として真摯に受け止めた中で、

それを補うべく、様々な事業を通じて町の魅力を高めていく取組を行っていきたい

と考えております。 

　　　　　　　　　　〔７番　小林静弥君発言〕 

７　番（小林静弥君）　分かりました。 

　年少人口、それから生産年齢人口ですね、こちらが大事になると思いますので、そ

の辺を意識して、今後、人口の増減を注視していただければと思います。 

　次に、必要な投資の考え方について伺います。 

　施政方針では、教育・福祉関連予算の増加により、予算の柔軟性が低下している現

状が示されました。限られた財源の中で、全てを同時に進めることはできません。 

　そこで伺います。今後、必要な投資と抑制すべき支出をどのように考えていくのか。

施政方針の中で最低限必要な事業、また、後のほうで将来に向けた必要な投資とあ

りましたが、特に重点を置く分野どこなのか、町としての優先順位と判断基準をお

聞かせください。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑徳一郎君）　必要な投資の優先順位についてでございますが、先ほどの質問に通

ずるところもありますが、現在、吉岡町は人口が増加しており、これに伴った年少

人口も増加しております。これまでは、この年少人口の増加対策のために、保育

園・幼稚園については、待機児童解消のために施設の増改築等を行い、また、小中

学校においても施設の増改築及び校庭拡張等に重点を置き事業を行ってまいりまし

た。 
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　しかし、人口増加傾向にある吉岡町においても、人口推計においては、２０３５年

に減少へ転じる推計となっております。 

　また、全国的に人口減少となっている状況では、吉岡町も人口推計より早く減少へ

転じる可能性もあり、このまま対策を講じなければ、人口減少へ転じることは目に

見えております。人口が減少すれば、税収の確保は困難となり、道路及び上下水道

等のインフラ設備の老朽化対応等にも影響は及びます。 

　まだ先のこととは言っておられず、今から人口減少の歯止めをかける対策を行い、

来る人口減少に備えなければなりません。 

　その対策を含めた対応として、施政方針では第６次吉岡町総合計画に掲げる将来像

を土台とした６項目について触れさせていただき、その前提として、私たちが果た

すべき使命は、町民の生活を守り、町の発展を図ることであると申し上げました。

その上で、財政的措置の一面から捉えると現在進行形で行っている地域産業の持続

的発展支援、これは産業団地、あるいは道の駅関係を並行して行うことであります。

雇用促進のための重点事業として進めてまいりたいと考えております。 

　しかし、財政支援がないその他の項目を疎かにすることなく、人、技術、情報等の

ソフト面では、職員を適材適所に配置して事業を実施していきたいと考えておりま

す。 

　　　　　　　　　　〔７番　小林静弥君発言〕 

７　番（小林静弥君）　次に、雇用政策について伺います。 

　施政方針では、国や県と連携を強化し、地域経済の安定と成長を支える雇用政策を

推進するとされています。人口が増加する中で重要なのは、住む場所としての魅力

だけでなく、働く場を町の中、あるいは身近な圏域でどう確保していくかだと考え

ます。 

　そこで伺います。本町の雇用政策において、若い世代や子育て世代が安定して働き

続けられる環境をどのように整えていくお考えか。 

　また、企業立地や既存事業者支援を通じて、雇用の質と量をどのように高めていく

のか、町の考えをお聞かせください。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑徳一郎君）　議員ご指摘のとおり、若い世代や子育て世代が安定して働き続けら

れる環境の整備は、地域経済の活性化に直結する重要な政策であると認識しており

ます。 

　本町は、昼夜間人口比率が県内で最も低く、町外への通勤者が多いベッドタウンで

あります。若い世代、子育て世代が地域で働く選択肢を広げ、活躍できるよう産業

団地の整備を進展させるとともに、保育受入体制の充実など子育てと仕事の両立支
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援を一体的に推進してまいります。 

　また、雇用の質の向上につきましては、町商工会を通じた経営相談、各種セミナー、

働きやすい職場づくりへの支援を行うほか、補助制度等の活用支援により賃金水準

の上昇と企業の競争力強化につなげてまいります。 

　次に、雇用の量の確保につきましては、引き続き産業団地事業を推進してまいりま

す。これにより安定した雇用機会の拡大、また、既存事業者の受注機会の拡大につ

ながるものと考えております。 

　　　　　　　　　　〔７番　小林静弥君発言〕 

７　番（小林静弥君）　そうですね。雇用の質と量、質のほうでは正規雇用ですとか平均所得

などを見ていただきまして、また、先ほどから出ています産業団地こちらもですね、

ぜひ雇用増大、または促進に成功できるような、そういった町の取組でよろしくお

願いいたします。 

　次に、官民連携について伺います。施政方針では、ＰＰＰやＰＦＩなど民間資金や

ノウハウの活用が示されています。官民連携は、財政負担の軽減や効率化につなが

る一方で、事業規模や契約内容を誤れば、将来世代に新たな負担を残すことにもな

りかねません。 

　そこで伺います。本町では、ＰＰＰやＰＦＩについて、どの分野を想定し、どの程

度の規模感で検討していくお考えなのでしょうか。 

　また、他自治体の成功・失敗事例をどのように検証し、有効利活用・リスク回避に

生かしていくのか、町の認識を伺います。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑徳一郎君）　ＰＰＰいわゆる官民連携ですが、官民が連携して公共サービスの提

供を行う手法であり、ＰＦＩについては、公共施設等の設計、建設、維持管理及び

運営に民間の資金とノウハウを活用し、公共サービスの提供を民間主導で行うこと

で、効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図るというＰＰＰの代表的な手法の

一つとされております。 

　これらの手法は、地方公共団体が直面する財政的な課題を克服し、効率的なサービ

ス提供を実現するための重要な選択肢として位置づけられているところです。 

　ＰＰＰやＰＦＩを検討する際の分野についてですが、主に上下水道や公共施設の整

備・管理、さらには交通インフラに関連する事業ガ想定されます。 

　これらの分野は、民間の技術力や資金を効果的に活用することで、効率的に整備

を進めることが可能であり、利用者にとってもより良いサービスを提供できるので

はないかと考えております。 

　具体的には、すでに策定されている水道事業基本計画、公共下水道事業経営計画や
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農業集落排水事業経営戦略について、ＰＰＰやＰＦＩの導入について言及しており

ます。 

　また、給食センターの建て替えについては、ＰＦＩとして取り組んでいる予定とな

っております。 

　また、具体的な事業規模についてですが、本来は中小規模から始め、実績を積み重

ねながら徐々に大規模なプロジェクトに拡大していくのが最良かとは思いますが、

状況に応じて取組を進めてまいりたいと考えております。 

　また、他自治体の成功・失敗事例についてですが、給食センターの建て替え事業に

おいて、ＰＦＩを活用していく予定であるものの、町全体として、他自治体の成功

例、失敗例などを取りまとめ、分析はできていないのが現状であります。 

　給食センター建て替え事業については、町としても初めてのＰＦＩ活用事案である

ことから、ＰＦＩ手法に伴うアドバイザリー業務、事業者の選定を行う業務を含め

発注し、基本計画書を基にした要求水準書を作成する予定となっております。 

　また、事例についてとのことですが、内閣府　民間資金等活用事業推進室（ＰＰＰ、

ＰＦＩ推進室）のホームページにおいて、ＰＰＰ／ＰＦＩ事例集として掲載されて

いるところであります。 

　今後、ＰＰＰ／ＰＦＩ事業を活用するにあたり、こういったものを参照し、また、

必要に応じて直接他自治体様にお伺いするなどして取組を進めていきたいと考えて

おります。 

　　　　　　　　　　〔７番　小林静弥君発言〕 

７　番（小林静弥君）　ＰＰＰ／ＰＦＩについては、リスクの管理が大変重要になると思いま

すので、その辺を注意していただければと思います。 

　次に、地域間連携について伺います。施政方針では、連携型の財政運営の必要性が

示されています。単独での事業実施に限界がある中で、近隣自治体との連携により、

行政コストの削減と住民サービスの向上を同時に図る視点が重要だと考えます。現

在、具体的に検討している連携分野があるのか。 

　また、デジタル分野や生活関連サービスにおける広域的な連携について、町の考え

を伺います。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑徳一郎君）　広域連携としますと、当然、渋川地区広域市町村圏振興整備組合に

おける共同処理、そして、前橋さんとの車のナンバープレート事業や駒寄スマート

インターチェンジ大型車化事業などが挙げられます。 

　また、榛東村さんと連携して、開催の榛吉マルシェが好評を博しているところでご

ざいます。その他、現在検討している具体的な事案としましては、前橋が運営して
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いるシェアサイクル事業への参画となります。 

　シェアサイクル事業については、一定の区域に自転車の貸出と返却が可能な拠点

（ポート）を多数設置して、どのポートでも自転車の貸出・返却ができるサービス

であります。レンタサイクルとは異なり、自転車を借りた場所と同じ場所に返却す

る必要はありません。 

　シェアサイクル事業における位置情報のデータを確認したところ、吉岡町において

は、群馬総社駅から産業道路バイパス沿いに軌跡があることから、吉岡町にシェア

サイクルを利用して訪問していることが分かっております。こういった点も踏まえ、

シェアサイクル事業について、吉岡町も参画することで、シェアサイクルの定義と

しての回遊性の向上、地域活性化への繋がりを実現したく、連携事業として取り組

むものとなります。 

　また、ポートの設置する企業様におかれましても、交通手段の停留所として設定さ

れることで、来客が見込まれるメリットも想定されるところであります。 

　今後も前橋様はもちろん、隣接・近接する市町村との新規事業の立ち上げ、また、

既存事業への参画については、積極的に検討を進めてまいりたいと考えております。 

　議員ご指摘のデジタル分野や生活関連サービスにおける事業展開については、いわ

ゆる導入経費であるイニシャルコストはもちろん、運用経費となるランニングコス

トがかかってきます。 

　小規模自治体に向けたサービス等であれば、比較的安価なシステムなども提供され

ているところですが、使いやすさなどを検討していくと、それなりに多額の経費が

かかることはほとんどとなります。 

　先ほどのご質問の答弁と重複する部分もございますが、新規事業の立ち上げや各自

治体が実際に行っている事業へ参画することで、イニシャルコストやランニングコ

ストの軽減を図っていく、また、その中で新たな取組を進めていくという視点は、

とても重要なものと認識しております。 

　以上を踏まえた上で、今後も各自治体との情報共有はもちろん、情報収集にもしっ

かりと取り組んでまいりたいと考えております。 

　　　　　　　　　　〔７番　小林静弥君発言〕 

７　番（小林静弥君）　次に、健康福祉施策について伺います。子育て世代の流入と高齢化が

同時に進む本町においては、世代間の分断を防ぎ、全ての町民に優しい健康福祉施

策の充実とあるように、地域全体で支え合う仕組みづくりが一層重要になると考え

ます。高齢者福祉と子育て支援を別々の施策として進めるだけでなく、見守りや交

流など、地域を基盤とした支援をどのように構築していくのか、町の考えを伺いま

す。 
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　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑徳一郎君）　高齢者福祉施策と子育て支援施策の連携については、地域社会の活

性化に繋がる非常に有用な手段であり、それぞれの施策を個別に進めるのではなく、

相互連携を図りながら取り組むことは大変重要なことであると認識しております。 

　高齢者と子育て世代が共に支え合う環境を構築するために、地域での見守り活動を

推進し、高齢者の孤立防止、子育て家庭との総合支援を行い、地域の中で見守りの

輪を広げることで、お互いに助け合う共助の関係性を育むことができ、地域全体の

つながりが強化できるものと考えます。 

　また、交流の場を提供することも重要です。社会福祉協議会では、子供から大人ま

で誰でも、地域や世代を越えた交流の場が持て地域とのつながりや生きがいを持ち

ながら暮らしていけるよう地域の集会所やロバロバ、デイサービスＪＡげんきを活

用したカフェを定期的に開催しております。 

　これらの施策により、地域のコミュニティーが活性化され、お互いに支え合える関

係が築かれていることを期待しております。 

　さらに、老人会、民生委員会、自治会、子供会、育成会などの地域の多様な団体が

連携をより強化することで、高齢者と子育て家庭の地域のつながりを強化し、より

身近な相互に支援内容を高め合うパートナーシップを形成することができるように

なると思われます。 

　このように高齢者福祉と子育て支援を地域基盤でしっかりと結びつけることで互い

に支え合う豊かな地域社会が構築されていくものと考えております。今後も町民の

皆様のご意見を伺いながら、様々な課題について調査研究を進めてまいります。 

　　　　　　　　　　〔７番　小林静弥君発言〕 

７　番（小林静弥君）　次に、教育と学びについて伺います。学校教育現場でのＨｉＢＡＬＩ

プラン５．０は、バージョンアップから１年経とうとしていますが、その成果はい

かがでしょうか。ＩＣＴ環境の有効活用は十分に機能していますでしょうか。 

　また、学校教育と生涯学習の一層の充実、子供から大人へと学びをつなぐ仕組み

とあるように、学校と地域・家庭、子供と大人をつなぐ取組とは、具体的には何を

どのようにつないでいくのか、町の考えを伺います。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑徳一郎君）　ＨｉＢＡＬＩプラン５．０は、児童生徒全員に貸与した情報端末を

初めとするＩＣＴ環境を有効に活用しながら、個別最適な学びと協働的な学びの充

実を期した授業改善を主眼としました。 

　その結果、文科省からリーディングＤＸ事業の指定校として認められた町内３校の

公開授業の際には、遠く鹿児島県や岩手県からも参加が訪れました。私も吉岡中の
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研修状況を見学させていただきました。 

　また、先月は、群馬県教育委員会が主催して、県内全市町村教育委員会の幹部を対

象とした吉岡中学校の生成ＡＩ活用事業の公開が行われました。 

　それら事業は、ＨｉＢＡＬＩプランの目標である、考えて行動できる人の具現化を

目指すにふさわしいものであったと聞いております。このように、県内外から注目

される子供主体の授業実践が行われていることが、ＨｉＢＡＬＩプラン５．０の大

きな成果を物語っていると考えております。 

　また、学校と地域、子供と大人をつなぐ具体的な取り組みの視点からお答えいたし

ます。 

　この数年間、子供たちが地域社会の中で多様な大人と関わり、共に学び合う環境づ

くりを重視し、次の３つのつながりを強化してまいりました。 

　第１に、放課後の学びを通じたつながりです。 

　小学生が地域の集会所で過ごし、地域の高齢者の方々に勉強を教わったりもし、昔

ながらの遊びを楽しんだりする活動を行っております。これは、知識や文化の伝承

だけでなく、世代を超えた心の触れ合いの場となっております。 

　第２に、地域貢献を通じたつながりです。 

　中学生ボランティアが自治会や町の行事に参加することで、地域の一員としての自

覚を育み、中学生が、地域社会や地域の大人との絆を深めております。 

　第３に、スポーツ・文化活動を通じたつながりです。 

　休日の中学校部活動の地域展開を全面的に進め、指導を地域の方々に担っていただ

く体制を確立いたしました。これは、今の中学生が大人となって将来の町のスポー

ツや文化活動の推進役になることへの期待も含まれております。 

　これらの活動が、子供の学びや健全な成長、同時に大人にとっても、子供たちに関

わることが生涯学習としての学びの一環となるよう、今後も子供と大人をつなぐ活

動をより活性化させたり課題を解決したりすることを通じて、さらなる充実に努め

てまいりたいと考えております。 

　　　　　　　　　　〔７番　小林静弥君発言〕 

７　番（小林静弥君）　次に、防災について伺います。施政方針では、消防団の強化や民間事

業者との連携、防災啓発の推進が掲げられています。転入者が多い本町においては、

防災を特別なものではなく、日常の暮らしの中にどう根付かせるかが重要です。若

い世代や新しく住まわれた方々に対し、防災意識をどのように高めていくのか町の

考えをお伺いします。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑徳一郎君）　若い世代や新しく転入されてきた方に対しましては、防災イベント
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など、誰もが気軽に楽しく参加できる機会を通じて、防災意識の向上を図っていき

たいと考えております。 

　実例を挙げますと、令和７年４月に開催されたよしおか防災デイズがこれに当たり

ます。 

　この防災イベントは、町と包括連携協定を締結している株式会社ジョイフル本田、

群馬トヨタグループ株式会社を中心に多くの民間事業者、関係機関のご協力をいた

だき、ジョイフル吉岡店で盛大に開催されました。 

　また、今月の１４日、１５日には、第２回目のよしおか防災デイズが開催される予

定であります。現在準備を進めているところです。この防災イベントには、昨年も

多くの若い世代や親子連れに来場いただいており、今後も定期的に開催する予定で

あるこのようなイベントを通じて、防災意識の啓発、向上を図っていきたいと考え

ております。 

　また、この他にも、令和８年度に予定しているよしおかふるさと祭りや町総合防災

訓練の場でも、防災を身近に感じてもらえるような工夫を凝らして、住民の防災意

識の向上を図っていきたいと考えております。 

　　　　　　　　　　〔７番　小林静弥君発言〕 

７　番（小林静弥君）　次に、町民目線の具体化について伺います。施政方針では繰り返し、

町民の生活を最優先に考える、町民目線での町政運営が示されています。非常に大

切な理念である一方で、それがどのように施策へ反映され、どう検証されているの

かが、町民にとって分かりにくい場面もあると感じています。 

　そこでお伺いします。町として、町民生活の安定と幸福の向上を最優先に考えた時、

町民の声や満足度をどのように把握し、それをどのように施策の改善や見直しに生

かしているのか。また、アンケートや意見募集が実際の政策判断にどのようにつな

がったのかを町民にどのように示していくお考えなのか、伺いたいところでしたが、

時間が来ました。これは、また後ほど、後日、一般質問等でお伺いしたいと思いま

す。 

　以上で小林の町長施政方針の質問を終わりします。 

議　長（富岡大志君）　以上をもちまして、小林静弥議員の質問が終わりました。 

　次の質問の用意を行いますので、ここで休憩をとります。 

　再開を１０時１０分とします。 

　　　　　　　　　　午前１０時０１分休憩 

　　　　　　　　　　午前１０時１０分再開 

議　長（富岡大志君）　会議を再開します。 

　それでは質問者１３番、小池春雄議員を指名します。 
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　　　　　　　　　　〔１３番小池春雄君登壇〕 

１３番（小池春雄君）　それでは施政方針に対する質問を行います。 

　緊縮政策ということで出しておきました、緊縮財政というのは、緊縮財政だと思っ

たら、緊縮財政というのは、国家予算のことを緊縮財政というので地方自治体の場

合には、緊縮政策と、いうらしいですね。 

　これまでの年度別施政方針を確認しました。前年度踏襲ではなく、時代に応じた施

策を進めていくことは、当然のことですが、方針が時代を的確にとらえての、施策

となっているかが重要です。 

　限られた財源の中で、時代に即した施策を進めていくことは、私も同じ考えですが、

それを進める中では、慎重な議論が必要だと考えます。 

　伺いますけれども、この数年間、廃止したもの、見直しをしたものを、上げていた

だきたい。以後これから、取り組む中で、検討廃止と考えているものが、どのよう

なものかと、があるのかということをまずお尋ねをしておきます。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑德一郎君）　小池議員のほうから見直し、廃止した事業についてのご質問です。 

　事業の廃止に着目していることについては承知しておりますが、限りある財源での

予算編成においては、無駄や効率を含め、全ての事業について見直しを行っている

ところであります。その結果、やむを得ず事業を廃止せざるを得ないものもござい

ました。 

　昨年の９月定例会では、小池議員の一般質問の中で含まれていたとおり、議会の議

事録の外部委託や放課後児童見守りパトロール事業などは見直し、廃止の対象とな

った事業でございます。 

　また、その後の委員会において、質問内容についての情報を一覧として提出させて

いただきました。 

　改めて読み上げることも可能でございますが、また、今後検討、廃止予定の事業に

つきましては、私立保育所等おむつ処理費用の補助金、これは広域での処分が可能

となったためでございます。 

　また、吉岡健康Ｎｏ．１プロジェクト事業、こちらは、事業のマンネリ化による見

直しと負担軽減のため、また、両小学校学習診断委託、芸術鑑賞補助金、そして、

移住支援金等がございます。 

　しかし、事業の見直しに伴う廃止や縮小による歳出の削減だけでは限界がございま

す。そのため、歳入の確保に努めていきたいと考えております。小池議員をはじめ

とした他の議員からもふるさと納税による歳入確保について、一般質問の中で多く

の質問や指摘がされている中で、歳入確保にも力を注ぐよう職員に指示をしている
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ところでございます。 

　歳入が増えれば、その分、歳出の見直しによる事業の廃止を避け継続的に事業を実

施できるものと考えております。 

　また、現在着手している大型事業等は、将来を見据えた中での歳入手段の最たるも

のだと考えております。 

　それでは、以下、主な廃止事業、主な縮小事業について報告読み上げをいたしたほ

うがよろしいか。 

　はい。それでは報告させてもらいます。 

　先ほども申し上げました議会事務局では、会議録委託料、子育て支援では母子父子

家庭祝い金、福祉では社会福祉総務費、障害者福祉費、介護高齢室では、任意事業

として身元確認支援システム使用料、それから老人福祉でスマホ教室、財政関係で

は水道事業費、住民環境では、灰塵処理費、産業振興室では、商工総務費、教育総

務室では、明小デマンドコントローラーリース事業、駒小デマンドコントローラー

リース事業、また吉中デマンドコントローラーリース事業、生涯学習ではフロアマ

ット使用料、それから共同安全室では放課後児童見守りパトロール事業などとなっ

ております。 

　また、主な縮小事業では、介護高齢室でひとり暮らし高齢者保養事業、介護用品支

給事業、障害者福祉事業、それから産業振興室では、道の駅事業、さらに教育総務

費では、明小学習支援ソフト、駒小、吉中等の支援ソフト、それから共同安全室で

は、防犯カメラ設置工事、道路交通安全施設工事、幼児用補助用具購入補助、備蓄

用食料購入事業、等々を縮小しているところでございます。 

　　　　　　　　　　〔１３番小池春雄君発言〕 

１３番（小池春雄君）　それでは、今まで以上に官民連携が求められているとありますけれど

も、実際には、官民連携、どのようなものを指していますか、具体的に示していた

だければと思いますけれどもいかがでしょうか。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑德一郎君）　まず、官民連携の必要性についてですが、地域社会が直面している

課題は多岐にわたります。 

　例えば、少子高齢化や人口減少、環境問題、地域経済の停滞などが挙げられますが、

これらの課題は、単独の行政機関だけでは解決が難しいものです。民間企業は技術

やノウハウ、資金力を持っており、それを活用することで行政の取組を補完し、よ

り効果的な解決策を生み出すことが可能でございます。技術やノウハウに関する具

体例としては、現在１０事業者と包括連携協定を締結しているほか、いくつかの個

別連携協定を結んでいますが、日々の講座やイベント等でも多くの支援を受けて実



- 57 - 

施しているところであります。 

　資金面では、ＰＰＰ（公連携）やＰＦＩ（民間資金による公共インフラ整備）など

も官民連携の一環であり、給食センター建設が具体例となります。さらには、水道

事業基本計画や公共下水道事業経営計画及び集落排水事業経営戦略についても、Ｐ

ＰＰやＰＦＩ導入が言及されております。 

　また、一般的に言われている分野としては、公共施設の整備、管理のほか、交通イ

ンフラ関連事業は想定されます。これらの分野では、民間の技術力や資金を効果的

に活用することで、効率的な整備が進められ、利用者にとっても、よりよいサービ

スを提供できると考えられています。加えて、現在、カーボンに向けたゼロカーボ

ンに向けた諸事業についても、企業提案の申出もいただいているところでございま

す。 

　以上から明らかなように、今まで以上に官民連携が求められる背景には、地域社会

の複雑な課題があります。それらを解決するためには、様々な視点やリソースが必

要です。今後も官民連携を進めることで、地域の持続可能な発展に寄与していきた

いと考えておるところでございます。 

　　　　　　　　　　〔１３番小池春雄君発言〕 

１３番（小池春雄君）　分かりました。 

　先ほど小林議員の質問にもありましたけれども、その財源の確保をするためには、

やっぱり今生じる町長の答弁もありましたけれども、ＰＰＩであるとかＰＦＩなど

の民間資金活用の検討を考えているとありますけれども、これも私は慎重でなくて

はならないというふうに考えております。民間資金の検討活用、これは民間業者は

営利が目的です。お金もうけになると思えばどこにでも入ってくるでしょう。最終

的には債務は町が負担するのですから、本当に慎重でなくてはなりません。 

　今考えているのは、学校給食センターと思われますが、給食センターを民間委託し

た経過がありますけれども、当時は経費の削減と雇用の確保と言っていましたけれ

ども、今は実態はどうでしょうか。この時代は地産地消というのが大きく、クロー

ズアップされている時代でもありました。 

　これは教育にも役立つ農業の育成にもなると言われてましたけれどもどうでしょう。

民間の活力を民間の力を活用すること全てを、否定することはしませんが、相手は

民間であり、営利を目的としているのですから、慎重でなくてはなりません。 

　これについてどのように考えるか。先ほど町長の答弁にもあった、また、小林議員

の答弁の中にもありましたけれども、私、１点大きく気になったのは、水道事業の

民間活用という話がありましたけれども、これはもう、社会問題になりましたよね。

大きな問題になって、飲料水までもそういう民間に出していいのかと。安全はどう
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確保されるかと。 

　要するに、民間活力に利用するというけれども、安全安心モデルが奪われるのでは

ないかというので、それをまた元に戻すと。いうことも今進められてるというふう

にも聞いております。そう考えると本当に慎重でなくてはならない。 

　先ほども言いましたけれども、企業というのは営利が目的です。だからその企業の

営利目的目的、それのえさにされては困るわけですよね。だって、町は、お願いし

ても、債務負担になるわけですから、そうであれば、そこを民間に委ねるノウハウ

があるって言うけれども、ノウハウだけでいいのでしょうかね。ノウハウというの

は皆さんが知恵を出してあちこちの、ものを、知恵を使えば、優秀な職員がいるわ

けですから、そういう中でも私は可能だと思うんですよね。ただ、危険性を感じる

のは何でも民間委託をすればいいという考え方がどうかというふうに思っておりま

すけれども、その部分ってのは本当に慎重に、慎重になくてはならないと思います

けれども、その部分についての見解をお聞きしたいと思います。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑德一郎君）　初めに学校給食センターの調理業務の民間委託については、経費の

削減と雇用の確保という側面や専門業者が持っている高い衛生基準確保による安全

かつ安定的な学校給食の供給という目的もございました。民間委託が始まり、委託

業者と協力し、町産のお米や野菜を活用して給食を提供してきたところでございま

す。現在、進めている新たな学校給食センター建設については、国が制度化した新

たな枠組みであるＰＦＩ制度で導入を予定しており、ＰＦＩを導入することにより、

事業費の平準化、民間の技術力やノウハウを活用し、効率的で質の高いサービスが

提供できます。 

　議員ご指摘の部分については、町がこれまで以上に、業務状況を把握し、管理指導

し、サービスの低下が起こらないようにする必要があると考えております。また、

項目等につきましては、慎重に検討を進めていかなければならないと考えておりま

す。 

　　　　　　　　　　〔１３番小池春雄君発言〕 

１３番（小池春雄君）　あと、制度を信頼してということなんですよね。いうことなんでしょ

うけれど、やはり私はそこに一抹の、不安があるということだけは理解していただ

きたいというふうに思ってます。 

　先ほど町長のほうからも発言もありましたけれども学校給食センター、雇用の確保

だと。でもこれまで、結構伊香保の長、在住の方がその長になっていましたけれど

も、あと聞いてると人数も減ってるというふうにも回答もありました。その材料の

確保ということになると、やはり相手は東洋何だっけ。何とかという、会社に委託



- 59 - 

しまして、今してますよね。 

　でもそうなると、その会社がやっぱりそういうものを一括仕入れをして、そして給

食、給食を提供するというふうになるので、当初町が私は思っていた見ていたよう

な形とちょっと違ってきてるんじゃないかなと。 

　先ほど町長が、衛生面とかというような話もあったけれども、それは町の教育の中

でも、給食センターの職員にもできることだと思うんですよね。ですから実際にだ

けれど東洋食品ですね、が、給食センターの中に入ってきてそれをやることになっ

たということによって、中身がよくなったとかという話は余り聞いてないんですよ

ね。でも、先ほど言いましたけれど業者というお金になるから入ってくるんだと金

もうけできるか入ってくるかということだけはしっかりと押さえておいてほしいと

いうふうに思います。 

　続きまして、町の発展に企業誘致も含む投資を選択の基本方針を選択するとありま

すけれども、地方自治体の本旨というのは、１条２項にあるように、地方公共団体

は住民の福祉の増進を図ることを基本としてと、いうふうになっております。全て

がだから、そこに置かれなければならないわけです。住民の福祉のために何をする

のか、何をでき何ができるかが大事であり、ここをしっかり押さえておかねばなり

ませんけれども、この地方自治法の本旨についての見解を改めてお伺いします。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑德一郎君）　議員おっしゃるとおり、地方自治法第１条第２項において、地方公

共団体は住民の福祉を増進を図ることを基本とする、と定められております。 

　本町の施政運営におきましても、この理念は、全ての政策の根幹に据えているとこ

ろであります。その上で、住民福祉を持続的に高めていくためには、安定した財政

基盤の確立が不可欠であります。 

　人口構造の変化や社会保障関係経費の増加が見込まれる中、将来にわたり必要な行

政サービスを確保し、子育て支援や高齢者福祉、生活基盤整備などの施策を充実し

ていくためには、歳入の確保と財源の多様化が求められております。 

　このため、産業団地の整備や企業誘致は、単に企業を呼び込むこと自体を目的とす

るものではなく、固定資産税や法人関係税などの安定的な税収を確保し、その財源

をもって住民福祉の向上につなげる、将来への投資として、居着く位置づけており

ます。 

　また、企業の立地は雇用の創出や地域経営の活性化をもたらし、結果として住民の

暮らしの安定にも寄与するものである。そのように考えております。 

　施政方針で申し上げた規模と財政状況を厳しく見定めつつ、無駄を排しつつも将来

性のある投資を選択するとの基本方針は、限られた財源を最大限に生かし、将来世
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代に過度な負担を残さないものであり、最終的には住民福祉の向上という自治体の

本旨を実現するための判断基準であります。今後の町の発展と住民福祉の向上が相

乗効果を生むよう、財政規律を保ちながら、必要な投資と施策の充実を、着実に進

めてまいります。 

　　　　　　　　　　〔１３番小池春雄君発言〕 

１３番（小池春雄君）　中小企業への支援、地域資源の活用と事業の創出の後押しとあります

けれども、実際にはどのようなことが考えられておりますか。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑德一郎君）　中小企業の支援に関しては、所管課による補助制度や各種施策を実

施してまいります。中小企業は地域経済の根幹を支える重要な存在であり、その成

長を促進するための支援は不可欠であります。 

　具体的な施策の一つとしては、中小企業の取引拡大を後押しする小規模事業者販路

開拓等支援補助金の実施を通じて、地域産業の持続的発展を支援します。 

　次に地域資源を活用した新たな総合事業創出に関しては、スマートＩＣ産業団地事

業引き続き推進してまいります。交通の利便性が高く、企業の立地に適した当該環

境を最大限活用することで、企業集積総合連携につなげ、新たな事業創出を後押し

し、地域経済への波及、地域全体のさらなる発展を目指します。 

　これらの取組を通じて、地域の活力を高め、より良い未来を次世代につないでまい

ります。 

　　　　　　　　　　〔１３番小池春雄君発言〕 

１３番（小池春雄君）　最後になりますけれども、子育て支援策についてお尋ねします。 

　学校給食費の無償化が小学校までが国の方針で、実施されることがほぼ決まってお

りますけれども、踏み切れずにいた吉岡町でも実施が決まり、保護者は喜んでいる

ことと思います。 

　これを機に、中学校とまでとする市町村は群馬県では、この今の時点では、みなか

み町が分からなかったんですけれどもみなかみ町は、中学校３年生を基本として無

償化をするというような私、情報を得ました。恐らく中学校１年生２年生がまた未

実施で新年度で未実施になるかと思うのですけれども、吉岡町にあるところ、ない

のでそうすると、３５市町村の中で吉岡町だけが中学校全く未実施と、いうことに

なろうかというふうに思います。遅れることなく私は、３５市町村の中で足並みを

そろえて、中学校までの学校の給食費はおよそ３，０００万ぐらい。３，０００万

ちょっとあれば可能ではないかと思うんですよね。ぜひ、実施をすべきだと、いう

ふうに思っております。 

　それと、気になるのが、子供を育てるなら、吉岡町というふうに標榜しておりまし



- 61 - 

たけれども、ここ６年、失礼７年、８年、この２年ほど子供を育てるなら吉岡町の

標榜が聞いていますけれども、これをしてたのか。これらの子育て支援策について

特にソフト面での、対応、今後の方針と、独自政策の取組についての町長の抱負を

お伺いするものであります。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑德一郎君）　子育て支援策については、財政状況の厳しい中でも、住民サービス

をできる限り低下させないことを念頭に、現在実施している保育完全無償化を継続

します。 

　また、保育環境の充実のため、保育所等の定員増加に取り組んでおり、令和８年４

月から定員増加が予定されております。 

　さらに、乳児等通園支援事業が令和８年４月から開始され、母子保健機能と児童福

祉機能が一体的に機能するこども家庭センターの令和８年度中の設置を目指してお

ります。 

　中学生の学校給食費の無償化については、新年度についても、食材費の高騰が続い

ている中、保護者負担の増加が増えないよう、一般会計からの補填で対応していけ

ればと考えております。 

　また、引き続き、不登校対策、吉岡町独自のひまわりの家、Ｙ｀ＯＤＳ吉岡町オー

プンドアサポート事業、スクールカウンセラーの勤務時間増による子供、保護者の

相談体制の充実、学級補助員やマイタウンティーチャー配置による多様な子供への

対応や、きめ細かな指導体制、児童生徒の自己有用感や自己肯定感、町に生きる誇

りの育成につながる地域の言葉とのつながりをつくる施策の充実、休日部活動の地

域移行、吉中ボランティア、地域と学校の学習共同活動に取組みます。このような

子育て支援策などを地道に、そして着実に進めていきたいと。考えております。 

　そして、やはり子供を育てるなら吉岡町の掛け声は、我が町のフレーズにぴったり

ではないかと自負しているところであります。先ほども申し上げましたが、子供家

庭センターの設置を令和８年度中に向けた準備を進めている旨を伝えさせていただ

いたところですが、子供真ん中政策、子供が増加する我が町として、子供らを中心

に据えたきめ細かい対応がかなえられるよう、近隣市町の先進事例を学ばせていた

だきながら、もろもろの施策を展開していければと考えているところであります。

子供を育てるなら吉岡町、吉岡町のために、当たり前のフレーズとして生き続けて

いるものと捉えております。 

　　　　　　　　　　〔１３番小池春雄君発言〕 

１３番（小池春雄君）　町長、先ほど言いましたけれども、中学校までの学校給食のこの中心

というのは、学校給食費の無償化なんですけれども、とりの、３５市町村の中で、
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吉岡町だけが、先ほど言い、聞いた話はね、みなかみ町は３年生までをということ

なんですけれども、もう、この辺に足並みをそろえるべきでは私はないかと思うん

ですよ。吉岡町だけが中学校が完全、給食の無償になってませんよ、というのはや

っぱり恥だと思うんですよ。 

　でもやっぱり万難を排して、ここはもう足並みをそろえると。やってると。そうで

はなくてやっぱり町民が、何で吉岡町だけと、いうふうに思うと思うんですよ。実

施点はね、４月からですからまだこれから予算、これから審議をするわけですけれ

ども、教育委員会に聞きました。 

　教育委員会は予算は確保してるけれども、国会が通らないから、今すぐこういう状

況なんですと、それも分かります。　 

　でも方針としてね。もうここで、もうその中学校３年生まで、給食の無償化をする

と、国が中学校までする、小学校までする。それで群馬県自治体が、それでは県と

県内でそれぞれ市町村がやるという中で、吉岡町だけ取り残されると。いうことは

私は本当に不名誉なことだと思うんですよ。 

　ほかのところでね、職員を増やしたりとかそれはそれぞれの希望もあるようですけ

れども、私はこちらのほうが先だと思うんですけれども、再度確認したんですけれ

ども、吉岡町だけ残るってことじゃなくてやっぱり、少なくともこの一、二か月の

中には、ちゃんとしたする結論を出すと。いうふうにしていただきたいと思います

けれども、いかがでしょうか。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑德一郎君）　吉岡町は今も県内唯一の活気あふれる人口増加の町として、児童生

徒の増加が見込まれる現状でございます。これまでも、まだ現在も、まずは増加す

る児童生徒の教育環境を整備していくため、様々な施策展開を進めさせていただき

ます。なお今年度も大東建託グループさんのまちの幸福と住み続けたいまちランキ

ングで、２年連続の北関東ナンバーワンのまちとして、好評価いただき、光栄であ

り、大変うれしく思っているところであります。今後も、現在町の状況等をしっか

り見据えながら、将来のまちづくりを言われていく中で、しっかりと判断していく

所存でございます。 

　　　　　　　　　　〔１３番小池春雄君発言〕 

１３番（小池春雄君）　ここで町長、もう、いや、やってると。いうふうには言い切れません

か。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑德一郎君）　結論はしっかり見極めてからしていきたいと思います。 

　　　　　　　　　　〔１３番小池春雄君発言〕 
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１３番（小池春雄君）　これにて終わります。はい。 

議　長（富岡大志君）　以上をもちまして、小池春夫議員の質問が終わりました。 

　次の質問者の用意を行いますので、ここで休憩をとります。 

　再開を１０時５０分とします。 

　　　　　　　　　　午前１０時４０分休憩 

　　　　　　　　　　午前１０時５０分再開 

議　長（富岡大志君）　会議を再開します。１番山崎守人議員を指名します。 

　　　　　　　　　　〔１番　山崎守人君登壇〕 

１　番（山﨑守人君）　議長への通告に従いまして、町長施政方針に対する質問をいたします。

まず、次世代につなげる生活環境の充実についてということで、施政方針に書かれ

ていることですが、快適な住環境の確保、交通防災基盤の強化、と施政方針でおっ

しゃっていますが、快適な住環境の確保とは具体的にどんなことを町長は進めたい

と考えておられるのでしょうか。 

　言葉の意味として捉えるならば、住環境とは住宅そのものの性能や周辺の環境、社

会的インフラ、利便性だったり防犯などですね、合わせた、暮らしを支える総合的

な環境のこととのことです。例えば、町長が思い描く快適な住環境の確保とは、さ

らなる住民移住を促進するために、今まで住宅として用途が認められていない地域

でも、住宅ができるようにするとか、無計画に宅地が開発されてきたことを反省し

て、例えば町道の幅員を拡張するとか、安心安全なまちづくりのために、防犯に、

防犯を強化するために、防犯カメラを増設したりとか、それとも、いつ大きな震災

が起こるかもしれないので町内にある旧耐震住宅の補修工事を進めたいとか、具体

的な何か施策があると思うんですが、町長が考えていらっしゃる具体的な方針や施

策がありましたら、ご説明いただければと思います。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑德一郎君）　山崎議員の質問にお答えします。 

　まず、質問の前に、答弁の前にいただいた質問書は、箇条書きでいただいておりま

す。大ざっぱな概要でありましたので、その要旨に沿って答弁書を準備しておりま

す。よって本日、詳細な今質問の内容を伺っても準備はできておりません。答弁が

かみ合わないこと、あるいは答弁を控えさせていただきたいと思います。 

　町では、昨年から都市計画マスタープランの改定に着手し、来年度末の公表に向け

て作業を進めているところであります。これまでに吉岡町の課題や町民ニーズの整

理を行い、現在まちづくりの方針や、将来都市構造、具体的な施策の検討を進めて

いるところであります。快適な住環境の確保について、現在町では、住宅のばら建

ちなど、無秩序な開発が進行しており、このような状況が続くと、住宅と農地や工
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場等が混在して、住環境が悪化したり、地域コミュニティーの維持も困難になるな

どの問題が出てくるため、このようなことを防ぐための施策を検討しております。 

　交通基盤の強化については、吉岡バイパス延伸の着手を県に強く要請し、また、自

動車以外の交通手段を確保、選択できることにより、誰もが移動しやすくなるため

の施策を検討しております。 

　防災基盤の強化としては、橋梁長寿命化計画に基づき、橋梁の点検業務なども実施

する予定でございます。 

　　　　　　　　　　〔１番　山崎守人君発言〕 

１　番（山﨑守人君）　次に、先ほど交通についても、ご回答いただいたところではあるんで

すが、こちらの交通。すいません、私のちょっと認識も違っていた部分もあるかと

思うんですが、交通について以前、公共交通マスタープランの改定をされていたよ

うに記憶しているところではあるんですが、この質問を作成していた時点では、町

のホームページ等に改定というようなところを特に記載、掲示されていないような

ところではあるんですが、現在、改定の進捗というのはどれぐらい進んでいるのか、

ご説明を求めます。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑德一郎君）　先ほどの答弁にもありましたように、公共交通マスタープラン等も

含めた新たな都市計画マスタープランを改定しているところでございます。 

　公共交通については、町民の移動の実態を把握するため、昨年６月から７月にかけ

て実施した町民を対象に、移動に関するアンケート調査を実施したところでありま

す。このアンケート結果では、通園、通学の送迎負担が大きいことや、通院や買物

先への支援、前橋市方面へのアクセス向上の要望などが把握できましたので、自動

車以外も選択できる移動手段を確保するための施策等の検討を行っていきたいと考

えているところであります。 

　　　　　　　　　　〔１番　山崎守人君発言〕 

１　番（山﨑守人君）　先ほど都市計画マスタープランと一緒に合わせてということではあっ

たんですが、先ほど町長のほうもお話あったところではあるんですが、子育て世代。

子供であったりとか高齢者の方の移動というところも見据えて前橋方面にというこ

と、お話、回答いただきましたが、今、町のタクシー運賃助成事業があると思うん

ですが、私、最近地元のほうからですね、吉岡町は少ないと。ほかの自治体はもっ

と多い枚数でやっていると。つい最近、４枚では渋川からも帰ってこれなかったと

いうふうなちょっとお叱りをいただいたりもしました。 

　ほかの議員からも同様な一般質問が過去に出ていたと思うんですが、今後、都市計

画マスタープランであったり、公共交通マスタープランを改定する中で、タクシー
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券を増やす考えだったり、デマンドバス導入に向けた検討などを、公共交通の利便

性に向けた、町長の所感をお聞かせください。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑德一郎君）　吉岡町は、公共交通が脆弱なことから、特に町民の移動手段の確保

は大きな課題となっております。現在改定中の都市計画マスタープランの中で、自

動車以外の多様な移動手段を選択できるようにするため、デマンドバスやタクシー

券補助も含めて、持続可能な手段を検討しているところでございます。 

　　　　　　　　　　〔１番　山崎守人君発言〕 

１　番（山﨑守人君）　自家用車を使用できない高齢者の方だったり、また、中高生など、公

共交通に頼らざるを得ない人というのがこの町にはたくさんいらっしゃいますし、

いろんな保護者の方とお話しする中で、保護者うちでも、やはりどこかに行く際、

公共交通機関がないということが吉岡町、ちょっとマイナスだよねというような意

見も聞いたりもします。 

　先ほどもちょっと申し上げましたが、高齢者で不便を感じてらっしゃる方も多数い

らっしゃると思いますし、手段として、公共交通の整備についても、検討実現に向

けた、検討いただきたいと思いますし、今後、今、子供も増えているという中で、

ますますこの公共交通利用するという利便性というのは求められていくと思います

ので、これからの検討のほう、お願いしたいと思います。 

　次の質問なんですが、防災基盤ということで先ほど橋梁の点検等のお話もあったん

ですが、町内に２９か所、指定避難場所があるんですが、ホームページのほうで拝

見するとですね、１３か所ですね、地震の対応は不可というふうに掲載されていま

す。この防災基盤の強化ということを明記されている中でこの状況というのもどの

ように考えておられるのでしょうか。 

　住民の方が何か、大きな天災等があった際、真っ先に思い浮かべる避難する場所と

いうのが、指定避難場所に指定されている公民館だったり住民センターではないの

かなと思います。恐らく、適さない理由とすると、老朽化によることが原因なのか

なと思うんですが、こちらの老朽化に対する、現在検討しているようなことがあれ

ば、ご説明いただければと思います。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑德一郎君）　２９か所ある町内指定避難所とのことでありますが、２９か所とい

うのは、指定緊急避難所になりますので、３７か所の指定避難所についてお答えい

たします。地震災害時の適用に適さない１３か所の指定避難所の老朽化対策ですが、

この１３か所は、自治会制度移行時に、自治会に譲渡されたものであり、現状、自

治会の所有、維持管理となっております。そのため、町が主体で、耐震化工事等の
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改修工事を施工できるものではなく、自治会の判断に委ねるほかならない状況でご

ざいます。 

　この課題解消に向けて、町としては、これらの施設の耐震化等も対策にこだわらず、

民間施設も含め、ほかに避難所となり得る施設等を探していくことが現実的な策で

はないかと考えております。またそれに伴い、さらなる民間事業者との災害協定の

締結も視野に検討を進めていきたいと考えております。 

　　　　　　　　　　〔１番　山崎守人君発言〕 

１　番（山﨑守人君）　今、１３か所、地震で適さないものに関しては自治会の所有物であっ

て、町としては、特にそういうことはできない。なので逆に代わりに、民間の施設

等にそういう場所を探していくほうが現実的じゃないかというようなことであった

んですが、もう一つ質問を上げさせていただいておったところではあるんですが、

そもそも、国の補助金等を活用してこちらの老朽化の整備の対策というのはそもそ

も難しいというような認識ということで、理解しました。 

　なので、次の質問に移らさせていただきます。緊急時の備えの充実とのことで、民

間事業者との連携強化を今どのぐらい締結できているのかということなんですが先

ほどもちょっと避難場所、民間事業者のほうと提携していくですとか、包括連携協

定であったり防災の協定を結ばれているのは重々承知しているところではあるんで

すが、私ごとですが昨年、防災士のほうを取得させていただきまして、日頃の対策

の重要性というのが重要だということも学ばしていただきました。 

　災害時の復興には、自分で自分を守る自助で、周りの人たちと協力しながらする共

助で、自治体からの助けをいただく公助というのをよく言われるんですが、防災士

の教本には、自助、共助、協働、協力の協に働くですね、協働原則としてというふ

うに書かれてます。 

　協働というのは、住民企業、自治体防災機関等が協力して復興に向けて活動してい

くことが重要というふうに言われておるんですが、先ほどの話とちょっと繰り返し

になってしまうんですが、民間企業さんとも、町は、いろんな協定を進めていると

思うんですが、過去に一般質問させていただいた福祉避難所も、民間事業者さんと

締結したというような記憶もあります。 

　それらも含めて今後、民間企業さんと、これからも協定を進めていく計画があるの

かお伺いしたいと思います。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑德一郎君）　民間事業者との災害協定の締結数ということにご質問いただきまし

たが、令和８年３月１日現在、３４の災害時応援協定を締結しております。なお、

民間事業者との災害協定締結につきましては、今後も積極的に進めていきたいと考
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えております。 

１　番（山﨑守人君）　ありがとうございます。次の質問なんですが、昨年度からかと思うん

ですが、吉岡ささえ愛マップづくりを各自治会のほうで進められているかと思うん

ですが、近いコミュニティーの人たちと共通認識として、非常時の対策等を話し合

うということはとても重要なことかなと思います。 

　現在、ささえ愛マップづくりはどのぐらいの自治会で実施できているのか、また今

後、全ての自治会で実施する予定があるのかお伺いします。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑德一郎君）　吉岡ささえ愛マップづくりは、現時点で、町内の九つの自治会で取

り組んでいただいており、今年度は新たに四つの自治会で取組を開始したほか、五

つの自治会でマップの更新に取り組んでいただきました。 

　なお、令和８年度には四つの自治会で新たに取組を開始したいと考えており、これ

で全ての自治会において、ささえ愛マップづくりの取組が行われることとなります。 

　　　　　　　　　　〔１番　山崎守人君発言〕 

１　番（山﨑守人君）　今年度で全ての自治会でささえ愛マップ作りのほうが完了するという

ことで、非常にいいなと思います。こういうことでコロナ禍でなかなか交流ができ

なかった方々とも交流のほうが進むのかなとも思いますし、いざ何かあったときに

は、やはり周りの人たちの助け合いというのが大事だと思うのでこういう事業につ

いてはこれからもぜひ、積極的に進めていただければと思います。 

　最後の質問に移ります。将来を見据えた行財政の推進についてということで書かれ

ておりまして、今定例会中にも委員会がありますので、町の方針をよく伺いたいと

は思っていますが、将来を見据えた行財政運営の推進というのは、具体的にどのよ

うなことを進めていかれるのか、どうやって財源を確保される計画なのか、具体的

な説明をお願いします。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑德一郎君）　財源確保についてでございますが、第６次吉岡町総合計画では、将

来を見据えた行財政の運営の推進において、健全な行財政の推進を目標としていま

す。この健全な行財政を推進するため、補助制度や町債等の活用、必要性及び緊急

度を重視した予算編成を行っております。 

　また、歳入におきましては、ふるさと納税の拡充、企業版ふるさと納税を初めとし

た自主財源の確保を図っていくこととしております。 

　財源確保の具体的具体策を分類して説明いたします。 

　まず、徴収、税徴収面におきましては、第１に、町税等の収納率の向上に取組を進

めることとしまして、具体的には、早期催告や厳正な滞納処分に努め、収納率のさ
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らなる向上に努めます。第２に、適正課税の推進を取り組むこととし、課税漏れを

防ぐなどの、課税客体の適正な把握を進め、税収向上に努めます。次に、資産運用

面についてでございます。具体的には、町有財産、遊休財産の売却です。町有地の

現況を把握し、公共的な利用は見込めない土地は、積極的に売却処分を行い、歳入

の確保に努めます。 

　また、今後、公共施設の閉鎖を検討し、閉鎖となった場合で、その施設の活用方法

がないときは、遊休地を売却できるよう手続を進めます。 

　次に、税、税源涵養、その他の区分としまして、第１に、ふるさと納税の増収です。

ふるさと納税型クラウドファンディングの活用や返礼品の確保により、ふるさと納

税の増収を図ります。 

　そのため、予算作成時に限らず、事業を実施する場合は、ふるさと納税型クラウド

ファンディングの活用可能性を検討することとします。 

　また、町内産業を育成し、新たな返礼品を発掘いたします。 

　第２に、公の施設の使用料見直しです。今後、施設の更新や維持管理等にかかる経

費は増加していくことが見込まれています。施設における対応、多種多様な活動へ

のさらなる支援を図るとともに、町有施設の更新を見据えた、安全安心で持続可能

な施設サービスを実現することを目的として、使用料の改定は必至なことから、体

育施設、その他公の施設の使用料の見直し方針を策定し、実施します。 

　第３に、多様な財源確保に向けた検討です。町が所有する財産を有効活用した町有

施設のネーミングライツ制度の導入など、新たな収入確保に向けた検討を行います。 

　第４に、基金の運用です。基金の有価証券等での運用を活用し、運用益の確保をす

るとともに、基金への積立てや目的を明確化し、財政調整基金の特定目的基金への

振替を検討して、適切な運用に努めます。 

　第５に、債権管理の適正化です。町の債権管理については、各担当課において適切

な収納に努めているところですが、債権の一部において生じている滞納や不納欠損

などの各種債権について、町民の負担の公平性を確保し、全庁的に共通認識を持っ

て債権管理の適正化を図り、さらなる収納率向上を目指します。 

　これらのことを主軸として、財源確保、努めてまいりたいと考えております。 

　　　　　　　　　　〔１番　山崎守人君発言〕 

１　番（山﨑守人君）　ありがとうございます。具体的なことをご提示いただきました。その

中でもやはり、ふるさと納税増収を目指す返礼品の開発というようなこともおっし

ゃられていたんですが、町としても自主的に税収を増やす施策として、何か検討し

ていることはありますかというふうに、聞こうと思ったところではあるんですが、

そのようなことをかなというふうに認識をしたところではあるんですが、ふるさと
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納税を増やしたりするというところで、私、専門的な部署というのが今後必要にな

ってもいいのかなというふうに思うんですが、町長の所感としてはいかがでしょう

か。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑德一郎君）　ご提案の件ですが、現在のふるさと納税制度では、人件費を含めた

総経費をふるさと納税額の５割に納めるとされています。残念ながら現在のふるさ

と納税額では、単独で専門部署を設けることはかなわない状況であります。 

　また、今後はその経費割合も引下げられることとされております。ふるさと納税増

額に向け、引き続き増額に向け、担当部署として努力することと、これに加え、庁

内職員で構成したグループを立ち上げ、ふるさと納税増収を検討してまいりたいと

考えております。 

　　　　　　　　　　〔１番　山崎守人君発言〕 

１　番（山﨑守人君）　いろんな制限がある中で、専門の部署を立ち上げるのは難しいという

ことではあるんですが、そのグループとして新たな何か、増収を図る方法を考えて

くださるということで是非そちらのほうは期待したいと思っております。 

　時間ちょっとあまりましたが、これで１番山崎の施政方針に対する質問を終わりま

す。 

議　長（富岡大志君）　以上をもちまして、山崎守人議員の質問が終わりました。 

　以上で、町長施政方針に対する質問を終わります。 

　ここで休憩をとります。再開を１１時３０分とします。 

午前１１時１４分休憩 

午前１１時３０分再開 

 

日程第２　議案第２４号　令和８年度吉岡町一般会計予算 

議　長（富岡大志君）　会議を再開します。日程第２、議案第２４号　令和８年度吉岡町一般

会計予算を議題とします。 

　柴﨑町長より提案理由の説明を求めます。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑德一郎君）　議案第２４号　令和８年度吉岡町一般会計予算の提案理由の説明を

申し上げます。 

　令和８年度吉岡町一般会計当初予算は、予算総額９４億５，３００万円で、対前年

度プラス４．５％、４億４００万円の増となっております。 

　主な歳入一般財源の見込みですが、町税については、納税義務者数の増や物価上昇

による賃金上昇等を勘案し、対前年度プラス３．０％、９，１８７万９，０００円
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の増の３１億７，２２９万２，０００円を計上しています。 

　地方譲与税については、総務省の地方税収見込みや令和７年度における交付状況等

を勘案し、対前年度マイナス２．１％、１７６万４，０００円の減、８，３３９万

４，０００円を計上しています。 

　株式等譲渡所得割交付金については、総務省の地方税収、地方税収見込等を勘案し、

対前年度プラス７９．８％、１，３３０万６，０００円増の２，９９７万３，００

０円を計上しています。 

　地方特例交付金については、税制改正に伴う補填分を勘案し、対前年度プラス５７．

６％、２，４８０万円増の６，７８３万９，０００円を計上しています。 

　地方交付税については、地方財政対策の増減率を勘案し、対前年度プラス１１．

６％、１億３，０００万円増の１２億５，０００万円を計上しています。 

　町債については、天神東公園再整備事業や駒寄スマートＩＣ産業団地道路新設事業

等の実施に伴い、対前年度プラス１２７．３％、２億２，６１０万円増の４億３７

０万円を計上しています。これらにより、一般財源総額は対前年度プラス０．１％、

６３６万円増の６０億２，３６０万６，０００円となっております。 

　特定財源総額は、保育所運営委託料、私立保育所等施設整備補助金、駒寄スマート

ＩＣ産業団地道路新設事業等の実施に伴う国庫支出金の増を主な要因として、対前

年度プラス１３．１％、３億９，７６４万円増の３４億２，９３９万４，０００円

となっています。 

　なお、財政調整基金繰入金は、事業の見直しや、町債を活用したことにより、対前

年度マイナス２６．７％、２億７，６２４万７，０００円減の７億５，９８４万７，

０００円を計上します。 

　それでは令和８年度の主な事業について説明します。保育料無償化事業は、保育料

の無償化を継続します。また０歳６か月から満３歳未満の未就学園児が月一定時間

までに保育所などを利用できる制度、乳児等支援給付事業を実施します。 

　福祉医療事業は、高校生世代までの医療費の無償化を県内統一で引き続き実施しま

す。高齢者福祉施策としても、高齢者に対する支援事業を引き続き実施します。 

　これらの福祉に係る事業等の継続を図りながら、将来に向けた取組として、漆原総

社線新設事業は、引き続き、都市計画道路漆原総社線第一工区分の整備を行います。

令和８年度は、工事及び補償を行います。 

　次に、駒寄スマートＩＣ産業団地道路新設事業は、文化財調査業務委託をはじめ、

駒寄スマートＩＣ産業団地周辺の幹線道路の工事及び補償を行います。 

　また、快適な学校生活環境の実現のため、明小空調設備更新工事に向けて、令和８

年度は設計業務の委託を行います。 
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　以上、予算の概要を説明させていただきました。 

　令和８年度予算は、人口増加や高齢化による扶助費の増加を背景とした義務的経費

の増加をはじめ、産業団地の造成に向けたインフラ整備等による、投資的経費の増

加が見込まれ、引き続き財政調整基金の減少が予想されます。このような厳しい財

政状況にあっても、未来へつなげるまちづくり実現のため、可能な限り歳出削減、

財源確保を図り、将来を見据えた持続可能な予算編成といたしました。よろしくご

審議の上、可決いただきますようお願い申し上げます。 

　なお、詳細につきましては、企画財政課長に説明させます。よろしくお願い申し上

げます。 

　　　　　　　　　　〔企画財政課長　齋藤智幸君発言〕 

企画財政課長（齋藤智幸君）　議案第２４号、令和８年度一般会計予算について、町長の補足

説明をいたします。予算書５ページをご覧ください。 

　第１条の歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ９４億５，３００万円と定めるも

のです。前年度当初予算と比較すると、プラス４．５％、４億４００万円の増です。 

　第２項の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は第１表歳入歳出予算

によるで、後ほど事項別明細書でご説明します。 

　第２条の債務負担行為は、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為

をすることができる事項、期間及び限度額は、第２表債務負担行為によるで１１ペ

ージをご覧ください。 

　第２表債務負担行為、１段目、議会広報印刷製本業務委託、期間は令和９年度、限

度額は９０万円です。 

　２段目、県議会議員選挙費、期間は令和９年度、限度額は２８０万７，０００円で

す。 

　３段目、町長、町議会議員選挙費、期間は令和９年度、限度額は４９５万２，００

０円です。議案書の５ページにお戻りください。 

　第３条の地方債は、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる

地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第３表地方債

によるで１２ページをご覧ください。 

　令和８年度に予定している起債は１４件です。 

　第３表地方債１段目及び２段目の一般事業債は、庁舎空調設備改修事業及び庁舎電

気設備改修事業に対するもので、充当率は７５％で交付税措置はございません。 

　３段目、地域活性化事業債は、小規模農村整備事業に対するもので、充当率は９

０％、交付税措置は３０％となっております。 

　４段目から８段目までは公共事業等債です。４段目は、特定農業用管水路等特別対
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策事業に対するもので、５段目は用排水施設整備事業に対するもの。６段目は、都

市計画道路漆原総社線新設事業に対するもの、７段目は、産業団地関連道路事業に

対するもの、８段目は、天神東公園再整備事業に対するもので、それぞれ充当率は

９０％、交付税措置は２２％程度となってございます。 

　９段目は、公共施設等適正管理推進事業債（道路長寿命化事業）に対するもので、

充当率は９０％、交付税措置は財政力指数に応じ、３０から５０％となってござい

ます。１０段目の公営住宅建設事業債（町営住宅本宿団地改修事業）は、充当率は

１００％、交付税措置はございません。 

　１１段目は、一般補助施設整備等事業債（天神東公園再整備事業）に対するもので、

充当率は９０％、交付税措置は３０％となります。 

　１２段目、緊急防災減災事業債（消防ポンプ自動車購入事業）は、充当率１００％

で、交付税措置は７０％です。 

　１３段目は、社会福祉施設整備事業債（私立保育所等施設整備補助事業）は、第４

保育園の増築工事への補助金に対するもので、充当率は８０％、交付税措置はござ

いません。 

　１４段目は、公共施設等適正管理推進事業債（保健センター空調機更新事業）に対

するもので、充当率は９０％、交付税措置は財政力指数に応じ３０から５０％とな

ってございます。 

　以上、１４の対象事業の起債額の合計４億３７０万円を予定しました。起債の方法、

利率、償還の方法については表記載のとおりでございます。再び議案書の５ページ

にお戻りください。 

　第４条の一時借入金は、昨年度と同額の最高限度額を１０億円と定めるものでござ

います。 

　第５条の歳出予算の流用については前年と同様です。 

　予算の内容につきましては歳入歳出予算、事項別明細書によりご説明いたします。

予算書の１５ページをご覧ください。 

　なお、詳細な増減内容については予算書と一緒に配付した別冊の総括に記載されて

ございます。 

　まず歳入の町税です。１款の町税全体では、対前年度３％増、９，１８７万９，０

００円増の３１億７，２２９万２，０００円を計上しました。 

　詳細は、１款町税１項町民税１目個人は、納税義務者数の増などを勘案し、対前年

比５．１％増の１２億８，２００万円、２目法人は、法人均等割分の増などを勘案

し、対前年比１６％増の１億９，４６９万３，０００円、町民税個人、法人合計で

対前年度比６．４％増の１４億７，６６９万３，０００円を見込んでいます。 
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　２項１目固定資産税は、住宅新築に伴う土地家屋分の増、商業施設における償却分

の減などを勘案し、対前年比１．０％増の１４億２，７６２万円、３項の軽自動車

税は、軽自動車税環境性能割の廃止もあり、対前年比２．２％減の８，８６６万１，

０００円を計上しました。 

　次に、１６ページ、１７ページの２款地方譲与税は、全体で２．１％減の８，３３

９万４，０００円を、３款利子割交付金は、２３８．８％増の２６３万９，０００

円を、４款配当割交付金は、４４．７％増の２，４２９万円を、５款株式等譲渡所

得割交付金は７９．８％増の２，９９７万３，０００円を、１８ページの６款法人

事業税交付金は、前年度比１９．３％増の４，２２２万３，０００円、７款地方消

費税交付金は、前年度比３．８％増の５億３，１９６万円、８款ゴルフ場利用税交

付金は、前年度比１４．３％増の１１７万３，０００円、それぞれ総務省の地方税

収入、地方税収見込み、令和７年度の交付状況などを勘案して計上しました。 

　１９ページ、１０款地方特例交付金は、決算実績、自動車税及び軽自動車税環境性

能割廃止による減収に対する補填分などを勘案し、前年度比５７．６％増の６，７

８３万９，０００円を計上しました。 

　１１款地方交付税は、国の地方財政対策の増減、増減率などを勘案し対前年度比１

１．６％増の１２億５，０００万円を計上しました。内訳は、普通交付税が１１億

７，０００万円、特別交付税が８，０００万円です。 

　１２款交通安全対策特別交付金は、令和７年度実績などを勘案し、０．１％減の３

１９万１，０００円を計上しました。 

　１３款分担金及び負担金は、老人保護の単価見直しに伴う老人保護費負担金の増を

要因として、対前年比１０．７％増の３５０万６，０００円を計上しました。 

　２０ページ、２１ページ、１４款使用料及び手数料は、土木使用料の増を要因とし

て全体で対前年比０．１％増の５，０５０万６，０００円を計上しました。 

　２２ページから２４ページの１５款国庫支出金は、全体で対前年比１６．２％増の

２０億２，２５１万７，０００円を計上しました。増加の主な要因としては、保育

所運営委託料、私立保育所等施設整備補助金、駒寄スマートインターチェンジ産業

団地道路新設事業に伴う事業費の増などです。 

　２４ページから２８ページの１６款県支出金は全体で、対前年比９．７％減の８億

９，５９０万９，０００円を計上しました。 

　２９ページ、１８款の寄附金は、令和７年度の納税寄附状況を勘案し、前年比２．

５％増の２，０６５万円を計上しました。 

　３０ページの１９款繰入金は、全体で対前年比２６．３％減の７億６，６９３万８，

０００円を計上しました。主なものは２項基金繰入金１目１節財政調整基金繰入金
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７億５，９８４万７，０００円です。同じく２０款繰越金は同額の９３７万１，０

００円を計上しました。 

　３１ページから３４ページの２１款諸収入は、全体で対前年比２３．７％減の５，

４０４万１，０００円を計上しました。減額の主な要因としては、地球温暖化対策

実行計画等策定事業費補助金の皆減などでございます。 

　３５ページの２２款町債は、繰り返しとなりますが、天神東公園再整備事業や駒寄

スマートインターチェンジ産業団地道路新設事業の実施に伴い、対前年度プラス１

２７．３％、２億２，６１０万円増の４億３７０万円を計上しています。 

　以上が歳入です。引き続き、歳出についてご説明を申し上げます。 

　冒頭町長の説明にもありましたが厳しい財政状況の中、可能な限り歳出削減、財源

確保を図り、将来を見据えた予算編成としてございます。それでは、予算書３６ペ

ージをご覧ください。 

　１款の議会費は対前年比１．５％減、１６６万５，０００円減の１億６９５万円を

計上しました。 

　３８ページ２款総務費は、全体で対前年比７．１％減、８，７７２万９，０００円

減の１１億４，９５９万円を計上しました。主なものとしては、４０ページ、１項

総務管理費、１目一般管理費、１２節委託料、自治会事務委託料２，８３９万５，

０００円は、自治会への委託事務の見直しに伴い、主に広報等の配布を除いた業務

となる行政連絡文書等の回覧を自治会に委託する経費となってございます。また、

宿直業務委託料として８５０万円を計上しました。 

　４１ページ、２目広報費、１２節委託料、毎戸配布ポスティング委託料４２７万１，

０００円は前述した広報等の配布をする経費となってございます。 

　４４ページ、５目、財産管理費、１４節工事請負費、庁舎等整備工事９，７１６万

３，０００円は、令和６年度から８年度にかけて行っている庁舎空調設備及び電気

設備の改修費を計上しました。同じく６目企画費、１０節需用費、返礼品（ふるさ

と納税）５０１万円は、歳入のふるさと納税に対応し計上しました。 

　４５ページ、１２節委託料、総合計画後期計画基本計画策定業務委託料として１，

５５７万６，０００円を計上しました。１８節負担金、補助及び交付金は、地域乗

り合いバス負担金は、県及び近隣市町村で連携し、運行している地域乗り合いバス

の負担金として７８９万６，０００円などを計上してございます。 

　４８ページ、１２目電子計算費は、自治体システム標準化移行作業いわゆるガバメ

ントクラウドの移行事業が終了したため、大幅に減額してございます。１２節、委

託料、一括処理委託料として２，３２２万４，０００円などを計上してございます。

１３節使用料及び賃借料、システム使用料６，２２９万２，０００円は、標準化後
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のシステム使用料などを計上しました。 

　５０ページ、２項徴税費、１目税務総務費、１２節委託料、固定資産税システム改

修業務委託料は、地方税務手続のデジタル化として１３２万円を、５１ページ、２

目賦課徴収費、１２節委託料、固定資産税住宅用地調査検証業務委託料は、住宅用

地に係る適正課税に資するデータ整備のため、１，０９５万６，０００円を計上し

ました。 

　５６ページ、３款民生費、全体で対前年度比６．６％増２億５，５４１万１，００

０円増の４１億３，９９９万５，０００円を計上しました。主なものとしては、５

８ページ、１目社会福祉総務費、１８節負担金、補助及び交付金、社会福祉協議会

補助金４，８５２万９，０００円などを計上してございます。 

　５９ページ、３目老人福祉費、１２節委託料は、老人福祉センター指定管理料２，

６８６万８，０００円を計上しました。６０ページ、４目障害者福祉費、１２節委

託料、第８期障害福祉計画第４期障害児福祉計画策定業務委託料は、計画策定のた

めに３７８万４，０００円を計上しました。 

　６３ページをご覧ください。５目福祉医療費、１９節扶助費は、子供や重度心身障

害者、母子父子家庭等の健康管理に寄与するための事業として、医療費２億５，１

９４万円を計上しました。 

　６６ページ、２項児童福祉費、２目児童手当費、１９節扶助費、児童手当の費用と

して５億７，０６０万円を計上しました。３目児童保育費、１２節委託料保育所運

営委託料１１億３，１５６万７，０００円、１８節負担金、補助及び交付金、施設

型給付費３億２，６１５万７，０００円は、保育園や認定こども園、幼稚園に対す

る給付費用を計上しました。６７ページ、５目学童保育事業費、１２節委託料、学

童クラブ指定管理料は４，４１７万１，０００円を計上してございます。 

　６８ページ、４款衛生費は、全体で対前年度比６．５％増５，５７７万６，０００

円増の９億２，０１４万７，０００円を計上しました。主なものは、７０ページ、

１項保育衛生費、１目保健衛生総務費、１８節負担金、補助及び交付金住宅用太陽

光発電システム等設置整備事業費補助金として、前年同額の５００万円を地球温暖

化対策として計上しました。７１ページ、２目予防費１２節委託料、予防接種委託

料１億１，４０９万６，０００円を計上し、新たにＲＳウイルスワクチン定期接種

を行います。 

　７２ページ、３目母子衛生費、１２節委託料、妊婦健康診査委託料２，３９４万４，

０００円、同じく１８節負担金、補助及び交付金では、妊婦のための支援給付金１，

９００万円などを計上してございます。７３ページ、４目健康増進費、１２節委託

料、健康診査等委託料４，３０９万６，０００円を計上し、新たに前立腺がん個別
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検診を実施します。７５ページ、２項清掃費、２目塵芥処理費、１２節委託料、一

般廃棄物収集運搬委託料６，３５１万４，０００円、指定ごみ袋と製造販売委託料

３，２０７万９，０００円を計上しました。 

　７６ページ、５款労働費は全体で対前年比１４．４％減の１０８万２，０００円減

の６４３万１，０００円を計上しました。主なものは７６ページ、１項１目労働諸

費、１８節負担金、補助及び交付金、勤労者住宅資金利子補給６００万円を計上し

ました。 

　同じく、６款農林水産業費は、全体で対前年比２１．６％減、８，２４８万８，０

００円減の２億９，８７９万８，０００円を計上しました。主なものは、７８ペー

ジ、１項農業費、３目農業振興費、１２節委託料、道の駅指定管理料として９８２

万３０００円を、７９ページ、１８節負担金、補助及び交付金、農業経営力向上事

業交付金５００万円は、認定農業者等の経営力向上、新規就農者の早期経営安定を

目的に、機械や施設等の整備のために計上しました。 

　８１ページ、６目地籍調査費、１２節委託料、地籍調査業務委託料１，８３２万１，

０００円、復元測量等業務委託料７０４万円などを計上しました。令和８年度は、

大久保地区の字下町、字金竹西等を実施予定でございます。 

　８４ページ、７款商工費は、全体で２４．４％増の２，０７９万４，０００円増の

１億５９０万４，０００円を計上しました。主なものは８６ページ、１項商工費、

２目観光費、１２節委託料、リバートピア吉岡及び緑地運動公園指定管理料３，２

８３万６，０００円を計上しました。 

議　長（富岡大志君）　ここで休憩をとります。再開を１３時とします。 

　　　　　　　　　　午前１１時５６分休憩 

　　　　　　　　　　午後　１時００分再開 

議　長（富岡大志君）　会議を再開します。 

　　　　　　　　　　〔企画財政課長　齋藤智幸君発言〕 

企画財政課長（齋藤智幸君）　それでは、予算書８７ページをご覧ください。８款土木費は、

全体で対前年比９７．６％増、４億６，８０７万５，０００円増の９億４，７５９

万２，０００円を計上しました。主なものは、８９ページ、２項道路橋梁費、２目

道路維持費、１２節委託料、道路清掃委託料１，０９４万２，０００円、１４節工

事請負費、道路維持補修工事や道路長寿命化補修工事など、計５，９２０万９，０

００円を計上しました。道路長寿命化計画に基づく舗装工事や道路の維持補修工事

などを行います。 

　９０ページ、４目橋梁維持費、１２節委託料、橋梁点検業務委託料（補助）１，４

５６万４，０００円は、橋梁の安全性や長寿命化を図るため、町内橋梁の点検を行
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います。 

　９２ページ、４項都市計画費、１目都市計画総務費、１２節委託料、公共サイン定

期点検業務委託料１，０５０万円は、群馬県屋外広告物条例の規定により、義務づ

けられた町内に所在する公共サインの点検を行うものでございます。また、天神東

公園等詳細設計業務委託料１億２４８万４，０００円、１４節工事請負費、天神東

公園再整備工事費６，４７０万円を計上しました。 

　９４ページ、２目都市施設費、１２節委託料、池端南下線用地調査業務委託料（補

助）産業団地関連２，５００万円、大久保南下線、南下線用地調査業務委託料（補

助）産業団地関連６３０万円、文化財調査業務委託料（補助）産業団地関連１億２，

６００万円、１４節工事請負費、池端南下線建設工事（補助）産業団地関連７，６

００万円は、産業団地関連の道路整備に伴う計上でございます。 

　また、漆原総社線（第１工区）建設工事（補助）として１，０００万円を計上しま

した。 

　９５ページ、２１節補償、補填及び賠償金５，１００万円を前述の工事に対して計

上しました。 

　同じく、５項住宅費、１目住宅管理費、１２節委託料、町営住宅改修工事業務委託

料（補助）４，１５８万７，０００円は町営住宅本宿団地改修工事に伴うものでご

ざいます。 

　９６ページ、９款消防費は、全体で前年比６．９％増、２，６９１万３，０００円

増の４億１，９５３万４，０００円を計上しました。主なものは９７ページ、１項

消防費、１目非常勤消防費、１７節備品購入費、消防車３，３０８万７，０００円

は、第５分団消防車を更新するものでございます。 

　９８ページ、３目災害対策費、１２節委託料、災害ハザードマップ更新業務委託料

１７６万円は、新たな防災気象情報が令和８年中に運用開始することに伴い、現行

のハザードマップを修正するものです。 

　９９ページ、１０款教育費は全体で前年比２１．４％減、２億４，０４６万８，０

００円減の８億８，２６０万８，０００円を計上しました。主なものは１０２ペー

ジ、１項教育総務費、２目事務局費、１２節委託料ＧＩＧＡスクール運営支援セン

ター委託料５４６万５，０００円、学習用情報端末保守業務委託料８４１万５，０

００円を計上しました。１０３ページ、２７節繰出金は、学校給食の充実を図るた

めの食材費助成として５００万円を昨今の原材料高騰対策として２，０００万円を

計上しました。また、第三子以降の給食費を無償化する事業として７３７万７，０

００円を計上しました。 

　１０９ページ、２目教育振興費、１３節使用料及び賃借料、明小学習支援ソフト使
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用料８７万円、駒小学習支援ソフト使用料１１１万３，０００円を計上しました。

昨年度に引き続き、情報端末を活用した事業や家庭学習支援の取組を進めます。中

学校費は吉岡中学校分として８８万７，０００円を計上しております。 

　２７節繰出金は、学校給食費に対する保護者負担の軽減を図ることを目的として、

児童生徒１人当たり年額１万４５０円を補助するもので、明小分６８７万７，００

０円、駒小分８９７万７，０００円です。なお、中学校費は、吉岡中学校分７０５

万４，０００円を計上しております。 

　１１０ページ、３目学校建設費、１２節委託料、明小空調設備更新工事設計業務委

託料１，０９６万円を計上しました。 

　１１５ページをご覧ください。４項社会教育費、１目社会教育総務費、１２節委託

料、業務委託料３７４万４，０００円は、吉岡町大樹町子ども交流事業として計上

しております。 

　１１８ページ、４目文化センター費、１２節委託料、自主事業委託料２１８万９，

０００円を、１１９ページでは舞台音響照明技術操作業務委託料として８８３万１，

０００円を計上しております。 

　１２２ページをご覧ください。５項保健体育費、１目保健体育総務費、７節報償費、

部活動地域展開に係る謝礼として４６５万７，０００円を計上しました。 

　１２５ページ、６項１目給食センター費、１２節委託料、調理業務委託料６，３５

８万円を計上したほか、新給食センター関連費用として、給食センター整備事業業

務委託２，６００万７，０００円をそれぞれ計上しております。 

　１２７ページ、１２８ページ、１２款公債費は、全体で前年比２．１％減、９９０

万２，０００円減の４億６，５７０万円を計上しました。 

　以上、歳出予算の説明となります。次に、１２９ページをご覧ください。１２９ペ

ージから１３８ページまでは給与費明細書、１３９ページは継続費についての令和

６年度末までの支出額、令和７年度末までの支出額または支出額の見込み及び令和

８年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書、１４０ページには、

債務負担行為で令和９年度以降にわたるものについての令和７年度末までの支出額

または支出額の見込み及び令和８年度以降の支出予定額等に関する調書、１４１ペ

ージでは、地方債の令和６年度末における現在高並びに令和７年度末及び令和８年

度末における現在高の見込みに関する調書となります。また、別紙として、令和８

年度一般会計当初予算総括、一般会計の主要事業を記した当初予算説明資料、事業

別予算概要となります。 

　お手元に、一般会計当初予算総括のご用意をお願いいたします。その説明資料１２

ページをご覧ください。渋川広域組合負担金の負担割合や負担金の比較を記載して
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ございます。広域組合負担金の全体では、対前年比５．０％増、１億５，７１１万

２，０００円増の３２億９，０４８万３，０００円です。中央、黒の太枠内をご覧

ください。 

　吉岡町の負担割合は、令和７年度は、１９．７２７％、令和８年度では、１９．７

２９％で０．００２％増です。続いて、１３ページをご覧ください。１番左の欄、

吉岡町の負担金は、一般経費、夜間急患、ごみ運営などの増に伴い、対前年比５．

０％増、３，１１１万３，０００円増の６億４，９１９万４，０００円となってご

ざいます。 

　以上町長の補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

議　長（富岡大志君）　提案理由の説明が終わりました。 

　これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　質疑なしと認め質疑を終結します。 

　ただいま議題となっております議案第２４号は、予算決算常任委員会に付託します。 

 

日程第３　議案第２５号　令和８年度吉岡町学校給食事業特別会計予算 

議　長（富岡大志君）　日程第３　議案第２５号　令和８年度吉岡町学校給食事業特別会計予

算を議題とします。 

　柴崎町長より提案理由の説明を求めます。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑德一郎君）　議案第２５号　令和８年度吉岡町学校給食事業特別会計予算につい

て、提案理由の説明を申し上げます。 

　本予算は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億４，５５２万７，０００円

とするものです。なお、本予算については、現在国で議論されている給食無償化に

ついて可決されていないことから、従来どおりの方法で予算計上をしております。

国で給食無償化が可決されましたら、速やかに対応したいと考えております。その

際には改めてまたご協力をよろしくお願い申し上げます。 

　その他、詳細につきましては、教育委員会事務局長より説明させますので、よろし

くご審議の上、可決いただきますようお願い申し上げます。 

　　　　　　　　　　〔教育委員会事務局長　米沢弘幸君発言〕 

教育委員会事務局長（米沢弘幸君）　それでは町長の補足説明をさせていただきます。 

　歳入歳出予算事項別明細書でご説明申し上げます。予算書１５０ページをご覧くだ

さい。 

　初めに歳入です。１款１項１目給食費納入金は、前年度比９３万５，０００円増の



- 80 - 

８，９９９万８，０００円を計上しました。内訳は、説明欄のとおり、現年度分の

教職員給食費、給食センター職員等給食費、児童生徒給食費などと、過年度分給食

費となっております。 

　次に、２款１項１目１節一般会計繰入金は、前年度比３７万５，０００円増の５，

５３４万４，０００円を計上しました。内訳は、３校分の給食費補助分繰入金の合

計として、２，２９１万６，０００円、食材費助成分繰入金５００万円、令和４年

度から開始した、第三子以降給食費無償化分繰入金７３７万６，０００円を計上し

ました。人数については１８３人を見込んでいます。 

　次に、昨年度に引き続き、食材費の価格高騰に対応するため、物価高高騰分繰入金

として、昨年度と同額の２，０００万円を計上しました。 

　次に３款１項１目１節繰越金は１１万１，０００円を計上しました。 

　４款諸収入、１項１目雑入は廃油回収等などで、７万４，０００円を計上しました。 

　歳入の合計は、前年度比１３８万６，０００円増の１億４，５５２万７，０００円

です。 

　次に歳出になります。１５２ページをご覧ください。 

　１款１項１目学校給食費は、前年比１３８万６，０００円増の１億４，５５２万７，

０００円を計上しました。 

　内訳は１０節需用費、給食用食材料費１億４，５１７万７，０００円、２６節公課

費消費税３５万円の計上となります。 

　以上、町長の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 

議　長（富岡大志君）　提案理由の説明がありました。 

　これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　質疑なしと認め質疑を終結します。 

　ただいま議題となっております議案第２５号は予算決算常任委員会に付託します。 

 

日程第４　議案第２６号　令和８年度吉岡町国民健康保険事業特別会計予算 

議　長（富岡大志君）　日程第４、議案第２６号　令和８年度吉岡町国民健康保険事業特別会

計予算を議題とします。 

　柴崎町長より提案理由の説明を求めます。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑德一郎君）　議案第２６号　令和８年度吉岡町国民健康保険事業特別会計予算に

ついて、提案理由の説明を申し上げます。 
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　歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ、前年度比で１，４９０万３，０００円の

増となる１９億６，１５９万８，０００円に定めたいものであります。 

　詳細につきましては住民課長に説明させますので、よろしくご審議の上、可決いた

だきますようお願い申し上げます。 

　　　　　　　　　　〔住民課長　深谷智洋君発言〕 

住民課長（深谷智洋君）　それでは、町長の補足説明をさせていただきます。 

　１５５ページをご覧ください。歳入歳出予算の総額については、先ほど町長が提案

理由で申し上げたとおりでございます。 

　第２条の一時借入金については、最高額を５，０００万円と定めるものです。 

　第３条の歳出予算の流用については、前年と同様で、記載のとおりとなります。 

　次に、当初予算の内容について、歳入歳出予算事項別明細書で概略を説明させてい

ただきます。１６１ページをご覧ください。 

　歳入の１款国民健康保険税は、対前年度比２，０１８万７，０００円増の４億１，

８６６万円を計上しています。この中では、新たに、１項１目の７節にあります、

子ども子育て支援納付金分現年課税分として、９１６万５，０００円を計上してい

ます。計上額については、被保険者１人当たり、１か月２５０円の換算で算出した

ものとなっています。 

　次に、１６２ページをご覧ください。４款１項の国庫補助金になりますが、子ど

も・子育て支援事業費補助金は令和８年度においては、システム改修等に係る国庫

補助金の受入れは予定しておりませんので、廃目としています。 

　次の、５款１項１目、保険給付費等交付金は、対前年度比５７６万１，０００円増

の１３億９，８０８万１，０００円を計上しています。内訳として、１節保険給付

費等交付金の普通交付金は、主に歳出の第２款保険給付費分を賄うもので１３億４，

９９７万１，０００円を計上しています。第２節の保険給付費等交付金特別交付金

には、疾病予防費や特定健康診査などに係る経費分として、４，８１１万円を計上

しています。 

　次に、１６３ページの下段をご覧ください。７款１項１目一般会計繰入金は、対前

年度比６７１万８，０００円減の１億１，４６７万９，０００円を計上しています。

主なものとしては、保険基盤安定繰入金として、保険税軽減分の保険者支援分の計

で、９，４７０万円を計上しています。このうち、４分の３が国及び県の負担分で

４分の１が町負担分となります。そのほか、職員給与費や財政安定化に係る繰入金

等、計上しております。 

　また、大きな変更点として、令和８年度予算から一般会計からの出産育児一時金等

繰入金が廃止となっています。 
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　出産育児一時金につきましては、令和７年度予算においては、地方交付税措置対象

の給付額の３分の２を一般会計から出産育児一時金等繰入金として繰入れ、残りの

３分の１は、国保税で賄う形となっていましたが、令和８年度から、後期高齢者医

療制度における出産育児一時金への一部支援が全面的に導入されることに伴い、一

般会計からの出産育児一時金等繰入金と、それに係る地方交付税措置が廃止される

ものとなったものです。これを受け、前年度の６節に計上しておりました、出産育

児一時金等繰入金は廃止としております。なお、出産育児一時金の給付額につきま

しては、５０万円のままで変更はございません。 

　次に、１６４ページになりますが、７款２項１目国民健康保険基金繰入金は対前年

度比３６４万５，０００円減の２，３８５万９，０００円を計上しています。 

　次に、９款諸収入は、保険税延滞金で５００万１，０００円の計上のほか、雑入に

おいて、診療報酬等誤請求分返還金の１２０万を含む１２１万円の計上が主なもの

となっています。また、１項の延滞金及び過料において、近年では過料の該当がな

いことから、過料は廃目としています。 

　次に、１６６ページ、歳出をご覧ください。１款総務費は１６７ページまで続き、

合計で対前年度比１４５万円減の１，０３５万８，０００円を計上しています。 

　続いて、１６８ページをご覧ください。２款保険給付費は、１７０ページまで続き、

前年度比３万３，０００円減の１３億４，９９７万１，０００円を計上しています。

なお、計上額については、群馬県が各市町村の医療費分をもとに算出した保険給付

費等交付金の金額を参考に計上したものとなっています。 

　１７０ページの上段になりますが、第２項傷病手当金については、新型コロナウイ

ルス感染症の感染法上の位置づけが２類相当であった、令和５年５月７日までを対

象期間としていたもので、５類に変更となったときから、相談や問合せ等がなく、

２年以上が経過していることから、廃目としています。 

　次に３款、国民健康保険事業費納付金では、１７１ページの中段になりますが、新

たに子ども子育て支援納付金分を計上し、合計で対前年度比１，７２８万４，００

０円増の５億６，６８９万１，０００円を計上しています。計上額につきましては、

群馬県が各市町村の被保険者数や所得水準などにより算出したものであり、納付金

は、国民健康保険税と公費負担分の基盤安定繰入金等を財源に納めるものとなりま

す。 

　続いて、第４款保健事業費については、１７３ページまで続き、合計で対前年度比

８９万８，０００円減の２，５８０万８，０００円を計上しています。１７３ペー

ジ上段の保健衛生普及費については、他の事業で対応できているたことから、廃目

としています。 
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　続いて、１７４ページになりますが、第７款諸支出金は、合計で、３５６万８，０

００円を計上し、また、１７５ページの８款予備費については、前年度と同額とな

る５００万円を計上しています。 

　１７６ページから１７８ページは、給与費明細書で、給与費等について、本年度と

前年度の比較等が確認できるものとなっています。 

　以上、町長の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

議　長（富岡大志君）　提案理由の説明は終わりました。 

　これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　質疑なしと認め質疑を終結します。 

　ただいま議題となっております議案第２６号は、予算決算常任委員会に付託します。 

 

日程第５　議案第２７号　令和８年度吉岡町介護保険事業特別会計予算 

議　長（富岡大志君）　日程第５、議案第２７号　令和８年度吉岡町介護保険事業特別会計予

算を議題とします。 

　柴崎町長より提案理由の説明を求めます。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑德一郎君）　議案第２７号　令和８年度吉岡町介護保険事業特別会計予算につい

て、提案理由の説明を申し上げます。歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ、前

年度比３，２５３万９，０００円の減となる１４億８，７８２万１，０００円に定

めたいものであります。 

　令和８年度は、３年を１期とした第９期介護保険事業計画の３年目となります。詳

細につきましては、健康福祉課長に説明させますので、よろしくご審議の上、可決

いただきますようお願い申し上げます。 

　　　　　　　　　　〔健康福祉課長　一倉哲也君〕 

健康福祉課長（一倉哲也君）　それでは、町長の補足説明をさせていただきます。 

　１８１ページをご覧ください。歳入歳出予算の総額については、先ほど町長が提案

理由で申し上げたとおりでございます。 

　第２条の歳出予算の流用については、前年と同様になります。 

　それでは、当初予算の内容について、歳入歳出予算事項別明細書で、概略を説明さ

せていただきます。１８７ページをご覧ください。 

　歳入の１款保険料は、前年度と同額の３億９，５９０万円を計上しています。２款

国庫支出金は１８７ページから１８８ページにかけて、項目ごとに法定割合に応じ

た額で、全体として、対前年度比７１９万６，０００円減の２億６，８３５万７，
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０００円を計上しています。 

　３款支払基金交付金は、４０歳から６４歳までの第２号被保険者保険料として納め

ていただく交付金で、対前年度比１，３００万１，０００円減の３億７，９７９万

７，０００円を計上しました。 

　４款県支出金は、１８８ページ下段から１８９ページ中段にかけて、国庫支出金と

同様に項目ごとに法定割合に応じた額で、全体として、対前年度比５８２万４，０

００円減の２億１，４２８万５，０００円を計上しています。 

　１８９ページ下段から１９０ページにかけての６款１項一般会計繰入金は、対前年

度比５１５万２，０００円の減となる、２億２，９４７万５，０００円を計上しま

した。こちらも項目ごとに、町の一般会計から法定割合を繰り入れるものです。 

　続いて、１９２ページ、歳出をご覧ください。 

　１款総務費は１９４ページまで合わせて、対前年度比４１６万６，０００円の増と

なる３，０１０万９，０００円を計上しました。主なものとしては、１９４ページ

の５項１目計画策定委員会費、１２節委託料で、高齢者保健福祉計画及び第１０期

介護保険事業計画策定業務委託料４７０万円を計上しています。 

　１９４ページ下段をご覧ください。２款保険給付費は１９９ページ上段まで合わせ

て、対前年度比４，８４９万８，０００円の減となる１３億６，７６７万１，００

０円を計上しております。保険給付費は、居宅介護サービスや施設介護サービスな

どの利用に対して給付されるものとなります。 

　１９９ページ下段をご覧ください。４款地域支援事業費は、２０２ページ中段まで

合わせて、対前年度比４１４万円の増となる７，６８７万４，０００円を計上しま

した。地域支援事業は、高齢者の生活支援や介護予防、地域包括ケアシステムの構

築を目的とした事業となります。２０２ページ下段をご覧ください。 

　５款基金積立金、１項１目介護給付費準備基金積立金は、令和８年度における介護

保険料や保険給付費等、公費負担に関係する歳入歳出差引きの見込みにより７６５

万４，０００円の基金への積立てを予定するものです。 

　最後に、２０３ページ、６款予備費及び７款諸支出金については、前年度と同様の

金額を計上しています。 

　以上、町長の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

議　長（富岡大志君）　提案理由の説明が終わりました。 

　これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　質疑なしと認め質疑を終結します。 

　ただいま議題となっております議案第２７号は、予算決算常任委員会に付託します。 
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日程第６　議案第２８号　令和８年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計予算 

議　長（富岡大志君）　日程第６、議案第２８号　令和８年度吉岡町後期高齢者医療事業特別

会計予算を議題とします。 

　柴﨑町長より提案理由の説明を求めます。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑德一郎君）　議案第２８号　令和８年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計予算

について、提案理由の説明を申し上げます。 

　歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ、前年度比５，６６３万２，０００円の増

となる。３億４，８９０万円に定めたいものであります。 

　なお、予算につきましては、群馬県後期高齢者医療広域連合より示されたものをも

とに、作成したものとなっております。現在の町の主な業務といたしましては、保

険料の徴収、広域連合への納付業務、資格確認書等の発行などとなっております。 

　詳細につきましては、住民課長に説明させますので、よろしくご審議の上、可決い

ただきますようお願い申し上げます。 

　　　　　　　　　　〔住民課長　深谷智洋君発言〕 

住民課長（深谷智洋君）　それでは、町長の補足説明をさせていただきます。 

　２１１ページをご覧ください。歳入歳出予算の総額については、先ほど町長が提案

理由で申し上げたとおりです。 

　第２条の一時借入金については、前年度と同様で５，０００万円を最高額と定める

ものです。 

　当初予算の内容につきましては、歳入歳出予算事項別明細書で概略を説明させてい

ただきます。 

　２１６ページをご覧ください。歳入の１款後期高齢者医療保険料は、群馬県後期高

齢者医療広域連合により、２年に１度の保険料の見直しが適用される形となります。

令和８年度では、主に子ども子育て支援納付金賦課額や、出産育児一時金への支援

分が全面的に保険料の算定に組み込まれることなどにより、対前年度比で、５，１

２０万２，０００円の増となる２億６，２６６万５，０００円の計上額となってい

ます。 

　次の、２款繰入金は、対前年度比５２１万３，０００円の増で、７，３６８万円を

計上しています。内訳は、広域連合事務費負担金が、１，５８８万円、保険基盤安

定繰入金が５，７８０万円となっています。なお、保険基盤安定については、県か

ら４分の３の負担金が入り、これに町負担金、町負担分４分の１を足して、一般会

計から繰り入れるものとなります。 
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　次の３款繰越金は、３９万７，０００円の計上となっています。 

　次の４款諸収入は、２１８ページの上段まで、全体で対前年度比６０万円増の１，

２１５万８，０００円の計上となっています。主なものでは、健康診査の受託事業

収入が９８４万５，０００円で、人間ドック補助金が２００万円となっています。 

　続いて、２１８ページの最後のところになりますが、款が国庫支出金、項が国庫補

助金、目が子ども子育て支援事業費補助金については、国庫補助事業の予定がない

ことから、廃目としています。 

　次に、２１９ページ、歳出をご覧ください。 

　第１款総務費は、対前年度比３８万２，０００円減の、１，６０４万８，０００円

を計上しています。主なものとしては、保険料の賦課徴収等に係る電算処理の委託

料等が２０５万７，０００円、健康診査の委託料が９８４万５，０００円、人間ド

ック補助金が２００万円となっています。 

　次に、２２０ページをご覧ください。２款後期高齢者医療広域連合納付金は、対前

年度比５，７０１万４，０００円の増となる３億３，２１４万６，０００円の計上

となっています。内訳は、広域連合事務費等負担金が１，１６７万８，０００円、

保険料等負担金が２億６，２６６万７，０００円、保険基盤安定負担金が５，７８

０万１，０００円となります。 

　主な増額としては、保険料の見直しに伴い、保険料と負担金が対前年度比で、５，

１２０万３０００円の増になっていることが挙げられます。 

　次の３款諸支出金は、合わせて３０万６，０００円を計上し、２２１ページの４款

予備費は、４０万円を計上しています。 

　以上、町長の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

議　長（富岡大志君）　提案理由の説明が終わりました。 

　これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　異議なしと認め質疑を終結します。 

　ただいま議題となっております議案第２８号は予算決算常任委員会に付託します。 

 

日程第７　議案第２９号　令和８年度吉岡町水道事業会計予算 

議　長（富岡大志君）　日程第７、議案第２９号　令和８年度吉岡町水道事業会計予算を議題

とします。 

　柴﨑町長より、提案理由の説明を求めます。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑德一郎君）　議案第２９号、令和８年度　吉岡町水道事業会計予算について、提
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案理由を申し上げます。 

　初めに第２条、業務の予定量です。給水戸数８，７６７戸。年間総給水量２５７万

２，０００立方メートル。１日平均給水量７，０４６立方メートル。主な建設改良

事業として、配水管布設工事が９６２万３，０００円。配水管布設替工事が４８５

万８，０００円を見込んでおります。 

　次に第３条、収益的収入及び支出の予定額は、収入第１款水道事業収益が４億３，

３４１万２，０００円。支出第１款水道事業費用は４億２，６３８万２，０００円

を見込んでおります。 

　続いて、第４条、資本的収入及び支出の予定額ですが、収入は第１款資本的収入は

ありません。支出第１款資本的支出１億６２８万６，０００円を見込んでおり、支

出に対する収入の不足額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額など

の自己財源で補填するものであります。 

　詳細につきましては、上下水道課長より説明させますので、よろしくご審議の上可

決いただきますようお願い申し上げます。 

　　　　　　　　　　〔上下水道課長　永井雄一郎君発言〕 

上下水道課長（永井勇一郎君）　それでは、議案第２９号につきまして、町長の補足説明をさ

せていただきます。 

　議案書２ページの第２条及び第３条並びに３ページ、第４条の予算額については、

先ほど町長が申し上げたとおりです。 

　次に、第５条の債務負担行為ですが、現在、上下水道で使用している企業会計シス

テムの契約が令和９年で終了となり、それ以降は、現システムの運用自体がなくな

ってしまうことを受けて、新しい企業会計システムを導入するために、債務負担行

為をすることができる事項、期間及びその限度額について定めるものであります。 

　また、第８条では、他会計補助金として、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付

金を財源とする水道基本料金減免事業を実施するため、一般会計からの補助金３，

９８０万円を受け入れるものです。 

　主な予算については、予算明細書により説明いたしますので、２７ページをお願い

します。 

　第３条の収益的収入及び支出は、水道事業の経営活動に伴う収益とそれに対応する

費用となります。 

　収入、１款１項１目の給水収益３億１，５９０万３，０００円は水道使用料です。 

　２目その他営業収益３，５６０万１，０００円は、住宅の新築等に伴う新規加入金

や材料売却収益などです。 

　次に、２８ページの２項営業外収益は、１目長期前受金戻入として、３，９７０万
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２，０００円を計上しています。これは水道管や浄水施設など、資産の財源となる

工事負担金や国庫補助金など、減価償却に合わせ耐用年数の期間に応じて年度ごと

に収益として計上しているものです。 

　２目の雑収益２４０万５，０００円は、公共下水道事業及び農業集落排水事業から

支払われる検針負担金などの収益でございます。 

　続いて、支出に移ります。３０ページをご覧ください。 

　１款１項の営業費用は１目配水及び給水費２億３３７万８，０００円で、水道水の

供給に係る業務経費となります。 

　主なものは、職員の人件費や３１ページ下段からの委託料などでございます。水道

施設管理料は、浄水場や配水地などの施設や設備機器の運転の管理業務となります。

水質検査業務については、令和８年度から水質基準項目に、有機フッ素化合物の一

種であるＰＦＯＳ及びＰＦＯＡが追加されたため、検査委託料が増額となります。

また、３３ページの４段目、受水費は、群馬県企業局が運営する県央第１水道事務

所から受水している水道水の料金です。 

　同じページの２目総係費３，５４３万３，０００円は、水道事業の運営に係る事務

経費であり、主なものは、職員の人件費や３５ページの水道メーターの検針業務委

託料などとなります。令和８年度から毎月検針を隔月検針に変更することにより、

検針業務委託料や口座振替手数料、郵便料金などが前年度と比較して減額となって

おります。 

　次に、３７ページ、３目の減価償却費１億５，０４８万円は、固定資産の目減り分

をそれぞれの耐用年数に応じて費用化し、計上したものとなります。 

　続いて、２項１目の支払利息１，５８９万８，０００円は、企業債の利子償還金で

す。 

　以上が、収益的収入及び支出でございます。 

　次に、３９ページをご覧ください。第４条の資本的収入及び支出は、その効果が年

度を越えて、将来の収益に対応する支出と、その財源となる収入を計上するもので

す。 

　まず収入ですが、令和８年度は防衛省の国庫補助事業が令和７年度で一旦終了した

ため、補助金収入はありません。また、新たな企業債の借入れも行いませんので、

資本的収入は０円となります。 

　続いて支出になります。１款１項の建設改良費、１目の排水設備工事費３，８０６

万５，０００円の主なものは、建設改良事業に従事する職員の人件費や、次の４０

ページにあります工事請負費となります。配水管の布設以外の主な工事としては、

第一浄水場の滅菌器の更新や、第二浄水場等の照明設備ＬＥＤ化の改修工事などが
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あります。 

　次に、４１ページ、２項の企業債償還金６，７３８万９，０００円は、企業債の元

金償還の予定額となります。 

　以上が資本的支出でございます。 

　それでは、ページを戻りまして、１９ページと２０ページをご覧ください。 

　令和８年度水道事業予定貸借対照表でございます。この表は、水道事業の財務状況

を明らかにするため、保有する資産と負債及び資本を示したもので、令和８年度末

時点を予測したものでございます。 

　資産の部では、１の固定資産と２の流動資産の合計が４２億７，７４３万６，７９

２円。 

　２０ページの負債の部は、３の固定負債、４の流動負債及び５の繰延べ収益の合計

で２１億４，１１１万９，０１７円。 

　資本の部の、６の資本金と７の剰余金を合計し、負債の部と資本の部の合計で４２

億７，７４３万６，７９２円となり、１９ページの資産合計と同額となります。 

　そのほか、議案書の９ページに、予定キャッシュフロー計算書が、１０ページから

１７ページには給与費明細書が、２３ページから２６ページには予定損益計算書及

び予定貸借対照表を添付しておりますので、お目通しいただきますようお願いいた

します。 

　以上で、町長の補足説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

議　長（富岡大志君）　提案理由の説明が終わりました。 

　これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　質疑なしと認め質疑を終結します。 

　ただいま議題となっております議案第２９号は、予算決算常任委員会に付託します。 

 

日程第８　議案第３０号　令和８年度吉岡町下水道事業会計予算 

議　長（富岡大志君）　日程第８、議案第３０号　令和８年度吉岡町下水道事業会計予算を議

題とします。 

　柴﨑町長より提案理由の説明を求めます。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑德一郎君）　議案第３０号、令和８年度　吉岡町下水道事業会計予算について、

提案理由を申し上げます。 

　初めに第２条の業務の予定量です。処理戸数５，０９０戸。年間有収水量１２６万

３，０００立方メートル。１日平均有収水量３，４６０立方メートル。主な建設改
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良事業は、公共下水道管管渠布設工事として１億４，８００万１，０００円を見込

んでおります。 

　令和８年度は、令和２年度末に下水道事業計画区域として拡大した大久保沼地区の

整備を進めます。これにより、令和８年度末をもって計画区域全ての整備が完了し、

本町の下水道事業計画は概成となる予定です。 

　次に、第３条、収益、収益的収入及び支出の予定額は、収入第１款公共下水道事業

収益が、３億７，８７９万８，０００円。第２款農業集落排水事業収益が１億３８

８万２，０００円。支出第１款公共下水道事業費用は３億６，６７９万８，０００

円。第２款農業集落排水事業費用は１億１８８万２，０００円を見込んでおります。 

　続いて第４条、資本的収入及び支出の予定額は、収入第１款公共下水道事業資本的

収入が１億９，８５３万７，０００円。第２款農業集落排水事業資本的収入が１１

６万円。 

　支出第１款公共下水道事業資本的支出は３億４，１６８万４，０００円。第２款農

業集落排水事業資本的支出は、２，８６９万３，０００円を見込んでおり、支出に

対する収入の不足額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額などの自

己財源で補填するものであります。 

　詳細につきましては、上下水道課長に説明させますので、よろしくご審議の上可決

いただきますようお願い申し上げます。 

　　　　　　　　　　〔上下水道課長　永井雄一郎君発言〕 

上下水道課長（永井勇一郎君）　それでは、議案第３０号につきまして、町長の補足説明をさ

せていただきます。議案書２ページの第２条及び第３条並びに３ページ、第４条の

予算額については、先ほど町長が申し上げたとおりです。 

　それでは、４ページをお願いします。 

　第５条の企業債についてですが、公共下水道事業債の限度額を７，３５０万円。流

域下水道事業債の限度額は１，９２０万円と定めております。 

　次に、第１０条の債務負担行為ですが、先ほどの議案第２９号、水道事業会計予算

でもご説明したとおり、現在、上下水道使用している企業会計システムの契約が令

和９年で終了となり、それ以降は、現システムの運用自体がなくなってしまうこと

を受けて、新しい企業会計システムを導入するために、債務負担行為をすることが

できる事項、期間及びその限度額について定めるものとなります。 

　この後は、主な予算について予算明細書により説明いたしますので、ページが少し

飛びますが、２６ページをお願いします。 

　第３条の収益的収入及び支出は、下水道事業の経営活動に伴う収益とそれに対応す

る費用となります。 
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　収入、１款１項１目では、下水道使用料として１億５，７７８万８，０００円を計

上しています。 

　２項２目の一般会計補助金１億３，３０６万４，０００円は、公共下水道事業の維

持運営に係る補助金となります。 

　３目長期前受金戻入８，７８１万４，０００円は、資産の財源となる国庫補助金な

どを減価償却に合わせ耐用年数期間に応じて年度ごとに収益として計上しているも

のです。次に、２７ページの２款、農業集落排水事業収益１項１目は、農業集落排

水施設使用料として６３３万６，０００円を計上しています。この使用料は、農集

排の北下南下地区が公共下水道へ編入されることから、その分について、下水道使

用料へと予算を移行しております。 

　続いて、２項１目の一般会計補助金６，８６６万７，０００円は、農業集落排水事

業の維持運営に係る補助金です。２目長期前受金戻入２，８８７万９，０００円は、

資産の財源となる国庫補助金など、減価償却に合わせ、耐用年数の期間に応じて年

度ごとに収益として計上しているものです。 

　次は、２８ページの支出になります。 

　１款１項１目の管渠費１，４６８万４，０００円は、マンホールポンプを含む下水

道管の維持補修費などが計上されております。 

　２目総係費の３，５１８万５，０００円は、事業の管理運営に係る事務経費で、職

員の人件費や使用料の算定及び徴収にかかる経費などです。 

　続く３０ページの３目流域下水道管理運営費負担金８，０１９万８，０００円は、

県央処理区維持管理費の負担金となります。 

　４目減価償却費、２億１，２７３万７，０００円は、資産の目減り分をそれぞれの

耐用年数に応じて費用化し、計上したものとなります。 

　続いて、２項１目の支払利息２，０８９万２，０００円は企業債の利子償還金です。 

　次に、３１ページの２款農業集落排水事業費用、１項１目の管渠費３，６２１万１，

０００円は、農業集落排水の処理施設やその設備機器、または管路などの運転管理、

維持補修などの費用が計上されております。 

　２目総係費の９０４万円は、事業の管理運営に係る事務経費で、職員の人件費や使

用料の算定及び徴収にかかる経費などとなります。 

　続いて、３４ページの３目、減価償却費の４，６７２万円は、資産の目減り分を、

それぞれの耐用年数に応じて費用化し、計上したものです。 

　次に、２項１目の支払利息６８０万９，０００円は企業債の利子償還金です。 

　以上が収益的収入及び支出でございます。次に、３６ページをご覧ください。 

　第４条の資本的収入及び支出は、その効果が年度を越えて、将来の収益に対応する



- 92 - 

支出と、その財源となる収入を計上するものです。 

　収入１款公共下水道事業資本的収入、１項１目の企業債９，２７０万円は、建設改

良費の財源とするための企業債借入金です。 

　２項１目の受益者負担金２，４２３万７，０００円は、民間の開発事業に伴うもの

や、令和８年度より供用開始を予定している大久保の道城辺玉・沼地区に対する負

担金です。また、農業集落排水から公共下水道に編入された上野田地区の受益者負

担金を見込んでおります。 

　次に、３項１目の国庫補助金５，５００万円は、国交省所管の社会資本整備補助金

です。 

　４項１目の一般会計補助金、２，６６０万円は、公共下水道の施設整備に係る補助

金です。 

　続く３７ページの２款、農業集落排水事業資本的収入１項１目では、民間開発に伴

う小倉地区の受益者分担金として、１１６万円を見込んでおります。 

　３８ページに移りまして、支出になります。 

　１款公共下水道事業資本的支出、１項１目の管渠建設改良費１億９，２３１万７，

０００円の主なものは、建設改良事業に伴う職員の人件費のほか、次の３９ページ

にあります工事請負費や委託料などです。委託料にあるストックマネジメントの詳

細版とは、下水道施設全体の長寿命化及び投資の平準化と最適化を図るため、老朽

化の進展状況を考慮した適切な施設の点検、調査、改築を行うための計画を策定す

るものです。 

　２目流域下水道建設負担金２，３２９万９，０００円は、県央処理区における流域

下水道事業の建設整備に対する負担金です。 

　次に、２項１目の企業債償還金、１億２，５３６万８，０００円は、企業債の元金

償還の予定額となります。 

　４０ページの２款農業集落排水事業資本的支出では、１項１目の企業債償還金２，

８３０万３，０００円を見込んでおります。 

　以上が資本的収入及び支出でございます。 

　それではページを戻りまして、１９ページと２０ページをご覧ください。 

　令和８年度下水道事業予定貸借対照表でございます。この表は、下水道事業の財務

状況を明らかにするため、保有する資産と負債及び資本を示したもので、令和８年

度末時点を予測したものでございます。 

　資産の部では、１の固定資産と２の流動資産の合計が６７億７，４１１万２、３０

９円。２０ページの負債の部は、３の固定負債、４の流動負債及び５の繰延収益の

合計で、５０億６７３万６，２４５円。 
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　資本の部の６の資本金と７の剰余金を合計し、負債の部と資本の部の合計で６７億

７，４１１万２，３０９円となり、１９ページの資産合計と同額となります。 

　そのほか、議案書の１０ページに予定キャッシュフロー計算書が、１１ページから

１８ページには給与費明細書が、２２ページから２５ページには予定損益計算書及

び予定貸借対照表が添付してありますので、お目通しをお願いいたします。 

　以上で、町長の補足説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 

議　長（富岡大志君）　提案理由の説明が終わりました。 

　これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　質疑なしと認め質疑を終結します。 

　ただいま議題となっております議案第３０号は予算決算常任委員会に付託します。 

 

散会 

議　長（富岡大志君）　以上をもちまして本日の日程は終了いたしました。これにて散会しま

す。 

　　　　　　　　　　午後　２時０２分散会 
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　　　令和８年第１回吉岡町議会定例会会議録第３号　　　 

令和８年３月５日（木曜日） 

議事日程　第３号 

　　　令和８年３月５日（木曜日）午前９時３０分開議 

日程第　１　一般質問（別紙質問表による　No.１～No.５） 

 

本日の会議に付した事件 

議事日程に同じ 
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開　議 

　　　　　　　　　　９時３０分開議 

議　長（富岡大志君）　皆さんおはようございます。 

　ただいまの出席議員数は１４名です。 

　定足数に達していますので、本日の会議を開きます。本日と明日の両日、一般質問

を行います。本日は通告のあった７人のうち、５人の通告者の一般質問を行います。

ここで説明をしておきます。質問と答弁を含めて、議員の持ち時間の範囲内で終了

できるようにしてください。なお、持ち時間の残り時間が５分になったときにブザ

ーが鳴ります。さらに、残りの時間がなくなったときに、マイクの電源が切れます

ので、ご承知おきください。その時点で、途中であっても質問者及び答弁者は発言

を打ち切るようにご協力願います。 

　それではお手元に配付してあります議事日程（第３号）により会議を進めます。 

 

日程第１　一般質問 

議　長（富岡大志君）　日程第１、一般質問を行います。 

　１番藤多ゆかり議員を指名します。 

〔１　番　藤多ゆかり君登壇〕 

１　番（藤多ゆかり君）　はい、議長への通告に基づき、一般質問を行います。質問は全部で

六つあります。 

　　まず、一つ目の質問です。資源ごみの更なる分別回収の推進について伺います。 

　１、先月、私たち議員は福岡県大木町へ視察に行かせていただきました。大木町は、

日本で２番目にゼロウェイスト宣言を行った自治体です。日本で最初にゼロウェイ

スト宣言を行った徳島県上勝町には、２年前に視察に行かせていただきましたが、

上勝町は山間部に位置し、ごみ収集車が入れないほど細い道が多い地域でした。 

　一方、大木町は平坦で、町内には総延長２１５ｋｍに及ぶ掘割がめぐり、その面積

は町の１４％を占めるという、農業を基幹産業とした風光明媚な町でした。この掘

割は荘園時代にまで遡る歴史あるクリーク地帯でもあります。 

　では、なぜ大木町がゼロウェイスト宣言に至ったのか。当時、大木町は下水道整備

を選択せず、浄化槽による生活排水処理を行っていました。そして、浄化槽にたま

ったし尿や汚泥は海洋投棄によって処理されていたのです。海のない群馬県で暮ら

していると、海洋投棄という方法があるのだと驚きを持って受け止めました。 

　しかし、世界では、海洋汚染を防止するための取組が１９７２年のロンドン条約、

１９９６年のロンドン議定書へと進み、日本は２００７年にロンドン議定書を締結

しました。これに伴い、海洋汚染等防止法が大幅に改正され、平成１９年４月に施
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行されています。ＳＤＧＳ目標１４、海の豊かさを守ろうに通じる取組は、既に５

０年も前から始まっていたことになります。 

　海洋投棄の禁止により、大木町は陸上での処理を余儀なくされました。さらに、地

球環境問題や地球温暖化、京都議定書などが注目される中、町として適正処理を真

剣に検討することとなり、生し尿や浄化槽汚泥を資源と捉え、メタンガス発生を利

用したエネルギー化施設の建設へと繋がりました。 

　また、燃えるごみの約半分を占める生ごみはメタンガス発生の資源となるため分別

回収しプラントへ投入、焼却コストの削減につながりました。大木町も当町と同じ

く、町内に焼却施設はなく、近隣市町村と提携して焼却処理をしているそうです。

ＣＯ２を中心とした地球温暖化ガスは、世界全体に様々な影響を与えている現状に

あります。温度上昇による海面変化、沈みゆく国南太平洋の島国ツバルは、２０５

０年には潮位の上昇により５０％が浸水すると言われています。そして、異常気象

が増加傾向の中、大木町では掘割が町中をめぐっているため、水面の上昇による影

響は他人事ではない問題です。そのような様々な事情から、ごみを資源に変える取

組を真剣に考え、ゼロウェイスト宣言へとつながります。 

　当町でも、プラスチックごみの分別回収が軌道に乗り、町のストックハウスを設置

され、分別回収は着実に前進しています。大木町では４５分別、上勝町でも、４５

分別が行われていますが、これも最初からではなく、段階的に細分化されてきたも

のです。そこで伺います。まずは、町ストックハウスのさらなる進化や拡充など、

今後のご予定がありましたらお聞かせください。 

〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑德一郎君）　おはようございます。 

　今日、明日の２日間、７名の議員各位から一般質問をいただきました。本日トップ

バッターとして藤多議員から、資源ごみの更なる分別回収の推進について、町内の

ストックハウスのさらなる進化について、質問を頂きました。 

　お答えいたします。町ストックハウスは令和６年度に設置、令和７年度には１基増

設し、新たに布類の回収を始めたところであります。回収量についても順調に増加

しており、令和６年度に、１か月当たり２．４トンであった回収量は、令和７年度

には１か月当たり３．８トンに増加し、１番多かった令和７年１２月は、５．２ト

ンと増加しているところでございます。 

　なお、詳細につきましては、住民課長より答弁をさせます。 

〔住民課長　深谷智洋君発言〕 

住民課長（深谷智洋君）　町のストックハウスの回収量は順調に増加しているところでありま

すが、ごみステーションには段ボールが入った緑の袋やプラスチック類が入った緑
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の袋が排出されているなど、まだまだ、分別が徹底されているとは言いがたい状況

であると認識しております。 

　そのため、現状としては、分別の細分化よりも、段ボール、雑紙、布類、プラスチ

ック類といった基本的な分別の徹底を推進していきたいと考えているところであり

ます。担当課としては、児童生徒が使用する教科書や副教材、宿題等で使用される

プリント類が相当な量であることから、これを回収することで、相当量の紙類がリ

サイクルできるのではないかと考えており、町内の各学校にストックハウスを設置

し、児童生徒が毎日少しずつ登校の際に、不要になった教科書類、プリント類、参

考書等を持ち寄って、リサイクルできる取組ができないかと考えております。 

　また、こうした取組をすることで、子供のうちから、紙は燃えるごみではなく、資

源であるという考え方が身につけられるものとも考えております。 

　ただし、ストックハウスの設置や施錠管理、業者への搬入等の管理運営方法につい

ては人員等の課題もありますので、実現に向けて、学校や教育委員会とも協議を進

めていきたいと考えております。 

〔１　番　藤多ゆかり君発言〕 

１　番（藤多ゆかり君）　はい。方向性は理解しました。なかなか分別の細分化というのは難

しいようですけれども、学校に設置を予定しているということで、回収場所は拡大と

なるということなので、徐々にですけれども、回収量も増えているということなので

今後の成り行きに期待させていただきたいと思います。 

　大木町では卵の殻や貝殻を生ごみに混ぜずに分別し、土壌改良材などの資源として

活用していました。また、紙おむつについても専用袋で分別回収し、再資源化に取り

組んでいました。 

　２年前に上勝町を訪れた際には、紙おむつなどの衛生用品はリサイクルが難しく、

専門業者に引き取ってもらっているとの説明を受けました。ところが、今回の大木町

では紙おむつの再生技術が進化し、自治体として資源化に踏み出していることを確認

しました。わずか２年の間にも技術が確実に前進していることを実感したところです。 

　また、大木町では、面白い取組も行っています。それは子供を対象にしたごみゼロ

チャレンジです。町と学校が連携して、各小学校の４年生が家庭ごみの調査をする、

燃やすごみの量、プラスチックの量がどのくらい出ているのかを把握して、分別する

ことによって、燃やすごみの量を減らしていけることを認知していく取組です。これ

は子供たちの将来にツケを残さない循環のまちづくりの一環として行っていますが、

当事者になる子供たちの意識づけに、とてもよい活動です。このような取組を導入す

るにはいろいろな準備が必要ですが、検討の余地はあると思います。 

　一方、当町では、最終処分場の建設計画はなくなり、現在稼働している渋川市の焼
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却場も老朽化が進んでいます。これまでのように、燃やしてしまえば済むという焼却

依存の発想では、従来にわたって持続可能な廃棄物処理を続けることは難しくなって

います。焼却すれば、確かに、目の前のごみは減ります。しかし、ＣＯ２は確実に排

出され、環境負荷は未来に積み上がっていきます。 

　私たちは、１００年後の未来にツケを残さないためにも、焼却処理から一歩進んだ

資源化、循環化への転換を真剣に考える時期に来ているのではないでしょうか。技術

は進化し、他自治体では既に新しい取組が始まっています。当町としても、焼却依存

から脱却し、資源循環型の仕組みをどのように構築していくのか、改めて問われ、問

われていると考えます。これはＳＤＧＳの７番、エネルギーをみんなにそしてクリー

ンに、１３番、気候変動に具体的な対策をにつながる取組です。 

　続きまして次の質問に参ります。二つ目の質問です。 

　燃えるごみ回収袋について伺います。プラスチックごみの分別回収が始まったこと

で、ごみの量は大きく減少しました。さらに、雑誌や牛乳パックを分別することで、

我が家では家族５人ですが、週２回の回収日でも、中サイズの袋がスカスカの状況で

す。ひとり暮らしの世帯であれば、なおさら排出量が少なくなると考えられます。 

　吉岡町には全世帯の約１７から１８％に当たる約１１５０世帯の単身世帯がありま

す。現在、当町の燃えるごみは大と中の２種類ですが、プラスチックごみの分別が始

まる以前であれば、この構成でも適正だったかもしれません。しかし、分別が進んだ

今となっては、大きければよいというものではなく、実際の排出量に合った袋の選択

肢が必要ではないかと感じています。 

　用意しました資料、資料番号１をご覧ください。これは大木町のごみ袋の料金体系

ですが、燃えるごみの指定袋には大サイズが存在しません。そして、価格も比較的高

く設定されています。これはしっかり分別して、燃えるごみを減らすほど値段の高い

袋を使わずに済み、家計の節約にもつながるという仕組みになっています。つまり、

分別を促すインセンティブが料金体系に組み込まれているのです。 

　一方、当町では、分別を頑張ってごみの量が減ってきたにもかかわらず、選べる袋

が大きいサイズに偏っているため、袋の中がスカスカのまま出さざるを得ないケース

もあります。これは住民にとって無駄であり、環境負荷の観点からも望ましい姿とは

言えません。分別が進み、排出量が減っている今こそ、住民の実態に合った袋のサイ

ズ、特に小サイズの導入は必要性が高まっていると考えます。 

　そこで伺います。プラスチックごみの分別回収が開始されてからの燃えるごみの排

出量の推移、プラスチックごみの排出量の推移の説明を求めます。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑德一郎君）　プラスチック類の回収を始めた令和６年度と、前年度の令和５年度
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で比較しますと、燃えるごみの排出量は、令和５年度は４５８７．５２トン、令和

６年度は４３３４．１４トン、燃えるごみは２５３．３８トン減少しており、プラ

スチック類については、令和６年度の回収量は１５４．０４トンとなっております。 

　１か月当たりの排出量としては、燃えるごみが令和５年度は３８２．３トン、令和

６年度が３６１．２トン、令和７年度が３４２．３トンと減少しており、プラスチ

ック類は、令和６年度は１２．８トン、令和７年度が１５．４トンと増加している

ところであります。 

　　　　　　　　　〔１　番　藤多ゆかり君発言〕 

１　番（藤多ゆかり君）　燃えるごみの量は、少しずつですが減っておりまして、プラスチッ

クごみの排出量は着実に増えているということだと思います。分別の進展に伴い、

燃えるごみ袋に小サイズを追加することについて、町としてどのようにお考えでし

ょうか。 

〔住民課長　深谷智洋君発言〕 

住民課長（深谷智洋君）　指定ごみ袋につきましては、それ自体もごみと一緒に燃やされます

ので、大、１種類のみとして、袋がいっぱいになるまではごみステーションに出さ

ないということが１番理想的にはないかと考えております。 

　ごみ袋がスカスカのまま出さざるを得ないのは、生ごみが入っていることによる臭

いや衛生上の理由から、収集日の都度、排出するためであると認識しており、この

ことは、令和６年度にプラスチック類の回収を始めてからも、燃えるごみの、緑の

袋の製造数がほとんど減っていない状況からも伺えるところであります。 

　畑等持っている方であれば、生ごみを土に埋めることで、燃えるごみの袋に生ごみ

を入れないことができますが、吉岡町のように、分譲住宅が多い状況では難しいも

のとも考えております。 

　そのため、町では、生ごみ処理機を使用することで、においや衛生面の問題をクリ

アすることにより、燃えるごみを収集日の都度出さないで、袋がいっぱいになった

ら出すことも可能になるという考えから、生ごみ処理機の普及のために、補助金の

補助率と限度額を引上げたところです。 

　こうした理由から、現状、町としては小サイズを追加することについては考えてお

りませんが、指定ごみ袋については、渋川広域組合で統一化に向けた協議を進めて

いるところであり、その中で、渋川市には小サイズがあることから、統一後は、小

サイズが追加される予定となっております。ただし、町としては、統一後の小サイ

ズ追加後も、生ごみの排出抑制、ごみの減量化について周知徹底、啓発を図ってい

きたいと考えております。 

　　　　　　　　　〔１　番　藤多ゆかり君発言〕 
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１　番（藤多ゆかり君）　なかなか小サイズの袋の導入は難しいということですね。 

　また、私が調べた渋川市もあるということなんですけれども、前橋市も小サイズが

あります。前橋市の小サイズは、あれですね。２０リットルで、これが小サイズな

んですけれども、このくらいのサイズがあれば、ちょうどいいのではないかなと考

えていたところですが、広域との関係もあるかと思いますので、私としては今後、

検討していただきたいと考えます。 

　大木町では、実際に小サイズの袋１５リットルを見てきましたが、当町の中サイズ

３０リットル、大サイズ４５リットルに慣れている私には、最初は少し小さく感じ

ました。しかし担当者によれば、４人家族でも、小サイズで十分とのこ十分とのこ

とでした。 

　その理由は、生ごみが分別されているからです。ちなみに前橋市の２０リットルの

袋がありますが、無駄をなくし、分別の成果を住民に実感できるようにするために

も、小サイズの袋の導入は検討に値するのではないでしょうか。先ほど、いっぱい

になるまで置いといて、いっぱいになったら出すというお話がありましたが、ごみ

の中にはおむつですとか、そういうものもありますので、なかなか家の中に貯めて

おくというのも、ちょっと難しいというか、どうなのかなあというふうに感じます。 

　大木町のゼロウェイスト宣言は、もったいない宣言として位置づけられています。

もったいないの心を育て、無駄のない暮らしを創造することを目的とした取組です。

吉岡町にも、かつて中学校の制服や体操着を先輩から譲ってもらうというすばらし

い伝統が一部でありました。存在していました。家計にも助かり、３年間大切に着

て、また次の子へ回す、まさにもったいないの精神が自然と受け継がれていたよい

文化だと感じています。 

　現在は、社会福祉協議会で制服体操着のリユースが行われ、児童館にもリユースコ

ーナーがあります。私自身も以前、児童館のリユースコーナーに絵本を出したこと

があります。しばらく忘れていた頃、偶然にも、娘の名前の入ったその絵本を持っ

ているお子さんに出会いました。不要になったものが、別の場所で必要とされ、再

び生き返る。そう実感した瞬間で、とても感動しました。 

　また、粗大ごみの日にオイルヒーターが出されていた際、粗大ごみシールと一緒に

クリアファイルにメッセージと保証書が丁寧に添えられていました。パソコンでつ

くったメッセージには、このオイルヒーターはほとんど未使用でまだ使えます。小

さいお子さんがいても、安全に使えます。ご希望があればぜひお持ち帰りください

と書かれていました。オイルヒーターはオイルを抜かないと業者にも引き取っても

らえず、たとえ抜き取れたとしても、オイルの処分が難しいと。聞きました。そこ

で、小さなお子さんのいる方に連絡したところ、ちょうど欲しかったとのことで、
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見事にウィン・ウィンのマッチングが成立しました。持ち主のほうも、まだ使える

ものを粗大ごみとして出すのは忍びなく、手間をかけて丁寧なメッセージを添えた

のだと察することができます。その思いが次につながったすばらしい成功事例でし

た。 

　大量消費の時代、まだ使えるものまでごみになってしまう現状は、やはりもったい

ないと感じます。大木町にはまだ使えるものを集めたリユースプラザがあり、町民

なら誰でも利用できます。上勝町にもリユースコーナーがありました。丁寧に不用

品を回収し、次のユーザーにつなげるためには、こうした拠点が不可欠であり、非

常にうらやましく感じました。将来的には分別が進み、当町にもリユースコーナー

が設置されてほしいと思います。はい。 

 　 次の質問、三つ目の質問に行きます。先ほども出ましたが、生ごみ処理機の補助

金について伺います。私の周りでも、生ごみ処理機を購入して便利に使っていると

いう声をよく聞きます。生ごみは、焼却処理において大きな負担となります。分別

が進み、燃料にもなるプラスチックごみが減ってきたことにより、燃焼効率が下が

ってきています。今までのように、生ごみを燃やしていくために、新たに燃料源を

用意していくのでは本末転倒になってしまいます。 

　そこで、生ごみ処理機を使用すると、水分が飛んでカラカラになり、燃えやすくな

ります。なおかつ家では匂いもなくなり、家庭内の快適さが格段に向上します。大

木町では生ごみを専用コンテナで回収し、そのままプラントへ投入していました。

生ごみが減ることで、焼却処理にかかるコストは飛躍的に削減できたと考えられま

す。 

　当町でも同様に、生ごみの減量は焼却場の負担軽減、ＣＯ２削減、そして将来の処

理コストの抑制につながる重要な取組です。そのため、生ごみ処理機の普及は、町

としても積極的に後押しする価値があると考えます。現在、当町では生ごみ処理機

の購入に対する補助金制度がありますが、実際にどれほど利用されているのか、住

民の関心や普及状況を把握することは、今後の政策判断においても重要です。 

　そこで伺います。生ごみ処理機購入補助金の利用実績について、これまでの件数や

推移、また住民からの反応など、町としてどのように把握されているのか説明を求

めます。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑德一郎君）　生ごみ処理機の補助金は、平成１２年度に開始され、コンポスター

８件、電動式６４件の実績がありましたが、その後減少し、平成２３年度には、コ

ンポスター１１件、電動式５件となり、補助金等審査委員会の廃止の答申を受け、

平成２４年度に一度廃止された経緯がございます。 
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　しかし、その後も時代の変化等を受け、令和４年度に補助を再開し、実績としては

コンポスター１４件、電動式９件となりましたが、町では、さらなるごみの減量化

に向け、令和６年１１月に、補助率と上限額を引上げたところ、非常に反響が大き

く、２週間で予算が終了し、実績としては、コンポスター６件、電動式３６件とな

りました。 

　令和７年度についても、非常に好評であり、約半年で予算が終了し、実績としては、

コンポスター５件、電動式、５１件となっております。住民からの反応につきまし

ては、住民課長より答弁をさせます。 

〔住民課長　深谷智洋君発言〕 

住民課長（深谷智洋君）　住民からの反応につきましては、令和６年１１月の補助率引上げ後

に電動式の申請のあった７４名を対象に、昨年１１月にアンケートを行っておりま

す。概要を申し上げますと、使ってみて感じたメリットについては、生ごみの量が

減るが最も多く、６５件で、次いで、生ごみのにおいが減るが５４件となっており、

使ってみて感じたデメリットについては、特にデメリットは感じていないが最も多

く、２９件、次いで生ごみの処理時間が長いが２２件となっております。また、生

ごみの重量はどれくらい減っていると感じますかの質問では、８０％以上減少して

いるが最も多く３６％、次いで６０から７０％くらい減少しているが３２％、５

０％ぐらい減少しているが２３％で、これらを合わせると実に９１％の方が、５

０％以上減少していると感じているという結果となっています。また、燃えるごみ

の出す頻度に影響があったかの質問では、４７％の方が燃えるごみを出す頻度が半

分くらいに減った。２７％の方が、頻度は変わらないが、小さいサイズのごみ袋で

足りるようになったと回答しており、生ごみの減量化に非常に効果的である結果と

なっているものと認識しております。 

〔１　番　藤多ゆかり君発言〕 

１　番（藤多ゆかり君）　ありがとうございます。分かりました。大分人気もあり、今年度は

終了ということですが、生ごみ処理機の普及をさらに進めるために、町としてどの

ような課題を認識しているのか。またその課題に対してどのような改善策や支援策

を検討しているのかお聞かせください。 

〔住民課長　深谷智洋君発言〕 

住民課長（深谷智洋君）　先ほど申し上げましたアンケートでは、生ごみ処理機の購入に当た

り、補助金制度がどのくらい影響があったかについて、現在の補助率でなければ購

入しなかったが８４％となっており、故障などで使えなくなった場合、再度購入し

たいかについては、現在の補助率であれば、購入したいが７８％となっているほか、

自由意見では、長年購入を検討していたが、高額で躊躇していたといった意見も出



- 104 - 

ており、やはり価格が高いということが、普及に向けた課題であると認識しており

ますので、補助制度を継続していきたいと考えております。 

　また、窓口に申請に来た方の中には、補助金の回覧を見て、生ごみ処理機を初めて

知ったという方もいらっしゃいましたので、次年度の補助金の回覧の際には、アン

ケートで寄せられた声等も掲載して、周知、啓発を図っていきたいと考えておりま

す。ただし、現在の補助率は全国でもトップクラスに高いものとなっておりますの

で、公益性の観点から、おおむね３年程度の時限措置として想定していたところと

なります。 

　今後の補助率等については、今回のアンケート結果や今後の申請状況等を踏まえな

がら、適切に判断していきたいと考えております。 

〔１　番　藤多ゆかり君発言〕 

１　番（藤多ゆかり君）　分かりました。生ごみ処理機は、一時期は三種の神器と呼ばれるほ

ど注目され、あれば便利だと感じていた方も多かったはずです。しかし、価格が高

く、なかなか手が届かないというのが実情でした。 

　だからこそ、補助金が活用できれば購入に踏み切れた方が、少なからずいたのでは

ないかと考えています。生ごみ処理機の購入を検討する方は、もともと分別意識が

高く、特に夏場の生ごみのにおいや生ごみの重さに日々苦慮していた方々だと想像

できます。 

　そうした方々に、補助金が有効に使われ、生ごみの減量にもつながるのであれば、

補助金制度の目的は十分に達成されるはずです。焼却場への持ち込まれるごみの重

量体積が減少し、運搬費用や、焼却費用が、抑えられれば、補助金の成果があると

いうことになると思います。 

　次の質問に参ります。四つ目の質問です。 

　１２月議会で、町在住の高校生から、図書館でのフリーＷＩ－ＦＩ導入に関する陳

情が提出されました。これは、町民の皆さん、特に今回は若い世代の方が、地域社

会の一員として、また同じ要望を持つ仲間たちの代表として、主体的に政治に関わ

っていただけたこととても頼もしく感じていました。 

　付託された文教厚生常任委員会としては、今後、人口増加に伴い、子供や学生の利

用者がさらに増えることが見込まれる中、吉岡町の未来を担う子供たちの学習環境

を整備するため、町に対し、導入の検討を求めるものとなりました。 

　現在、図書館は、町内で貴重な学習スペースとして多くの子供や学生、社会人が利

用しています。しかし、図書館で町内の小中学生が学校配付の端末を使う場合には、

ＷＩ－ＦＩにつながる一方で、それ以外の高校生や社会人は、ＷＩ－ＦＩを利用で

きない状況にあります。学習や調べ物において、インターネット環境が不可欠とな
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っている今、見過ごせない課題だと考えます。 

　そこで伺います。フリーＷＩ－ＦＩ導入について、費用面、運用面、そして懸念さ

れる点など、町としてどのような検討を行ってきたのか、現時点で整理されている

内容について説明を求めます。 

〔教育長　山口和良君発言］ 

教育長（山口和良君）　私も高校生が、町を変えたいという思いを表現してくれたことをとて

もうれしく思います。教育の一つの成果ではないかなあというふうに感じて、藤多

議員と同感です。 

　それで、町図書館にフリーＷＩ－ＦＩを設置することは、利用者が学習や情報収集

するに当たって利便性を向上させるための一つの手段として、その有効性を認識し

ているところです。 

　そこで、現在、教育委員会では近隣公立図書館のフリーＷＩ－ＦＩ設置状況調査、

また費用、運用面、懸念される事項等について調査研究を行っている状況です。 

〔１　番　藤多ゆかり君発言〕 

１　番（藤多ゆかり君）　いろんな調査研究比較検討は必要なことは理解しています。ですが、

現時点で町がどこまで整理ができているのか。具体的にご説明をお願いします。 

〔教育委員会事務局長　米沢弘幸君発言］ 

教育委員会事務局長（米沢弘幸君）　今、多方面について調査しているところなんですがまず

費用的なものを、費用的なものに関しましては、まず初期費用をいわゆるイニシャ

ルと言われてるものですがこれが約１７０万円程度。あといろいろ機器を入れます

ので、ランニングコストかかります。 

　ランニングコストに関しましては、約年間１２万円程度というようなことで今、試

算のほうをさせていただいております。またあとはインターネットにつながるとい

うことになりますので、セキュリティー的なものというのがやはり課題ということ

になりますので、図書館でＷＩ－ＦＩにつなぐということでありますので、どんな

サイトでもつながるというのはちょっと問題があると思いますので、その辺はフィ

ルタリングであるとか、あとはセキュリティーですね、この辺について、今検討し

ていると、いうような形になります。 

　それとあと近隣の市、自治体の状況も調査しておりまして、近隣ですと渋川、前橋

が、ＷＩ－ＦＩのほうを導入していると、高崎市さんのほうは導入はしていたんで

すが現在はしていないというような形になっており、あとは玉村町ですね、玉村町

も今年まで、業者のＷＩ－ＦＩを入れていたという現状がありまして、その業者の

ほうが終わるということで、新年度から町で導入するというような形では、お話は

聞いております。 
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　あと設備面に関しましては、いろいろあるんですが引き込みとかあと機器の設置今

こういったところのスペース、こういったところの課題というのもありますのでこ

の辺に関しましては、今後入れると導入するということになればその辺課題として

検討していきたいと、いう形になっております。 

　現在町としてはですね、今述べてきたようなことを課題として、調査を行っており、

町として引き続き図書館にＷＩ－ＦＩを設置するかどうかということを今、調査研

究をしているというようなところが今の現状となります。 

〔１　番　藤多ゆかり君発言〕 

１　番（藤多ゆかり君）　調査研究していただいてるということで、ありがとうございます。

なかなか費用もかかるということなので、ぜひ引き続きよろしくお願いします。 

　私の知っているライブラリースペースは、企業が社会貢献の一環として提供してい

る学習学習スペースがあります。フリーＷＩ－ＦＩが利用でき、２５席ほどの席は、

学生から社会人まで幅広く利用されています。平日は夜７時まで開放されており、

土日も開いています。朝から夜まで１日勉強している人など、昼間も夕方も大分埋

まっている状況です。特に、社会人にとっては、リスキリングが求められる時代で

す。技術革新やＤＸの進展に伴い、環境の変化に対応するために、新しいスキルや

知識を身につける必要があります。 

　ある社会人の方は、ここで勉強させてもらって本当に助かりました。おかげさまで、

資格試験に合格できました。いつか恩返しがしたいですと話していました。学び直

しの場として、ＷＩ－ＦＩ環境のある学習スペースがどれほど価値を持つか実感し

た言葉でした。 

　もちろんカフェなどで勉強する人もいます。しかし、中学生や高校生にとっては経

済的負担が大きく、毎回、飲み物を注文することは簡単ではありません。今はお年

玉や小遣いを使い、当たり前にカフェで勉強する光景が見られます。確かにカフェ

はＷＩ－ＦＩもあり、居心地のいい空間ですが、学生にとっては、静かで落ちつい

ていて、お金のかからない居場所が必要です。 

　その点、図書館はまさにそうしたニーズにこたえる場所であり、学習環境としての

役割はますます重要になっています。また、ＡＩを活用した学習や調べものが与え

当たり前になっている今、ＷＩ－ＦＩ環境は不可欠です。 

　学生の多くは、ギガの少ない割安プランで携帯を持たせてもらっているため、通信

量は非常に貴重です。だからこそ図書館でのフリーＷＩ－ＦＩは、学習機会の公平

性を確保するうえでも、大きな意味を持つと考えます。 

　さらに文化センターは、指定一時避難所のため、たくさんの避難者が来ることが想

定されます。今までの地震災害時にスマートフォンのインターネットが使用できな
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くなり、情報難民となって、家族との安否確認や災害情報は得られなかったことが

ありました。そのようなときでも、ＷＩ－ＦＩが使える可能性があると思います。 

　以上の観点からも、図書館へのフリーＷＩ－ＦＩ導入について、ぜひ実現に向けた

検討をお願いしたいと思います。 

　次の質問に行きます。五つ目の質問です。３月８日の世界女性デーに向けた啓発活

動の取組について伺います。 

　世界女性デーは、１９０４年にアメリカで婦人参政権を求めたデモが起源とされ、

女性の地位向上、ジェンダー平等の推進、女性差別の解消を目的として、国連によ

り制定された国際的な記念日です。世界中でこの日に合わせて、女性の権利や社会

参画について考える様々な取組が行われています。 

　先日、男女共同参画計画の会議に参加させていただきました。会議を通じて、男女

共同参画は特定の人だけの問題でなく、社会全体で取り組むべき重要な課題である

ことを改めて実感しました。少子化の進行が深刻化する中で、男女がともに働き、

家庭を支え、子育てを担う環境が整わなければ、社会の持続性そのものが危うくな

ると感じています。先日も出生数が過去最少７０万人。推計より１７年早いペース

で進んでいるとのニュースがありました。危機迫るものを実感しました。 

　一方で、平成生まれの若い世代では、家事や育児、料理を自然に担う男性が増えて

いることを身近に感じます。男性の育児休暇取得も徐々に進み、産まれたばかりの

赤ちゃんの育児を夫婦で分かち合う家庭も増えてきました。育児の喜びも大変さも

共有することで、夫婦の関係性がより深まり、子供にとって安心できる家庭環境が

整うのではないかと思います。また、子供が病気になった際には、夫婦で交代して

仕事を休むことも一般的になりつつあります。 

　私が育児をしていた頃には、男性が子供の看護で休暇をとる姿はほとんど見られま

せんでしたが、今では有給休暇とは別に、子供の看護休暇が設けられ、全て使い切

る方もいるほどです。それだけ小さなお子さんの体調管理は大変であり、社会全体

で子育てを支える意識が少しずつ広がってき証だと感じています。 

　こうした変化は長年にわたる啓発活動の積み重ねの成果でもあると思います。行政、

学校、地域団体、企業など、大くの主体が、地道に取り組んできた結果として、社

会の意識が少しずつ変わり始めているのではないでしょうか。 

　そこでお伺いします。世界女性デーに向けて、町としてどのような啓発活動に取り

組んでいるのか、また、町としてどのような課題を認識しているのか。その課題に

対してどのような改善策や工夫を検討しているのかお聞かせください。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑德一郎君）　吉岡町では、世界女性デーに向けた啓発活動の取組として、３月８
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日の国際女性デーの周知と、女性の権利や平等について考える日、行動を始める日

というメッセージを込めて、イエローライトアップを実施いたします。実施日時に

ついては、３月６日から８日の午後５時から午後１０時を予定しております。なお

実施内容については、３月広報への掲載等で町のラインで周知しております。 

　次に町としての課題の認識についてですが、第２期吉岡町男女共同参画基本計画の

開始から２年経過する中、各課で担当分野ごとに事業を取り組んでいますが、男女

共同参画の視点から事業を進めるための全庁的な意識統一が難しく、住民に対して

の男女共同参画への意識づくりがなかなか浸透できないことが課題であると認識し

ております。 

　そしてその課題についての改善策などについては、第２期基本計画で計画の進行管

理について定められておりますが、年に１度、今年は２月、施策の進捗状況の確認

を行うため、吉岡町男女共同参画推進協議会を開催し、業務の見直し、改善や新た

な施策立案を協議するとしております。この推進協議会での委員皆様の意見を、計

画内容に反映できるよう、進行管理を実施し、改善に努めてまいります。 

〔１　番　藤多ゆかり君発言〕 

１　番（藤多ゆかり君）　分かりました。ライトアップも実施予定ということで、ありがとう

ございます。 

　学校現場でのジェンダー平等に関する学習や啓発活動について、どのように支援し

ているのか、学校や地域団体の連携はどこまで進められているのか、説明を求めま

す。 

〔健康福祉課長　一倉哲也君発言］ 

健康福祉課長（一倉哲也君）学校現場での啓発活動についてですが、男女共同参画週間の周知

とともに、町内３校に協力を依頼し、学校の図書館に男女共同参画関連図書のコー

ナーを設置して、ジェンダー平等に関する学習の支援を行っています。また、町図

書館にも、男女共同参画関連図書のコーナーを設置しています。 

　学校や地域団体との連携については、毎年、町の人権擁護委員が、小中学校へ出向

き、人権教室を行っています。内容は、人権擁護委員がいじめ防止や思いやりとと

もに、ジェンダー平等や多様な生き方についての紙芝居やクイズ形式で講話を行っ

ています。この人権教室を継続することで、性別による固定的な役割分担にとらわ

れず、誰もが自分らしく生きられる社会の実現を目指しています。 

〔１　番　藤多ゆかり君発言〕 

１　番（藤多ゆかり君）　ありがとうございます。先日、当町で、男女共同参画の一環として、

夫婦で参加するお料理教室が初めて企画され、新聞にも紹介されていました。昭和

生まれの世代には、男女共同参画の理解を深めるよい機会になると感じ、大変すば
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らしい取組だと思いました。家庭の中での役割分担を見直すきっかけにもなり、夫

婦のコミュニケーションの促進にもつながるのではないかと期待しています。 

　また、この４月には改正女性活躍推進法が施行され、女性管理職比率の公表義務が

１０１人以上の企業にも拡大されるほか、男女間賃金格差の開始義務義務も広がり

ます。 

　こうした法整備は、企業や社会全体に対して、女性の活躍を後押しする環境づくり

を促す重要なステップです。しかし、男性の育児休暇取得率が上がったとしても、

取得期間が数週間から１か月程度と短かったり、女性管理職比率が目標に届かなか

ったりと、まだ課題は多く残されています。社会の意識や働き方の分化は一朝一夕

には変わりません。 

　だからこそ、法改正の内容を知っていただくための啓発活動や、身近な事例を紹介

する取組は、これからも欠かせないと考えています。現在、この議場には女性は私

ひとりしかいません。しかし、来年は統一地方選挙の年でもあり、この景色が変わ

る可能性は十分にありますし、変えていかなければならないとも感じています。女

性が政治に参画しやすい環境づくりは、町の未来をより豊かにするための重要な視

点です。 

　そのためにも、行政が主体となって、ジェンダー平等の推進や女性の活躍を後押し

する取組をさらに進めていただきたいと期待しています。これはＳＤＧＳのジェン

ダー平等の実現にもつながります。 

　最後の質問です。スポーツ協会などの団体に対する補助金についてです。私が役員

を務める吉岡町スポーツ協会では、毎年その年に活躍した選手や団体を表彰してお

り、今年も約１６４名の選手が対象となっています。町民の皆さんが努力を重ね、

成果を上げている姿は、地域の誇りであり、私自身も大きな励ましをいただいてい

ます。 

　そのような中、会議で、各種団体への補助金が減額される予定との話がありました。

自治会事務委託費の減額の話も耳にしており、スポーツ協会でも同様の見直しが行

われるのではないかと不安の声が上がっています。行政が財政健全化のために、効

率化を進めていることは理解しておりますが、どのような理由や基準のもとで削減

を検討されているのか。現場には十分な説明が届いているのか、まずはその点の説

明を求めます。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑德一郎君）　各種団体への補助金については、その団体の設立の趣旨や目的に応

じて行われる活動などに対して交付をさせていただいております。 

　町ではスポーツが町民の健康や交流に果たす役割は極めて重要であると認識してお
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ります。スポーツ協会の皆様のご尽力に対し深く感謝しております。 

　現在、町の限られた財政状況の中で、従来どおりの一律、継続の補助金を見直す時

期に来ていると考えられます。今回の見直しは、持続可能な仕組みへの再構築であ

ると考えております。次世代に負担を先送りせず、より効果的、重点的な支援体制

を構築するための苦渋の決断でありました。今後も、町のスポーツ環境がより健全

で持続可能なものとなるよう、共に歩んでまいりたいと考えております。 

　また、自治会補助金の減額に係るご質問もありましたが、今見直しをしようとして

いるのは、自治会との事務委託契約の内容でございます。これは、これまで町と自

治会が交わしていた事務委託契約の内容について、区域内の全世帯に町広報紙及び

行政連絡文書等の配布、回覧をする事務から配布に関する事務を削除し、行政連絡

文書等を回覧する事務のみとするものであり、今まで自治会への大きな負担にもな

っていた広報等を全戸配布する事務がなくなることで、自治会の負担は大きく軽減

されるものと考えているところであります。 

　ただこれまで自治会に広報等を全戸配布していただいた事務がなくなりますので、

その分の事務委託費を減額させていただくこととなりますが、自治会振興を目的と

して、町から自治会に支出している補助金等については、一切減額しておりません。

各自治会の中には、全戸配布事務が減少することにより、減額となる事務委託料を

単純に自治会に対する補助金が減額されるものと誤解している方もまだいらっしゃ

ると感じておりますので、今後も引き続き自治会連合会定例会などを通じて丁寧な

説明に、努めていきたいと考えております。 

〔１　番　藤多ゆかり君発言〕 

１　番（藤多ゆかり君）　ありがとうございます。先月のミラノコルティナオリンピックでは、

連日のメダル獲得に多くの国民が元気づけられました。特にフィギュアスケートの

ペア、りくりゅうペアの逆転金メダルには、心を動かされた方も多かったのではな

いでしょうか。スポーツには、人を勇気づけ、人生を豊かにする力があると改めて

感じました。さらに、３年後には、湯けむり国スポ全スポは４６年ぶりに群馬県で

開催され、吉岡町でも協議が予定されています。 

　これから町全体でスポーツを盛り上げていこうという時期に、従来の予算が減額さ

れることは、運営面での影響が避けられません。スポーツは健康づくりや医療費の

抑制、地域のつながりにも大きく寄与しており、町としても大切にしてきた分野だ

と認識しています。また、スポーツ協会だけでなく、自治会を初めとする地域団体

でも同じような不安が広がっていると聞いています。 

　そこで伺います。今回の見直しについて、団体の活動への影響をどのように考えて

いるのか、お聞かせください。 
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〔教育委員会事務局長　米沢弘幸君発言］ 

教育委員会事務局長（米沢弘幸君）　補助金の削減により各団体の運営体制や事業規模の見直

しを余儀なくされるなど、一定の影響が生じることは十分に認識しております。 

　これまで地域スポーツ振興を支えてこられた関係者の皆様のご苦労には深く敬意を

表するものでございます。 

　先ほど町長が答弁したとおり、本町を取り巻く厳しい財政状況やスポーツを取り巻

くニーズの多様化を鑑みますと、これまでの一律、継続的な財政支援から各団体が

自立し、持続可能な運営形態へと転換を図る時期に差しかかっていると考えていま

す。町としては、単に予算を削減して終わりとするのではなく、活動の質を落とさ

ないための知恵の支援に注力してまいります。 

〔総務課長　小林康弘君発言］ 

総務課長（小林康弘君）　自治会事務委託料の見直しにおける団体の活動への影響についてで

すが、各自治会長から上がっている声を聞きますと、少なからず影響あるものと考

えております。 

　しかしながら、自治会振興助成金等の自治会活動に対する補助金、助成金は減額し

ておりません。また、広報等の配布事務が減ることは確実に自治会の負担軽減にも

なりますので、これまで、配布事務に割いていた労力を本来の自治会活動に充てて

いただくこともできるようになるのではないかと考えているところでございます。 

〔１　番　藤多ゆかり君発言〕 

１　番（藤多ゆかり君）　説明ありがとうございます。今回の補助金見直しは単なる数字の調

整ではなく、地域の未来に直結する問題だと考えています。スポーツ協会だけでな

く、自治会を初めとする地域団体の活動も、コロナ禍を乗り越えての自治会祭りの

復活など、地域活性化のため、鋭意努力を重ねてきました。また、自治会役員の成

り手不足解消のため、役員報酬の見直しが行われたことも耳にしています。 

　そんな中、今までどおりの予算が確保できず、地域活動の基盤が弱まれば、まちの

活力そのものが揺るぎかねません。もし予算の見直しが避けられないとしても、活

動を維持するための別のサポートなど、お金以外の支援策も十分に考えられるはず

です。 

　町の未来を支えるのは、地域で活動する人たちの力です。その力は弱まらないよう

に、そして、これからも地域が元気であり続けられますように、町として知恵を出

し、寄り添った支援をぜひお願いしたいと思います。 

　以上で一般質問を終わりにします。 

議　長（富岡大志君）　以上を持ちまして、３番藤田ゆかり議員の一般質問が終わりました。 

　ここで休憩をとります。再開を１０時４５分とします。 
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　　　　　　　　　午前１０時３１分休憩 

　　　　　　　　　午前１０時４５分再開 

議　長（富岡大志君）　会議を再開します。１０番 嶋隆議員を指名します。 

　　　　　　　　　　〔１０番　 嶋　隆君登壇］ 

１０番（ 嶋　隆君）　議長への通告に基づき、一般質問をいたします。 

　１、吉岡中学校の部活動の地域移行は、令和４年１２月に国から、休日部活動の段

階的な地域移行の方針が具体的に示され、群馬県においては、令和５年７月に地域

移行に関する推進計画が策定されました。 

　吉岡町では、吉岡町地域移行検討委員会を組織し、休日部活動の具体的な地域移行

の準備、取組を行ってきました。 

　令和５年１１月、国と県の方針を受けて、吉岡町休日部活動の段階的な地域移行推

進計画を策定しました。公立中学校の地域移行が進められる理由は、教員の負担

（特に休日の練習や試合の引率が長時間労働の原因となっている）、次に、少子化

の影響日本の中学生の数は年々減少しており、１９８６年の約５８９万人から２０

２１年には約２９６万人まで半減しております。 

　最後に、専門的な指導を受けることができる環境の必要性、多くの先生は、特定の

競技が競技経験がないまま、部活動の指導を任されている状況はあります。これら

の理由から文部科学省は部活動の地域移行を進める方針を固めました。 

　令和５年度から令和７年度までの３年間を改革推進期間とし、まずは休日行ってい

る学校部活動を、地域の実績に応じて可能な限り早期に地域のクラブ活動などに移

行できるよう取組を進めることとしました。 

　（１）令和５年度から令和７年度までが、改革推進期間として、休日の部活動を地

域クラブへ段階的に移行、吉岡中学校の３年間の経過と実績について伺います。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎登壇］ 

町　長（柴﨑德一郎君）　吉岡町では、国が改革推進期間と定める前の令和４年度から、休日

部活動の段階的な地域移行の具体的検討を始めました。その後も、国の方針及び群

馬県の推進計画に基づき、地域の子供たちは、地域で育てるという理念のもと、持

続可能なスポーツ、文化芸術環境の整備を進めてまいりました。 

　ご質問の経過と実績につきましては、教育委員会事務局長から答弁をさせます。 

　　　　　　　　　　〔教育委員会事務局長　米沢弘幸君発言］ 

教育委員会事務局長（米沢弘幸君）　令和５年からの経過と実績ですが、まず経過として、令

和５年１１月に吉岡町休日部活動の段階的な地域移行推進計画を策定し、地域移行

の基本方針やスケジュール、移行主体等の運営体制の指針を示し、地域スポーツ指

導者の資質向上を狙いとした指導者のためのコーチング研修会を実施しました。 
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　令和６年度は、生徒や保護者、代表者への地域移行の説明をしました。また、教育

公務員特例法の規定による兼職兼業を許可する判断基準その他必要な事項を定めま

した。令和７年度は指導者協議会を定期的に開催し、現場の課題抽出と改善策の検

討を進めています。 

　次に、実績としては、運営主体の明確化、これはスポーツ少年団内に中学生部門を

設けることを基本とするなど、既存の地域資源を有効活用する枠組みを構築しまし

た。 

　活動ルールの策定として、休日のどちらか１日３時間程度を基本とするなど、生徒

の健康と家庭生活を両立させる運用ルールを定めました。指導者の確保として、ス

ポーツ少年団やスポーツ協会専門部等の協力を仰ぎ、教職員の兼職兼業を含め、指

導者の確保を図りました。 

　　　　　　　　　　〔１０番　 嶋　隆君発言］ 

１０番（ 嶋　隆君）　現在吉中にはですね、部活動の運動部は１５文化部が２部、合わせて

１７部活、１３種類と伺っております。これでよろしいでしょうか。 

　　　　　　　　　　〔教育委員会事務局長　米沢弘幸君発言］ 

教育委員会事務局長（米沢弘幸君）　そのとおりであります。 

１０番（ 嶋　隆君）　それではですね、部活動が移行完了している部活動の数は、何部ある

のかお伺いいたします。 

　　　　　　　　　　〔教育委員会事務局長　米沢弘幸君発言］ 

教育委員会事務局長（米沢弘幸君）　先ほど議員がおっしゃった１７、全て移行しております。 

　　　　　　　　　　〔１０番　 嶋　隆君発言］ 

１０番（ 嶋　隆君）　この部活動移行先はどこになるんですか。例えばスポーツ協会とかス

ポーツ少年団とか。 

　　　　　　　　　　〔教育委員会事務局長　米沢弘幸君発言］ 

教育委員会事務局長（米沢弘幸君）　スポーツ少年団、スポーツ協会の専門部、あとは山田ホ

ールディング、あとは地域指導者です。 

　　　　　　　　　　〔１０番　 嶋　隆君発言］ 

１０番（ 嶋　隆君）　団体ではなくて、地域指導者というのはこれ団体なんですか。 

　　　　　　　　　　〔教育長　山口和良君発言〕 

教育長（山口和良君）　具体的には地域指導者と申し上げたのが、吹奏楽部と合唱部でござい

ます。文化部です。 

　この文化部につきましてはまだ、どこかの団体ということではなくて、指導者、個

人の方ですね、その方が指導に入っていただいて、その中には、兼職兼業を担って

している教員もおりますけれども、そういう形での移行ということになってます。 
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　　　　　　　　　　〔１０番　 嶋　隆君発言］ 

１０番（ 嶋　隆君）　続いて２番、地域移行の現状と課題についてお伺いいたします。 

　初めにですね、スポーツ団体が健全な運営を行うには、公的機関の支援が必要だと

考えます。そこで、スポーツ団体などの町として支援体制はどのようになっておる

のかをお伺いいたします。 

　　　　　　　　　　〔教育委員会事務局長　米沢弘幸君発言］ 

教育委員会事務局長（米沢弘幸君）　町及び教育委員会では、地域のスポーツ団体が受皿とし

て、持続可能な運営を行えるよう、次のような支援を行っております。 

　まず、財政的支援として、吉岡町部活動地域移行に係る交付金交付要綱を制定し、

運営団体に対する対し必要な交付金。これについては、生徒と指導者への保険料及

びスポーツ少年団登録料を交付しています。 

　指導者研修の実施として、適切な指導体制を維持するため、教育委員会が中心とな

り、保護者や指導者を対象とした食育講座や交流イベントなどの機会を提供してお

ります。 

　以上です。 

　　　　　　　　　　〔１０番　 嶋　隆君発言］ 

１０番（ 嶋　隆君）　実は令和９年度の予算を見ますと、先ほども、藤多議員から質問があ

ったんですが、スポーツ協会の補助金については、前年度５２万減の予算１５０万

を計上しております。なおかつスポーツ少年団の補助金については、２４万３００

０円を全額カットしてるわけですね。この辺について見解をお伺いいたします。 

　　　　　　　　　　〔教育委員会事務局長　米沢弘幸君発言］ 

教育委員会事務局長（米沢弘幸君）　今議員が述べられたほうがいわゆる運営補助金と言われ

るものでありまして、今ご質問の地域移行のほうとは切り離した補助というふうに、

なっております。 

１０番（ 嶋　隆君）　地域移行と切り離したというのはよく分からないですけれど、分かり

やすくお願いいたします。 

　　　　　　　　　　〔教育委員会事務局長　米沢弘幸君発言］ 

教育委員会事務局長（米沢弘幸君）　地域移行に関する補助に関しては先ほど私が答弁したと

おり交付金要綱というのが別にありまして、そこでの交付をして、先ほど申したよ

うな、生徒指導の保険料やスポーツ少年団登録料等を支給するということで、先ほ

ど議員が答弁されて２０２万が１５０万になったというような答弁されました。そ

ちらに関しては、団体の運営補助のほうの補助金のほうを、減額させていただいた

ということになっております。 

　　　　　　　　　　〔１０番　 嶋　隆君発言］ 
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１０番（ 嶋　隆君）　質問の頭にですね、スポーツ団体が健全な運営を行うには、公的機関

の支援が必要ですというふうに私述べましたよね。なのにですね、スポーツ協会が

これ、一つの受皿ですよね。だから、地域移行の予算と団体に対する予算はお話は

違うんだというのをされましたよね。だけれど、スポーツ団体として運営していく

には、やはり資金が、援助が必要ですよね支援が。 

　その援助を何で、令和８年度の予算案で５２万円もカットしたのか、その理由をお

伺いいたします。 

　　　　　　　　　　〔教育委員会事務局長　米沢弘幸君発言］ 

教育委員会事務局長（米沢弘幸君）　こちらに関しましては先ほど藤多議員の質問の中で町長

が答弁したとおり、町の財政事情が厳しいと。そういった中での補助金の削減とい

うことであります。 

　ただ、ただ削減するだけということではなくて町としても、削減された部分、活動

が縮小というかままならないとこも出ると思いますので、そちらについては町とし

ては十分な支援をしたいというふうに考えております。 

　　　　　　　　　　〔１０番　 嶋　隆君発言］ 

１０番（ 嶋　隆君）　先ほど答弁の中にですね、部活動地域展開に係る交付金のお話があり

ました。確かにこれは予算計上１０５万９，０００円で、前年比７，０００円減の

微減ですよね。これを考えると移行に関しては予算は削らずと言えば考えが理解で

きました。 

　次にですね、地域移行する上で、課題として９４％に当たる３３市町村が指導者の

確保を挙げております。そこで、吉岡町としては指導者の確保は十分なのか、お伺

いいたします。 

　　　　　　　　　　〔教育委員会事務局長　米沢弘幸君発言］ 

教育委員会事務局長（米沢弘幸君）　指導者の確保については、地域移行を成功させるための

最重要課題の一つであると認識しております。 

　現時点では先ほど、全部の部活が地域移行のほうに進んでいるというような答弁い

たしましたが、活動維持できておりますが、今後の全種目の拡大や将来的な継続性、

こちらのほう、考慮すると、決して楽観視できる状況ではありません。また、専門

的技術指導が必要な競技や競技人口が限られる種目については、人材確保が難しい

ケースも想定されます。 

　　　　　　　　　　〔１０番　 嶋　隆君発言］ 

１０番（ 嶋　隆君）　確かにですね、令和８年度の予算を見ますと、部活動地域展開に係る

謝礼ですね。これは前年比、前年度よりも１３２万１，０００円増の、４６５万７，

０００円が計上されてます。これを見る限り、確かに指導者の確保したりですねそ



- 116 - 

ういうための配慮はされているかなとは感じられます。 

　次行きます。指導者資格の取得や研修の実施についてお伺いいたします。 

　　　　　　　　　　〔教育委員会事務局長　米沢弘幸君発言］ 

教育委員会事務局長（米沢弘幸君）　地域クラブへの移行において、指導者が競技の専門知識

だけでなく、適切な指導法や安全管理の知識を備えることは、子供たちが安心して

活動するために不可欠であると認識しております。本町では指導者の資質向上を支

援するため、次のような取組を実施、検討しております。 

　指導者資格の取得支援について、公務員資格である日本スポーツ協会などが認定す

る公認スポーツ指導者資格の取得を推奨しており、質の高い指導体制の構築を目指

しています。その中で、財政的支援として、吉岡町部活動地域移行に係る交付金交

付要綱等に基づき、運営主体となる団体への支援をし、指導者が研修受講や資格取

得更新に要する経費等への対応をしています。 

　研修の実施状況については、指導者協議会を開催し、町では、適切な指導体制を維

持するため、定期的に部活動地域移行指導者協議会を開催しています。そこでは、

吉岡町教育委員会が中心となり、保護者や使用者を対象とした指導方法、コンプラ

イアンス、食育講座など、現場の指導者が情報共有や課題解決に向けた協議を行う

場を設けております。 

　　　　　　　　　　〔１０番　 嶋　隆君発言］ 

１０番（ 嶋　隆君）　次にですね、今お話が出てきました従事を希望する教職員等の兼職兼

業について、手続等はどのようになっているのかお伺いいたします。 

　　　　　　　　　　〔教育委員会事務局長　米沢弘幸君発言］ 

教育委員会事務局長（米沢弘幸君）　休日部活動の地域移行において、専門知識と指導経験を

持つ教職員の協力は非常に心強いものであり、本人の希望がある場合には、円滑に

従事できるよう環境を整える必要があると認識しております。 

　具体的な手続きについてですが、まず前提として、教職員が休日に地域クラブ活動

の指導員として従事し、報酬を得る場合には、地方公務員法に基づく兼職兼業の手

続が必要となり、教職員は所属する学校長を経由して、町教育委員会に対し、兼業

許可の申請を行い、教育委員会では許可の基準を満たした場合に許可するというよ

うな流れになります。 

　　　　　　　　　　〔１０番　 嶋　隆君発言］ 

１０番（ 嶋　隆君）　現在の兼職兼業を希望するというかそのような教職員はいるのか、い

れば何人なのか。 

　　　　　　　　　　〔教育委員会事務局長　米沢弘幸君発言］ 

教育委員会事務局長（米沢弘幸君）　現在の先ほどの１７あると申しましたがその中で兼職兼
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業の教員ですが、５名となります。 

　　　　　　　　　　〔１０番　 嶋　隆君発言］ 

１０番（ 嶋　隆君）　次に、学校体育施設の活用促進と放課後や休日の施設の管理について

お伺いいたします。 

　　　　　　　　　　〔教育委員会事務局長　米沢弘幸君発言］ 

教育委員会事務局長（米沢弘幸君）　活用の促進についてですが、令和６年９月、吉岡町学校

施設の開放に関する条例を制定し、１０月１日より施行しました。これにより、地

域移行に伴う休日部活動の受皿としての利用や社会教育関係団体の活動場所として

の位置づけを明確化し、活用の促進を図っております。 

　また、吉岡町休日部活動の段階的な地域移行推進計画に係る基本方針に基づき、休

日に活動する地域クラブは優先的に学校施設を使用できるよう調整を行い、子供た

ちが慣れ親しんだ環境で活動を継続できる体制を整えています。 

　　　　　　　　　　〔１０番　 嶋　隆君発言］ 

１０番（ 嶋　隆君）　次にスポーツ団体に支払う会社が、保護者にとって大きな負担となる

恐れがあります。教育委員会のホームページには、令和６年度の吉岡町地域クラブ

における収支が載っております。受益者負担なしで、収入は、県、国の委託金２８

０万４，０００円、これは全体の７６％、町の補助金として８８万４，０００円、

これは全体の２４％、合計で３６８万８，０００円が計上されております。 

　これに対し支出は、スポーツ活動費として、指導者の謝金として３２８万４，００

０円、全体の８９％、保険料として２３万円、全体の６％、そして、旅費交通費と

して１４万７，０００円、全体の４％、スポ少を登録料として２万５，５００円、

全体の１％というふうになっております。 

　そこで令和７年度の県国の委託金と町の補助金についてお伺いいたします。県、国

の委託金及び町の補助金の金額をお知らせください。 

　　　　　　　　　　〔教育委員会事務局長　米沢弘幸君発言］ 

教育委員会事務局長（米沢弘幸君）　令和７年度の途中でありますので見込みということでご

了承願いますが、まず収入についてです。受益者負担はなしになっております。県、

国の委託金については、３５３万２０２円。町の補助金１１６万１，２５０円。計

４６９万１，４５２円となりまして、県、国の委託金が７５％、町の補助金が２

５％ということになります。 

　支出も述べたほうが。 

　　　　　　　　　　〔１０番　 嶋　隆君発言］ 

１０番（ 嶋　隆君）　収入だけで。７年度についても令和６年度と収入についてはほとんど

国と町の補助金の比率は一緒ということですね。次にですね、令和７年度は今途中
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なんですが、令和８年度以降について県、国の委託金や町の補助金は続くのか、継

続したというかお伺いいたします。 

　　　　　　　　　　〔教育委員会事務局長　米沢弘幸君発言］ 

教育委員会事務局長（米沢弘幸君）　令和８年度予定ということでご了承いただければと思い

ますが、令和８年度以降の国、県、町の財政支援についてですが、現在行われてい

る令和７年度までに行われている国の地域スポーツクラブ活動体制整備事業として

の委託についてですが、令和７年度をもって終了するということになっております。 

　令和８年度からは新たな枠組みで制度設計されておりまして、令和７年度までは委

託方式ということで行われていたんですが、令和８年度から補助方式という形にな

る関係で、国と県が３分の１ずつ、市町村が３分の１ということで、それぞれが３

分の１ずつを負担する仕組みというような形に移行するという方針が国から示され

ております。 

　ということで、令和８年度からは町としての財政負担が発生するということになり

ます。令和９年度以降については、現時点では情報がないので分からないというこ

とになっております。 

　　　　　　　　　　〔１０番　 嶋　隆君発言］ 

１０番（ 嶋　隆君）　委託金は令和７年度で終了してしまい、なおかつ令和８年度から新た

に補助方式に切り替えると。それについては県、国、市町村で３分の１ずつと。そ

うしますと、これはまだ８年度入ってないわけで、吉岡町とするとこの３分の１に

相当する予算は当初予算に計上していますか。 

　　　　　　　　　　〔教育委員会事務局長　米沢弘幸君発言］ 

教育委員会事務局長（米沢弘幸君）　当初予算は計上しております。 

　　　　　　　　　　〔１０番　 嶋　隆君発言］ 

１０番（ 嶋　隆君）　そうしますと、今、町も補助金約１１０万ほど６年度、７年度出して

ますよね。これがなくなって３分の１のほうへ切り替わるのかどうか、この辺いか

がですか。 

　　　　　　　　　　〔教育委員会事務局長　米沢弘幸君発言］ 

教育委員会事務局長（米沢弘幸君）　切り替えるというか、結局この国の制度を委託の補助も

そうなんですが、こちらの制度がまずあってそこに対する経費で７年度までは７

５％と２５％、８年度から３分の１ずつということになるんですが、それ以外に補

助対象経費というのも当然ありますので、そういったところで、経費、町の財政負

担というのはかかるというふうに認識しておりまして、そちらについては、当然当

初予算のほうには計上してあるということになります。 

　　　　　　　　　　〔１０番　 嶋　隆君発言］ 
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１０番（ 嶋　隆君）　部活動の指導に当たる学校職員ですね、部活動指導手当というのがあ

ろうかと思うんですよ。これは現在日当が２，７００円だと。これが３，９００円

に増額するとあります。 

　これについては国の支援になるのか町の負担になるのかお答えをお願いいたします。 

　　　　　　　　　　〔教育長　山口和良君発言〕 

教育長（山口和良君）　部活動手当につきましては、県費負担教職員ですので、県費で全て賄

われてる。もちろんその県費に中には、国からの補助金、国が支給する給料の分も

入っておりますが、町の負担はございません。 

　　　　　　　　　　〔１０番　 嶋　隆君発言］ 

１０番（ 嶋　隆君）　町の負担がないということは助かります。 

　次にですね、受益者負担の導入を検討しているのか、もしも受益者負担の導入を検

討していればその内容についてお伺いをいたします。 

　　　　　　　　　　〔教育委員会事務局長　米沢弘幸君発言］ 

教育委員会事務局長（米沢弘幸君）　これまで学校教育の一環として行われてきた部活動は、

指導に当たる教員の献身的な活動により、保護者の皆様の費用負担が極めて低く抑

えられてまいりました。しかし、令和８年度から国の支援が委託から３分の１補助

に移行する中で、持続可能な活動環境を維持するためには、一定程度の受益者負担

の導入は避けられない課題であると認識しております。ご質問の検討状況及びその

内容については、現在、次の点で検討を進めております。 

　一つ目として参加費になりますが、こちらの設定について、地域クラブへ移行した

際、指導者への謝礼や保険料、スポーツ少年団登録料などを賄うため、月額１００

０円程度の参加費を設定する方向で検討をしております。 

　経済的困難世帯への二つ目として、経済的困難世帯への配慮として、受益者負担の

導入により、子供たちの活動機会が失われることがあってはなりません。吉岡町で

は生活保護世帯や就学援助対象世帯に対して参加費の減免制度や、助成制度の創設

についてもあわせて検討しています。 

　ここまでが現時点での検討内容となっており、町としては、受益者負担は、単なる

負担増ではなく、質の高い指導を安定的に受けるための対価としての側面もあり、

町としては、行政、家庭、地域がそれぞれ責任を分担し、吉岡町の宝である子供た

ちが充実したスポーツ・文化活動を継続できる仕組みづくりに全力で取り組んでい

きたいと考えております。 

　　　　　　　　　　〔１０番　 嶋　隆君発言］ 

１０番（ 嶋　隆君）　今、受益者負担の導入として月額約１，０００円を見込んでおると。

持続可能な運営のためには１，０００円というのが必要だということなんですが、
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これは経済的困窮者に対しては、町はどのような配慮を考えているのかお伺いいた

します。 

　　　　　　　　　　〔教育委員会事務局長　米沢弘幸君発言］ 

教育委員会事務局長（米沢弘幸君）　先ほど答弁したとおり、今検討中ということで、低所得

者部分であるとかそういったところについては何かしらの手当てというか、制度仕

組みというのは必要かというふうには考えております。その辺はこれからの制度設

計ということでご理解いただければ。 

　　　　　　　　　　〔１０番　 嶋　隆君発言］ 

１０番（ 嶋　隆君）　国のですね経済的困窮者に対して、月額１，０００円から３，０００

円の範囲内で、全額を国と自治体で半分ずつ負担するというような発表がありまし

た。これは去年の１２月２６日付なんですが、なおかつ文科省はこのための予算を

９億円計上しているというデータがありました。 

　また、新たな財源の確保として、企業版ふるさと納税やクラウドファンディングな

ど、寄附等を活用して、公的資金等、受益者負担以外の財源を多様化させる必要は

あるかと思いますが、この辺についての考えはございますか。 

　　　　　　　　　　〔教育委員会事務局長　米沢弘幸君発言］ 

教育委員会事務局長（米沢弘幸君）　今、議員がご指摘あったようないわゆるふるさと納税だ

とかそういったところも、地方財政状況の厳しい中で財源確保というのは重要かと

思ってますので、そういった形で、取り入れるものがあれば、検討していきたいと

いうふうに考えております。 

　　　　　　　　　　〔１０番　 嶋　隆君発言］ 

１０番（ 嶋　隆君）　次に部活動の地域移行から地域展開へ、令和７年５月スポーツ庁と文

化庁は、有識者会議を開き、地域クラブ活動のあり方について最終報告書を取りま

とめました。地域移行という名称を地域展開に変更し、令和８年度から６年間を改

革実行期間としてこのうち、令和８年度から令和１０年度を前期、令和１１年度か

ら令和１３年度を後期に設定した。次期改革期間内に原則、全ての学校部活動で休

日の地域展開を実現し、地域クラブ活動への転換を目指すとあります。 

　そこで、地域移行から地域展開へということで、具体的には何がどのように変わる

のかお伺いいたします。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎登壇］ 

町　長（柴﨑德一郎君）国が、地域移行から地域展開へと、国が用語を変化させた趣旨は、部

活動を単に学校から切り離し、そのまま地域に移すと誤解を払拭するため、そして

学校と地域が相互に連携し、地域全体で持続可能な活動環境を構築するという前向

きな改革の理念を明確にするためのものであるととらえております。ただ吉岡町で
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は、地域移行の検討に取りかかった令和４年度当初から、このたび国が言い換えた

地域展開の趣旨で進めており、町にとっては、地域展開への用語変更による影響は

ございません。 

　平日の地域展開の取組の加速化については、教育長より答弁をさせます。 

　　　　　　　　　　〔教育長　山口和良君発言〕 

教育長（山口和良君）　それでは平日の地域展開についても、私のほうから答弁をさせていた

だきます。 

　まず初めに、先ほどの 嶋議員の質問にあって私が答弁した内容で、ちょっと誤解

が生じると後で訂正になってしまうので、今、説明をさせていただきますけれども、

先ほど 嶋議員が部活動指導手当が２，７００円から３，９００円に増額したとお

っしゃった。その部分は、この地域展開に関わるうち兼職兼業をした教員ではない、

それ以外の教員が部活動の指導に関わるときのものでありまして、その辺の費用に

ついては、県費で賄うと、兼職兼業の教員の分については、ほかの指導者と同じよ

うに、こちらのお金から出るということを補足させていただきます。 

　それでは平日に関してなんですけれども、この平日の部活のあり方というのは、や

はりこの地域展開、地域移行が始まるときから非常に重要なものであるというふう

に考えておりまして、 嶋議員が令和２年第４回、１２月２日に、この場でご質問

いただいたこれからの運動部活動の在り方についてというところで私がこのように

答弁しております。そのときに文科省通知で、部活動改革についてということで地

域展開という話、移行という言葉が出なかったんですけれども、この働き方改革に

伴って中学生が部活動の延長として参加できる地域のスポーツ環境の人的整備とと

もに、これまで部活動顧問と師弟関係を、地道な練習の積み重ねのもとで育まれて

きた、生徒の自己肯定感や学習や学校生活への意欲向上、健全な心身の発達など、

学校の生徒指導的側面へ、部活動が果たしてきた貢献の部分をどう持続していくの

かという課題も、私としては解決していかなくちゃならないと答弁しております。 

　そのときの懸念もあったわけですけれどもそれから約、もう今、令和８年ですから

５年半たっておりますが、この平日については、このように今考えております。 

　結論から申し上げますと、吉岡町において現時点で平日の地域展開を進める考えは

ございません。令和８年度からの改革実行期間においてもまずは休日の地域展開を

安定的持続的に定着させることが最優先であると考えております。まず、今、町で

進めている地域クラブ活動を、休日から平日にまで広げるとしたときに指導者の確

保ができません。ほかの地域クラブを探して受皿にしようにも今のところ、受皿が

ございません。仮に受皿が見つかっても、一般的に練習場所が広域になってしまう

ための、そこの場所への移動時間の問題、また、会費などの経済的負担増などの課
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題があることが、全国の事例からも分かっております。 

　しかし、それ以上に、私どもは平日については学校における生徒の自主的な活動で

ある、いわゆるこれまでの部活としての意義を大切にしたいと考えているためです。 

　中学校生活において部活は単なる技術向上のみならず、学校の先生方の指導を得な

がら、異学年との交流を通して、生徒自身の自主性・社会性を養うための学校教育

としての貴重な活動の場であります。授業では見えない別の姿を見せる生徒もいま

す。部活が学校生活の充実感を高める場となっている生徒も存在します。先生方も、

一人一人の生徒を授業だけでなく、放課後の活動の姿から多面的に理解することに

もつながっております。言いかえれば、子供一人一人が持つ多面的な姿を学校の複

数の先生方が見とることができるのが、今、行っている部活の大きな意義です。 

　このように生徒が放課後生活の拠点とする学校施設や町の施設において、気心の知

れた教職員や仲間と一緒に活動することの、教育的効果は極めて大きいと認識して

おります。したがって、休日においては地域展開を着実に進め、平日は引き続き学

校の教育環境の中で、生徒が安心して、自主的な活動に打ち込める体制を維持して

いきます。私はこれを吉岡モデルとして構築したいということを目標にしておりま

す。 

　今後の国の動向や社会情勢の変化は注意しつつも、吉岡町の生徒にとって最適で無

理のない活動充実に努めてまいります。 

　　　　　　　　　　〔１０番　 嶋　隆君発言］ 

１０番（ 嶋　隆君）　確かに休日移行を優先して、平日については今後見ていくと。ただこ

こで一つ問題になるのは、休日で地域クラブ活動で指導者がいて、なおかつ平日は

学校の先生なりの指導になるわけですね。 

　そうしますと、ここで指導方針の違いとか、そういうのが発生する可能性があると

思いますので、その辺はどのように考えておりますか。 

　　　　　　　　　　〔教育長　山口和良君発言〕 

教育長（山口和良君）　その点も、まさに国が地域移行を始めるに当たって非常に懸念された

ところでありまして、吉岡町では、教員と顧問の先生と同じ種目を担当する地域指

導者の座談会を定期的に設けております。 

　これは生涯学習室の担当事務局の者がそこに入って意見交換をして、指導方針等の

こと、お互いに困っていること、この情報を共有して、解決を図りながら、生徒が

安心して、平日、休日に、その種目に打ち込めるようにしていっているところです。 

　　　　　　　　　　〔１０番　 嶋　隆君発言］ 

１０番（ 嶋　隆君）　まず座談会等でコミュニケーションがとれれば、子供たちがスムーズ

に活動できるように指導をいただきたいと考えます。 
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　次にですね、令和７年１２月２２日、文科省は公立中学校の部活動を地域のスポー

ツ文化芸術団体に委ねる地域展開、地域移行に関し、改革推進に向けた新たな指針

を策定しました。受皿となるクラブ活動に対する認定制度を設けて、安全安心な環

境を担保することなどが柱となっています。認定制度とは、呼称が認定地域クラブ

活動で、技術力向上を目的としたチーム、スクール等との区別や質の担保等のため、

国が示す要件等に基づき、市町村が地域クラブ活動の認定を行う仕組みを構築とあ

ります。主な要件として活動時間、低廉な参加費、指導体制、安全確保、学校等と

の連携があります。 

　認定制度の受け止めと対応についてお伺いいたします。 

　　　　　　　　　　〔教育委員会事務局長　米沢弘幸君発言］ 

教育委員会事務局長（米沢弘幸君）　議員ご指摘のとおり、文部科学省が策定した新たな指針

における認定地域クラブ活動制度は、部活動の地域展開を質、量ともに担保するた

め、極めて重要な部分であると認識しております。これまで地域展開を進める上で

の大きな懸念事項であった活動の安全性の確保や、過度な費用負担の抑制、指導の

質の維持といった課題に対し、国が明確な基準を示したことは、生徒や保護者が安

心して、地域活動を選択できる環境整備に資するものであり、前向きに受け止めて

おります。特に、競技力向上のみを目的とする民間のスクール的な活動等と、学校

教育の延長線上として、地域クラブ活動を明確に区分するこの制度は、吉岡町が目

指す多様な生徒が等しく、スポーツ文化活動に親しめる環境づくりと合致するもの

と考えております。 

　具体的な対応については次の課題を整理した上で、段階的に検討を進めてまいりま

す。 

　一つ目として、まずは町の地域クラブに対し、国が示す認定要件をクリアできる状

況にあるか、詳細な聞き取り調査を実施します。特に指導者の確保や運営費の調達

など、現場が抱える現実的な懸念事項を丁寧に吸い上げる必要があると考えており

ます。 

　二つ目として、国が求める低廉な参加費の維持については、運営主体への支援や公

的な助成の必要性も含め、本町の財政状況と照らし合わせながら、持続可能な仕組

みを慎重に吟味します。 

　三つ目として、認定制度の具体的な運用方法については、他自治体の事例や県内他

市町村の動向を十分に注視し、吉岡町において混乱が生じないよう、万全な準備を

整えてまいります。 

　令和８年度からの改革実行期間に向け、理想のみを求めるのではなく、吉岡町の子

供たち、そして活動を支える地域の方々にとって、真に持続可能な形はどのような
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ものか、現場の声を大切にしながら、一歩ずつ着実に取り組んでいく考えです。 

　　　　　　　　　　〔１０番　 嶋　隆君発言］ 

１０番（ 嶋　隆君）　確かにこれから運用するわけですから、他を参考にする等は必要かと

思います。 

　それでですね、この認定制度というのは、団体が申請して市町村が審査の上これ認

定するわけですよね。なおかつ認定の有効期限は最長３年というふうに言われてお

るんですけれども、その範囲内で設定すると、３年たてばまた再認定ということに

なるんですか。まだ実施されてないんで、実態はよくわかんないんですけれども。 

　　　　　　　　　　〔教育長　山口和良君発言〕 

教育長（山口和良君）　認定制度ということからいきますと、そのような形になるんですけれ

ども。ただ、吉岡町の場合は、受皿が、先ほどから申し上げてる本当に地域の方で

ございますので、３年経過したときに指導者がきちっと整備されていれば、基本的

には、引き続きお願いできるというふうに踏んでおります。 

　　　　　　　　　　〔１０番　 嶋　隆君発言］ 

１０番（ 嶋　隆君）　改めて３年で再度また書類等、申請してというのは大変なことですし、

今の答弁では納得いく方法だと思います。 

　次に３番目、（３）吉岡町部活動地域移行検討委員会では、令和７年度第１回６月

に開催し、第２回を８月に、第３回を１２月に開催して多岐にわたり協議をしてき

ました。令和７年４月２６日現在では生徒数６６５人のうち、８２％に当たる５４

６人が各部活動に、部活に所属しておりました。３年生が退部した後は、１、２年

生の生徒数４４６人のうち、８１％に当たる３６２人が部活動を続けております。 

　今後のスケジュールについてお伺いいたします。 

　　　　　　　　　　〔教育委員会事務局長　米沢弘幸君発言］ 

教育委員会事務局長（米沢弘幸君）　議員から詳しくお示しいただいたとおり、吉岡町におい

て休日の部活動は、全校生徒の約８割が所属する中学校生活の根幹をなす活動であ

ると改めて認識しております。これほど多くの生徒が活動している現状に鑑み、地

域展開に当たっては、活動の受皿を絶やさず、質の高い環境を維持することが我々

の責務であると考えております。 

　ご質問の吉岡町における今後のスケジュールといたしましては、検討委員会での協

議に基づき、令和９年９月を、休日の部活動を完全に地域移行する期限として設定

しております。この期限を逆算した工程で現在進めているところです。 

　令和７年度、８年度、町の体制整備期間とし、その期間に検討委員会において協議

された内容をもとに受皿となる指導者の確保や運営ルールの細分化、また、先日国

から示された認定地域クラブ活動制度への対応についても精査し、円滑な移行に向
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けた準備を整えてまいります。 

　令和９年９月に完全実施となり、この時期までに、休日の活動主体を学校から地域

へと切り替える休日の全部活の地域展開を達成し、持続可能な活動環境の確立を目

指していきたいというふうに考えております。 

　　　　　　　　　　〔１０番　 嶋　隆君発言］ 

１０番（ 嶋　隆君）　目指すは令和９年９月ということで、分かりました。 

　最後にですね（４）保護者の負担軽減についてお伺いいたします。まず、地域移行

後も活動場所への移動手段の確保として、町所有車の使用を認めるのか、お伺いい

たします。 

　　　　　　　　　　〔教育委員会事務局長　米沢弘幸君発言］ 

教育委員会事務局長（米沢弘幸君）　町所有車両の使用についてのご質問ですが、公用車につ

いては公務に使用するのが大前提ということになります。 

　しかしながら、町有車両の使用については現状の扱いと同じというような対応とな

ります。吉岡町学校教育関係補助金交付要綱該当大会における応援での使用は、一

定の条件がありますが引き続き認めるというような形になります。 

　　　　　　　　　　〔１０番　 嶋　隆君発言］ 

１０番（ 嶋　隆君）　ほかの町村ではですね市町村も含めて町村で運転主付きで、部活動の

送迎を行っているところもあるんです。 

　吉岡町はこれについて考えをお伺いいたします。 

　　　　　　　　　　〔教育委員会事務局長　米沢弘幸君発言］ 

教育委員会事務局長（米沢弘幸君）　先ほど答弁したとおり基本的には部活、休日の部活の活

動について、選手、監督等については補助金の制度というのがありまして、そちら

のほうで補助の対応をすると。以前、同じご質問、ご指摘もありましたが応援の場

合、そういったところの時には、冒頭に答弁したとおりマイクロバスの利用等は認

めるというような形になります。 

　　　　　　　　　　〔１０番　 嶋　隆君発言］ 

１０番（ 嶋　隆君）　今のところ運転主付きで、応援団についての車貸出しは考えていない

ということですね。これについてはですね、他市町村も運転手付きで送迎してると

ころも、実際あるんですよ。だから、今後ですね。保護者負担軽減等も考えれば、

十分検討していただきたいなと思います。 

　次にですね、地域移行後も大会に参加する生徒への支援などは、継続して実施する

のか伺います。 

　　　　　　　　　　〔教育委員会事務局長　米沢弘幸君発言］ 

教育委員会事務局長（米沢弘幸君）　先ほどの質問と同様の答えになってしまうんですが、町



- 126 - 

補助金交付要綱の該当大会については引き続き、交付の補助金の交付の対象となり

ます。それは具体的には交通費、借り上げのバスであるとか、宿泊費であるとか、

登録料であるとかそういった形になります。 

　　　　　　　　　　〔１０番　 嶋　隆君発言］ 

１０番（ 嶋　隆君）　例えばですね、町の生徒が、町外の団体に所属してるという生徒の数

については把握しておりますか。 

　　　　　　　　　　〔教育委員会事務局長　米沢弘幸君発言］ 

教育委員会事務局長（米沢弘幸君）　申し訳ありませんが手元に資料がないので、数字の答弁

ができません。 

　　　　　　　　　　〔１０番　 嶋　隆君発言］ 

１０番（ 嶋　隆君）　仮に例えば近隣のところの団体に吉中の生徒が所属しているとすれば、

その団体が例えば県大会、全国大会などに行く可能性もあるわけですよね。そのと

きに、行く人は外の団体なんだけれども、行く本人は吉岡町の児童生徒ですよね。

その生徒に対する支援を行うこと、行うのかどうかですね、お伺いいたします。 

　　　　　　　　　　〔教育委員会事務局長　米沢弘幸君発言］ 

教育委員会事務局長（米沢弘幸君）　現時点ではですねあくまで部活動、町の中学校の部活の

地域移行、地域展開、週末ですねそういった形でいくものに対して交付の対象とな

ってるんですが、今言ったいわゆるクラブチームとか、そういった形での大会の参

加については、現状では制度自体はないということになりますので、それはちょっ

と調査させてもらって、するかしないかは別としてもちょっと情報を集めたいと思

います。 

　　　　　　　　　　〔１０番　 嶋　隆君発言］ 

１０番（ 嶋　隆君）　今まで想定されないような事例が今後出る可能性があると思うんです

ね。ですから、その辺もちょっと考慮していただいて、こういう場合だったらとい

うようなことで検討いただきたいと思います。 

　またですね、仮に今、表彰制度みたいなスポーツ協会でやっておりますよね。１年

間優秀な成績を収めた、生徒をまた社会人を表彰していると。これについてですね、

今と同じような内容になるんですが、他の団体に所属してて、例えば、全国で優勝

したとか、何か仮にそんなことが発生した場合、町としてその生徒への表彰とか、

そういうものは考えているのか。 

　　　　　　　　　　〔教育委員会事務局長　米沢弘幸君発言］ 

教育委員会事務局長（米沢弘幸君）　今のいわゆる全国大会であるとか、上部団体大会ですか

ね。大会に出た子供たちに対して表彰制度ってあるのですが、今地域展開の関係で、

ほかのクラブチームに入っている場合のというようなご質問ですのでその辺ちょっ
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と整理していきたいというふうに考えていきます。 

　　　　　　　　　　〔１０番　 嶋　隆君発言］ 

１０番（ 嶋　隆君）　実際には今把握できない部分、これから想定される部分もいろいろあ

ろうかと思います。その辺も児童生徒たちは一生懸命やった結果として全国大会で

上位入ったり何か、するわけですから、その辺も十分考慮していただいて、今後、

本人に対する配慮をお願いしたいと思います。 

　県の教育委員会は、今年２月１２日、昨年９月１日時点での実施状況を発表してお

ります。県内の市町村立中学校１５３校のうち、休日に地域移行を行っているのは

９８校、全体の６４％で前年より３９校増加したと発表しました。 

　県は新年度受皿となる地域クラブ活動の指導者に、市町村が払う補助を拡充するな

ど移行を後押ししているとしております。今後ですね地域展開を進め、町は生徒た

ちがクラブ活動を楽しめる環境を整えていきたいと考えます。 

　以上で１０番、 嶋の一般質問を終わります。 

議　長（富岡大志君）　以上をもちまして、１０番 嶋　隆議員の一般質問が終わりました。 

　ここで休憩をとります。再開を１３時とします。 

　　　　　　　　　　午前１１時４０分休憩 

　　　　　　　　　　午後　１時００分再開 

議　長（富岡大志君）　会議を再開します。５番秋山光浩議員を指名します。 

　　　　　　　　　　〔５　番　秋山光浩君発言〕 

５　番（秋山光浩君）　それでは、議長への通告に基づきまして、一般質問させていただきま

す。 

　まず、個別連携協定を次のステップへということで話させていただきます。令和６

年１２月の議会で議会の一般質問で、産学官連携の包括協定提案をさせていただき、

昨年９月の一般質問では、群馬大学発ベンチャー企業グッドアイとの連携協定につ

いて、可能性についてお伺いしました。 

　定例会終了後の直後でした９月２６日に、個別連携協定の締結式が行われ、町側も

前向きに考えていただいたことを改めて感じ、大変ありがたく思っており、少し時

間が経過しましたので、そろそろ次の段階へと考えております。 

　今後、町側としてどんな展開を期待しているなど、お考えになっていることがあり

ましたらお聞かせいただけますか。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑德一郎君）　　昨年９月に株式会社グッドアイ様と個別連携協定を締結し、町と

しても、産官学連携の一つの形がスタートしたものと受け止めているところであり

ます。 
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　協定締結後は、まずは同社の技術や事業内容、大学発ベンチャーとしての強みを改

めて整理し、町の施策との接点やどの分野で、相乗効果が期待できるかについて、

庁内での情報共有や意見交換を進めているところであります。 

　特に、同社が取り組む環境、健康、地域産業に関する技術は、町の将来像や第６次

総合計画の方向性とも親和性が高いと考えており、今後は、小規模な実証や情報交

換の場づくりなど、無理のない範囲から具体的な連携の可能性を探っていきたいと

考えております。 

　現時点では、具体的な事業化まで申し上げられる段階ではありませんが、協定を形

式的なものに終わらせることなく、町にとって有益な連携となるよう、引き続き丁

寧に検討を進めてまいりたいと存じます。 

　　　　　　　　　　〔５　番　秋山光浩君発言〕 

５　番（秋山光浩君）　まず、去年の結果などについて、少しお話をさせていただきますが、

例の土壌改良剤ですね、今後は肥料といいますが、昨年の３月から６月上旬にかけ

て約２．６トン、製造をしました。町内ではそのうち約５００キログラムを使い、

主に米づくりに使用しました。 

　ふるさと祭りで、この米の販売をしてみようという企画を立て、ＪＡ北群渋川、そ

れとグッドアイの協力を得て、ＪＡ北郡渋川のブースで米と野菜類の販売を展開し

てみました。野菜類に関しては、全て完売というよい結果が得られたのですが、肝

心の米のほうが、販売結果は思わしくなく、正直申し上げ失敗に終わったと思って

おります。 

　失敗の原因は品種の選択ミスと判断しております。生産者さんのこだわりが強く、

コシヒカリではなく、ゆうだい２１という、品種の精米を２キロ袋で販売しました。

ゆうだい２１は、宇都宮大学の農学部が開発してきた品種で、宇都宮大学、通称う

だいですね、うだいのＵと、２１世紀の２１から由来された名前です。確かに評判

がよい米であちこちで、あちこちの品評会などでも、優秀な賞をとっていますが、

やはり群馬県内、吉岡町内では、コシヒカリやにじのきらめき以外は、なじみ不足

ではないかという感想を得ました。 

　ふるさと祭りで売れ残った米に関しましてはこのゆうだい２１に関しましては、物

産館さんに置かせていただき、なおかつ販売していただきましたが、場所を変えた

ら問題なく売れたようです。やはり、その場所に合わせた販売も大事だと、いうこ

とを確認しました。 

　昨年は、生産者さん本人の強い希望で試みたわけですが、今年のふるさと祭りでは、

コシヒカリ一本に絞り、まず米の存在を多くの町民にまず、アピールをしてですね、

知っていただいて、再度販売してみる旨の確認をしております。したがいまして前
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回、前々回ですかね、のときにこの米の名前を小学生に公募したいという計画もあ

るんですけれども、今年、事前のアピールからこの米をちょっと広め、名前を広め

て、そのあと、公募を考えておりますので、公募は来年、ということになると思い

ます。 

　そしてふるさと祭りでまた販売させてもらうんですが、その際の米の世間相場にも

よりますけれども、年に１度のお祭り価格を設定し、賑やかしの一端を担いたいと

考えております。もちろん野菜類の販売も行いますが、前回より種類を増やし、再

度、ＪＡ北郡渋川さんとグッドアイさんでコラボしていただこうと考えています。

久々に米販売や野菜販売をしたＪＡ北郡渋川にも大変好評を得まして、今年もぜひ

協力してほしいとの申出を受けておりますので、昨年以上の展開をしたいと考えま

す。 

　この部分に関しまして、担当の課からコメントをいただけますでしょうか。 

　　　　　　　　　　〔産業観光課長　渡部英之君発言〕 

産業観光課長（渡部英之君）　ふるさと祭りにおける米や野菜類の販売企画は、地域の農産物

の魅力を広げるすばらしい取り組みであると考えております。ＪＡ北群渋川様と株

式会社グッドアイ様との協力により、地域密着の販売活動が実現できることは、地

域の活性化や農業の振興にも大いに寄与するものと考えております。 

　また、今年のふるさと祭りでは、昨年より種類を増やすことで、より多くの方々に

地域の農産物を楽しんでいただくことができると考えております。ＪＡ北群渋川様

が再度協力してくださる意向を持たれていることは、産地地消を促進するとともに、

大きい意義があると思います。この両者の連携を深めることで、地域コミュニティ

ーの強化及び農業振興に寄与することを大変期待しております。 

　　　　　　　　　　〔５　番　秋山光浩君発言〕 

５　番（秋山光浩君）　今年もですね、先月２月から、この肥料の製造を始めております。５

月下旬までを製造期間とし、昨年と同様、２．５トン程度、製造したいというふう

に計画しております。今はいろんな情報が簡単に伝わり、またいろんな情報を簡単

に入手することができますので、この肥料に興味を持ち、使ってみたいという、県

内外の団体個人からこの肥料を売ってほしいという注文が４、５件入っております。 

　農業関係の科を持つ高校、これ県内１校、県外１校なんですが、もう注文が入って

まして、たまたま県内の高校は、今日、この肥料を引き取っていきました。授業の

一環でこの肥料を使ってもらえることは、こちらとしても、大変ありがたく、そし

て大変興味深く感じています。注文をいただいた高校２校ですね、注文いただいた

数から、数量から考えますと、両方ともおおむね２０アール、約２反の米生産をす

るものと考えられます。 
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　こんなことをきっかけに、学校関係に広まることや、一般の方にも興味を持ってい

ただくことは大変うれしいのですが、いかんせん、製造場所の関係と労働力の関係

から、大きく展開していくことは、現状況では限界があります。すでに肥料製造と

肥料の販売に関しては、県に申請し認可を取得しており、今年は１５キログラムで

２，５００円で販売する予定としております。販売するとなると、使いやすい商品

にしなければならないことは必須で、現行の粉末状のものではなく、やっぱりペレ

ット状、粒状のものにして使い勝手のよいものに仕上げることも視野に入れていか

なければならず、そうしますと、また、その機械が必要となり、当然ながら、置き

場所も必要となります。 

　昨年９月の一般質問時に、製造場所が手狭であることから、町に関係する施設で、

今後も使用する予定がない場所があるなどしたら、そこをお貸しいただけないかと

いう質問をさせていただきました。 

　検討したいという答弁をいただいたと承知しているところですが、その後、この件

につきまして進展や可能性についてお聞かせいただけますか。 

　　　　　　　　　　〔企画財政課長　齋藤智幸君発言〕 

企画財政課長（齋藤智幸君）　昨年９月にご提案いただきました肥料製造のための町有施設の

貸出しについては、庁内で検討をしてまいりました。 

　町有施設は、地方自治法第２４４条に基づき、公共目的のために設置管理されてい

るものであり、特定の事業者の製造活動に直接使用することについては、公平性や

公的資産の適正利用の観点から、現時点では慎重な判断が必要であるとの整理に至

っております。 

　そのため、町としても、引き続き検討を続けながら、関係機関との調整や情報提供

などの面で支援を行ってまいりたいと考えております。 

　　　　　　　　　　〔５　番　秋山光浩君発言〕 

５　番（秋山光浩君）　そうしますと、今のところ可能性はないほうに近いということになる

でしょうか。 

　　　　　　　　　　〔企画財政課長　齋藤智幸君発言〕 

企画財政課長（齋藤智幸君）　はい。議員おっしゃるとおりでございます。 

　　　　　　　　　　〔５　番　秋山光浩君発言〕 

５　番（秋山光浩君）では今回はまた改めて、もしそういう施設が、あるようでしたら、もう

一度その辺の検討をですね、お願いするしかできないんですが、なんか議末の私も

関係してる肥料づくりということを、機械なんですけれど発酵機と言いますけれど

も、電圧もですね２００ボルト５０アンペアというまず一般家庭と程遠い、高電圧

高電流でつくっております。今製造してる場所にもこの電圧電流はありませんので、
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発電機を使って稼働させているのが現状です。はっきり申し上げて私はどこか場所

を考えていただけるのかなあと思ってたので今回、ここを２校からこういう注文が

あるということは、今後も面白くなるなと思ったんですけれども、今現在そういう

状況であるとなるとなかなか、今後の展開が、はっきり言って難しいなあと、非常

に今現在、残念に思っております。 

　ではこれは、仮定、もしお借りできるようになった場合の仮定の話として話させて

いただきます。この肥料を製造することはですね決して難しいことではありません。 

　町内から出た米ぬか、おから、きのこをつくった後の廃菌床、おがくずですね、こ

れを１体１対１の割合で、放り込んで、２日から３日かけて発酵、そのあと３日程

度かけて乾燥、それで出来上がります。その量の半分を取り出して袋詰めして、ま

た出した分だけ再投入すると、この繰り返しで、朝電源を入れて、夕方電源を切り

ます。週に１度１５キロの袋で、１０袋ぐらいですね、これを袋詰めして仕上がり

ということになるんですけれども、この作業をですね、実は、障害者施設の働きた

い方々にやっていただこうかなあということもちょっと念頭に入れておいたんです

が、その場所が提供していただけないとなると、その夢ももう消えちゃうのかなあ

と、思うんですが、町長この部分について何かコメントいただけますか。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑德一郎君）　　はい先ほどの答弁でも触れた町有施設、いわゆる公有財産につい

てお話しします。この公有財産は、行政財産と普通財産の二つに分類されます。 

　まず行政財産とは公共の利益を目的として使用される財産であり、具体的に道路、

公園、学校などの公共施設が含まれます。原則として貸付けや売却はこれはできま

せん。 

　一方、普通財産は行政機関によって管理されますが、直接的な公的目的には使用さ

れない財産であります。例えば、用途廃止した空き地や建物などがあります。以上

を踏まえると、現時点では町で貸出し可能な施設はないということでございます。 

　　　　　　　　　　〔５　番　秋山光浩君発言〕 

５　番（秋山光浩君）　承知するしかないですね。また、これは、協定を結んだグッドアイさ

んともちょっと、慎重に話合いをして、どんな、こちらとしてどんな手が打てるか、

具体としてどんな手が打てるか、ちょっと、いろいろ考えてみたいと思います。 

　私も田んぼ２５アール、二反五畝ほどを所有しておりまして、子供たちや兄弟のた

めに毎年米を作っております。今まではですね、この肥料を人に提供するばかりで、

自分ではまだ使ったことがありません。 

　去年、一昨年とほぼ同量の収穫があったことから、今年はあえてこの肥料を自分で

も使ってみようって考えております。１番最初のこのグッドアグリという肥料を紹
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介したときに収穫率のアップができるんだよという話もさせていただいたんですが、

それも実体験としてはまだ持ってませんので、実際にどの程度の収穫アップが図れ

るのか。この身で体験した上で、その結果をご報告できたらと思っています。 

　また先日も関係してるもので、ちょっとミーティングしたんですけれども、やっぱ

りふるさと納税の関係も、関わってるものが、大変いいアイデアなんかも出してく

れるものですから、農業体験型の企画ができないか、今検討しておるところです。

今後もご相談させていただくことが多くなるかもしれませんけれども、またご指導

などよろしくお願いします。 

　続きまして、中学校の部活動に新感覚の部をというお話をさせていただきます。他

の地域から子育て世代の方々が移住してくれる、この吉岡町は、幸いなことに緩や

かではありますがまだまだ人口増加傾向にあります。子供たちの増加スピードに対

応が間に合わないような、間に合わないように身請けられる部分もありますが、ま

だしばらくこの状況は続くのかなと思ってます。 

　吉岡中学校沿革史では、吉岡中学は昭和４３年４月開校とありますが、実際に校舎

が生徒を迎え入れてくれたのは、昭和４３年度の３学期、昭和４４年１月、からだ

ったと記憶しています。なぜ記憶してるかというと、その時移った１人だからです。

そのときのその年の秋には落成式が行われ、北風で砂ぼこりが舞う中、３０代半ば

だった亡き元内閣総理大臣小渕恵三さんが全校生徒の前に立ち、お祝いの挨拶をし

てくださったことを、鮮明に覚えております。あれから間もなく５７年が経過しま

すが、修理、修繕、増築を繰り返しながら、今の状況があることを改めて思い返し

ますと、非常に感慨深いものがあります。私は昭和４６年３月の卒業で、同級生は

１４４人だったというふうに記憶しております。 

　現在の全校生徒数はどの程度で推移しているのか、ここ二、三年をお聞かせ頂きた

いと思います。また、１学年は何クラスなのか、１クラスは何人、平均何人として

いるのか、あわせてお聞かせ頂きます。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑德一郎君）　　吉岡町の生徒数に関わるご質問にお答えします。 

　まず、全校生徒数の推移ですが、令和６年度は７１５人、７年度６６６人、令和８

年度は６６８人の見込みです。 

　次に１学年のクラス数ですが、令和７年度は１学年から３学年まで全て７クラス、

特別支援学級も７クラスです。８年度は１学年と２学年が６クラス、３学年は７ク

ラス、特別支援学級も７クラスの予定です。 

　最後に、通常学級１クラスの平均生徒数ですが、７年度は３０．４人、８年度は３

３．５人となります。 
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　　　　　　　　　　〔５　番　秋山光浩君発言〕 

５　番（秋山光浩君）　今回は部活動のことをお聞かせいただきたいのですが、吉岡中学は土

日の部活、部活動地域移行、先ほど 嶋議員も大変詳しく、お聞きになってました

が、これが終了しており、県内トップの成果を出していると聞いております。恐ら

く全国レベルでも相当高い水準にあると想像できますし、誇らしく、すばらしいこ

とだと感じております。少し前に聞いた内容では、１５ある運動部系部活動が全部、

土日練習がある文化系部活動、吹奏楽部、合唱部の計１７が、計１７の部活動が地

域移行済みだと聞いた、聞いたと記憶しております。 

　中学校のホームページを確認させていただきましたが、この１５という運動部の数

に私はなかなかたどり着けませんでした。幾つかの分をですね男女別に分けてみた

りまた組替えなどしてみたんですが、なかなか１５という数字にならず、首をひね

っておりましたら、米沢教育委員会事務局長から、部活動運営規程、運営方針の存

在を教えていただき、その中に詳しく記載されていた内容を読み解き１５という運

動部の数、それを地域移行したことも理解できました。 

　今回教えていただいた、部活動運営規程運営方針は、令和６年４月１日に改正され

ていたものでしたが、常時活動している部活動が１５、文化部が４、そして季節部

とされているものが６、単純に計算すると２５という数字になりました。改めて部

の多さに驚かされましたし、顧問の先生方のご苦労を想像すると、もう敬意しかあ

りませんでした。運動部１５、季節部が６、文化部が４というこの合計２５で構成

されていると理解できました。 

　この２５という活動になってこの構成になって、どのくらいの年月が経過している

のか教えてください。 

　　　　　　　　　　〔教育委員会事務局長　米沢弘幸君発言〕 

教育委員会事務局長（米沢弘幸君）　現在の部活動の数についてですがなかなか資料がなくて

ですね、役場職員の吉岡中ＯＢ、ＯＧの情報をもとに調べた結果ですね。平成１９

年度にバトミントン部が発足したときからということが分かりました。したがって

今の部活動の数になってから１８年経過したということになります。 

　　　　　　　　　　〔５　番　秋山光浩君発言〕 

５　番（秋山光浩君）　吉岡は多くの子育て世代が移り住んでいただくことで、子供たちの数

も増えていますし、しばらくはこの状態は継続すると思っております。 

　さらに、吉岡はスポーツ少年団環境も非常に充実されており、小学校時代から様々

なスポーツに触れ合うことができています。必然的に体力づくりと、技術的にも磨

きがかかり、その子供たちが中学校に進学し、部活動として競い合うわけですから、

関東大会や全国大会に挑戦するチャンスの頻度が増えてきたことも、成るべくして
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成ってきたというふうに言っても過言ではないと思います。 

　しかしながら、全ての子供たちに、同じ条件が当てはまるわけではありません。世

の中の多様化容認が進む中、子供たちの多様性に対応できる、部活動構成も必要な

のではと考えます。今現在構成されている運動系・文化系の部活動は、その全てが、

勝ち負けですね、勝敗結果を伴うものや、結果として、順位や賞を求めてしまうも

の、全てがそうであるのではないと思います。 

　小学校の頃からスポーツ少年団に所属し、その延長で迷うことなく、運動系の部活

に関われる子もいれば、体を動かすことはまあま好きだが、そこまで本気に打ち込

めそうもないというふうに思っている子も一定数いるはずと考えます。運動が好き

ではないから、文化部でと、四つの文化部から一つを選択し、すんなり入部するこ

とができる子はむしろ幸せなのかも、私はそう思っておりますし、幸せなのかもし

れないと思っております。 

　何らかの部活動に入部することは、生徒を本人の将来的な事に大きくプラスになる

はずと思っていても、特技らしいものを持たないことから、部活には入らず、帰宅

部を選んでいる子もいるように思っております。 

　必ず勝敗結果が伴うことや、結果的に順位や賞を求めていくということについて、

どんな印象を持たれているかお聞かせ頂けますか。 

　　　　　　　　　　〔教育長　山口和良君発言〕 

教育長（山口和良君）　秋山議員の勝敗結果が伴うこと、また結果的に順位や賞を求めていく

ことにつきましての、考え方についてお答えいたします。 

　私は中学生という発達段階において、生徒たちが共通の目標に向かって仲間と協力

し、自ら工夫や努力を重ねて、スポーツや文化活動に打ち込む過程には、大変大き

な教育的意義があると考えております。試合での勝敗やコンクールでの順位を、目

指して切磋琢磨する中で、協調性や忍耐力達成感が育まれることは、部活動や地域

クラブの持つすばらしい側面であると認識しております。 

　しかしながら、一方で勝利や結果にこだわるあまり、いわゆる勝利至上主義に陥っ

てしまうということについては、強い危機感を持っております。勝敗に過度にこだ

わることで、練習が長引いて生徒の心身に健康面での悪影響を及ぼしたり、指導者

からの指導が行き過ぎてしまったりすることは、厳に慎まなければなりません。こ

の思いを吉岡町のスポーツ少年団等の指導者の皆様にも理解していただこうと、令

和５年度には、日本スポーツ少年団本部長の益子直美さんに来庁していただき、益

子本部長から直接、その考え方の重要性について話していただいたところでもあり

ます。 
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　以上のように生徒の健全な成長と安全を第一に考え、全ての生徒が楽しいと感じら

れることが、部活動や地域クラブ活動を行う上での大前提であると考えております。 

　　　　　　　　　　〔５　番　秋山光浩君発言〕 

５　番（秋山光浩君）　私個人としても最初はですね一生懸命その競技、競技などに打ち込み

勝敗結果を競うことや、結果的に順位や賞を求めることのほうが望ましいというふ

うに感じておりました、考えておりました。 

　一方で、多様性容認という部分に趣を置いて考えたとき、もしかしたら前提として、

勝敗を競い合わなくてもよい、順位や賞ということを一切考えなくてもよい、こう

いう部活があってもいいのではと思うようになりました。 

　このような考え方についてどのような見解をお持ちでしょうか。ご答弁お願いしま

す。 

　　　　　　　　　　〔教育長　山口和良君発言〕 

教育長（山口和良君）　先ほどの答弁でも申し上げましたとおり、大会やコンクールに向けて、

仲間と切磋琢磨し、勝敗や結果を目指して努力する過程には教育的価値もあると考

えているところです。秋山議員もこれまで、そのように感じておられたということ

につきまして、共通の認識を持っていただいているということは、というふうに捉

えております。 

　しかし同時に、スポーツや文化芸術の本来の魅力は誰かと競い合う、競い合うこと

だけにとどまりません。純粋に体を動かすことの爽快感を味わいたい、あるいは、

仲間と和気あいあいと活動すること自体を楽しみたい、生涯にわたって親しめる、

趣味として基礎を身につけたいといったいわゆるレクリエーション志向、またエン

ジョイ志向のニーズを理解することは、多様性を重んじる現代においても、非常に

重要であると考えます。 

　勝敗や順位というプレッシャーから離れ、自分のペースで参加できる競わない部活

動が存在することは、これまで自分には特技がない。厳しい練習にはついていけな

いと、活動への参加を躊躇していた生徒たちにとって、自己肯定感を高め、豊かな

人間関係をつくるため、築くためのすばらしい居場所になりうると思っております。

また、それは子供たちが将来にわたってスポーツや文化活動に親しむ生涯スポーツ、

生涯学習の基盤づくりにも直結いたします。 

　競技力向上を目指す場と、勝敗を問わずに純粋に活動を楽しむ場。この両輪が地域

社会の中で適切に用意され、子供たちが自分の意思で自由に選択できる環境を整え

ていくことは、私たちが目指すべき理想的な姿であるというふうに考えております。 

　　　　　　　　　　〔５　番　秋山光浩君発言〕 



- 136 - 

５　番（秋山光浩君）　そんなことから、今回は勝敗を競わなくてもよい、部活動と言ってい

いんですかね。または順位や賞を目的にしない。それを２５ある構成に加えて、い

ただけないかを提案させていただきたいんですけれども、これも提案というより私

の仮想と空想の世界なので、すみませんがちょっと我慢して聞いてください。 

　こんなことを考えるようになったきっかけは二つあります。一つは１月２９日に厚

生労働省が発表した今年の自殺者数とその内容を見たことからです。 

　統計を開始したのが１９７８年ということでしたが、昨年はその後初めて２万人を

下回り、１万９，０９７人だったということでした。ただその中で特に気になって

しまったのが、小中高生の５３２人という数です。内訳としては、小学生が１０人、

中学生は１７０人、高校生が３５２人で、２０２０年頃からその数が高止まりして

いるということでした。さらにですね、高校生や女子中学生が多く、心の健康問題

が悪化し、自殺に至るケースが増えているというふうに指摘されていました。 

　もう一つのきっかけは、今年になり、県が始めた空想フォーラムという企画です。

そこの部分に書いてあったものをちょっと読みます。ＡＩを初めとするデジタル技

術の進化によりできることは増えている。一方で、やりたいことを構成し、膨らま

せる、空想力はどうだろうか。未来を思い描く力の源泉は空想力にあるのだ。この

ことをテーマとして今年、年内に３回開催されるということで、もう１回目終わっ

ちゃいました。１月１７日に開催されています。 

　このテーマの内容に私ちょっと感銘してしまいまして、県のリーダーが空想力を推

奨するなら自分もそれに、それを試してみようかなというふうに思って、今回こん

なことを、一般質問としてさせていただいてます。ただ空想フォーラム、年に３回

やって２回目とか３回目はまだ日にちが発表されてないみたいなんですけれども、

なかなか競争率が高くてですね、私も行ってみようかなというふうに思ってるんで

すけれど、いつ行われるか今んとこ分からないんですが、ただ人数が５０人らしい

ので、ちょっと高い競争率を何とか勝ち抜いてみようかなというふうに思っており

ます。 

　中学校に入学しますと、それと同時に、ティーンエイジの世界へ子供たちが飛び込

むことになるわけですが、思春期の少し手前となるこの世代は、多感になることは

言うまでもありませんが、特に女の子は、友達関係に依存する部分が強くなるよう

に見受けています。ですので、今回この、競わなくていい部をイメージしたときに、

運動は苦手で、これといった特技もなく、体型がちょっとぽっちゃり型の中学生を

イメージして考えました。 

　先輩、後輩関係が嫌だと思う子もいると思います。団体行動が苦手だと感じている

子もいると思います。でもそれは仕方ないんですね個性ですから。県外の高校、中



- 137 - 

学ではありましたが、動画の拡散から、実は学校内にいじめに似た問題があったと

いうことも、ここ２、３続きました。 

　原因は様々あると思いますが、部活動の悩みから少し心配な生徒がいたなどという

過去事例がありましたらお教え頂けますか。 

　　　　　　　　　　〔教育長　山口和良君発言〕 

教育長（山口和良君）　ご質問の部活動の悩みをきっかけに重大な事態となった事案は把握し

ておりません。ただ思春期真っただ中の多感なこの時期に、互いに競い合いながら

切磋琢磨する過程で自分の思いどおりに活動が進まないとか、結果が出ないという

ことなどから自分で悩み、友達とのいざこざが起こる事例があることは承知してお

ります。 

　吉岡中学校では、部活動の顧問、副顧問、担任、養護教諭、場合によっては、専門

家であるスクールカウンセラーなど、校内の多様な人材が、そのような生徒に寄り

添いながら相談に乗り、対応しているところです。 

　　　　　　　　　　〔５　番　秋山光浩君発言〕 

５　番（秋山光浩君）　分かりました。よもやですね、我が町吉岡から吉岡の中学校にそんな

心配は要らないと思うのですが、やはり全国で小学生が１０人、中学生では１７０

人という自殺者があるということは、私も知り、我々は、その数字というのは常に

常に気にかけていかなければ、ならないんじゃないかなというふうに思いました。 

　前述した内容になりますが、何の抵抗もなく運動系の部活動に関われる子もいれば、

体を動かすことはまあまあ好きだが、そこまで本気に打ち込めそうもないという、

思ってる子も一定数いるはずと考えます。 

　そんな子供たちにですね、こんな環境はどうでしょうかという話をさせていただき

ます。 

　授業が終わって部活動になるわけですけれども、あえて気の合う友達同士で、おし

ゃべりから始められる部、そんな環境があったらどうでしょうか。 

　今日あったことや、今日、嫌な思いをしたなど話せる環境です。 

　運動部ですと、おしゃべりよりも、練習の準備が優先されがちですが、あえて一定

時間、おしゃべりをさせ気持ちがリラックスしたところで練習を始めます。 

　私個人の感想で大変恐縮なんですが、今私が最も興味深く見ているのが、ＢＳエク

ササイズというトレーニングです。メジャーリーグのワールドシリーズでＭＶＰに

選ばれた、ロサンゼルス、ドジャースの山本由伸選手が行っているトレーニングで、

元接骨院をしていた矢田修さんという方が指導を続けてきたということもあり、今

非常に注目されているトレーニングです。山本吉伸選手は、筋トレをしません。し

たがって、筋トレの用具も必要のない珍しいトレーニングです。 
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　テレビで、時々山本吉伸選手が映りますけれども、このぐらいの投げる道具でやっ

てる姿を多分見た方いると思いますけれども、彼は今あの練習しかしてないみたい

ですね。向こう側にちょこっとトレーナーのような人が時々映るんですけれども、

彼が矢田修さんです。それと、女子の全日本女子の卓球シングルで、日本チャンピ

オンに数回なって、ロンドンオリンピックの団体で銀メダルを獲得した、平野早矢

香さんという、もう引退したんですが、この方も、矢田修さんからこれ、このトレ

ーニングを受けており、筋トレはほぼしなかったとのことです。このＢＳエクササ

イズの話はここでちょっと一旦やめておきます。 

　今年の１月の下旬に、子供食堂が主催する、餅つき大会につき手として呼ばれ、仕

方なく行ってきました。４臼つかされました。そのとき何人かの小学生と話した際、

今は学校ではあんまりラジオ体操する機会がないという話を聞きました。 

　私たちが小学校、中学校のときは、全校朝礼が当たり前に行われ、全校生徒でラジ

オ体操をした記憶を記憶があります。決して当時のことを肯定するつもりはさらさ

らありません。何十年前の話、何十年前のことと、現在を見比べること自体が間違

ってることは私は分かってます。ただ現在の様子が想像できないものですからあえ

てこんなことを聞いています。 

　現在の小学校生活、中学校生活の中で、多くの人数が集まってラジオ体操する。こ

のような機会はあるんでしょうか。 

　　　　　　　　　　〔教育委員会事務局長　米沢弘幸君発言〕 

教育委員会事務局長（米沢弘幸君）　はい。学校におけるラジオ体操の現状について学校に問

合せた結果をお答えします。 

　まず小学校２校ですが、体育の授業時間や運動会等の準備体操としてラジオ体操を

必ず実施しているわけではありません。ただ、ラジオ体操を行う機会はあるとのこ

とです。 

　中学校については保健体育の時間に担当教諭の指導方針や単元内容によりますが、

多くの授業でラジオ体操を実施している現状です。そのため、ほとんどの中学生は

掛け声だけでラジオ体操を行うことができる状況となります。 

　　　　　　　　　　〔５　番　秋山光浩君発言〕 

５　番（秋山光浩君）　私たちは小学校の頃は、夏休み前に各人に、ラジオ体操のカードが学

校側から配られました。夏休み期間中は子供会行事の一環として、毎朝その年の担

当者の家に朝６時半までに集まり、ラジオ体操の歌を歌ってから、第一、第二に体

操を行い、押印してもらってましたが、習慣はいつ頃からどんな理由でなくなった

のか、分かるでしょうか。 

　また、実施する機会がなければ体操を実施する機会がなければ、必然的に完成度も
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低くなると思うんですけれども、今の小学生中学生、第二体操を迷うことなく出来

る児童数、生徒数はどんな感じで推移しているかお分かりになるでしょうか。この

２点お聞かせください。 

　　　　　　　　　　〔教育委員会事務局長　米沢弘幸君発言〕 

教育委員会事務局長（米沢弘幸君）　現在町の子供たちがラジオ体操第二を行う機会はほとん

どありません。小中学校では少なくともここ２０年以上行っていませんので、既に

第二体操を迷わずできる児童生徒は少なくなっているとか思います。 

　また、子育連の夏休みラジオ体操で地区ごとに行っているかどうかについてですが、

第二体操にまで取り組んでいるかどうかについては、教育委員会事務局では正確な

数は把握しておりません。令和２年の新型コロナウイルス感染症のパンデミックを

きっかけに、朝のラジオ体操自体をやめ、そのまま復活していないところが多いと

いうふうに感じております。 

　これらのことから推察すると、第二体操を迷わずできる児童生徒はほとんどいない

のではないかと捉えております。 

　　　　　　　　　　〔５　番　秋山光浩君発言〕 

５　番（秋山光浩君）　分かりました。ここで先ほどのＢＳエクササイズの話に戻ります。Ｂ

Ｓエクササイズとはですね、バイオメカニックスコーディネーションエクササイズ、

こんなのを覚えなくてもいいですけれど、筋肉の連携やコーディネーションに、を

重視し、同社の精度を高めることを目的としており、パフォーマンスを向上させ、

けがのリスクを低減させる効果があると言われています。 

　練習嫌いの人でもできる、多分エクササイズです。インナーマッスルトレーニング

の要素も大きく含まれていて、やってるうちに徐々に呼吸法が伴ってくる事から、

カロリー消費はもちろんのこと、ダイエット効果も期待できます。年頃の子供たち

ですから、慣れないことを人に見られながらやるということうには恥ずかしさを感

じてしまうでしょうが、ダイエット効果という言葉には反応してくれるんじゃない

かというふうに思っております。 

　実際にどんなことをするのかといいますと、例えば、野球のピッチングフォームや、

ゴルフスイングやり投げのフォーム、だから、山本由伸選手はこの中のやり投げの

ほうも非常に大事だと思ってやったら、自分に合ってるからいい結果はやっぱり出

してるんだと思います。ですね、少しだけゆっくりしたスピードで繰り返して行う

ことが重要だというふうに言われています。 

　競技によっても立ち方、まあ体重のかけ方ですね、それぞれですから、いろんな協

議の基本動作を行うことで、知らず知らずのうちに、体感がしっかり鍛えられいく

そうです。 
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　指導方法も決して難しくありません。もし、指導者がいたとすれば、最初からうま

くできる人なんかいないよ、ていうことを伝えて、あとはメンタルケアをする、本

人のやる気を継続させてやればいい。指導的にも非常に私は簡単で有効的なものだ

なあというふうに感じました。 

　あとは部員同士であれやこれや考えたり、時には動画を見たり、アイデアを出し合

ったり、部員主体で部員というか、やる人間主体でやればいいだけの話です。 

　いや私は、勝手に描いた仮想部活、もし部活になった場合ですね、どんな流れにな

るのかですけれども。もう授業終了後、定められた場所に集合し、リーダーの合図

があるまで、友人や、先輩後輩等、情報交換というおしゃべりをすればいいです。

リーダーの合図で練習開始、ＢＳエクササイズをしばらくの間、行います。下校時

間に、それでしばらくやったら、下校時間に合わせて、ラジオ体操第一、第二をや

って終了。 

　また、このラジオ体操というのは町長なんかもラジオ体操愛好家ですから、知って

ると思いますけれど、実は第四ぐらいまであるんですよね。第三になると非常にリ

ズミカルな動きになって、第四になると今度はアクロバティックの動きになるので、

あまり流行らなかったそうですけれども、第三ぐらいだったら頑張ればできるんじ

ゃないかなというふうに私は動画で見ました。 

　そんな緩いクラブで部活でいいのかというふうにご意見持たれる方もいらっしゃる

かもしれませんが、もしこんなものが、中学生の部というかもう愛好会の世界だと

思うんですけれど、こういうのがもしできたら、どんなふうに感じられますか。 

　　　　　　　　　　〔教育長　山口和良君発言〕 

教育長（山口和良君）　この場で秋山議員の質問をきっかけにしまして、同じ教育委員会事務

局内の職員で、保健体育の中学校保健体育の経験のある職員と話し合った結果、私

が考えたことをお話しさせていただきます。 

　バイオメカニクスの視点というのは、保健体育科の授業においても効率的な体の使

い方とか運動メカニズムを理解するための重要な要素として、この視点は取上げら

れているそうです。ＢＳエクササイズをが掲げる筋肉の連携を重視し、スロースピ

ードで動作の精度を高める手法は、インナーマッスル強化に加え、自分の体を思い

どおり動かす力を養うことで、パフォーマンス向上とけがの防止の両面において極

めて有効なアプローチであるというふうなことを認識いたしました。 

　議員のご提案は部活動のメニューにとどまらず保健体育科の事業など、教育活動全

体で活用できる価値があるものではないかと考えております。動作のコツが分かっ

ていくというこういう実感は、生徒の自己肯定感を高め、運動に親しむ大きな契機

となるはずです。もちろん、議員がおっしゃる部活動的な流れにおいても、示唆に
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富むものであると考えます。 

　現在の学習指導要領において、部活動は異年齢交流の自発的自主的な活動により、

責任感や連帯感等を育む学校教育の一環とされています。仲間と試行錯誤しながら

主体的に取り組む姿は、本町がＨＩＢＡＲＩプランで掲げる、考えて行動できる人

の育成そのものであるととらえます。一見緩やかな活動であっても、生徒が主体的

に、他者と協働、協調する場は、多様な価値観を持つ現在の子供たちにとって心理

的ハードルが低く、かつ、実利を伴う、提案だというふうに捉えております。 

　　　　　　　　　　〔５　番　秋山光浩君発言〕 

５　番（秋山光浩君）　確かに話としてこういう話をさせていただいて聞いていただいたとき

には、何か緩いなあというような感じがすると思いますけれど、最大の目的は、友

人、先輩、後輩と情報交換というおしゃべりでリラックスした後、軽度の運動を真

剣にすることで、自身の健康と健康体ですね、これの維持をしていくことだという

ふうに私は思っております。 

　最初は中身の薄いおしゃべりが続くと思いますけれども、徐々に工夫を凝らしたも

の、創造力に富んだ内容に本人たちが必ずアップデートをさせてくれるはずです。

県のリーダーが空想力、県のリーダーが発した空想力に感銘を受けたことは先ほど

述べさせていただきましたが、最近になりましてさらに感銘を受けた一文に遭遇し

ました。 

　それは、人権作文集、明るい吉岡町の中に書かれていました。その部分をちょっと

読ませていただきます。 

　技術の急速な発展は、私たちの生活を便利にし、そして豊かにしました。その一方

で、画面の向こう側に自分と同じように喜びや、喜びや痛みを感じる生身の人間が

いることへの想像力が欠如していないでしょうか。という問いかけから始まってお

り、想像力という単語を数回、数回使用しながら、読者全員に呼びかけるような表

現になっていました。 

　全くそのとおりだと感じましたし、まさに今の時代に創造力が最も必要なことだと

感動しました。吉岡町の教育委員会のリーダーが、このようなお考えを持ってくだ

さっていることに、楽しさを感じましたし、本当に感謝申し上げます。 

　小学生時代は、小中学生時代は大げさかもしれませんが、私は人生で最も大事な時

期と考えております。そんな時期に空想力と創造力を自由に積極的に、そしておお

らかに発揮できる環境づくりを今後もお願いいたします。今回の、私がそれで頂い

た内容を参考にしていただきましたらありがたいと思います。 

　以上で５番秋山、一般質問を終わります。 
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議　長（富岡大志君）　以上をもちまして、５番秋山光浩議員の一般質問が終わりました。 

　ここで休憩をとります。再開を１４時１５分とします。 

　　　　　　　　　　午後　１時５８分休憩 

　　　　　　　　　　午後　２時１５分再開 

議　長（富岡大志君）　会議を再開します。６番宮内正晴議員を指名します 

〔６　番　宮内正晴君登壇〕 

６　番（宮内正晴君）　議長への通告書に基づいて、一般質問を行います。 

　まず、カーブミラーの設置・清掃要望についてです。カーブミラーの設置要望です

が、これは、吉岡町民から各自治会を通して、カーブミラーの設置要請が担当部署

に来ていると思いますが、優先順位を決めたり、限られた予算で設置を行っている

と思います。私のところにも自治会かなんて、自治会の要望一覧が配付されていま

すが、３年間で、要望した内容が削除される、というような話をちょっと伺いまし

た。それとも、要望書類作成に条件があるのか、町長に伺います。 

〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町長（柴﨑德一郎君）　カーブミラーの設置要望について、自治会要望の一覧に掲載された内

容は、３年間で削除されてしまうことに関してご質問いただきました。 

　現在、自治会要望一覧の掲載年度は、現年度プラス３年の４年間になっております。

このことは、令和５年７月の自治会連合会定例会の場で協議され、全自治会長さん

の同意のもと、決定されたものとなります。 

〔６　番　宮内正晴君発言〕 

６　番（宮内正晴君）　確かに１年プラス３年という条件になってると思います。これだと何

ですか、吉岡町って今人気のまちですよね。新興住宅がかなりあちこちにできてる

状態です。そのためにカーブミラーの要請が各自治会から、出てると思います。そ

うなると要望書が厚くなっちゃうと思うんですよね。予算が限られてるわけですか

ら、そんな何本も何本も立てるわけにいきませんよね。これやっぱり優先順位があ

ると思うんですが、どういう形で優先順位を決めてるか教えてください。 

〔総務課長　小林康弘君発言〕 

総務課長（小林康弘君）　カーブミラーの設置の優先順位ということでご質問いただきました

が、基本的にはカーブミラーにつきましては、民地に建てることが、思うでありま

す。その民地については協力していただけるような方、そういった方が、その建て

るところの場所が、まずは協力していただかないと建てられないという部分もござ

います。 

　また、カーブミラーの設置の費用等予算としても、限りがありますので、その辺で

優先順位をつけざるを得ないというような形になっているところでございます。 
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〔６　番　宮内正晴君発言〕 

６　番（宮内正晴君）　カーブミラー設置については了解しましたが、次にカーブミラーの清

掃磨きですね。町のカーブミラーは、経年劣化により、ミラーに曇りが発生してい

るところが多いと思います。専門業者が磨きをかけないと曇りが悪化すると聞きま

したが、これをまた設置と同じく、要望書を提出してから時間がかかると言われて

ます。町で専用のセットを購入し、自治会に貸し出すのではいかがでしょうか。 

町長に伺います。 

〔総務課長　小林康弘君発言〕 

総務課長（小林康弘君）　カーブミラーの清掃についてでございますが、最近のカーブミラー

は雨水、雨によって付着した汚れを浮かせて洗い流す特別な加工がされています。 

　このため、鏡面を磨く必要はなく、また逆に磨くことで特別な加工が損傷してしま

って、鏡面を痛めてしまう可能性があり、この点については今回改めて、カーブミ

ラーの設置施工業者にも再確認したところでございます。 

　また、これに加えて、これまでの自治会連合会定例会の場で、カーブミラーの清掃

について話題になった際に、今のカーブミラーは、雨水で自然に汚れが落ちるか壊

されているので、カーブミラーは磨かないようにすることの周知もしております。 

　このため、自治会に対しまして、カーブミラーの清掃道具を貸し出すことは考えて

おりません。 

　なお、古くて表面の曇りがひどいカーブミラーにつきましては、経年劣化が原因の

場合、表面ではなくその内側から曇っていて、磨くことでは解決しない場合があり

ますので、今後とも自治会からの要望に応じて、予算の都合もございますが順次交

換を行っていきたいというふうに考えております。 

〔６　番　宮内正晴君発言〕 

６　番（宮内正晴君）　新しいカーブミラーは清掃のことをしなくていいという話を伺いまし

た。 

　でもですね、先ほども申しましたが、吉岡のほうに移住されてる方がかなり多くな

る。そのために町道とかに設置要望が来ると思います。古くから古くからって言い

方失礼ですが、前から住んでいらっしゃる方のところにもカーブミラーがあって、

そちらのほうは経年経過が経年で磨きをかけないといけないようなカーブミラーが

あると思います。確かにポールが折れちゃったりすれば、交換せざるを得ないと思

うんですが、曇りが発生してるやつは、なかなか交換するというふうな話にならな

いと思うんです。町民の命を守るためのカーブミラーですから、予算をとっていた

だいて、なるべく、安全な走行をできるような形にしていただきたいと思います。 

　次に、一時的避難所の案内板設置はということです。吉岡町が災害協定の締結の施
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設や会社に災害時の一時的避難所の案内板が欲しいんじゃないかと私的には思うん

ですが、設置可能か、町長に伺います。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町長（柴﨑德一郎君）　災害時協定を締結する民間事業者の敷地施設に一時的な避難場所であ

る案内板を設置することに関してですが、現時点で設置していない理由として、協

定に基づく一時的な避難場所は、災害対策基本法に基づく避難所の指定を行ってい

る場所ではなく、あくまでも大規模災害時あるいは緊急時に例外的に使用させてい

ただくための場所のあるためでございます。 

　　　　　　　　　　〔６　番　宮内正晴君発言〕 

６　番（宮内正晴君）　今、町長からお伺いしましたので、その件はいいとして、町民が災害

時に避難場所が認知されていないと、人的被害が大きい、多大になる可能性があり

ます。 

　町と災害協定を締結された企業や施設を認知していただくために、案内板が必要だ

と思っております。 

　また、災害時協定を締結を場所を防災ハザードマップに記載されると、認知度向上

になると思いますが、町の見解を伺います。 

〔総務課長　小林康弘君発言〕 

総務課長（小林康弘君）　災害時協定締結によります一時的な避難場所への、ハザードマップ

への掲載についてでございますが、先ほども申し上げまして、申し上げましたが、

協定に基づく一時的な避難場所は、あくまでも大規模災害時、あるいは緊急時に例

外的に使用させていただく場所でありまして、災害対策基本法に基づく避難所の指

定を行っている場所ではないことから、災害ハザードマップへの掲載は差し控えた

いというふうに考えております。 

　　　　　　　　　　〔６　番　宮内正晴君発言〕 

６　番（宮内正晴君）　そういう話を伺ってはいるんですが、この町民に、皆さん知ってるか

というと、知らない方が結構いらっしゃると。だから、こういう認知度はかるため

に、町は何とかすることはあるんでしょうか。 

〔総務課長　小林康弘君発言〕 

総務課長（小林康弘君）　この、一時的な避難場所という位置づけになっておりまして、現在

設定してあります避難場所が仮にオーバーして、定員よりもオーバーしてしまった

場合とか、そういった場合につきましては、町の災害対策本部のほうからの指示が

出ていくものと考えております。 

　　　　　　　　　　〔６　番　宮内正晴君発言〕 

６　番（宮内正晴君）　極力あれですね、町のホームページか何かで知らしめたほうがよろし
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いかと思います。 

　次に午王頭川の側道の今後はということでお伺いします。大久保寺下集落センター

から、大下屋台小屋までの午王頭川側道の法面が風雨により削られて破損や欠落を

起こしていると、９月議会で質問しましたが、答弁で、渋川事務所と、協議してい

くとなっておりますが、協議は行ったか、町長に伺います。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町長（柴﨑德一郎君）　議員ご指摘の町道については、寺下自治会からも改修の要望を頂いて

おります。 

　一級河川後王頭側沿いの町道の河川側法面に損傷が見られますが、河川の一部であ

り、河川管理者である県渋川土木事務所が管理しております。 

　ご質問の件に関しましては、建設課長から答弁をさせます。 

　　　　　　　　　　〔建設課長　大澤正弘君発言〕 

建設課長（大澤正弘君）　昨年９月の定例会後、渋川土木事務所と協議した結果、河川沿いの

町道の路肩部分の損傷が大きい箇所や、町道の舗装持ち上げるように隆起している

部分の樹木の根を削るなどの補修工事を町として実施する方向で検討しております。 

　また、河川内の樹木伐採に関しては、治水上の影響を考慮し、河川への影響を与え

る川の流れを阻害する箇所から優先的に対応しているとのことです。本箇所は、河

川の流れを阻害している程度は低いので、優先度が高くないとのことです。 

　　　　　　　　　　〔６　番　宮内正晴君発言〕 

６　番（宮内正晴君）　道路の欠損の話とつながりますが、落下防止のフェンスが側道沿いに

ずっと張られてます。こちらのほうも、風雨により土壌が削られて傾いているとこ

ろがあります。 

　こちらのほうの保全はどうなりますか。お願いします。 

　　　　　　　　　　〔建設課長　大澤正弘君発言〕 

建設課長（大澤正弘君）　午王頭川側道のフェンスの安全性につきましては、歩行者に支障が

生じ、歩行者の安全性が保てないと判断した場合には、渋川土木事務所と協議の上、

フェンスの修繕を実施していきたいと考えております。 

　　　　　　　　　　〔６　番　宮内正晴君発言〕 

６　番（宮内正晴君）　事故があってからでは遅いので、早急な対応をお願いいたします。 

　側道の件についてですが、スーパーツルヤの南側午王頭川の側道に今ごみ不当投棄

禁止の看板が１００メートルの間で６本も設置されてます。 

　これはどう見ても、異様に見えるんですよね。なぜこういうことになったのか。無

駄な設置じゃないんですか。ということを言いたいんですが、もうこれ撤去するの

にもお金がかかります。設置と撤去、これ両方にお金がかかる無駄遣いじゃないで
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すか。これやっぱり設置する前に検討の余地があったのかどうか伺います。 

　　　　　　　　　　〔住民課長　深谷智洋君発言〕 

住民課長（深谷智洋君）　議員がご指摘の看板につきましては、不法投棄の状況がひどいため

に、令和６年度に地元自治会からの対策の要望があったのを受け、設置したものと

なります。 

 　看板設置のときには、住民環境室の職員３名で、軽トラック３台分の不法投棄の

ごみを清掃した経緯があり、現在のごみステーションの見回りの際にパトロールを

行い、不法投棄のごみを見つけたときには片づけている状況であります。 

　看板の設置前と比較しますと、今、除草等も除草管理のほうもしていただいており

まして、大分不法投棄も減少したと考えていますが、看板の効果もあるものと捉え

ています。自治会要望に基づく、看板でありますので、当面は現状のまま様子を見

ていきたいと考えております。 

　　　　　　　　　　〔６　番　宮内正晴君発言〕 

６　番（宮内正晴君）　今おっしゃったように確かにこれ、地域住民からの要望で建てられた

とは思います。ただ、現状、今おっしゃったように、草刈りをしてあると。ごみの

投棄というのは、あんまりないんですよね。今住民が、通ってる車で通過する道路

になっているので、なかなか不当投棄というのは行われないと思います。看板せっ

かく設置していただいたので、撤去し、すぐしようという話にはならないんですが、

やっぱり設置するときには、あれはちょっとと考えるんで、設置の仕方をちょっと、

次からは、考えてください。お願いいたします。 

　次に防災意識向上の取組ということで、昨年の１１月１６日に避難所開設訓練が明

小学校の体育館で行われました。町長もいらっしゃって段ボールベッドや簡易仕切

り設置等の訓練、避難所生活の役割分担、ルール作りや、やり方を学んでいました。

大変良いことだと思います。 

　また、ジョイフル本田、カインズホームも避難所で使われる、また、災害時に使用

するソーラーパネルとか、専門の設置を行っていました。 

　群馬県は、災害が、起きにくいというか、他県に比べて低くなっております。その

ため、防災意識が低いと言われていますが、防災意識向上として、町として何をや

っていくのか伺います。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町長（柴﨑德一郎君）　防災意識向上の取組についてですが、先ほど委員もおっしゃった避難

所開設訓練や、令和８年度に実施予定の町総合防災訓練などの場で、住民参加型体

験型の訓練を行っていきたいと考えております。 

　さらに、よしおか防災デイズやよしおかふるさと祭りなど、各種イベントの場も活



- 147 - 

用して、住民全体の防災意識の向上を図っていきたいと考えております。 

　また、その際には、町と包括連携協定や災害時協定を締結している事業者様にも協

力を頂きながら、誰もが気軽に楽しく防災について触れられる機会をつくっていき

たいと考えております。 

　　　　　　　　　　〔６　番　宮内正晴君発言〕 

６　番（宮内正晴君）　町長の考えが町民に浸透するように、私からも、願いたいと思います。 

　次に児童生徒の暴力行為はということで、２０２４年度に群馬県内の公立小中学校

で発生した。暴力行為は昨年度比９６件増の３７９件で過去最多になっております。 

　町内小中学校での暴力行為は発生してますか、教育長に伺います。 

　　　　　　　　　　〔教育長　山口和良君発言〕 

教育長（山口和良君）　ご質問の学校の暴力行為の認知数につきましては、毎月、各学校から

教育委員会事務局への報告により把握しております。 

　今年度は、中学校ではゼロですが小学校で増えている傾向で１月末現在、１４件の

認知がございます。 

　　　　　　　　　　〔６　番　宮内正晴君発言〕 

６　番（宮内正晴君）　町内小学校、小中学校で暴力行為が発生すると、教育委員会ではどの

ように対応しているか、調査から解決策までお願いいたします。 

　　　　　　　　　　〔教育長　山口和良君発言〕 

教育長（山口和良君）　議員の質問の暴力行為ともう一つ、いじめの問題であります、この暴

力行為といじめについては、切離して考えず、両面から対応していくことを大切に

しております。 

　暴力行為が認知に至るケースは様々です。教員が見えるところで起こった場合もあ

れば、休み時間など大人がいないところで起こりそこに合わせた児童生徒や本人か

らの訴えがあった場合、また、帰宅した児童生徒から、保護者が聞いて学校に訴え

があった場合、また、吉岡町子ども支援アプリ、よしログというタブレット上のア

プリがありますが、このよしログで児童生徒がタブレットに生活や心の様子を打ち

込んだ内容や、いじめに関する相談内容から知る場合もございます。 

　学校は暴力事案を認知した場合、教育委員会事務局としてはまずは学校の対応、指

導の状況を把握することに努めます。学校では、聞き取りによる等により事実確認

をし、それをもとに、当事者同士で話し合わせたり、振り返らせたりして反省を促

すとともに、関係児童生徒の保護者にも連絡をします。 

　ケースによっては、警察に相談することも躊躇せず、警察官から直接の指導を仰ぐ

ことも想定されます。当事者同士、保護者同士が事実関係に納得し、和解が見られ

た場合でも、３か月程度はしっかりと関係者間の様子を経過観察し、その状況を校
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内で共有していくことになります。 

　教育委員会事務局では学校からの暴力行為を把握した場合、学校からの状況の聞き

取りを行い、解決に至ったと考えられるまで継続して月例報告を求めているところ

です。 

　　　　　　　　　　〔６　番　宮内正晴君発言〕 

６　番（宮内正晴君）　今、暴力行為やいじめの話が出ましたが、群馬県では２０２４年度、

４，７３１人が不登校になっております。１１年連続で増加しております。県教育

委員会でも対策を行っているようですが、十分ではないような感じです。 

　この状況を吉岡町の教育委員会ではどう考えていますか、教育長に伺います。 

　　　　　　　　　　〔教育長　山口和良君発言〕 

教育長（山口和良君）　ご質問の不登校に関する吉岡町としての考え方を説明いたします。ま

ずは最も大切なのは、未然防止です。そのためには学校の教育活動の充実を図るこ

とが重要です。 

　その充実のために、一人一人の児童生徒の学びの成立、自己肯定感の醸成、多様な

活躍の場を創造することに努めています。町では、人的配置として低学年の学級や

特別支援学級に入る補助員、マイタウンティーチャーを配置するとともに、各学校

では、授業等におけるタブレットの活用や体験活動の重視、子供たちが活躍でき、

達成感の味わえる行事遂行など、様々な工夫を凝らしています。また、児童生徒の

悩みや相談事を早期に早く把握し、対応することにも力を注いでおります。 

　また、学校に入りづらくなった児童生徒には、校内教育支援センターである相談室

や保健室で対応することもございます。学校に気持ちが向きにくくなってしまった

児童生徒には、相談員が家庭訪問をして、子供や保護者と話し合ったり相談したり

する、Ｙ｀ＯＤＳ事業、吉岡町オープンドアサポート事業、これを行うとともに学

校外に、教育支援センターとして、触れ合い教室とひばりの家の二つを用意してい

ます。ふれあい教室は学校復帰を目標とし、ひばりの家は、学校復帰を第１としな

いことが大きな違いです。 

　このように不登校傾向の児童生徒一人一人の気持ちに寄り添った対応ができるよう、

学校内外に、段階的な体制を整えているところです。 

　町内の不登校児童生徒の割合は、年によって上下はあるものの、やや減少傾向にあ

ると捉えております。全国や県は増加傾向が続いておりますが、吉岡町はやや異な

った様相です。これまでの施策の効果であると判断するのは早計ですが、これから

も子供一人一人に寄り添った対応をしていく学校教育行政を目指してまいります。 

　　　　　　　　　　〔６　番　宮内正晴君発言〕 

６　番（宮内正晴君）　吉岡町は、減少傾向という話ですが、今、世間で話題になってるのが、
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生徒による暴力行為の動画配信、これが結構何件か発生してます。吉岡町ではこう

いうことはないとは思うんですが、やっぱり事前の教育、こういうことが必要だと

思います。その点を教育長自ら、学校等にお願いして、携帯を持ってるのは、小中

で小学校はいらっしゃらないとは思いますが、そういうのを注意していただきたい

と思います。 

　次に児童生徒の自殺防止についてお伺いします。いじめによる精神的苦痛を受けて

亡くなる方がいらっしゃいました。県の教育委員会では教職員や生徒や保護者の適

切な関わり方を学ぶ動画を作成し、校内研修で活用してもらうことになっているが、

町内小中学校の教職員には、この２本の動画を確認しているか、教育長に伺います。 

　　　　　　　　　　〔教育長　山口和良君発言〕 

教育長（山口和良君）　議員ご指摘の当該動画につきましては、町教委から学校へ通知を発出

し、校内において教職員に対して視聴するよう呼びかけていただいております。 

　学校に確認をしておりますが全ての職員が同時に視聴したということではありませ

んが、職員が個々に視聴し、その内容を児童生徒や保護者との適切な関わり方に生

かしているものと判断しております。 

　　　　　　　　　　〔６　番　宮内正晴君発言〕 

６　番（宮内正晴君）　動画は自殺行為を防ぐために作成されたものです。原因である、いじ

めも根絶しないといけないと思います。いじめ行為は人権侵害です。いじめてる生

徒、は理解していないこういうことが多く感じられます。いじめを防ぐためには、

対策が大事です。その点をよろしくお願いしたいと思います。 

　以上で私の一般質問を終わらせていただきます。 

議　長（富岡大志君）　以上をもちまして、６番宮内正治議員の一般質問が終わりました。 

　ここで休憩をとります。再開を１５時とします。 

　　　　　　　　　　午後　２時４４分休憩 

　　　　　　　　　　午後　３時００分再開 

議　長（富岡大志君）　会議を再開します。９番飯塚憲治議員を指名します。 

　　　　　　　　　　〔９　番　飯塚憲治君登壇〕 

９　番（飯塚憲治君）　それでは、９番飯塚、通告書に従いまして一般質問をいたします。 

　質問が二つあります。一つ目、一つ、１項目めの質問は、吉岡町都市都市計画マス

タープランのその考え方をお尋ねします。 

　本日は少し変えた報告、方向、視点からの事柄について、質問したいと思います。

それぞれの事柄は、今回のマスタープランが想定する期間内にほぼ確実に到来する

と考えられる出来事であり、これには町として対応していかなければならない、大

きな問題であると思うからであります。 
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　まず、そのうちの質問１、マスタープランの目指す２０年後のまちの姿を、どのよ

うにしようとしているのかを質問します。今回のマスタープラン改定は、２０年先

の将来を見通して、約１０年先までの行動計画を策定すると、さきの議会にて答弁

を頂いております。１０年先とは本町の人口が、ピークを迎え、それ以後は減少に

転ずるという、まさに、ターニングポイントとなる年です。そのポイントまでには

さらにその先の１０年後を想定したまちづくりの基礎が完成していることが重要で

しょう。したがって今からの１０年間が今までの吉岡町の歴史にもない、それほど

に重要になる時期だといえます。 

　そこで伺いたいのです。２０年先の吉岡町の姿をどのように設計しているのでしょ

うか。そして、そのために今後１０年間で、どのような計画、実施をしていくのか。

そのお考えなのかどうかをお尋ねいたします。今回のプランは、吉岡町の将来を決

定づける今までにないものです。土地計画、土地利用計画のみでなく、全体像につ

いてお聞かせください。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑德一郎君）　都市計画マスタープランの改定については、昨年から着手し、令和

９年３月の公表に向けて作業を進めているところであります。総合計画では、思い

をつなぎ、未来につなげるまちづくり吉岡を将来像に掲げております。 

　議員おっしゃるとおり、おおむね１０年後には、吉岡町の人口が減少する予測とな

っております。そのような中でも、未来の住民のために、町の魅力を高め、今より

もっと住み続けたくなるまちづくりを推進してまいります。 

　先日、テレビ放送で、過疎のトンネルの先にはというタイトルで日本最少人口８５

０人ほどのとある山間の町が紹介されておりました。過疎債等を含め、各種補助金

を駆使して、箱物づくり、観光施設整備を進めてきたが、人口減少化や、観光施設

の利用者減少が進む一方、過疎はとまると思って、各種諸事業を展開してきたが、

とまらない。先行き不安、将来への不安が募っている。そんな中、町行政職員等が

一体となって、工夫次第で、経済効果が上がると住民等と地域でのつながりを大事

にしながら、住む人々が幸せを感じるまちづくりを進めていきたいと。その町長は

期待を込めてコメントしておりました。本当に頑張ってほしいと願うばかりです。 

　でも、どうしても、どう対応しても、過疎はとまらない、といいます。今後の町政

運営を攻めから守りに転じ、そんな決意も示されていました。時代の流れにもがき、

苦悩しながら前を見ている。そんなまちがあることも念頭に、人口増加の我が吉岡、

希望頂き、将来に向けたまちづくりを、職員等と一丸となって、取り組んでいきた

いと思います。 

　議員各位のお力添えもあわせてお願いしたいと思います。都市計画マスタープラン
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の全体像と、検討状況については、建設課長から答弁させます。 

　　　　　　　　　　〔建設課長　大澤正弘君発言〕 

建設課長（大澤正弘君）　現在、都市計画マスタープランの改定を進めております。 

　これまでに吉岡町の都市計画上の課題や町民ニーズの整理を行い、昨年１２月には

第１回吉岡町都市計画マスタープラン等検討委員会を開催し、委員の皆様にご議論

を頂いたところです。現在、まちづくりのほう針や将来都市構造、具体的な施策の

検討を進めております。 

　全体像につきましては、将来人口が減少する時代に入っても、持続可能なまちづく

りを行えるよう、自然や農地、開発との調和のとれたメリハリのあるまちづくりの

実施や土地利用計画の策定、自動車以外の移動手段も選択できる地域の構築、子連

れでも出かけやすく楽しめる場所の確保、新たな産業拠点の創出などを基本的な考

え方として、改定作業を行っております。 

　　　　　　　　　　〔９　番　飯塚憲治君発言〕 

９　番（飯塚憲治君）　全体像に、伺ったんですけれども、全体像は、今まで、町長が都市計

画の中で生まれてきたようなものというふうに理解いたしました。それで、持続可

能なということが最も大切だと思います。 

　次に、２番目、来るべき人口、来るべき人口８，０００万人時代への準備をどのよ

うに考えているか。そして今、取り組むべき施策に関しての質問です。 

　日本は２０５０年には日本人の人口が８，０００万人になるであろうとの予測があ

ります。現在に比べて、４，０００万人以上の人口が減少するわけです。そのよう

な状態になると何が起こるでしょうか。空き家の増加、商工業施設の減少、農業従

事者の減少、町にとっては税収の減少などです。これらは、最近マスコミでも報道

されている、限界集落に近づいていく集落の一歩手前の基本的なパターンです。ト

ンネルの向こうにという今答弁が町長からありました。そういうところの限界集落

に近づいていく、その一歩手前に入ってしまうんですね。 

　しかし、幸い吉岡町は、新聞の報道によりますと、持続可能、群馬県でも持続可能

な、自治体というふうになっておりますが、そればかり喜んでいては駄目です。こ

れからしっかり将来に向けて取り組んでいくということが必要だと思います。この

２０５０年には吉岡町も現在に比べて、１４％の人口が減少するとの予測がありま

す。これもある新聞の発表であります。これらの課題を考えたとき、これから実施

すべき施策がますます重要と考えます。 

　この課題に対する、人口減少時代、これを迎えるに当たって、課題とする現在の考

えをお尋ねいたします。 

　　　　　　　　　　〔企画財政課長　齋藤智幸君発言〕 
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企画財政課長（齋藤智幸君）　人口については、国立社会保障人口問題研究所、いわゆる社人

権推計において、吉岡町は令和１７年、２０３５年をピークに下降に転じるとされ

ており、以降は当然減少し続けることが予測されます。 

　現在の考え方でございますが、人口減少においては、よほどのことがない限り、日

本全体として避けられない問題であると認識しております。そのような中で、町と

してどうしていくかについては、町長が先ほど申したとおり、未来の住民のために、

町の魅力を高め、今よりもっと住み続けたくなるまちづくりを推進していくことと、

町民の生活を最優先に据え、財政状況を踏まえつつも、将来に向けた必要な投資は

積極的に進めていくこと、これに尽きると考えております。 

　　　　　　　　　　〔９　番　飯塚憲治君発言〕 

９　番（飯塚憲治君）　今、概要的なお話を答弁頂きましたが、それでは、具体的にはどんな

ことを考えているのか、お尋ねいたします。 

　　　　　　　　　　〔企画財政課長　齋藤智幸君発言〕 

企画財政課長（齋藤智幸君）　先ほど述べたとおりですね、将来に向けた未来への投資いわゆ

る、企業団地の造成等はもう既に進んでおります。そちらを踏まえつつも、町民の

方がこれからも町に住み続けたくなる、そういう環境を町として整備していくこと

が重要だと考えております。 

　　　　　　　　　　〔９　番　飯塚憲治君発言〕 

９　番（飯塚憲治君）　ちょっと具体的にはあんまりお聞きできなかったので、残念ですが、

３番目、これが重要と私は、以前から考えております。道州制への準備をどう考え

る、これについてです。道州制、この言葉をこの議場にいらっしゃる方々は何度か

聞いたことがあると思います。 

　十分承知だという方も多いでしょう。道州制はこれから起こる日本の人口の大幅減

少時代において、日本社会の行政区分を大改革して、行政の効率化を求めるもので

す。今まで何度となく行われてきました市町村の合併施策とはレベルが違います。 

　この話は、小泉首相の頃より唱えられてきました。１５年ほど前には盛んに議論さ

れ、ある党から法案も提出されておりましたが、廃案となり、今は確かに鎮静化し

ております。 

　しかし、人口減少の状況において、マスタープランが想定する年限の内には、この

話は再度持ち上がってくるのは十分に考えられます。そのとき、本町は、北のチー

ムに入るのか。南のチームに入るのか。あるいはこんな形になるのか分かりません

が、いずれは本町も、どこかの誰かによって、行政管理される、立場になると考え

られます。 

　そうなれば、現在の柴崎町長のように、吉岡町住民を中心とした考えで行政を行っ
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てくれる人はいなくなってしまうんです。だからこそ、その変化が訪れるまでに、

町民、住民の利益を最大限に引上げておくこと、つまり、今から１０年間の取組が

重要になってくるものと、強く感じます。 

　以上の事柄は、全て人口減少という原因によってもたらされる、直接的、間接的に、

本町住民に降りかかってくるものです。先ほど、課長からの答弁があった、ありま

したように、人口は絶対的に減少していきます。したがって、このような状況が生

まれるのは十分に考えられます。 

　町長このような状況下において、行政の責任者として、今後どのように取り組んで

いくのか、お聞かせください。 

　　　　　　　　　　〔企画財政課長　齋藤智幸君発言〕 

企画財政課長（齋藤智幸君）　群馬県のホームページからの引用となりますが、平成１８年２

月に政府の第２８次地方制度調査会が示した答申においては、市町村合併の進展、

広域行政課題の増大などの状況を踏まえ、地方分権の確かな担い手として、広域自

治体である都道府県制度について国の形の見直しに関わるものと位置づけて検討す

べきであるとされ、道州制の導入が適当とされたところでございます。 

　現在も首相官邸に設置された政策会議の一つとして、様々な議論がなされていると

認識してございます。 

　議員おっしゃるとおり、議論はされているものの、具体的な事案が示されていると

いう状況にはございません。 

　その状況において、道州制を見据えた施策の展開については、現状特段検討してお

りません。しかし、市町村合併とは比べものにならないレベルの話ではありますが、

決して絵空事ではないことは念頭に置き、国や県の動向を今後も注視してまいりた

いと考えております。 

　　　　　　　　　　〔９　番　飯塚憲治君発言〕 

９　番（飯塚憲治君）　十分認識されているということで一応安心いたしました。 

　４番目に移ります。今、町長、それから課長のほうから答弁がありましたように、

それに十分に対応していく、その準備をどうするかというのが、今の都市計画改訂

プランですよね。それについて、それではその中身に入ると、どういうことなのか

ということを質問いたします。 

　４番目の質問です。県道前橋伊香保線の沿線の土地利用計画の考えを質問します。

つまり今後１０年あるいは２０年先を見たときにどういうふうに対応していく準備

をしていくかということです。 

　これは前の質問事項１、２、３とお互いに密接に関係があるものです。これらの相

互関係において、現在策定中の次期マスタープランにおける土地の利用計画が非常
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に重要になってきます。前回の一般質問の答弁をお聞きしておりますが、意味が理

解困難な部分もありました。再度お尋ねします。人口減少の時代、つまり、道路利

用者の減少が考えられるとき、そういう時期に、新しいバイパス道路建設は、スム

ーズには進まないと考えられます。 

　そこで、将来の地域開発の発展性も含ませ、バランスある地域開発を考慮すべきで

す。つまり私が言いたいのは、大久保地区だけの大きな発展ではなく、町内、可能

性のあるところをバランスよく開発する、その基礎をつくっておくということであ

ります。 

　吉岡バイパスの中島交差点から仮称杉下交差点を経て、西へ向かい、新高崎渋川バ

イパスの交差点までにおいて、道路中心から一定幅の区域を商工業開発可能地域に

指定をしておくのが適当であると考えます。将来への発展性を準備すべきです。こ

れらが１０年先の、あるいは２０年先の準備だと思います。 

　この指定を今次マスタープランの土地利用計画に載せるべきと考えますが、町長の

お考えはいかがでしょうか。 

　　　　　　　　　　〔建設課長　大澤正弘君発言〕 

建設課長（大澤正弘君）　前回も答弁させていただいたとおり、吉岡バイパス沿線の商工業の

利用について、大松交差点から南の前橋市境までと、大松交差点から西の駒寄スマ

ートインターチェンジの間には、既に都市計画法上の、近隣商業地域に指定されて

おり、町として商業の集積を図る地域としております。 

　また、工業の集積としては、現在計画を進めている駒寄スマートインターチェンジ

西側地域と、吉岡バイパス延伸先の仮称杉下交差点付近のクリーンエネルギー関連

拠点構想のエリア及び既存の小倉工業団地とする予定でございます。町としては、

以上の地域を、商工業の集積を図る地域とする予定です。 

　これ以上の商工業の拡大は、持続可能なまちづくりに必要な自然や農地、開発等の

調和のとれたメリハリのあるまちづくりや土地利用計画の考え方になじまないため、

慎重になるべきと考えております。 

　今般、改定する都市計画マスタープランにおいて、吉岡バイパス沿線を一時的に、

商工業の開発地域、可能な地域とはしない方針でございます。 

　　　　　　　　　　〔９　番　飯塚憲治君発言〕 

９　番（飯塚憲治君）　答弁頂きましたが、ちょっと、１０年先、２０年先には適合しないよ

うな気がします。というのは、私が先ほどお話ししましたのは、バランスある、吉

岡町全体の地域開発、これを目指すべきだと思いますよ。なぜそのように慎重にな

る、検討しなければならない。それはしないというのが私には分かりません。 

　例え、今回のマスタープランで指定したとしても、それが将来、本当にそこに商工
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業地域が開発されるのか、それは未定です。分かりません。町がやるんではありま

せんから。指定したとしても、そこを収用法によって収容して何とかするという県

もそういう大きな予定も多分ないと思います。 

　そしてさらに、土地というのは、収用法を除いて、土地、住民の使用者の権利が１

００％約束されているものですよ。ですからそこに何か建てたいと、開発したいと

言っても、住民、つまり地主が拒否すれば１００％できないわけですよ。何ら今回

のマスタープランで指定したとしても、即座にそれが将来、町の開発の方向に背い

たような、考えていないような方向になるということはあり得ないわけですよ。 

　しかし、将来そこに何か住民の希望、それは地域住民の希望があって、何かをした

いというときには、指定してないと駄目でしょう。指定しても別に何ら支障はない

わけですよ。慎重にやるべきなんていうことを考えなくてもいいわけですよ。どう

して自分からそういうふうに縮こまってしまうのか、私には理解できません。指定

したとしても何ら支障はないわけですよ。地域開発、それから検討会ですか。いろ

んな住民、その他の代表を集めてやられたと言いますけれども、その中にはいろい

ろな人が入ってますけれども、そこを指定するあるいは地域開発についていろいろ

意見もある人が入ってるわけですかね。地域住民の意向というのは入ってます。私

はここでしゃべってるのは、全然私の頭からだけの話で喋ってるんじゃないんです

よ。地域住民の人たちに何人かにお聞きしております。私たちも希望してると、実

際に言ってるんですから。土地というのは住民の土地を持ってる人の権利のもので

すよ。そこの人が希望しているのに、なぜ、行政としては躊躇するのか、私には理

解できませんが、町長なぜなんですか。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑德一郎君）　町の都市計画につきましては、都市計画審議会あるいは都市計画マ

スタープラン等検討委員会、そちらのほうでしっかり審議していただきたいと思っ

ています。 

　　　　　　　　　　〔９　番　飯塚憲治君発言〕 

９　番（飯塚憲治君）　その審議会はどんなものか私には分かりませんけれども、地域住民の

意見を聞き、十分聞いて審議会のみならず、広く、町民の希望をとっていただきた

いというふうに思います。 

　次に移ります。５番目ですが、吉岡町幹線道路の総仕上げへの取り組みについてお

尋ねします。これも今まで述べてきました４番目の質問と実質的に関係しておりま

す。 

　以前から申し上げまして、申し上げていますとおり、吉岡町の社会資本インフラ整

備の基本でかつ、その総仕上げは、吉岡、前橋伊香保線のバイパス、これの建設で
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あります。このバイパス建設の残す部分。町の中心部分を東西に貫く道路は、今後

の町の発展に大きく寄与するものであります。町民もこの建設に大きく、建設希望

をしているところであります。 

　そこで、現在のバイパス終点部、宮東交差点から仮称杉下交差点までの１．３ｋｍ

の建設が決定されたのはなぜか。これを考えたとき、本町と渋川市の隣接区域につ

ながる工場誘致建設の計画が大きな理由であると、そのことは明らかであります。

何もないところ、利用者がそれほど多くない地域に新たな幹線道路を建設すること

は困難です。建設の理由づくりが必要です。これは大きな仕事になると思います。

それに加えて先ほどから言っております。１から３までの業務をこなしていくのは、

町の職員としても大変ですよ。 

　これらの業務の遂行にどう立ち向かっていくのか。とても忙しい仕事になると思い

ますが、町長、この具体的な戦術をお尋ねいたします。 

　　　　　　　　　　〔建設課長　大澤正弘君発言〕 

建設課長（大澤正弘君）　群馬県土整備プラン２０２５において、宮東交差点から仮称杉下交

差点までの約１．３ｋｍが県道として着手する事業と位置づけられました。 

　これは、吉岡町等のクリーンエネルギー関連拠点構想をリーディングプロジェクト

とするまちづくりを支援するために、県が道路整備に着手する事業と位置づけられ

たものでございます。 

　現在、事業着手に向けて、県、渋川市、町の３者で協議を行っており、今後、町で

は、クリーンエネルギー関連拠点構想を具体化していく予定でございます。また、

県に対して、１日でも早い吉岡バイパス延伸の事業着手を強く要望していきたいと

考えております。 

　　　　　　　　　　〔９　番　飯塚憲治君発言〕 

９　番（飯塚憲治君）　やはり渋川隣接地の工場等の建設が非常に深く関わっているというこ

とでありますよね。そうしますとですねいろいろ忙しくなるわけですけれども、以

前からお話しして、提案しておりますとおり、特定で多忙な部署に、職員の増員を

行い、これからの課題を解決していく。こういうチームづくりを考える時期ではあ

りませんか。今後１０年が吉岡町の勝負のときなんですよ。この勝負するときであ

る、この忙しいときに、今までの体制では十分機能していかない。 

　プロジェクトチームの結成をお尋ねいたします。 

　　　　　　　　　　〔企画財政課長　齋藤智幸君発言〕 

企画財政課長（齋藤智幸君）　プロジェクトチームの結成についてですが、飯塚議員からは以

前より組織機構の見直しやプロジェクトチームにおける対応についてご質問を頂い

ております。 
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　以前の答弁と重複する部分もございますが、現組織体制において、開発事案を含め、

様々な課題に対し、関係部署間で連携をとりながら対応ができていると認識してご

ざいます。現時点では、引き続きこの体制で業務を執行していきたいと考えており

ます。 

　ただし、こちらも以前答弁させていただいたことですが、これほど多くの案件を同

時に進めること自体、これまで吉岡町が経験してきた中では事例のないことである

ことを認識しております。プロジェクトチームを編成しての取り組みを含め、組織

に関する考え方については、全庁横断的な対応を行っていく中で、議会はもちろん、

業務に当たる職員も含め、様々な意見を聞きながら進めていくべきと認識してござ

います。 

　なお、機構改革などについては、必要に応じて取り組んでいくこととしているため、

今後も情勢を見極めながら対応していきたいと考えております。 

　　　　　　　　　　〔９　番　飯塚憲治君発言〕 

９　番（飯塚憲治君）　それではそれについては今日はこれで終わりにします。 

　大きな質問項目二つ目です。自治会の事務委託などの改定について質問いたします。 

　まず一つ目、近年における住民の町内諸活動への参加の動向に関してお尋ねします。

地区別対抗ソフトボール大会、毎年、にぎやかに行われています。私も応援の場に

参加させていただいております。 

　しかし、その場面で、今年は丸々自治会は不参加だって、試合当日のドタキャンで

第２試合、駒寄自治会が不戦勝になっちゃったよなど、参加者を集められない状況

が発生しているのです。町長も長い間、試合の審判として、活躍されてきましたの

で、近年このような変化が出ていることは十分にご承知のことと思います。 

　私の地元、駒寄自治会でも、各種のスポーツ芸能等及びボランティア的活動の参加

などにおいて、私が体験してきました、１５年２０年前に比べると、最近には低調

になってきております。そしてさらにその傾向に拍車をかけたのが、新型コロナウ

イルスによるパンデミックです。現在は夫婦共働きで忙しく、休日は家庭サービス

もしなくてはならない。それにパンデミックの発生など、他人、近所との付き合い

も省略せざるを得ない条件がありましたが、その後、パンデミックはほぼ終了しま

したが、付き合いのほうは元の状態には戻っておりません。このままで良いのかと

私は寂しく感じるところです。 

　町民の交流を盛んにして、親睦を深め、町民同士の絆を形成していくことへの手は

ずが必要であると強く感じます。町民の交流親睦、絆づくりは、町長が実行しつつ

あります、第６次吉岡町総合計画の目標の一つではないでしょうか。私は以上に考

えますが、執行としては現況をどのようにとらえているのでしょうか。そしてその
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対策についてどのような改善策を考えでしょうか、お尋ねいたします。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑德一郎君）　近年における住民の町内諸活動への参加の動向に関して、その現況

と改善策についてご質問頂きました。 

　まず、現況についてですが、議員おっしゃるとおり、各地域でのスポーツ、文化等

の活動は、以前に比べて低調になってきていることは、私自身も感じているところ

であります。 

　この要因としては、若い世代や、新たに本町へ転入されてきた方が増え、時代とと

もに、価値観の多様化、趣味の多様化、ライフスタイルの変化など、住民間や世代

間で、各個人の考え方の違いは、浮き彫りになってきたことや、新型コロナウイル

スの感染拡大に伴い、地域活動等の自粛を余儀なくされた期間が予想以上に長く、

自治会活動が流行前の状況に戻っていないことなどが考えられます。 

　今後、地域では、自治会離れが顕在化し、住民同士のつながりが弱まっていくこと

も懸念されております。 

　こういった状況を改善する策ですが、町としてはこれまでにも増して、自治会に加

入することのメリットや、地域イベントの様子などを周知していきたいと考えてお

ります。その例として、自治会に加入することが、することで、参加ができる各自

治会の祭りなどのイベントの様子の広報等が考えられます。さらに、現在町で進め

ている支え合いマップづくりなどの取り組みの中で、災害時の住民同士の助け合い

の大切さ、なども感じていただけるのではないかと考えております。 

　またこれと並行して、自治会を通じた住民同士の交流、親睦、絆づくりの活動に対

して、引き続き、自治会振興助成金等の財政的支援を行うとともに、さらなる自治

会の負担軽減に努めるなど、町として今後も自治会活動をサポートしていきたいと

考えております。 

　　　　　　　　　　〔９　番　飯塚憲治君発言〕 

９　番（飯塚憲治君）　今町長からご答弁頂きましたけれども、まさにそういうことはですね、

今後さらに、希薄になっていくのではないかと、思われる原因が、今回の事務委託

契約の変更であると。私はそれに大きな影響を受けると、自治会活動が、その思い

で今回の質問をいたしました。 

　２番目です。事務委託内容を改定する理由をお尋ねします。私は自治会顧問として、

月１回の定例自治会役員会に出席しております。この場における説明により、令和

８年度から町の事務委託契約の変更があると知り、大変驚きました。改定理由は行

政経費の節減と自治会への負担軽減とのことですが、元自治会長として釈然としな

い。度々申し訳ないですね。元自治会長として、釈然としない思いであります。事
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務委託内容の改定について、この結論に至った経緯と、その内容についてお尋ねい

たします。 

　　　　　　　　　　〔総務課長　小林康弘君発言〕 

総務課長（小林康弘君）　自治会事務委託の内容変更に至る経緯とその内容についてですが、

まず、経緯として、これまでも自治会の皆様から、自治会の負担軽減を求められて

おり、自治会担当課としましては、以前から負担軽減策として、広報等の全戸配布

の配布事務が何とかならないか考えておりました。 

　また、現状の自治会を通じての町広報紙等の配布方法では、町の自治会加入率が８

５％であることを考えますと、町内に居住する全ての住民に配布できていない状況

が少なからずあり、この点についても、広報紙等の適正な配布に向けて、改善が必

要であると考えていたところでございます。 

　さらに、令和８年度予算編成の中で、大幅な歳出削減が求められておりました。 

　 以上３点を踏まえ、改めて自治会の事務委託の見直しに向けて検討を重ねたとこ

ろ、近年、埼玉県内の自治体や町が防災協定を締結している神奈川県開成町などで、

広報等の配布を自治会による配布から事業者によるポスティングに切り替える事例

があることを把握しました。 

　そこで、近隣でポスティング業務が可能な事業者が存在するか、情報収集を進めた

ところ、事業実施の可能性が見えてきたことから、担当課として、自治会事務委託

の具体的な変更内容を検討し、自治会に対しても段階を踏んで説明を行ってまいり

ました。 

　なお、自治会に対してのこれまでの具体的な説明につきましては、まず、令和７年

１１月の自治会連合会定例会の中で、令和８年度予算編成にあたり、自治会事務委

託の内容の変更を検討していることを説明させていただきました。 

　そして、令和８年１月５日に、業務内容の変更に伴い、令和８年度の自治会事務委

託料として想定される金額の案を提示させていただきました。しかしながら、その

際に、令和７年度に比べて余りにも急激な委託料の減額であるため、段階的な移行

にしてほしいとの要望が自治会長の皆様からありました。 

　この要望を踏まえ、再検討した結果、３年をかけて段階的に事務委託料を減額して

いくという案を作成し、令和８年１月の自治会連合会定例会の場で、この激変緩和

策を示したところ、ご理解が得られたものと考えております。 

　　　　　　　　　　〔９　番　飯塚憲治君発言〕 

９　番（飯塚憲治君）　理由をお聞きしましたけれども、それが大きな今後影響が出るのでは

ないかと私は思っております。 

　３番目の質問に移ります。今後自治会活動、これに対して町としての見込みはどう
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に、どのように考えているのか質問します。執行する、執行としては、自治会活動

に対する期待も含めて、自治会との連携、協力関係などを、どのように考えている

のでしょうかを主旨として、質問します。 

　現在の自由民主主義の原則により行われている、地方自治体の執行体制は、ともに

公選によって選ばれる首長と議会の二本立てです。 

　しかし、一方には町民を代表する自治会連合会もあります。自治会連合会は、事務

委託契約その他の活動によって、細かい部分で執行業務を支えている重要な組織で

あります。 

　今回の事務委託契約の改定は、その重要な組織の活動内容に影響、変更を与えるも

のと思います。かつての区制度から、自治会制度への変更は、地域住民が地域の自

治は、自分たちの身の回りのことは自分たちでやっていこうという趣旨であり、一

方自治に参加していただきたいという行政執行者との地域住民との合意のもとに、

現在それが実行されているものと私は理解しております。 

　自治会は地方自治法の中には出てきませんが、執行にとって行政に関する大切なパ

ートナーであるはずです。そうであれば、執行は自治会の活動を奨励し、補助して

いく責務があるのではないでしょうか。そう考えたとき、今回の変更改定は、若干、

先ほど、答弁を課長から頂きましたけれど、丁寧さを欠いた提案であり、実施まで

にもう少し時間をかけるべき、議論の場を設けるべきであったのではないかと思い

ます。 

　自治会連合会の月１回の会合ではなく、違うこの改定についての合意の会合等、必

要な会合等が必要であったのではないかと私は思います。また、今回の改定案を実

施した結果、自治会活動に、そして、自治会員自体それぞれにいかなる変化が表れ

るのかが心配です。昔から、たとえ話にあります。風が吹いたら桶屋がもうかる。

このようなドミノ式連鎖反応が起こるのではないかと思います。 

　以上のようなことを考えたとき、今後、行政執行として、自治会とどのように連携

し、自治会に何を期待していくのでしょうか。お尋ねいたします。 

　　　　　　　　　　〔総務課長　小林康弘君発言〕 

総務課長（小林康弘君）　今後、町として自治会とどのように連携していくかということにつ

いて、今回の自治会事務委託の内容変更で、広報等の全世帯対象の配布業務がなく

なるわけですが、各自治会には、引き続き行政連絡文書等の回覧の業務は願いする

ことになります。また、そのほかにも、環境美化活動、道路愛護活動、各種委員や

役員等の推薦など、これまでどおり様々な面でご協力をお願いするものであり、議

員がおっしゃるように、今後のまちづくりを進める上で、自治会は引き続き町にと

っての大切なパートナーであると考えております。 
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　また、このことを重要視し、令和８年度予算案においては、自治会事務委託料は、

広報等の配布を行わなくなることにより、減額となるものの、本来の自治会活動の

振興に充てられる補助金等については、前年並みを前年度並みを確保しております。

今後もこの姿勢は姿勢を維持し、自治会活動に対する補助金、助成金による継続的

な財政支援と、さらなる自治会負担の軽減に取り組んでいきたいと考えております。

また、今後、町が自治会に対して期待することにつきましては、先ほど申し上げま

したとおり、引き続きまちづくりのパートナーとしての役割になりますが、その中

でも特に防災の面での役割を期待しております。 

　もし町内で大規模災害が発生した場合、行政として、２万人を超える人たちそれぞ

れを助けに行くことはできません。そのとき必要になるのが隣近所の助け合い、共

助となります。 

　そして、いざというときの助け合いを可能にするのが、日頃からの地域のつながり

となります。 

　この具体的な策として、町で進めているのが、吉岡支え愛マップづくりになります。

こういった取り組みを今後とも拡大し、充実させることで、住民同士のつながりも

深めていきたいと考えております。 

　　　　　　　　　　〔９　番　飯塚憲治君発言〕 

９　番（飯塚憲治君）　自治会活動にずいぶん、期待をしていると、いう理解を得ました。 

　しかしながら、今回の委託契約の変更は、ただ単にその部分の委託費が減るだけで

はなくて、自治会に大きな変化をもたらしますよ。 

　私はここに今、質問している内容は、私の頭から、元自治会長経験者としての頭の

中から出たことだけではありませんよ。 

　今回のことについては、六つの自治会の会長とお話ししております。その自治会長

から様々な意見を頂いております。とてもここでは発表できない。私は言えないよ

うな内容なことを発言する自治会長もおりました。そういったことを十分踏まえて

今後対応していただきたいというふうに思います。 

　４番目です。増収、経費節減などへの取組計画をお尋ねします。 

　今回の自治会事務委託契約の改定を行う理由の一つに、行政費用の節減があるとい

うことであります。町長が度々言われていることです。 

　本町は人口が増えて、若い人が多い、教育年齢の人口比率も高く、教育費の予算割

合が高い。そのほか民生費福祉、厚生の予算割合も大変に高いため、柔軟性のある

予算運用ができてない。予算が硬直化している悩みがある、ということです。本町

の予算がいろいろな面で逼迫しているのもしているようなことは、私、議員も承知

しております。その状況を少しでも打開、好転させるために、模索した結果の一つ
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が、今回の事務委託経費の低減案であると理解しております。であるならば、経費

の節減策、策だけでなく、収入の増加策も抱き合わせで推進すべきと考える、とい

うふうに私は考えます。 

　以前より多くの議員から指摘提案があります。収入の増加策、ふるさと納税、クラ

ウドファンディング、ネーミングライツなど、まだほかにあるかもしれません。 

　来年度におけるこれらの取り組み、計画はどのように考えているのでしょうか。減

らすのは比較的に取り組みやすい、しかし、増収施策の達成にはかなりの努力が必

要です。しかしこれはやらなくてはならない。行政の仕事だと思います。剥ぎ取ら

れているばかりは駄目です。 

　現在模索し、計画している来年度の計画、その内容と目標をお聞かせください。 

　　　　　　　　　　〔企画財政課長　齋藤智幸君発言〕 

企画財政課長（齋藤智幸君）　歳入増の計画についてお答えいたします。 

　お話に出ましたふるさと納税、クラウドファンディング、ネーミングライツについ

ては、飯塚議員をはじめ、多くの議員よりご指摘を受けているものでございます。 

　まず、ふるさと納税、クラウドファンディングについては、引き続き増額に向け担

当部署として努力するところでありますが、それに加え、庁内職員で構成したグル

ープを立ち上げ、クラウドファンディングを含めた、ふるさと納税増収を検討して

まいりたいと考えております。その仕組みづくりを現在検討中でございます。 

　また、ネーミングライツについてでございますが、以前の議員の一般質問時点より

検討しており、現在、ガイドライン等を作成して、庁内で調整を行っており、早け

れば来年早々から募集を行えればと考えております。 

　お話には出てこなかったことですが、長年見直しに手をつけてこられなかった施設

の使用料または手数料についても一定の基準で算出する基本方針を作成して、適正

な負担を求めることとしています。また、町で購入した物品については、用途が終

わり、不要となったものを単に処分するのではなく、売り払う仕組みづくりにも着

手したいと考えております。 

　　　　　　　　　　〔９　番　飯塚憲治君発言〕 

９　番（飯塚憲治君）　今答弁頂きました、いろんな面で努力をして、増収対策に取り組むと。

８年度は、大いに期待するところであります。 

　次３番、最後になります。５番目です。今回の改定は内容の見直しができないのか、

お尋ねいたします。 

　自治会は会員の自治会費、事務委託契約の収入、再生用廃棄物の売却収入、各種補

助金などによって活動が成立しています。 

　最大の収入源であります、事務委託契約の金額が大幅に削減されることは、それか



- 163 - 

らの自治会活動に少なからずの影響が出てくると、感じるのは私だけではないと思

います。活動費の減少に従って、活動計画自体を削っていく。一つ二つ、これは今

年はやらない。活動実行内容の縮小などが心配なこととして考えられます。 

　行政執行の一部分を担っていた自治会が、その一部分から撤退することになれば、

一般町民から見て、自治会の存在意義が薄れていくのではないでしょうか。 

　そうすると自治会員は何を思うでしょうか。ここの部分です。私はとても心配なり、

今回の一般質問をいたしました。自治会事務委託契約の改定には、ただ単にこれに、

これを改定すれば、１，０００万ですか。２，０００万でしょうか。その経費は節

減できるという機械的で単純計算的では考えること、単純計算的に考えては、はか

ることができない。人間の心情、心の問題もはらんでいるのです。 

　今回の改定に伴う予算計画は、議案第２５号の予算案を見ますと、ある部分では、

事務委託費削減、削減の効果は約１，６７０万。これからポスティング費用を差し

込み、差引きますと、都合１，２４３万円の費用削減の効果が生まれる計算になり

ます。一自治会平均にしますと９５万円です。 

　この額が高いか低いかは個人によってその判断が分かれるでしょうが、さきに述べ

ましたリスクをしてまで、この事務費削減の契約変更を実行すべきものなのでしょ

うか。私には疑問です。 

　町長今回の事務委託、契約の改定は、その内容において、今後、変更を行う余地は

ないのでしょうか。経費の節減が必要ですが、しかし中には、減らしてはいけない

ものもあるはずです。 

　町長のお考えをお聞かせください。 

　　　　　　　　　　〔総務課長　小林康弘君発言〕 

総務課長（小林康弘君）　町としましては、今回削減させていただく金額はあくまでも広報等

を配布していただく、その事務費分を頂いていた事務費分ということでありまして、

このことにより、確かに事務委託料は減少するものの、自治会運営に関する助成金

等はこれまでどおり減額しておらず、広報等の配布事務がなくなることで自治会の

負担は大きく軽減されるものと考えております。 

　また、町としては、今回の事務委託の変更について自治会に対し、段階を踏んで説

明し、最終的に各自治会からの要望に応じて、激変緩和措置として３年間をかけて

減額していく方法をとらせていただきました。 

　このことから、今回の事務委託の内容の見直しにつきましては、各自治会からのご

意見を踏まえたものになっていると考えており、現段階においては、自治会事務委

託費について現在の案を再検討することは考えておりません。 

　　　　　　　　　　〔９　番　飯塚憲治君発言〕 
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９　番（飯塚憲治君）　先ほどちょっと私話しましたけれども、何人かの自治会長に意見を伺

いました。委託事務委託契約の経費のみが削減されるものであって、ほかのものは

変更ないと言う話ですが、それは確かです。 

　しかし、自治会活動の、先ほども私の質問の中にありましたけれども先ほど話した

中にもありましたが、自治会、自治会を運営する上において必要な経費、その経費

の最大の収入源は、今回の事務委託契約の変更の中にあるんです。 

　そうしますと、先ほど言いましたように、いろいろなものに影響出てくるわけです。

町としては事務委託契約だけを変更しただけであって、そのほかのものは一切、変

更しておりません。ですから、経費の節減をした結果、自治会の活動が大きく変更、

影響を受けておかしくなることはありませんよという、そういう考えですよね。そ

れはちょっと、私も自治会長経験してますから分かりますけれど、自治会の運営状

況をよくお分かりでない人の考えですよ。先ほども言いましたけれども、自治会長

に伺った。内容は、今、課長が答弁していたような内容をちょっと変更してもらわ

な、頂けなければならないようなひどい話もあります。 

　さらに、そのようになりますと、自治会に入っていなくも、必要な冊子情報は入っ

てくる。さらに、回ってくるような回覧版だけと。回覧版の中身も、広報の中に結

構入ってますよね。１か月、２か月前に、そうしますと、回覧版の効果というのは

薄れるわけですよ。そうしたら先ほど言ったのは、町民がそこで何を考えるかって

ことですよ。 

　自治会活動に、自治会に入っている、意味が薄れていくわけですよ。そしたら何を

考えるんですか。そういう話もあるんですから、その辺は十分ですね、町長少し考

えていただきたいと思いますよ。そういえば、そういえば自治会活動が、数年後に

こうになっちゃったなと。こうなったのは、やはりパンデミックが広がったそのせ

いだと。それと今回の自治会事務委託契約の変更も大きかったよなあと。そういう

話にならないように、私は心配してるんです。今後十分自治会とですね、まだ話し

合っていただきたいと思います。 

　課長の質問答弁の中に、十分に説明して、自治会連合会に説明して、それでその合

意を得た、承諾を得たと言ってますけれども、それは本当に全くその１００％そう

なんでしょうか。 

　私が自治会長から伺った話ではそうなっていませんよ。自分の考えと自治会連合会

の考え、さらにすり合わせる必要があると思います。 

　一つは、町民のですね、親睦と利用を図って絆を深めるというのが１番の目標だと

思います。町長そうですよね。そういうことに私は１番心配して、今回の一般質問

をいたしました。よく、今後とも、自治会連合会とも話合いを、十分にやっていた
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だきたいというふうに思います。 

　以上で議長私の一般質問を終了いたします。 

議　長（富岡大志君）　以上をもちまして、９番飯塚憲治議員の一般質問は終わりました。 

　以上で本日の会議で予定されていました一般質問は全て終了しました。明日は通告

のあった７人のうち残り、２人の通告者の一般質問を行います。 

 

散　会 

議　長（富岡大志君）　本日はこれをもって散会とします。 

　　　　　　　　　　午後　３時５７分散会 
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開　議 

　　　　　　　　　　午前９時３０分開議 

議　長（富岡大志君）　皆さんおはようございます。 

　ただいまの出席議員数は１４名です。 

　定足数に達していますので、本日の会議を開きます。 

　昨日に引き続き一般質問を行います。本日は通告のあった７人のうち残り２人の通

告者の一般質問を行います。 

　これより、お手元に配付してあります議事日程（第４号）により会議を進めます。 

 

日程第１　一般質問 

議　長（富岡大志君）　日程第１、一般質問を行います。 

　１２番、飯島衛議員を指名します。 

　　　　　　　　　　（１２番　飯島　衛君登壇〕 

１２番（飯島　衛君）　それでは議長への通告に従いまして一般質問を行いたいと思います。

まず、教育関連でございます。 

　（１）番といたしまして、小学校、中学校の給食費無償化の実施についてというこ

とでございます。昨年の１１月７日からですね、自民党と日本維新の会、公明党等

の３党で実務者協議が始まり、昨年１２月１８日に、３党合意を得て、令和８年４

月より、取りあえず小学校の給食費の無償化を実施するとの報道がありました。 

　吉岡町、本当に１０年以上、この給食費の無償化ということで多くの議員が質問し

たわけでございますけれども、いよいよこの４月から、国のほうの補助を得て小学

校の給食費が、取りあえず無償化になるということでございます。それにつきまし

て、町ではこの４月から実施できるのかどうか、まず町長に見解をお伺いいたしま

す。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町長（柴﨑德一郎君）　小学校の給食費無償化については、現在、国で審議しているところで

ございます。３月３日の本会議で、令和８年度学校給食事業特別会計予算の上程説

明をさせていただいたとおり、従来どおりの方法で予算計上をしているところであ

ります。 

　国で給食費無償化が可決されましたら、速やかに対応していきたいと考えておりま

す。 

　　　　　　　　　　（１２番　飯島　衛君発言〕 

１２番（飯島　衛君）　国会でね、予算が決定したらやるということで、多くの町民がですね、

吉岡町給食費の無償がどうなんだというふうな声を聞きました。小学校は、それで
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は国の予算が決定次第、すぐ実行するということでよろしいですね。 

　続きましてですね、この中学校の無償化の実施について、町長の見解をお伺いいた

します。 

　　　　　　　　　　〔教育委員会事務局長  米沢弘幸君発言〕 

教育委員会事務局長（米沢弘幸君）　中学生の学校給食費の無償化についてですが令和８年度も

従来同様、生徒１人当たり月９５０円、年間１万４５０円の補助、小中学生の食材費

の補助として５００万円、第三子以降の生徒の無償化、食材費高騰に伴う２０００万

円を繰り出す予定となっております。 

　令和８年度についても、食材費の高騰が続いていますが、保護者負担の新たな増加

につながることがないよう、一般会計からの補填で対応していきたいと考えておりま

す。 

　　　　　　　　　　（１２番　飯島　衛君発言〕 

１２番（飯島　衛君）　中学校はですね、小学校の給食費の無償化を実施してから、引き続き

やりたいというような答弁で、いつ、国のほうからの支援があるというふうな答え

がちょっとなかったんですけれども。 

　このですね、今度のこの給食の支援月５，２００円の支援ということが言われてま

すよね。それで小学校の場合ですけれども決まったわけじゃないんですけれども、

今３，６４０円ですか、給食費、中学校が４，１００円、ということは小学校が始

まった場合は、要するに、保護者の負担はゼロということで、よろしいと思います

よね。その辺、確認ですけれど。 

　　　　　　　　　　〔教育委員会事務局長  米沢弘幸君発言〕 

教育委員会事務局長（米沢弘幸君）　小学校育成の保護者に対しては負担ゼロというふうに想定

されます。 

　　　　　　　　　　（１２番　飯島　衛君発言〕 

１２番（飯島　衛君）　この中学校の給食費無償化、本議会でもね３月の定例会始まって早々、

吉岡だけがなかなか無償化にならないということで、取りあえず国のほうの支援が

決定してないし、予算もないですけれども、要するに、４月、５月頃から始めたい

とか、そんなような、そういう意見がございましたけれども、その辺町長、再度お

聞きしますけれどもいかがでしょうかね。 

　中学校の給食費の無償化についてですけれど。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町長（柴﨑德一郎君）　先日もお答えさせていただいたように現状ではまだ予定はしておりま

せん。以上でございます。 

　　　　　　　　　　（１２番　飯島　衛君発言〕 
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１２番（飯島　衛君）　実際、予算がないということでね、できないということで、それは致

し方ないということで。それではですね、国の予算が取れしだい小学校は、速やか

な給食の無償が始まるということを確認できました。そして、中学校が、国のほう

でね、また支援ができるということになれば、速やかに補正を組んでやっていただ

けるということでよろしいですね。それでは次に移ります。 

　（２）番、小中学校の修学旅行費についてです。旅行についての補助ということで、

説明と一般質問を行います。小中高校の修学旅行費が上昇しているとの上毛新聞の

記事がありました。前橋市では、昨年度、中学校の費用が２泊３日の日程で７万円

を超えていて、２０２３年度と比べ１万円上昇しているとのことです。小学校でも、

東京・横浜方面に１泊２日で行くのに、２年前より５，０００円ほど上昇して、３

万円を超える、ケースもあるそうです。 

　まず、修学旅行の費用とかについてですね、まず、町の実情についてお伺いいたし

ます。 

　　　　　　　　　　〔教育委員会事務局長  米沢弘幸君発言〕 

教育委員会事務局長（米沢弘幸君）　町内小中学校の修学旅行費用について、おおよその金額で

お答えします。 

　まず、吉岡中学校ですが、奈良・京都方面、２０２３年度になります。６万４，０

００円、おおむねですが２０２５年度、本年度ですが７万円、ということで、６，０

００円の値上がりとなります。 

　次に明治小学校ですが、長野・松本方面、２０２３年度で２万５，０００円。２０

２５年度は３万２，０００円ということで７，０００円の増加になります。駒寄小学

校ですが、２０２３年度、栃木方面で２万５，０００円で、２０２５年度が山梨・富

士山方面になりまして、３万１，０００円ということで、６，０００円の増というこ

とになります。 

　小学校については行き先が違うということはご了承をお願いします。 

　　　　　　　　　　（１２番　飯島　衛君発言〕 

１２番（飯島　衛君）　今、旅行とかそういう費用が以前よりは高騰してるというのは間違い

ないと思いますね。それによって行き先が変更したということはあるんでしょうか。 

　　　　　　　　　　〔教育委員会事務局長  米沢弘幸君発言〕 

教育委員会事務局長（米沢弘幸君）　費用面で行き先が変更になったという事実はありません。 

　　　　　　　　　　（１２番　飯島　衛君発言〕 

１２番（飯島　衛君）　この埼玉の所沢市ですけれども、小中学校の修学旅行の費用を新年度

から無償化するというニュースがありました。小中両校の無償化は埼玉県内でも初

めてということでございます。小学生は１人３万５０００円、中学生は７万５００
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０円を上限に補助するというものでございました。 

　また、埼玉県の毛呂山町が中学生の補助を行っているということでございます。 

　町長ですね、ものすごく調べてみると、もう本当に財政が豊かなところというんで

しょうかね。もう今ほんとに学校のですね、修学旅行費の無償化だけじゃなくて、

制服やら、学用品やですね、いろんなところをですね、無償化にしている学校、自

治体はですね、かなり多くなっております。 

　これはやはり流行ということではないんですけれども、やはり今本当に物価高で大

変な時期でございまして、そういった形で何とか支援をしようという流れがあるん

ではないかと思います。 

　品川区なんかはね、制服の無償化に踏み切ったり、学校給食や学用品を無償化した

り、都内でねみんな財政的に豊かなところだと思いますけれども、葛飾や、荒川区

は修学旅行の無償化などとあわせて、小学校では６年間で平均１６万円、中学校で

は３年間で平成２５万円の保護者負担が軽減される見込みだなんてね、出ておりま

す。 

　また、足立区などではですね、一定、年収以下の世帯に対して、高校生１人当たり

５万円の支援をするとかね、今本当にあらゆるところでこういった支援をしている

と。 

　ということで、吉岡町でも、これから高騰する修学旅行に対してもですね、助成が

できないかということを町長にお伺いいたします。 

　　　　　　　　　　〔教育委員会事務局長  米沢弘幸君発言〕 

教育委員会事務局長（米沢弘幸君）　バス代や宿泊代の値上がりに伴い修学旅行費用も増えてい

ます。 

　飯島議員からもご紹介があったように、修学旅行費の補助を行っている自治体があ

ることは承知しております。現時点ですが吉岡町では、補助のほうは考えておりませ

ん。 

　ただ、生活保護家庭や就学援助家庭に関しましては、修学旅行費用のうちですね、

国の上限となりますが、そこまでは町が補助しているというような形になっています。 

　以上です。 

　　　　　　　　　　（１２番　飯島　衛君発言〕 

１２番（飯島　衛君）　町長本当にですね、いろんなこういう支援とかするために、要するに

お金というのはかかるわけで、本当に町としてもですね、税収の本当に、税収の税

収増のことをですね、考えていただきたいと思います。 

　多分吉岡も町もですね、余裕があれば、しても支援してもよろしいんじゃないかと

いうふうな回答が得られると思いますけれども、どうもこのところの、いろいろ状
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況を聞いてみますと、かなり財政もちょっと厳しいようなことをお伺いするんでな

かなか費用のかかることはなかなか色よい返事がもらえないのかなというふうに理

解しておるわけでございますけれども、いずれもですね、まだまだインバウンド等

ございましてですね、宿泊施設、バス代とかですね、まだまだ今後ですね、高騰す

る可能性があります。ですからまたそういったときにはですね支援のほうを考えて

いただきたいと思います。 

　次にですね、（３）番といたしまして、カフェのような図書館へということでござ

います。 

　これはですね、東京都の清瀬市の駅前図書館というのがリニューアルしまして、ま

るでカフェみたいと好評を博しているということでございます。 

　吉岡の議会でもですね、以前に、佐賀県の武雄市というところへちょっと視察のほ

うへ行かさしてもらいまして、武雄市の図書館はですね、ツタヤとスターバックス

がコラボしてですね、大きな図書館の中にツタヤが入ってて、本を売ってたりね、

スターバックスのコーヒーを飲みながら、すばらしい図書館があって全国的にも、

的にも有名になった、ところがあるんですね。 

　それで、清瀬市の場合はですね、館内２００円前後でコーヒーやココアを提供する

自動販売機を設置する。これはよく高速のパーキングなんかにあるようなね、ちょ

っとハイカラなこういうコーヒーなんかのこういう販売する、あれ、自動販売機で

いろんな種類のコーヒーとかが手頃な値段で飲めるという、そういうもんだと思う

んですよね。そういった自動販売機を設置したりですね、サイドテーブルつきのソ

ファー席や窓際にハイチェアが並ぶ、カウンター席が用意され平日でもほぼ満席と

いうことでございます。 

　そういった要するにね、雰囲気ですかね、そういうのが必要。あってもいいんじゃ

ないかということですね。 

　またですね、これがちょっと物すごく見てたらすばらしいのがですね。貸出しから

返却まで誰でも無料で利用できる宅配サービス、おうち図書館というのがスタート

したという、実に登録した人が予約して、本を予約するとですね、自宅へ届けてく

れると。置き配じゃなくて、届けてくれる。そして、返却する場合は図書館持って

たりするんですけれども、この運送業者とですね、提携すると、コンビニでも要す

るに返還ができるという、実に清瀬市は面積も広いというのもあろうかと思います

けれども、実にねこれ利便性があると思うんですよね、今やはり吉岡に住んでる人

が図書館に、やっぱ通うのに、来るのは別に近いんだから来ればいいんですけれど

も、最近何かとみんな共稼ぎということで、できればこうやって家から予約してで

すね、借りた本を予約して、配達してもらうなんて、実に、物すごく便利で、横着
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な私なんかにとってはありがたい仕組みだなあという思って提案さしてもらうわけ

でございます。 

　決して吉岡町の図書館が劣ってるとかね、そんなことありません。吉岡は物すごく

本当に何か登録者数も、借りてる貸出し人数も、４万人ぐらいでね、推移しておっ

て、人気あるんですけれども、もっとですね、利便性があるといいなと思って提案

するわけでございます。また図書館の外の南側のところに屋根がかかってて、ああ

いうところを天気のいいときは椅子でも置いてですね、ソファーでもいいし、要す

るにテラスみたいな形で来て物すごくもっと利便性、ができ、よくなればなあとい

うふうに思っておるわけでございます。 

　そしてですね、最近若い人の読書離れというのは、指摘されているんですね。第７

０回学校読書調査というのが２０２５年版のが、発表がありましてですね。これは

毎年定例の年ごとに設定したものを調査してるんですけれども、５月の１か月間に

読んだ本の冊数ということで、調査してるんですね。 

 　そして、今７０回の調査の結果ではですね、２０２５年５月１か月間の平均読書

冊数は、小学生で１２．１冊。中学生は３．９冊、高校生は１．４冊、不読者、要

するに５月１か月間に読んだ本がゼロ、ゼロの児童生徒の割合は、小学生が９．

６％、中学生は２４．２％、高校生は５５．７％となっていると。こういった形で、

やはり今、ＳＮＳ等、スマホ等がね、流行っておりまして、本の読む、ちょっと本

数というんですか、冊数というんですかね、そういうのが随分減ってきたと、そん

な調査がございましてですね。これは子供たちの、あれですけれども、私がさっき

言ったようにおうち図書館みたいなのは、共稼ぎで家庭にいる、ね、なかなかいら

れない、そういった人たちにも利便性があるんではないかということで、提案する

ものでございますけれども、町長の見解をお伺いいたします。 

　　　　　　　　　　〔教育委員会事務局長  米沢弘幸君発言〕 

教育委員会事務局長（米沢弘幸君）　清瀬市の駅前図書館のリニューアルやおうち図書館の取組

については町としても注視しております。 

　単なる蔵書の提供にとどまらず、市民の利便性向上と居心地のよい空間づくりを両

立させている点は、今後の図書館運営における重要なモデルケースであると認識して

おります。 

　さらに、駅直結の利便性、滞在型カフェのような内装をデジタル活用という現代の

図書館に求められる三種の神器と、それをそろえた好事例となります。町の図書館の

建設で、今年で３０年ということになり、そろそろ機能更新の時期も来ております。

町の施策の中での事業の優先順位がありますが、図書館の更新時で今はその時期では

ございません。 
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　ただ、リニューアル時に当たってはですね、リラックスして過ごせる滞在型図書館

のコンセプトの導入も視野に入れ、研究を進めるのも良いアイデアではないかと考え

ております。 

　また、おうち図書館の取り組みについてですが、移動が困難な高齢者や子育て世代

にとって、とても有効だと考えられます。清瀬市の事例を参考に、導入コストと利用

人数のバランスを精査し、今後の研究課題としていきたいと考えています。 

　以上です。 

　　　　　　　　　　（１２番　飯島　衛君発言〕 

１２番（飯島　衛君）　ぜひですね本当にこういうのをね、お願いしたいと思います。本当に

高齢者の方でもね、読書を好きな方おります。本当にこういう宅配サービスのね、

おうち図書館なんてこういうのがあるんですね。だからやはりいろんなところの自

治体の見聞とか視察とかしなきゃいけないんだなというふうにつくづく思うわけで

すね。ぜひですね、リニューアルのときは、またね、雰囲気のいい図書館をつくっ

ていただきたいと思います。 

　あとですね、先ほど言ったテラス南側の屋根のところ、テーブルと椅子ぐらい出し

てですね、春のあったかいとき、静かなとき、外での読書というのもいいと思うん

ですけれども。あとちょっと質問なんですけれども、結構ほら東に公園があるじゃ

ないですか。ああいうとこへ持ち出して本を読むのは図書館はどうでしたっけ。別

に規制はなかったでしたっけ。その辺ちょっと。 

　　　　　　　　　　〔教育委員会事務局長  米沢弘幸君発言〕 

教育委員会事務局長（米沢弘幸君）　特に公園での利用についての制限はありません。ただ、図

書館の本を図書館から外に出す場合は、そのまま、持っていくことができないので一

応貸し出すという手続をとっていただければ、外で読むというようなことは現在でも

できます。 

　また、そのテラスの下なんですが現状も幾つか椅子があるので、今議員が述べられ

ているアイデアも一つの手かなというふうには思っております。 

　　　　　　　　　　〔教育長　山口和良君発言〕　 

教育長（山口和良君）　追加で昨年度やったかどうかちょっとはっきりしないんですけれども、

ゴールデンウイークあたりの天気のいい日に木の下で読むようなイベントを読める

ようなイベントを図書館でも、開催しているところですので、飯島議員がおっしゃ

ったようなコンセプトを取り入れながら、少しずつやっていければと思います。 

　　　　　　　　　　（１２番　飯島　衛君発言〕 

１２番（飯島　衛君）　ぜひよろしくお願いします。本当に特にですね、このおうち図書館、

これ予約でね、いながらに図書館を予約して配達してくれるって、もう本当になま
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けものの私たちには本当にありがたい仕組みでぜひですね、こういうのを導入して

いただきたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。 

　続きまして健康福祉関連ということで、（１）番、高齢者の新型コロナウイルスワ

クチンの予防接種の継続は、ということでございます。 

　今年度の高齢者の予防接種状況等はどうなっているのかまずお伺いいたします。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町長（柴﨑德一郎君）　まず、今年度の高齢者の新型コロナウイルス予防接種状況についてお

答えします。 

　令和７年度の新型コロナウイルスワクチン接種状況につきましては、令和８年１月

末時点で、対象者５，１６８人、接種者１，１１７人、接種率は２１．６％でござ

います。 

　自己負担額はちなみに３，０００円となっております。 

　以上です。 

　　　　　　　　　　（１２番　飯島　衛君発言〕 

１２番（飯島　衛君）　２１．６％ですか、何かですね、これ国の方でもですね２４年度の高

齢者の接種率というのを調べたんですね、医療機関に納入されたワクチンの本数で、

分かるんですよ。そしたらやはり２０％程度だというふうに言われております。だ

からもう少しですね、やはり高齢者のほうの啓発が必要ではないかなって思うんで

すよね。 

　新型コロナウイルスですね、これ２０２０年に新型コロナウイルスが世界で猛威を

振るい始める中、集団感染が起きたクルーズ船ダイヤモンドプリンセス号が横浜港

に到着してから、２月３日で、６年が経過しました。 

　そして、この新型コロナウイルスの感染者数は、２０２３年５月に５類に指定して

から減少傾向にあるが、感染して亡くなる人の数は依然として高止まりしていると

のことでございます。 

　厚生労働省の人口動態統計によると、２４年の新型コロナによる死亡者数は３万５，

８６５人に上り、２２年４万７，６３８人、２３年３万８，０８６人に続いて、高

水準になっているとのことでございます。昨年は９月までに１万７，９４２人が亡

くなっているとのこと。 

　厚労省によると、２４年にインフルエンザで亡くなった人は２，８５７人で、新型

コロナの死亡者数は、この約１３倍に及ぶとのことでございます。 

　また、深刻なのが高齢者で、特に、８０歳以上のリスクは高く、６５歳と比較する

と約１０倍もリスクがあるということでございます。また、ワクチン接種から２年

以上の間隔があくと、人工呼吸器着用などの重篤な入院と死亡リスクは高まるとの
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科学的知見もあるとのことでございます。 

　また、今全世界の各国のですね、状況ではですね、アメリカでは、６５歳以上は最

後の接種から６か月以上空けて２回目の接種。全部助成制度で無料でございます。

英国イギリスですね、７５歳以上の高齢者と、高齢者向け介護施設の居住者に接種。

カナダは６５歳以上に接種。フランスは６５歳以上に毎年秋の接種、８０歳以上と

要介護高齢者向け住宅の居住者は春に追加接種、オーストラリア７５歳以上は６か

月ごとに接種、６５歳から７４歳は１２か月ごとに接種、そして、日本は、年１回

の接種で一部自己負担が必要ということでございます。 

　そういった状況でですね、今、吉岡町は高齢者のほうのワクチン接種で定期接種だ

って３，０００円を助成していただいてるわけなんですけれども、何か町長あれで

すかね。今年度から国による自治体への助成が終了するというふうにちょっとちら

っと聞いたんですけれどその辺、どうでしょうか。 

　　　　　　　　　　〔健康福祉課長　一倉哲也君発言〕 

健康福祉課長（一倉哲也君）　大変申し訳ございません。ちょっとその辺のことはちょっと確

認とれてませんので、申し訳ありません。 

　　　　　　　　　　（１２番　飯島　衛君発言〕 

１２番（飯島　衛君）　あのですね、私なんでこの高齢者のね、予防接種の継続ということで

言ったんですけれど、例年、施政方針のときに町長は前年もそうですけれど、ちゃ

んと予防接種とかそういうのをやりますよとこういうふうにうたってたのに、今回

の施政方針では、もう何にもさわってなくて、それでやるのかどうかというのは気

になりまして質問するわけですけれども。 

　また、継続について助成と、また継続についての見解を町長にお伺いいたします。 

　　　　　　　　　　〔健康福祉課長　一倉哲也君発言〕 

健康福祉課長（一倉哲也君）　高齢者の新型コロナウイルスの予防接種の継続についてお答え

します。 

　新型コロナウイルスワクチンについては、新型コロナウイルス感染症にかかった場

合の入院や死亡等の重症化等を予防する重症化予防効果が認められているため、吉

岡町では、予防接種法に基づき、今後も引き続き実施してまいります。 

　令和８年度の実施期間については、令和８年１０月から令和９年３月を予定してお

り、９月頃、対象の方に通知する予定です。 

　また、令和８年度の町の助成金額については、委託先である、渋川地区医師会及び

渋川市、榛東村と協議し、接種実施前までに決定する予定となっております。 

　　　　　　　　　　（１２番　飯島　衛君発言〕 

１２番（飯島　衛君）　助成は接種前に検討ということは、要するに３，０００円から上がる
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可能性があるということでよろしいでしょうか。 

　　　　　　　　　　〔健康福祉課長　一倉哲也君発言〕 

健康福祉課長（一倉哲也君）　はい。その辺りも含めて検討をさせていただくということにな

っております。 

　　　　　　　　　　（１２番　飯島　衛君発言〕 

１２番（飯島　衛君）　先ほども話したようにですね、やはり８０歳以上のリスクが高くなる

ということで、できればですね、８０歳以上の方で、あくまでもこの、ワクチンと

いうのは接種率が２０％ぐらいということですので、強制でもありません。ですか

ら人数的にも、先ほど１，０００人でしたっけ、受けてるということでございます。 

　ぜひですね、８０歳以上の方ぐらいには無料というかですね、そのような方向性で

持っていっていただければなと思いますけれどもよろしくお願いいたします。 

　それでは（２）番といたしまして、各自治会の老人クラブへの支援ということでご

ざいます。 

　高崎市はですね、６０歳以上の高齢者でつくる地域の長寿会の活動を支援しようと、

県内の日帰り旅行費用や健康づくり活動を支援する新たな補助事業を始めるとの新

聞の記事が載っておりました。 

　実際私も７０歳になって、地元の老人クラブに入ったわけなんですけれども、私の

おふくろなんかの時代はですね、温泉とかが安かったのもあるんでしょうけれども、

栃木の方からですね、マイクロが迎えに来て、ほんで泊りがけ旅行ができた、その

ような時代があったんですね。 

　それで私もう７０で老人会入ってみたら、やることはですね、本当に誕生日会と、

新年会、ぐらい、輪投げ大会みたいのもあるけれども毎回５００円ぐらいで、お弁

当食べて終わってしまうという、ちょっとカラオケなんかもちょっと、やるような

形で、なかなかそこでアルコールを飲むようなこともなくてですね、何か物すごく

寂しい老人会なんですよ。 

　ぜひちょうど高崎のですね、この日帰り旅行費や健康づくりにね、助成補助事業を

始めるなんて記事を見たもんですから、何とか老人クラブなんか自治会から２万ぐ

らいのお金をもらって、それで、そん中で会員から５００円とかもらって、やりく

りしてて、とてもじゃないけれど旅行なんか全然行けるような状況じゃなくて、そ

の点町長はですね、何かこう支援を考えていただけないでしょうか。 

　町長の見解をお伺いいたします。 

　　　　　　　　　　〔健康福祉課長　一倉哲也君発言〕 

健康福祉課長（一倉哲也君）　高齢者が住みなれた地域で生きがいを持ち、心身ともに健康で

生活することができる環境づくりは重要な取組であると認識しております。 
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　町では、老人クラブの活動を円滑に推進するため、単位老人クラブ及び老人クラブ

連合会への支援として補助金を交付しています。町としては、補助金を支出する側

としての指導や支援、サポートを通じて、今後、単位老人クラブの活動が活性化す

るよう取り組んでいきたいと考えております。 

　高崎市のような活動支援補助金については、補助をすることで、老人クラブの活性

化につながると考えられますが、老人クラブの方々の意見を聞く機会を設けながら、

財政状況も考慮した中で、今後調査研究していきたいと考えております。 

　　　　　　　　　　（１２番　飯島　衛君発言〕 

１２番（飯島　衛君）　私の質問はみんなお金のかかることばっかりで申し訳ないんですけれ

ど本当に。でも実際やはりですね、全てお金次第なんで、ぜひですね、町の町内の

ね、元気のいい、年寄りの人たちが、充実した老後を送れるような支援をお願いし

たいと思います。 

　それでは、開発関連ということで、（１）番、産業団地についてでございます。 

　昨年１２月に産業団地の概算事業費が約６８億円との説明がありました。全ての企

業誘致は完了した場合、町の税収というのはどのくらい見込んでいるのか、見解を

お伺いいたします。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町長（柴﨑德一郎君）　税収見込みにつきましては、進出企業の業種や規模、投資

内容は確定していない現段階では、具体的な数値をお示しすることは、適切ではな

いと考えております。 

　一方で、産業団地の整備により、固定資産税や法人住民税、雇用創出による地域経

済の波及効果など、一定の財政効果が期待できるものと認識しているところであり

ます。今後、企業誘致の展開に合わせ適切な時期に見通しをお示しできるよう努め

てまいりたいと思います。 

　　　　　　　　　　（１２番　飯島　衛君発言〕 

１２番（飯島　衛君）　実際そうですよね、決まんなければ分からないんですけれども、私心

配するのはこの６８億円をかけてですね、それはペイできるのか。 

　要するにに土地を買収して、これ分譲をするわけですよね、企業にそこの６８億円

という以上にはっきり言って売れるのかどうか、その辺はどういうふうになってる

のか。聞いてもいいですか。 

　　　　　　　　　　〔産業観光課長　渡部英之君発言〕 

産業観光課長（渡部英之君）　当然のことながらですね、その点の収支のほうの考えながらで

すね、今後の企業誘致もしくはですね、販売の方法、価格についてもですね、考え

ていきたいと思っております。 
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　　　　　　　　　　（１２番　飯島　衛君発言〕 

１２番（飯島　衛君）　県内のいろんな産業団地とかいう、誘致したところを見るとですね、

要するに３年間は固定資産税をね、無税にするとかね、いろんな優遇してますよね。

そうすると危惧は売れて誘致しても、実際に固定資産税とかが入ってきたり法人税

が入ってきたりするのが、かなり遅くなるので、私ちょっと心配してるんですけれ

ども。 

　明和町なんかね、ちょっと調べましたら、やはり固定資産税とか法人税が４．８倍

ぐらいになったら、ちょっと何かニュースもちょっとありましたけれども、要する

に、ジョイホンのときにね、できるときに、私質問したんですよね。どのくらいや

っぱり収益が上がるかって。そしたら固定資産で２０００万ぐらいだなんていうふ

うに、何か聞いたことがあるんですよね。実際２０００万ぐらいだだったですよね。

だから要するに、農地だったら、全然農地だから対して税金入らないけれど、要す

るに産業団地になって、工場ができる、工場工業とかそういう産業会社が入ってく

れば、固定資産税、法人税が上がるという認識でよろしいですね。いかがでしょう

か。 

　　　　　　　　　　〔産業観光課長　渡部英之君発言〕 

産業観光課長（渡部英之君）　はい。当然のことながらですね、固定資産税のほうの税収のほ

うは見込めると思います。 

　　　　　　　　　　（１２番　飯島　衛君発言〕 

１２番（飯島　衛君）　この産業団地の分譲をする場合はこれはちょっと確認なんですけれど、

町独自で行うんでしたっけ。それとも県と共同で行うのか、その辺ちょっと確認で

お願いしたい。 

　　　　　　　　　　〔産業観光課長　渡部英之君発言〕 

産業観光課長（渡部英之君）　一応オーダーメードという形ですので、町のほうで企業誘致を

行って販売という形になります。 

　　　　　　　　　　（１２番　飯島　衛君発言〕 

１２番（飯島　衛君）　ぜひですね、本社機能のあるようなね、優秀な企業ですね誘致してい

ただきたいと思います。 

　それでは次に、公園整備に関してでございます。 

　（１）天神東公園の整備に関してです。これ昨年の１２月議会でも、質問しました

が新しい提案です。 

　今ですね、スケートボードというのは物すごく流行っておりまして、ちょうどです

ね、千代田町が今年の２月１日に、ふれあいスケートパークというのをオープンし

たというふうに報道がありました。これは公園用地に公募型プロポーザル方式で設
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計、監修事業者を募って総事業費６，７８０万円。このうち１，６００万円がスポ

ーツ振興くじ助成金が充てられるとのことでございます。今の子供たちはオリンピ

ックでも人気のあるスケートボードやスノーボードが憧れておりまして、練習場所

がなかなかなくて遠くまで行っているような状況でございます。 

　またこれは、パリの２０２４年パリオリンピックのときですね。このときはですね、

スケートボードで世界ランキングは日本勢が上位を占めているなんて、ストリート

パークっていいましょうかって男女計４種目のトップ。３、トップスリー、計１０

人の１２人のうち７人が日本人だというふうに言っております。物すごく今世界的

に見てですね、このスケートボードとかが世界一の強豪というふうになっていると

いうことでございます。 

　また、過日のイタリアのミラノのね、東京オリンピックでも、スノーボードで日本

選手活躍しております。結構ですね、私の知り合いの高校生もですね、渋川と前橋

の方にある、先ほどの皆さんのお手元にありますけれども、これが前橋の公園のス

ケートボード広場ですね。こういった形であちこち高校生ですから自転車で行って

るわけなんですよ。 

　それで、私が言いたいのは、要するに天神東公園、親水公園等をつくろうという説

明がありましたよね。ただ冬場の、要するに冬場の利用がどのくらいかというのを

ちょっと心配しておりまして、前橋公園のスケートボード広場というのをちょっと

見ると、平らなところで、別に平らなとこではなくていいんだよねスケートボーダ

ー起伏は逆にあっても、要するに物すごく簡単な公園というか、コンクリートで舗

装でもいいし、アスファルト舗装でもいいしコンクリートでもいいし、そこにちょ

っとこう障害物を置いておけば、もう、スケートボードの場所ができるということ

で、ぜひですね、この天神東公園のどこかにですね、スケートボード場できないか

という提案なんですよ。 

　それについて町長の見解をお伺いいたします。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町長（柴﨑德一郎君）　飯島議員から、天神東公園の整備について、スケートボー

ドパークなど併設を考えては、ご質問をいただきました。 

　天神東公園の再整備は吉岡町の東の玄関口である、道の駅吉岡温泉と一体的に整備

することで、魅力がつくられ、集客や売上げの増加で貢献できるよう、再整備に向

けた基本計画の策定を現在進めているところであります。 

　ご質問の内容につきましては、建設課課長のほうから答弁をさせます。 

　　　　　　　　　　〔建設課長　大澤正弘君発言〕 

建設課長（大澤正弘君）　天神東公園は、隣接する道の駅よしおか温泉をサポートする施設と



- 181 - 

して、道の駅と公園を一体化することで、魅力が作られ、集客と売上げに貢献する

ものと考えております。 

　道の駅を含めた天神東公園の再整備は、今回着手する第１期工事と第２期工事に分

かれております。第２期工事では、天神東公園の南側に拡張する計画となっており、

第１期工事の進捗状況や、道の駅の集客状況を見ながら整備する施設内容を検討す

ることになっております。 

　現在、第２期の構想としては、オートキャンプ場や自転車パークが上がっておりま

すが、議員ご提案のスケートボードパークの検討対象に含めるか、今後研究してま

いりたいと考えております。 

　　　　　　　　　　（１２番　飯島　衛君発言〕 

１２番（飯島　衛君）　今課長の答弁がありましたね。これね千代田町のスケートボード、ふ

れあいスケートパークというのはですね、広さが１，８０４だから、要するに、ね、

２反満たない広さ。そして、インラインスケートや自転車競技のＢＭＸも利用でき

るというふうにね、スケートボードだけじゃなくてですね、いろんなものができる

という、やはりですね、金額的にもね、スポーツ振興くじの助成金が、もらえたり

ですね。 

　そんなに要してなくて、本当に簡単なんであればもう少し安くできるんではないか

ということで、天神東公園の工事費の中にですね、ちょっと組入れて、要するに追

加費用がかからないような形でできないのかなあというふうに、思ってるんですけ

れども、先ほど今これから検討したいということでありますので、ぜひ、どうせ、

もしつくれるんであれば、まず、予算的に大変なればね、それは大変なことで、ス

ケートボードだけでもいいけれども、もしできるんであれば自転車競技なんかもで

きたり、すればいいなと思うんですけれども、よろしいでしょうか。いかがでしょ

うか。 

　　　　　　　　　　〔建設課長　大澤正弘君発言〕 

建設課長（大澤正弘君）　第２期構想としまして今後研究していきたいと考えております。 

　　　　　　　　　　（１２番　飯島　衛君発言〕 

１２番（飯島　衛君）　本当に今ですね、町長ね、スポーツ少年団のね、団員数が減ってるな

んていう話聞きました。 

　スポーツの形態もね、やはり少し変わってきてる。昔みたいなサッカーと野球だけ

じゃなくて、バレーボールとかそういうんだけじゃなくて、違ういろんなねスポー

ツのほうに、子供たちとか若い人たちは目を向けてるというような時代であり、そ

の辺はですね、こういうスケートボードの今流行のようなね練習場、こういう確保

もぜひ必要だと思いますので、ぜひ考えていただきたいと思います。 
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　時間残っておりますけれども、以上で一般質問を終了いたします。 

議　長（富岡大志君）　以上をもちまして、１２番、飯島衛議員の一般質問が終わりました。 

　ここで休憩をとります。再開を１０時４５分とします。 

　　　　　　　　　　午前１０時１７分休憩 

　　　　　　　　　　午前１０時４５分再開 

議　長（富岡大志君）　会議を再開します。１３番小池春雄議員を指名します。 

　　　　　　　　　　〔１３番　小池春雄君登壇〕 

１３番（小池春雄君）　それでは通告に従いまして一般質問を行います。 

　第１問目でありますけれども、再生可能な行政運営についてお伺いするものであり

ます。 

　ＣＯＰ２１であるとか、財政可能な社会（持続可能な社会）の実現、ＳＤＧｓ（再

生可能なエネルギー）等様々な形での啓蒙活動が、教育の現場でも、地域社会でも、

関心が持たれた取組が行われておりますけれども、これまでも検証したとおり、我

が町は、県内のほうでは、リサイクルについては下のほうにランクされております。 

　行政が音頭をとることにより、進んでいくものはたくさんあると思います。これが

ひいては広域組合の負担金の大幅な削減にもなり、自主財源の増にもつながります。

取組方は様々あると考えられると思いますけれどもいかがでしょうか。 

　２月に議会で大木町に行ってきました。分別と生ごみの堆肥化で大幅な削減に成功

していることを、研修し、実感してきました。 

　以前には、仙台市の隣町の村田町のハサカプラントでは、有機廃棄物の資源循環処

理を見てきました。 

　これらの活用で循環型の処理は可能であることを学んできました。捨てればごみ、

生かせば資源、ごみの削減と、処理費の圧縮は可能です。 

　広域組合の計画では、これから数百億円の施設予算が、示されております。スリー

Ｒ、処理方法と、ごみ、削減の取組をしっかりと進め進めるべきだと思いますけれ

ども、見解を問うものであります。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑德一郎君）　９月議会でも答弁させていただきましたが、議員おっしゃるとおり、

循環型社会の構築は、ごみの減量化や広域組合への負担金の大幅削減になる、つな

がるものであることから、町としても大きな課題であるととらえており、真剣に取

組みたいと考えているところであります。 

　特に、議員からご指摘の生ごみの堆肥化や燃料化等による資源化は、廃棄物の減量

に関して最も有効な手段であると考えており、先進地ではこうした取組が行われて

いることも承知しているところでありますが、こうした資源化施設、プラント、小



- 183 - 

規模自治体が個別に建設、運営していくには、多額の費用がかかるものでもありま

す。 

　県内では、神流町とみなかみ町で生ごみを固形化燃料化しておりましたので、担当

レベルで取組について、伺ってきたこともありますが、リサイクル率は県内１位で、

４７．６％と突出している神流町では、施設が故障し、財政面等の理由から、復旧

のめどは立たず、令和６年１２月以降は、民間に焼却処分を委託していると伺って

きました。 

　また、みなかみ町においても、施設の運営費の財政的負担が大きいことなどから、

令和４年１１月には稼働停止、現在は吾妻東部衛生施設組合に焼却処分を委託して

いると伺っているところであります。 

　生ごみの堆肥化・燃料化等を進めていくための施設の整備運営については、町単独

での実施は難しいため、広域連携や民間事業者等の連携等、様々な方法について、

総合的に検討していきたいと考えております。 

　また、生ごみの堆肥化・燃料化等に当たっては、処理施設でのにおいは発生しない、

または、近隣に影響がない程度の臭気に抑えるなどにより、施設の周辺住民の理解

を得ることが、絶対条件であるほか、回収時のバケツ等でのにおい対策も必須であ

ると考えております。 

　大木町では、１０世帯に１個の割合で回収用のバケツを設置しているとのことであ

り、町の世帯数で換算すると、９００戸の設置が必要となります。これは町内のご

みステーションが現在約３００か所であるため、その３倍となります。 

　そのため特に夏場においては、回収までの間に、生ごみから発生するにおいを完全

に抑えることは難しいほか、回収後のバケツの洗浄等が必要となります。 

　大木町と同様に、バケツで生ごみを回収している長野県東御市では、バケツの洗浄

作業を各地域の町で吉岡町でいえば自治会等で行っていただいているとのことであ

ります。これには住民の理解協力が不可欠となります。 

　生ごみの堆肥化・燃料化等の資源化については、一つ一つクリアしていかなければ

ならない課題が考えられ、一朝一夕で立ち上がる事業ではないものと認識しており

ます。 

　しかしながら、議員ご指摘のとおり、また、冒頭で申し上げましたとおり、循環型

社会の構築は、町として大きな課題であり、真剣に取り組むべきことと捉えており

ますので、先進地事例から取り入れられるものを取り入れながら、実現に向けて進

めていきたいと考えております。 

　　　　　　　　　　〔１３番　小池春雄君発言〕 

１３番（小池春雄君）　今町長から答弁をもらいましたけれども、この問題というのは、取組
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と取り組んでいきたいというんで、以前から比べれば、プラスチックごみの収集で

ある、あるとか、少しずつは進んでるんですけれども、歩みをもう少し早めて、い

かにして、ごみの、排出量を減らすかと。 

　いつも言ってますけれども、おおよそ生ごみが排出ごみの５割、弱だと。この間行

った大木町では５割以上だと。６割近くというような話をしてましたけれども、こ

れをいかにして減らすのかということが命題で、その減らし方というのは、まずは

分別がありますよね。 

　分別をするには、多少、経費もかかるかもしれませんけれども、分別、今吉岡町で

分別しようと、分別ごみを出そうとしても、今、確かに役場のところには、資源ご

みの回収場所がありますけれども、こういうものをもう少し増やせて、いつでも出

せるようにするというのと、もう少し分け方を増やしてもいいんじゃないかと、も

う少し増やせるような気がするんですよね。 

　それと、昨日の藤多議員からも質問がありましたけれども、いわゆる、コンポスタ

ーであるとか、電動生ごみ処理機、こういうことによって、量を減らす、要するに

生ごみでしたら多いですけれども、機械にかけると、乾燥もされるし、量は減りま

すよね。いかにしてこの排出ごみを減らすかと。それ、いろいろ言っちゃうとあれ

ですかね、いろいろ分かんなくなっちゃうから、まずは、生ごみを減らす方法、と

いうのを、いろんな知恵が出てきました。 

　昨日、藤多議員があった、確かにこれからコンポストとか生ごみ処理機、それから、

秋山議員からも質問がありました。いわゆる、食料残渣の秋山議員のはキノコであ

るとか、一定の限られたものの、堆肥化なんでしょうけれども、私たち見てきたた

大木町では、堆肥化するに当たっては、これは村田町が同じなんですけれども、堆

肥化するためには、様々な方法があって、吉岡町にできるものはどんなことができ

るだろうかというものを総合して、真剣に考えていく必要があると思うんですよね。 

　そこでいかにして、皆さんが生ごみ減量化のために知恵を出せるか。どういう方法

が、我が吉岡町にとっては、皆さんが賛同できて、これならやってみようという思

いになれるか。ということによって今ある４０数％の生ごみを、たとえ３割でも４

割半減できれば大したもんですよね。にもするかということからやっぱり手始めに

行っていく。私はともいえばだからそれがこれは吉岡方式だと。いうようなことを

ね、ぜひ皆さんで知恵を出して、先進地事例に学んで、いいとこ取りをしてって、

吉岡町でもできる部分って私はあると思うんですよ。 

　そういうものをやってみたい、やってみる。実現しようじゃないかというそういう

その決意が町長にあるかどうかというものをお伺いしたんですよ。確かに人材難で

もあるしいろいろ大変でしょうけれども。でもそのことによって生み出されるお金
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というのは、大変大きな額になりますから、吉岡方式、あらゆるものを、先進地事

例ありますから、そういうものを制定、我が町でできるだけのものをやってみると

いうような考えはいかがでしょうか。 

　　　　　　　　　　〔住民課長　深谷智洋君発言〕 

住民課長（深谷智洋君）　生ごみ削減の重要性ということでご質問いただいたと考えてます。 

　令和５年度に、町のほうで燃えるごみの組成分析というものを、可燃ごみ１００袋

を対象に行いました。そのときには生ごみの組成が約４０％であることが分かって

おります。ですので、いかにして、議員のご指摘のとおり、生ごみを減らすことが、

燃えるごみの削減につながることに非常に重要なことになるということが町のほう

でも、認識しております。 

　そういったこともありまして、電動式の生ごみ処理機の普及促進としまして、購入

費用の補助、また、その上限を引上げとさせていただいた経緯がございます。 

　あとは、コンポスターになりますが、こちらのほうも、現在補助は行っておりまし

て、こういったコンポスター等を用いて、例えば家庭菜園、あるいは、ガーデニン

グ、そういったことを行っているようなご家庭には、大変生ごみを肥料として使っ

ていただく有効なものであると認識しておりますので、生ごみ処理の処理機、また、

コンポスター等の普及促進等にも努めていきたいと考えているところになります。 

　以上です。 

　　　　　　　　　　〔１３番　小池春雄君発言〕 

１３番（小池春雄君）　その範囲ではね、それも大事ですよ。もっと普及することも大事です

よね。でもそれだけではやっぱり足んないんですよね。先ほど言ったように先進地

事例では、いろんなことをやってるんですよ。そういう取組を取り、それぞれの取

組のいいところと、いいところどりにすれば、まだまだだって、昔というのは、出

なかったんですよね。昔は、江戸なんです。江戸という町が何であんなに長く続い

たかというのは、下水処理などごみなんて出ないですよね。下水道処理、下水はあ

りませんから。 

　要するに、人糞の処理、ローマはその人間のうんちとかそういうもんで滅びたとい

うふうに言われてですね、これたまって。でも江戸がそれが長く続いたというのは、

近隣の周辺の人たちが、肥だめをもらいに行って、それで、それを肥料にしてもら

って、それで、物をつくって、それでありがとうございましたというのでそのお礼

に、野菜を返したと。昔は、人糞のことは金肥って言ったんですよ。金の肥料なん

です。金肥で言ったんです。だから、これはこれを本当にする循環型ですよね。 

　今はそうじゃなくて、それをもう燃やして、重油かけて燃やして、そして埋めて、

広域の小野上の処分場では、これが１５年たてばいっぱいなっちゃうんすけれども、
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１５年の間に３１億ぐらいのお金をかけて、そのほかに今度は水処理で毎年何億の

金を、費やしているわけですよ。こういう無駄なことをしてるんですよ。これをこ

ういう無駄を省けば、お金が生まれるんですよ。 

　調べましたけれどもし尿処理では町は５，４００万、広域組合に負担してると。ご

み運営では、１億５，６００万。これ広域組合に負担をしてると。そのほかに町の

収集運搬に、収集業者で６，３００万。そのほかに、指定ごみ袋を使ってますから、

これに３，２００万。用意してるわけですよね。莫大な年間に費用を費やして、だ

からこの部分を圧縮できれば、この部分が、町の自主財源になるんですよ。できる

こと、たくさんありますよね。 

　ですからここのところ減らす努力が必要なんだということを私、言ってるんですよ。

ですから皆さんが、もう本当にねその住民課の課長が担当らしいですけれども、課

長が責任持って１人でなんて、その部下が何人もいたとしても、そこで全てやれと

言ってもそれは難しい話なんで。これもやっぱり、そこに予算をつけて人をつけて、

先ほど言いましたけれども、吉岡方式で、まずは、生ごみの減量化がここから進ん

だということをぜひともやっていただきたいと思うんですよ。 

　そうにしないといつになっても、広域の中でも吉岡、渋川、榛東と３市町村ありま

すけれども、その３市町が３５市町村の中のいわゆるごみのリサイクル、ごみのリ

サイクル率では、いつも３５市町村のけつから、１，２，３を争ってるわけですか

ら、そうじゃなくて、これをどうにすれば、上位に行けるかと。希望は１番に行く

ことがいいことですよ。でも行けなくても、少なくとも、１年度は、２０位に入ろ

うと。次年度は３０、まずはその３年でもこれはなるべく早くですよ。次、１０位

に入ろうとか。その次は１番になろうとだろうかという、計画を立てて、そしてそ

のためには何をすべきなんかと。いうことをしっかり考える必要があると思うんで

すよ。 

　ぜひ、町長そういうことを、町長がやっぱり指示をして、やっぱりその人事権を町

長が持ってますから、それは大事なことだと、いうことであれば、私はそこを進め

るべきと思うんですよ。今盛んに町長のほうで自主財源確保のために、あっちを切

り、こっちを切りとやってますけれども、そういうことも大事でしょう。 

　しかし、１番切れる私はね、仕切れる部分ではここのところを上手にすれば、この

広域への負担金、減らすことは可能だと思うんですよ。そのためにはそこにお金を

つぎ込んでもいいと思うんですよ。これに英知を結集するという取組をしていただ

きたいとすべきだというふうに思いますけれど町長いかがですか。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑德一郎君）　今後の施策の状況でございますけれども、先ほど、担当課長からお
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話がありましたように、いろいろと、庁舎内の中で研究していきながら進めている

わけですが、現在基本的なことにつきましては、やはり分別をしっかりやっていく

ってことが１番大事じゃないかなと。 

　そんな中で、それを周知徹底していく。そして先ほど話が出ましたように、今コン

ポスターやごみ処理機、これの購入補助が非常に有効になってきております。こう

いうところに予算をかけていってもいいんかなと、そんなふうに感じているところ

であります。 

　そして今職員のほうからも話がありましたように、町のストックハウスの回収量は

今増えております。この辺についてももう少し力を入れていけたらなと、そんなふ

うに考えているところであります。 

　　　　　　　　　　〔１３番　小池春雄君発言〕 

１３番（小池春雄君）　町長のごみ減量化のための、場所、種類も含めて、これなんかプロジ

ェクトチームか何かをつくって、そこに特化した、職員は配置できなくても、その

くらいのつもりで、先進地事例に学んでね、大木町なんかもさ、私聞いたら最初、

吉岡町の議会でも１０数年前に行ったんですけれども、やはりその専門の職員がい

て、それは中国の方まで学びに行って、研修したという話を聞きました。 

　それはやはり昔は海洋投棄だったんですけれども、その海洋投棄はもう、時代の要

請で、海洋投棄が国際条約の中で投棄ができなくなったということで、じゃあどう

しようと。いうことで考えついたのが大木町の生ごみの処理方法なんですよね。さ

っきちょっと町長のほうから臭いの心配というのありましたけれども、大木町の場

合というのは、臭いはほとんど感じないんですよ、というのがでっかいそこにはふ

ん尿も入れるんですよね、でっかいタンクの中にふん尿も入れますし、ここで集め

た残飯もそこに入れます。 

　だけれど、その施設の隣がレストランになってます。私たちは昔行ったときは町直

営だったんですけれども、今は民間、に委託をしているそうですけれども、民間委

託は、まるっきり、民間なんだからそこまで聞かなかったけれど、町の温泉みたい

な、公社になってるんだか分かりませんけれども、民間委託して、その隣に施設が

あってもにおわないと。いうことで、発足当時からね、そういう懸念があったんで

すけれども、その施設をつくったと、いう経緯もありますので、これまで、広域組

合の中に議会でも視察に行ってきましたけれども、そういう、今は、臭わない施設

というのがたくさん増えていますので、その臭いの心配というのは、問題がないか

なというふうに思ってます。 

　まとめて行っちゃいますけれど、この中には再生可能な行政運営の中には、し尿処

理というのもこれは広域組合との話になるかもしれませんけれども、ゆくゆくは、
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このし尿処理だってこの広域の中でやっていって、今までの方式じゃなくて、時代

に即した大木町の場合によっては、先ほど言ったように生ごみの中にその肥料も入

れますから、それでその液肥にして、それで、ほとんどそれはにおいもなくなって、

多少はあるらしいですけれども、まず畑に、１０アール１，０００円ぐらいで散布

をして、完全処理してて、僅かな量だけ残渣が残るらしいです。 

　それは、民間に委託をして処理しているけれども、それは僅かな量ですという話が

ありました。私はそういうことだから総合的にとらえて吉岡町が、いかにすればそ

の広域組合の負担金を減らせるかという面で、そこに広域組合に減らせたら、その

お金は、減らすために使う金に充てられるわけですよね。そのことというのが、い

わゆる循環型社会の再生可能なまちづくりにもつながっていくわけですから、そう

いう方向のために、町長どうですかね歩みもいろいろありますけれども、町が真剣

になって、そういうチームをつくって支援を真剣に町が取り組むというようなこと

は考えられませんか。そこの１点ですね。 

　それと、昨日、藤多議員からもありましたけれども私、前から言ってますけれども、

いわゆるリユース、まだ使えるものはたくさんたくさんあるけれども、今の現代社

会だと、これいるかいなんて、昔だったら親類ででたたやつだったら、ああいるよ

ってなったでしょうけれども。 

　今、そういう世帯構成になってませんから、でも、私なんかは、まだまだもったい

ないというものがあって、物を買い換えるというときには必ず今あったものが壊れ

て捨てるものもあれば、新しいものが出てきたからまたこれに、買い変えるという

ものもありますよね。そういうものだからもう技術というのはお茶わんから、学生

のね、学生服であるとか、体操着であるとか、様々なものってありますよね。 

　でも恐らく、それがリユースされてる部分ってのは一部分に限られると思うんです

よ。ただ、焼却する前に、そこへ持っていって、自由に人が、それを利用できる、

そういう場所を私は確保すべきだと思うんですよね。それを管理するにはそれは、

老人会でも、社協でもどこでもいいんだと思うんすよね。そういうところに委託を

して、なるべくリユースを率先してするというシステムづくりを少なくとも私この

吉岡町であれば、旧明治地区と駒寄地区に２か所ぐらいあれば、いいんではないか

と思うんですよ。 

　そんなことを考えれば、いわゆる３Ｒと言われてる。その中の、リユース、ごみの

減量化に大きくつながると思いますけれども、これらについての、町長の考えを再

度お尋ねします、しますけれども、いかがでしょうか。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑德一郎君）　二つお尋ねいただきました。 
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　まず一つ目のごみ処理、減量化の関係なんですけれども、今大木町さんの話が出し

ていただいたようですけれども、やはり臭いというと、自分は１番最初に思いつく

のが、平成２０年代につくられた吉岡町の炭化施設、あれを自分は思い出してしよ

うがないんですけれども、これは現在稼働していないで置いてあります。 

　これも、当時はそれこそ、時代の先端を行く施設だということで、その当時の議員

の皆さんが視察行って帰ってこられて、時の執行と一緒に、この施設をつくられた

と、いうふうに伺っております。しかしながらこれも臭いが原因で、１度も稼働す

ることなく現在に至っていると、こういうことを伺いますと、自分としては、その

処理施設の建設には、慎重にならざるを得ないというそういう思いでございます。 

　しかし、ごみの減量化には、やはり取り組んでいかなくてはならないと思ってます。

そういう中で、職員の中で先ほどチームを組んでという話をいただきましたけれど

も、チームみんなで職員みんなで結集して、この上、ごみの減量化には進んでいき

たいと思っております。 

　それからリユース関係につきまして、昨日も藤多議員もおっしゃってた言葉でも、

連動するんですけれども、もったいない心の育て方というんですか、無駄のない暮

らしを創造することを目的とした取組を推進していければと思っております。リユ

ースには、衣服や本等のリユース、また現在、社会福祉協議会や、児童館で行われ

ている、そういうリユースの場というんですかそういうものをもう少し拡大してい

って、不用品や粗大ごみ等も含めて、それを研究していくことも、今後のごみ減量

化への大きな課題解決になっているんではないかなと感じているところであります。 

　いずれにしましても、ごみの減量化には、町の職員一丸となって進める、あわせて、

議員皆さんのお力添えもいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。 

　　　　　　　　　　〔１３番　小池春雄君発言〕 

１３番（小池春雄君）　何回も言いますけれども、私は購入するお金、多少お金を使っても、

今こそ広域への負担金がね、これからもまた予定されてますけれども、広域組合の

中ではまた、数百億かかるんじゃないかというふうに言われてます。新たな焼却施

設をつくる焼却施設であるとか、下水道処理施設の更新、更新も目前となっており

ますよね。 

　そうするとやっぱり町への負担金も相当長くなりますよね。そうじゃなくてもいい。

もう現在でもこれだけあって、年間の予算が、広域組合だけでも３０億を超すわけ

ですから、そういうここで減らした、広域組合の負担金が減らせれば、その分を、

ごみ減量化のために使えると思うんですよね。どっちがいいかという考え方を考え

たんですよ。 

　そうするとやはり、今の時代の要請、いわゆる再生可能な行政に持っていくという
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ことが、やはり住民というのは、行政が音頭をとればそれにそれに続いていくんで

すよね。でもやっぱり行政が音頭をとらないと、住民から自然発生的に盛り上がっ

てどうなるこうなるという問題じゃないでしょうね。やっぱり行政が、音頭をとる

ということになると思います。 

　今先ほど町長のほうから、全て、リユースを進めていきたいということなんですけ

れども、いわゆる目に見える形で、よしやっていくぞと。やるぞという、そういう

固い決意を私は是非ともね、示していただければ、やっぱりそれが、町長の決意と

いうものが住民の中に伝わっていくもんだと思うんですよね。ちょっとそこでお金

を使ったとしてもそれはそれが広域組合の大きな削減にもなると。いうことですか

ら、負担金の削減もなるし、ごみが減れば、町の収集運搬料だって減りますから、

よくなりますよね。 

　そういう意味から考えて町長やっぱり姿勢一つだと思うんですよ。それと、町長の

訴え、住民にも訴えるまた職員にも指示すると、いうことが大事だと思うんですけ

れども、再度そこのところ、確認をしてこの問題は終わりにしたいと思いますけれ

ども、町長の最後の、最後の決意をお願いします。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑德一郎君）　先ほど来から話が出てますように捨てればごみですけれども、使え

ば資源、議員おっしゃるとおり、これの意識改革をしっかりと啓発、また広報等を

進めていけたらと思っております。 

　　　　　　　　　　〔１３番　小池春雄君発言〕 

１３番（小池春雄君）　それでは２点目の、ふるさと納税の確保についてお尋ねします。 

　これも、これまで、私も何回も質問しておりますけれど、また今回もに関しては、

町の対応をまた提案を聞いてまいりました。 

　私は、境町の例、茨城県の境町の例も出しましたけれども、境町は、これは２０２

３年でしたか。ふるさと納税を集めた金額は、９６億円だったんですよね。ふるさ

と納税で集めた金が９６億全国では１００億を超す市町村が、ありますけれども、

近いところでは、この茨城県の境町がそうでした。 

　ここはふるさと納税室が主になりまして対応しているというふうになっております。

吉岡町でも、これに倣って、やはり一考すべきではないかと、いうふうに思ってお

りますけれども、今後の取組の取組方について、町長の見解をお尋ねします。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑德一郎君）　先ほどの境町さんの数字ですけれども、２０２４年度で９９億だそ

うでございます。ふるさと納税の増額については、地域の活性化や地方創生におい

て非常に重要なテーマであると認識しております。 
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　ふるさと納税制度は、寄附を通じて、地方公共団体が財源を確保し、地域の特産品

やサービスを提供することで、地域の魅力を発信し、住民サービスの向上を図るこ

とを目的としております。近年ふるさと納税は多くの自治体にとって重要な財源と

なっており、寄附額の増加は、地域の発展に寄与することが期待されております。 

　今後の対応も含め、詳細につきましては、企画財政課長に答弁をさせます。 

　　　　　　　　　　〔企画財政課長　齋藤智幸君発言〕 

企画財政課長（齋藤智幸君）　ふるさと納税の確保については、多くの議員からご指摘を受け

てございます。 

　現在、ふるさと納税の増額に向けて魅力ある返礼品の発掘は言うまでもなく、担当

部署として、今まで以上の情報収集を行う必要性を感じております。そこで、庁内

職員で構成したグループを立ち上げることで、ふるさと納税の増収に向けた全庁的

な対応にシフトしていければと考えております。 

　ご提案の件についての対応ですが、現在のふるさと納税制度では、人件費を含めた

総経費をふるさと納税額の５０％に抑えることとされているため、残念ながら現状

のふるさと納税額では、単独で専門部署を設けることができない状況でございます。

また、今後その経費割合の引下げも予定されてございます。 

　そうした状況ではありますが、増額に向けて最大限努力する姿勢には変わりありま

せん。今後、他市町村への訪問なども念頭に、事業に対する考え方や進め方を原点

に立ち返り、学び直したいと考えております。同時に、そこで得られたものを今後

の取組に生かしていければと考えております。 

　　　　　　　　　　〔１３番　小池春雄君発言〕 

１３番（小池春雄君）　このふるさと納税制度が始まってからも結構経つんですけれども、先

ほど言った境町の周りに、近隣では明るいんですけれども、境町の成功例というの

は、野口さんという方でしたかね、この人は真剣に取り組んだというふうにありま

す。 

　それから今では、そういう何かまちづくり推進課ですか。そして、ふるさと納税室

が主になって対応してると。その中のシステムやっぱりそのシステムが構築できて

てそこでふるさと納税で得られた利益を、また、その生産のために、も使ってるん

ですよね。だから、町もよくなるし、ふるさと納税をつくる生産者にもやっぱりメ

リットが、できる。そういう場所がその場所の提供場所というんですかねその施設

もできると、そのお金で、それがうまく回ってるんですよね。 

　その中で、これから我が町や我が町には何が合うだろうかと。ちょっと、共通して

るのは、ここは境町はね、恐らくその吉岡町の議会の視察に行ったって、私行かな

かったんですけれども乾燥芋、有名なもんだからというんじゃなくて乾燥芋だけで
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９０数億いってるということじゃなくて、その中の一部なんでしょうけれども、こ

れを利用して、この制度を利用してどうにしていくかだと思うんですよね。 

　これだから、町にはさほど、産業はないんですけれども、このことによってふるさ

と納税を利用した産業づくり、それをだからつくる人もその安心に町もそれ、ふる

さと納税で使いますよと。いうことになれば、それをつくると。それを町が買って

販売する、その販売というそのふるさと納税として、利用するというと、町もいい

し生産者もいいし、ふるさと納税でその町に納税している方にも、よいという三つ

の三方がよくなければこれって成立しないもんなんですよね。 

　そのためには何があるかと、何ができるかと。そういう部分では、今、町に何があ

るかな、これはどうだなあれがどうだろうというよりも、町だったらこんなことが

できるんじゃないかと。いうので、産業を興すと、いうことでそれがうまく改定し

ていけば、町が予想できる、ふるさと納税ってのは確保できるんですよ、できるん

だと思うんですよ。 

　しかし、そのアクションを起こさなければ、何かないかな、何かないかなって言っ

たってそれは何もないんですよ。そのことひいては、だから町にもいいし、ふるさ

と納税する人でもいいし、それをする生産つくる人でもいい。それは、食べるもん

とかそういうふうに決まった野菜とか果物とかそういうふうに決まってませんよね。

いろんなものがあるわけですよ。 

　いや、ともするとそれが町の産業にもなるかもしれない。だからこれその成功例っ

てのはすごくたくさんあるんですけれども、見ると海辺が近くて、その海産物があ

るとこだとか、ビール工場があるからビールだとか豚飼ってるからハムだとか、そ

れも一つのヒントなんでしょうけれども、でも、中で見いだしていく。見いだした

ものって、これ境町の例というのは、それもあるんですよね。それで、そのノウハ

ウはできてもそのうちのほうでも教えますし研究もしてしてますから、そういうこ

とで、何か大学校なんてありますけれども、そこでもやってますので、ぜひお出か

けくださいとまた参加してくださいというような、ホームページになってます。で

すから、そういう市町村というのは、たくさんあると思うんですよね。 

　だから、どのようにすれば吉岡町にあったものを、また、無から有を生むというこ

とも可能だと思うんですよね。それはやっぱり、結構どこの市町村でもそういうこ

とに好きというんすかね。そういうことは好きで専門に取り組んで成功した例とい

うのが多々あるように私は見受けられます。 

　ですから、私はよく言ってるのですけれど。役場の職員の英知を結集して、それで

吉岡町にあったものを、つくったらどうですかと。リーフレットですよ。 

　やはり、全国ではふるさと納税がちょっとずっと右肩上がり上がってるんですけれ
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ども、今でも１００、１００数、全体では、１００兆円越してるんですよね。です

けれどまだ吉岡町の額は少ない。で、そう言ってもなかなかそこへこれが進んでな

い。もうそろそろ、これが倍々と、なるような体制をぜひ考えてほしいんですよ。

優秀な職員がいるわけですから。その辺はいかがでしょうか。 

　　　　　　　　　　〔企画財政課長　齋藤智幸君発言〕 

企画財政課長（齋藤智幸君）　先ほど答弁の中でも述べさせていただきました。 

　今後ですね、庁内職員の中で構成したグループを立ち上げて、ふるさと納税の増進

に向けた全庁的な対応にシフトしていきたいと考えております。 

　　　　　　　　　　〔１３番　小池春雄君発言〕 

１３番（小池春雄君）　それは今考えてるのは何人ぐらいですか。それでどういう時間にそれ

をやろうとしますか。 

　　　　　　　　　　〔企画財政課長　齋藤智幸君発言〕 

企画財政課長（齋藤智幸君）　そのグループ構成については、今後の検討なんですけれども、

各課１名ずつ、若い職員等ですね、集めまして結集してどうすればふるさと納税が

増えるか、そちらのほうを真剣に町として取り組んでまいりたいと考えております。 

　　　　　　　　　　〔１３番　小池春雄君発言〕 

１３番（小池春雄君）　まず各課１名ずつでそれがどのぐらいの頻度でそれをやろうというふ

うに考えてますか。 

　また、要するにちょっと、１か月３０日ありますけれども、その３０日に何日ぐら

い使って、その時間はどのぐらいやるんだというふうに考えてますか。 

　そうじゃないとただやるやると言っても、今までもやるやるって話聞いたんですけ

れども、もう全く実現してないんで、私たち見て今度は本気だなというふうには思

える布陣でやっていただきたいんですよ。その辺の考えってどうですか。 

　　　　　　　　　　〔企画財政課長　齋藤智幸君発言〕 

企画財政課長（齋藤智幸君）　まずはそのグループを立ち上げることをまず前提にして、そち

らのほうの皆さんが集まった中でですね、どれだけの頻度でできるか、そちらのほ

うを検討してなるべくですね、頻度も上げられるよう最終的にはふるさと納税の増

額が結果として出なければ、何にもなりませんので、そちらのほうはなるべく集会、

集める機会は、頻度を高めてきていければと考えております。 

　　　　　　　　　　〔１３番　小池春雄君発言〕 

１３番（小池春雄君）　もう少し具体的にできないと思うんですよ。今の課長の思いは、１か

月の間にね、それぞれの課から、１名ぐらいずつで、それで何日で時間にすればこ

のぐらいは費やしたいと。 

　できれば私はね、境町みたいに、専属の人を置いて、やっていただきたいというふ
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うに思ってんですよ。その辺を考え、まだちょっと見えてこないですよ。何かぼや

けてて。 

　　　　　　　　　　〔企画財政課長　齋藤智幸君発言〕 

企画財政課長（齋藤智幸君）　なかなか今、何日でというのはここで即答できないんですけれ

ども、まずは集まってですね、どれだけの頻度でできるかというものをですね集ま

ったものを、同士でですね、話した中で、頻度については高めていきたいと考えて

おります。 

　　　　　　　　　　〔１３番　小池春雄君発言〕 

１３番（小池春雄君）　皆さんがやっぱり要になると思うんですよね。これから、それぞれど

ちらでもいいですけれども、考えはいかがですか。 

　　　　　　　　　　〔副町長　髙田栄二君発言〕 

副町長（髙田栄二君）　先ほど小池議員のほうからお話ありましたとおり、考え方としてです

ね今あるもんから見つけてきてというところの発想から変えていかなくちゃならな

いということと、専門部署を設定した場合においてもですね、今まで成果が上がら

なかったというのはやはり、人にノウハウがないという部分もあるんで人材育成か

ら含めて考えていく必要があります。 

　そういった観点からも、スキームというんですか仕組みづくりについては課長の答

弁のとおりなんですけれども、そちらについては、例えば、境町さんは当初、ふる

さと納税６万円の実績から９９億まで増やしたと。昨年度ちょっと減ってしまった

ようなんですけれども、そこを再投資してウナギの加工工場を立ち上げて、そこの

加工工場についても敷地のほうは借地として借地収入を業者からいただいてると、

そういう循環をつくってるという、要するに起業ですね。地域産業をつくっていく

というところを自らやってらっしゃるところはふるさと納税の成功事例がほとんど

だということも含めてですね、その辺は職員のほうにも、しっかりと伝達させてい

ただきたいと伝達した、しながら取り組んでいきたいと考えております。 

　　　　　　　　　　〔１３番　小池春雄君発言〕 

１３番（小池春雄君）　それでは、ぜひとも、これまで頑張りますという、答えで終わってま

すけれども、今年、今日言ったから明日できるものではありませんけれども、ぜひ

とも、自主財源の確保という意味では努力していただきたいということを言ってお

きます。 

　続きまして、広域組合の職員の派遣についてであります。この件につきましては、

何度も質してきましたけれども未だ改革改善していませんが、これから数百億の予

算が投じられようとしています。広域組合の方針を正しく認識しておくには、必要

と考えます。渋川市の人事の駒に使われているだけでは、吉岡町・榛東村のために　



- 195 - 

はならないことは、明らかであります。 

　ぜひとも、吉岡町の吉岡町から、職員が、広域に行って、そして広域がどんなこと

が今、行われてて、そして、これから、どういう方向へ進もうとしてるのかと。い

うのが分からないと、今ですと私なんか見てても、こ広域組合というのは独立でぼ

んとあって、これは渋川市長の配下で、そして、吉岡・榛東が補佐みたいな形で、

物事はみんなそちらで決められて、ただ、今の場合は吉岡・榛東がただそれに、応

じただけというにしか見えないんですよ。 

　でも町長もご存じのように、３月いっぱいで、今の事務局長は定年になって、また

新しい人が来るらしいですけれども、２年前もそうでしたよね。渋川市でもう定年

退職がもう間近になってくるとあと１、２年残ってるというと、部長級で昇進させ

るために、広域組合によこして、部長級なんですね。そうすると２年もするとね、

みんないなく、ここのところ１０年ぐらい、もうみんないなくなっちゃうんですよ。

だから議会で質問するって言っても、答えるほうはちんぷんかんぷんなんですよ。

前のこと知らないんですよ。 

　本当にこれ、もう今の広域組合ってのはそういう、渋川市の人事の人が駒にされて

るんで、本当にこの広域組合というのは３か町村で、組合としてできてるわけです

から、これからその組合がどういう歩もうとしてるか、今後何をしようとしてるか

と。いうのが、物が形が決まってから、吉岡町・榛東村のところに、こうこう、こ

ういう方向らしいですというのが来るんじゃなくて、いろんなものが、決まる過程

から、過程前から、今の実情というものが絶えず、その時代、そのときそのときの

市町村長であるし、まだその次の担当課長が全て知っているためには、やっぱり町

の職員が一定の係長クラスの人が行っていて、その中でも重要なポジションを得て

いて、組合が会議なんかするという、いうときは方向を決めるというときにはその

人が参加をしていて、広域の組合員の職員であるけれど、また、町の職員の派遣で

すから、そのことは、絶えず吉岡町に、最後にね、町長のところへ来てると。そう

すると、これから町長がどういう手を打っていけばいいのかとどこで何を言うべき

かというのは見えてくると思うんですよね。 

　でも、今の状況ですと、なかなか見えてこない部分ってあるんですよ。でも職員が

絶えず行ってればそれ、見えてきますよね。そのためにも私は、以前の高木市長の

ときには、そんな話ししたら、市長はそうですね、そうしましょうなんて言ってた

んですよ。前の真塩村長も、そりゃそうだよねなんて言ったんですよね。でもその

ままになっちゃってるんでやはり、管理者会議の中で、やっぱり吉岡町町長、やっ

ぱり今の、渋川市の広域組合の中では、我が町の町長、柴崎町長が１番の長老です

から、まだ星名さんはまだなったばっかりで、事務局が分かってても、管理者は分
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かってませんから、そういうものは分かってるか、副管理者として、年長の副管理

者として、物を言える立場にあると思うんですよね。そして、やはり町に絶えず広

域組合の実情が分かる、そういう体制を整えておくべきだというふうに思っており

ますけれども町長の決意をお伺いしたいと思いますけれど。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑德一郎君）　小池議員の質問にお答えします。 

　現段階において副管理者として、広域の中で、意見交換は十分行われているものと

感じているところであります。渋川地区広域市町村圏振興整備組合は、消防に関す

る事務やごみ処理し尿処理、火葬場及び斎場の設置、夜間急患診療所の運営、職業

訓練センターの管理など、渋川広域圏の地域住民の生活に密接に関わる重要な業務

を行っているところであります。 

　現在、渋川広域組合には渋川市から３名、榛東村から１名が派遣されており、榛東

村の前となる令和２年度から４年度までの間は、吉岡町から当該組合に１名の職員

を派遣しておりました。 

　今回、吉岡町から渋川広域組合に対する職員の派遣についてのご質問をいただきま

したが、職員の派遣は、当該組合を構成する市町村の役割として、また、当町の職

員が、渋川広域組合の事務に関わるという観点からも、先ほど小池委員の方も指摘

いただいたように、大変重要なものであると考えているところであります。 

　今般、渋川広域組合から、次年度に向けた職員の派遣依頼もいただいておりますの

で、そのことも踏まえ、現在、具体的に、職員派遣に関する調整を進めているとこ

ろでございます。 

　　　　　　　　　　〔１３番　小池春雄君発言〕 

１３番（小池春雄君）　町長これまでも、私もね広域の議員をしてて感じるんですけれども、

渋川市がやっぱりどうしても、事務局長は渋川市の職員だったら１番するもんです

から、こちらの、立場もあまり考えないで、管理者の言うことを基本に聞いたり、

時には私が感じる、やっぱり暴走もしてるときってあるんですよね。 

　それ、前の高木管理者のときは、とんでもないと。いうので、これからこれ、広域

組合っ行ってちょっと文句言ってくる。指導してくるというんでちょっと顔色を変

えていった事例なんていうものはそれ見て知ってるんですよ。ていうふうに、広域

組合というのは、どうしても、昔は、管理制度じゃなくて、８か市町村あったもん

ですから、その当時では理事会だったですね、理事会というのは、理事同士が集ま

って決定をするんですよね。 

　その管理者制度になると、副管理者がいる、副管理者が２名いるんですけれども、

決定権を持っているのはその管理者なんですね。再度です、副管理者に何も聞かな
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いで、勝手にしちゃうと、いうことはないと思うんですけれども、制度上はそうに

なってます。そういうときには、事務局が、市長の言うことは聞かないで、いうこ

とですからその者の市長のか、確認もしないで、市長が思ってることと、管理者が

思ってることと違うほう、違う法律なものを進めたと。いうような事例なんかもあ

りました。 

　そういうことで私は、職員を派遣することによってね、それから出しておけばいい

じゃなくて出したら今度はその職員がちゃんと正しく、月に何回かは、派遣職員で

すから、市長、町副管理者、町長のところへちゃんとその状況を町長なり担当課長

のところへ報告するというシステムの効率化が必要と、いうふうに思いますので、

そこだけはそうなるか、確認だけしておきたいと思うのですけれど。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑德一郎君）　以前は確かに、管理者との協議で事務を進めているような状況もあ

りました。自分になってから、しばらくたってから、そういう進め方にちょっと異

議を申し述べさせていただいたところ、そのあとはいろんな事業、決裁をとる状況

においては、必ず、副管理者のほうにも回ってきて、判こを押すという、そういう

確認をさせていただいてるような状況でございます。 

　また、職員の関係につきましては当然派遣すれば、職員のほうからもいろんな報告

を所管の課長のほうにしていただくという形は守っていきたいと思ってます。 

　　　　　　　　　　〔１３番　小池春雄君発言〕 

１３番（小池春雄君）　終わります。 

議　長（富岡大志君）　以上をもちまして、１３番、小池治男議員の一般質問が終わりました。 

　以上で本日の会議で予定されていました一般質問が全て終了しました。 

 

散　会 

議　長（富岡大志君）　本日はこれをもって散会とします。 

　　　　　　　　　　午前１１時４５分散会 
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　　　令和８年第５回吉岡町議会定例会会議録第５号　　　 

令和８年３月１９日（木曜日） 

議事日程　第５号 

　　　令和８年３月１９日（木曜日）午前９時３０分開議 

追加日程第１　第１　議案第２４号　令和８年度吉岡町一般会計予算の訂正について 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（説明・質疑・表決） 

日程第　１　委員会議案審査報告 

（総務産業・文教厚生・予算決算　各常任委員長報告）〔第２～第２４〕 

（委員長報告に対する質疑） 

日程第　２　議案第　８号　吉岡町職員等の旅費に関する条例 

（討論・表決）　　　　　　 

日程第　３　議案第　９号　吉岡町職員定数条例の一部を改正する条例 

（討論・表決）　　　　　　 

日程第　４　議案第１０号　吉岡町公共施設等整備基金条例 

（討論・表決）　　　　　　 

日程第　５　議案第１１号　吉岡町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

（討論・表決）　　　　　　 

日程第　６　議案第１２号　吉岡町災害弔慰金の支給等に関する条例 

（討論・表決）　　　　　　 

日程第　７　議案第１３号　吉岡町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例 

（討論・表決）　　　　　　 

日程第　８　議案第１４号　吉岡町公園条例の一部を改正する条例 

（討論・表決）　　　　　　 

日程第　９　議案第１５号　町道路線の認定・廃止について 

（討論・表決）　　　　　　 

日程第１０　議案第１６号　吉岡町水道事業給水条例の一部を改正する条例 

（討論・表決）　　　　　　 

日程第１１　議案第１７号　吉岡町下水道条例の一部を改正する条例 

（討論・表決）　　　　　　 

日程第１２　議案第１８号　令和７年度吉岡町一般会計補正予算（第７号） 

（討論・表決）　　　　　　 

日程第１３　議案第１９号　令和７年度吉岡町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

３号） 
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（討論・表決）　　　　　　 

日程第１４　議案第２０号　令和７年度吉岡町介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

（討論・表決）　　　　　　 

日程第１５　議案第２１号　令和７年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号） 

（討論・表決）　　　　　　 

日程第１６　議案第２２号　令和７年度吉岡町水道事業会計補正予算（第４号） 

（討論・表決）　　　　　　 

日程第１７　議案第２３号　令和７年度吉岡町下水道事業会計補正予算（第４号） 

（討論・表決）　　　　　　 

日程第１８　議案第２４号　令和８年度吉岡町一般会計予算 

（討論・表決）　　　　　　 

日程第１９　議案第２５号　令和８年度吉岡町学校給食事業特別会計予算 

（討論・表決）　　　　　　 

日程第２０　議案第２６号　令和８年度吉岡町国民健康保険事業特別会計予算 

（討論・表決）　　　　　　 

日程第２１　議案第２７号　令和８年度吉岡町介護保険事業特別会計予算 

（討論・表決）　　　　　　 

日程第２２　議案第２８号　令和８年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計予算 

（討論・表決）　　　　　　 

日程第２３　議案第２９号　令和８年度吉岡町水道事業会計予算 

（討論・表決）　　　　　　 

日程第２４　議案第３０号　令和８年度吉岡町下水道事業会計予算 

（討論・表決）　　　　　　 

追加日程第２　第１　議案第３１号　令和７年度吉岡町一般会計補正予算（第８号） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（討論・表決） 

日程第２５　陳情の付託案件審査報告(総務産業・文教厚生　各常任委員長報告)【第２

６～第２８】 

（委員長報告に対する質疑） 

日程第２６　総務産業常任委員会の閉会中の継続審査の申し出について 

　　　　　　（陳情第１号「臓器移植に関わる不正な臓器取引や移植目的の渡航等を防

止し、国民が知らずに犯罪に巻き込まれることを防ぐための環境整備等を

求める」意見書提出の陳情） 

（表決）　　　　　　 

日程第２７　陳情第　２号　ｍＲＮＡワクチン（レプリコンワクチン含む）接種事業の
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中止の意見書提出を求める陳情 

（討論・表決）　　　　　　 

日程第２８　総務産業常任委員会の閉会中の継続審査の申し出について 

　　　　　　（陳情第３号「新宿区において顕在化した事例を受けて、政党機関紙の庁

舎内勧誘行為に関する早期の実態把握と再発防止を求める」陳情） 

（表決）　　　　　　 

日程第２９　議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出について 

日程第３０　総務産業常任委員会の閉会中の継続調査の申し出について 

日程第３１　文教厚生常任委員会の閉会中の継続調査の申し出について 

日程第３２　議会広報常任委員会の閉会中の継続調査の申し出について 

日程第３３　予算決算常任委員会の閉会中の継続調査の申し出について 

日程第３４　自治体間交流推進特別委員会の閉会中の継続調査の申し出について 

日程第３５　議会議員の派遣について 

 

本日の会議に付した事件 

議事日程に同じ 
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出席議員（１４人） 

 

欠席議員　なし 

 

説明のため出席した者 

 

事務局職員出席者 

 

 

 

 
　１番 山　﨑　守　人　君 　２番 春　山　和　久　君

 
　３番 藤　多　ゆかり　君 　４番 大　井　俊　一　君

 
　５番 秋　山　光　浩　君 　６番 宮　内　正　晴　君

 
　７番 小　林　静　弥　君 　８番 冨　岡　栄　一　君

 
　９番 飯　塚　憲　治　君 １０番 　嶋　　　隆　君

 
１１番 坂　田　一　広　君 １２番 飯　島　　　衛　君

 
１３番 小　池　春　雄　君 １４番 富　岡　大　志　君

 
町 長 柴　﨑　德一郎　君 副 町 長 髙　田　栄　二　君

 
教 育 長 山　口　和　良　君 総 務 課 長 小　林　康　弘　君

 
企 画 財 政 課 長 齋　藤　智　幸　君 住 民 課 長 深　谷　智　洋　君

 
健 康 福 祉 課 長 一　倉　哲　也　君 産 業 観 光 課 長 渡　部　英　之　君

 
建 設 課 長 大　澤　正　弘　君 税 務 会 計 課 長 福　島　良　一　君

 
上 下 水 道 課 長 永　井　勇一郎　君 教育委員会事務局長 米　沢　弘　幸　君

 
事 務 局 長 岸　　　一　憲 係 長 関　　　浩　己
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開　議 

　　　　　　　　　午前９時３０分開議 

議　長（富岡大志君）　皆さんおはようございます。 

　ただいまの出席議員は１４名です。定足数に達しておりますので本日の会議を開き

ます。 

　これより、お手元に配付してあります議事日程〔第５号〕により会議を進めます。 

　本日は委員会に付託した議案等の委員長報告を、議事日程の日程第１及び日程第２

５で行いますので、各委員長におかれましてはよろしくお願いします。 

　ここで議事日程を追加します。議事日程を追加することにご異議ございませんか。 

　　　　　　　　　　〔「異議なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　異議なしと認めます。事務局に追加議事日程を配付させますので、そ

の間暫時休憩とします。 

　　　　　　　　　　午前　９時３０分休憩 

　　　　　　　　　　午前　９時３２分再開 

 

追加日程第１　議案第２４号　令和８年度吉岡町一般会計予算の訂正について 

議　長（富岡大志君）　会議を再開します。ただいま配付しました議事日程〔第５号〕の追加

１により会議を進めます。 

　追加日程１の第１、議案第２４号、令和８年度吉岡町一般会計予算の訂正について

を議題とします。柴崎町長より、訂正議案、訂正の説明を求めます。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑德一郎君）　議案第２４号、令和８年度吉岡町一般会計予算の訂正について、請

求内容の説明を申し上げます。去る３月２日に提出いたしました議案第２４号、令

和８年度吉岡町一般会計予算について、議案を訂正したいので、吉岡町議会会議規

則第１９条第１項の規定により議会の承認を求めるものでございます。 

　このたびの訂正につきましては、３月１２日からの予算決算常任委員会における審

査の過程で判明いたしました歳出予算の金額の内訳などについて、訂正を求めるも

のでございます。何とぞ、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

議　長（富岡大志君）　議案訂正の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑あり

ませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　質疑なしと認め質疑を終結します。 

　これより採決を行います。 

　議案第２４号、令和８年度吉岡町一般会計予算の訂正についての申出を承認するこ
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とにご異議ございませんか。 

　　　　　　　　　　〔「異議なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　異議なしと認めます。 

　よって議案第２４号、令和８年度吉岡町一般会計予算の訂正についての申出を承認

することに決定しました。 

　ここで予算決算常任委員会を開催し、訂正されました議案第２４号の審査をお願い

します。 

　それではここで暫時休憩とします。 

　　　　　　　　　　午前　９時３４分休憩 

　　　　　　　　　　午前１０時３８分再開 

日程第１　委員会議案審査報告(総務産業・文教厚生・予算決算　各常任委員長報

告) 

議　長（富岡大志君）　会議を再開します。議事日程（第５号）に戻り会議を進めます。 

　日程第１、委員会議案審査報告を議題とします。委員会に付託した議案については

各委員長から委員長報告を求めます。 

　それでは、総務産業常任委員会、飯塚憲治委員長、委員長報告をお願いいたします。 

　　　　　　　　　　〔総務産業常任委員会委員長　飯塚憲治君登壇〕 

総務産業常任委員長（飯塚憲治君）　それでは総務産業常任委員会の議案審査の報告を行いま

す。 

　３月２日本会議場において議長より、当委員会に付託されました議案８件について、

３月９日月曜日、午前９時半より委員会室において委員７名、議長及び執行から町

長、副町長、教育長、課長、局長、室長の出席のもと、審査を行いましたので、そ

の結果について報告いたします。 

　その１、議案第８号吉岡町職員等の旅費に関する条例については、これは吉岡町職

員等の旅費に関する条例（平成９年吉岡町条例第７号）の全部を改正するものであ

ります。 

　審査の結果、原案適正と認め、全会一致で可決いたしました。 

　その２、議案第９号吉岡町職員定数条例の一部を改正する条例については、質疑１、

職員定数が全体で１０人を超えるとあるが、各部局の人員配分はどうなるかとの質

疑には、町部局の事務職員数が１２人増えて計１２７人に、教育委員会事務局が２

人増加で計２２人となる計画であり、そのほか、議会事務局は変わらず３人、水道

事業、水道事業事務局も８人で変更なし。したがいまして全体では現行１４６人が、

１６０人になるとの答弁でした。 

　２、正規職員と非正規職員との人員割合はどうなのかの質疑には、概算で正規職員
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が５５％、非正規職員が４５％との答弁でした。 

　以上審査の結果、原案適正と認め、全会一致で可決いたしました。 

　その３、議案第１０号、吉岡町公共施設等整備基金条例については、１、新たな基

金設立では、毎年の積立て額の計画はあるのかとの質疑には、毎年の積立てが望ま

れるが決算期の余剰金の発生に応じて積み立てることになる。積立て額は毎年５０

０万円程度を考えているとの答弁でした。 

　２、基金の使用目的にはどのような設備があるのかの質疑には、町庁舎の建て替え

を主体として考えているが、公園施設も含まれる。また、この公共施設のほかにも、

公有施設の建築修繕なども含まれる。公有施設とは町で整備する必要がある施設、

例えば看板などが、考えられるとの答弁でした。 

　３、町庁舎の建て替えにはどの程度の資金が必要と考えているのかの質疑には、答

弁は２０億円、３０億円程度の積立てが必要と考えているとの答弁でした。 

　４、毎年５００万円程度の積立ては到底資金、建設資金には至らないと思うが、こ

の点はどうなのか。どう考えているのかの質疑には、将来的な投資で生み出されて

いる生み出されるもの、これからですね、例えば産業団地構想、それらから生み出

される固定資産税、また、ふるさと納税の協力企業なども考えられますので、今回

の基金設定としたとの答弁でした。 

　５、条文に示されている町の公共施設・公用施設、町所有の建築工作物等を含んだ

施設の整備修繕除却、これなどの幅広い資金使用目的では、本来の庁舎建設の前に

資金目的はゆがんでしまう思いがするが、この点はどう考えているのかの質疑には、

第１目的は町庁舎としている。今後の財政状況の好転も考えられる中、庁舎単一の

使用目的では、第１目的が計画どおりに進行しなかった場合、遅れ等があった場合、

ほかにその資金一切使用できず、積立てた資金が有効利用できない、活用できない、

眠ってしまう状況を避ける、こういうことも考えて、今回の計画としたとのことで

した。あくまで庁舎建設を目的として、財政状況を鑑みながら、他の範囲にも資金

充当していくとの考えを答弁されました。 

　以上審査の結果、原案適正と認め、全会一致で可決しました。 

　その４、議案第１３号、吉岡町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例につい

ては、審査の結果原案適正と認め、全会一致で可決しました。 

　その５、議案第１４号吉岡町公園条例の一部を改正する条例については、１、天神

東公園と道の駅緑地公園など、あの一帯を新公園として設定することが目的の条例

なのかとの質疑には、新たに都市公園としての設定を考え計画している。 

　また、吉岡温泉公園、この中に、現状では公園施設としては認められない温泉施設

があるため、これを条例で休養施設と位置づけることにより、都市公園の中に含め
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ることができる。この状況をつくり出すために、現条例の一部を改正するとの答弁

でした。 

　２、現行条文では、公園内の飼い主のいない動物に対する禁止行為の一つに餌付け

をしてはならないとあっては、改正条文では条件付で認めるという内容に受け取れ

るがそのように解釈してよいか。禁止事項が少し緩和されてしまった感じがするが。

との質疑には、飼い主のいない動物に餌付けをして繁殖を助長してしまうなどの行

為を防止するための条件をつけたものである。 

　群馬県による動物愛護条例の趣旨に沿った、この形での条文であり、県条例と趣旨

を合わせた条文になっている。あくまでも努力規定であるので、努めていただくと

いう努力義務の内容になっているとの答弁でした。 

　３、公園周辺に捨てられ、野良化した動物に餌付けを行うことにより、周辺環境に

悪影響を与え、また、それらを生じさせる行為をしてないとしてはいけない。努力

義務を公園利用者などに周知する手段が必要なのではとの質疑には、公園にある注

意看板などに分かりやすい文言で掲示するとの答弁でした。 

　以上審査の結果、原案適当と認め、全会一致で可決しました。 

　その６、議案第１５号町道路線の設定・廃止については、審査の結果、原案適正と

認め、全会一致で可決しました。 

　その７、議案第１６号、吉岡町水道事業給水条例の一部を改正する条例については、

１、これまで毎月の定例日に行っていた使用水量の計量日を隔月の定例日に改める

とあるが、これによってどのぐらいの経費節減が生まれるのか、これの質疑には、

令和８年度予算ベースで５５７万２０００円になるとの答弁でした。 

　審査の結果原案適正と認め、全会一致で可決しました。 

　その８、議案第１７号、吉岡町下水道条例の一部を改正する条例については、審査

の結果原案適正と認め、全会一致で可決しました。 

　以上をもって付託議案８件の審査報告といたします。 

議　長（富岡大志君）　委員長報告が終わりました。 

　委員長報告に対して質疑を行います。質疑ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　質疑なしと認め、質疑を終結します。飯塚委員長、自席にお戻りくだ

さい。 

　次に、文教厚生常任委員会、藤多ゆかり委員長、委員長報告をお願いします。 

　　　　　　　　　　〔文教厚生常任委員会委員長　藤多ゆかり君登壇〕 

文教厚生常任委員長（藤多ゆかり君）　文教厚生常任委員会委員長報告をいたします。 

　文教厚生常任委員会に付託されました議案２件、陳情１件について、３月１０日、
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委員会室において、町長、副町長、教育長、担当課長、委員全員出席のもと審議い

たしました。 

　議案第１１号、吉岡町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、条例が

可決された場合に、税収はどのくらい増額するのかとの質疑に、増額分の試算はし

ていないが、１人当たり平均で年額３，６２２円課税を予定している。 

　また、社会保険加入者についてはどうなるのかとの質疑に、子ども・子育て支援交

付金の拠出に当たっては、国保税のみならず、社会保険の加入者も同様との答弁。 

　また、この税収が増えることによって、どのような事業に充てられるかとの質疑に、

国の施策の子ども子育て支援関連の事業に充てられ、一つは、児童手当の拡充、そ

して、妊婦のための支援給付、育児時短修業給付出生後休業支援金給付、育児期間

中の国民年金保険料免除、子供誰でも通園制度、こういった子育て支援事業に充て

られることになるとの答弁がありました。 

　以上、審議の結果、議案第１１号は、全会一致により原案のとおり可決されました。 

　議案第１２号吉岡町災害弔慰金の支給等に関する条例について、弔慰金は亡くなら

れた方に対して、配偶者の親、同居している義理の父母も弔慰金の受給対象となる

かとの質疑に、生計維持者等が死亡した場合、受給遺族の範囲とすると、配偶者、

それから子供、父母、孫、祖父母となっている、との答弁。 

　また、実際に今までこのような弔慰金を支払った事例はあったかとの質疑に、今回、

群馬県の市町村総合事務組合が、この共同処理をやめることによって、この条例が

制定されるが、市町村総合事務組合で支給した実績とすれば、過去に災害弔慰金の

場合は、昭和４０年代以降、災害弔慰金が５件支給となった。 

　また、災害援護資金貸付金については、１件の実績があるとの答弁がありました。 

　また、過去に吉岡町民が支給になったことはあるかとの質疑に、該当はなかったと

の答弁がありました。 

　以上、審議の結果、議案第１２号は全会一致により、原案のとおり可決されました。 

　陳情。 

議　長（富岡大志君）　藤多委員長に申し上げます。陳情については、日程の第２５で行って

いただくようお願い申し上げます。 

　　　　　　　　　　〔文教厚生常任委員会委員長　藤多ゆかり君発言〕 

藤多ゆかり文教厚生常任委員長（藤多ゆかり君）　すみません。失礼しました。 

　では、以上、委員長報告といたします。 

議　長（富岡大志君）　委員長報告は終わりました。 

　委員長報告に対し質疑を行います。 

　質疑ありませんか。 
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　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　質疑なしと認め質疑を終結します。 

　藤多委員長、自席へお戻りください。 

　次に予算決算常任委員会小池春雄委員長、委員長報告をお願いします。 

　　　　　　　　　　〔予算決算常任委員会委員長　小池春雄君登壇〕 

予算決算常任委員長（小池春雄君）予算決算常任委員会委員長報告を行います。 

　３月２日及び３日に本会議を開きまして、当委員会に付託されました議案について

３月１１日から１７日の４日間にわたり、午前９時３０分より委員会室において委

員全員、議長、執行から町長、副町長、教育長、関係課長、局長、室長の出席のも

と慎重に審査を行いました。 

　また、本日の本会議において議案第２４号の訂正が承認されたことを受けて、提出

された議案第２４号について先ほど委員会室において審査を行いましたので、報告

をいたします。 

　それでは、議案第１８号、令和７年度吉岡町一般会計補正予算（第７号）について、

まず、歳入において軽自動車税の環境性能割について、補正額の増額理由はの質問

に、昨年度の実績やダイハツの出荷停止解除後の台数変動等が要因との説明があり

ました。 

　次に、住宅使用料において、削減理由はの質問に対し、北下団地の滞納及び本宿団

地の退去は要因であると説明がありました。国庫補助金の吉岡町第四保育園増築工

事の減額理由はの質疑に対し、入札不調による進捗状況の低下が理由であり、次年

度、令和８年度へ継続する旨の説明がありました。 

　次に、歳出においてシェアサイクル事業の展開、展開と交付金についての質疑があ

り、前橋との連携事業であり、利用実績を検証しつつ進める方針とのことでした。 

　老人福祉費の長寿祝金は対象者の減少による減額、老人クラブ補助を補助に、つい

ては会員数に基づいた算定根拠の説明がありました。 

　審査の結果賛成多数で可決されました。 

　議案第１９号、令和７年度吉岡町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）に

ついては、歳入における県繰入金、２号分について質疑が行われ、国庫補助金対象

の医療費増加や災害収納対策レセプト点検事業、保健事業交付要件に該当した場合

に交付される旨の答弁がありました。 

　審査の結果賛成多数で可決されました。 

　議案第２０号、令和７年度吉岡町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）につい

ては、認知症サポーター養成講座委託料の減額理由はの質疑に対し、会場変更によ

る使用料減額及び研修の中止による旅費、研修費の減額である旨が説明されました。 
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　認知症サポーターの累計人数、３，４７９名やカフェ運営の関わり状況について質

疑が行われ、審査の結果賛成多数で可決されました。 

　議案第２１号、令和７年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）

については、審査の結果賛成多数で可決されました。 

　議案第２２号、令和７年度吉岡町水道事業会計補正予算（第４号）については、審

査の結果賛成多数で可決されました。 

　議案第２３号、令和７年度吉岡町下水道事業会計補正予算（第４号）については、

歳入において、下水道使用料及び、農業集落排水施設使用料の増減はの質疑に対し、

農業集落排水から公共下水道への編入に伴う増額である、との説明がありました。 

　歳出において、環境費の減額理由の質疑に対し、農業集落排水処理施設の更新工事

について、来年度の廃止予定を考慮し、実施を見送ったことや、不明水対策の補修

工事の不用額等が主な要因であるとの説明がありました。 

　審査の結果賛成多数で可決されました。 

　議案第２４号、令和８年度吉岡町、吉岡町一般会計予算については、歳入について

固定資産税の滞納繰越分について、公売等の進捗により、昨年度の２８０万円から

２００万円へ減額計上した旨の答弁がありました。 

　地方特例交付金の環境性能割廃止に伴う補填特例交付金について、２年間の時限で、

時限措置である旨の確認がなされました。 

　住宅使用料の町営住宅における滞納及び不法占拠案件について質疑があり、入居見

込みがないものについては欠損処理を行う方針が示され、また、本宿団地のアスベ

スト対策工事に関連し現在の入居状況と、工法選定の根拠について説明がなされま

した。 

　移住支援金事業の財政事業及び事業効果を検証した結果、令和８年度は実施しない

方針であるとの報告がありました。 

　歳出について、自治会事務委託の改正に、改定について、自治会事務委託料、委託

料の算出根拠及び減額理由について質疑があり、世帯数、歳出法の変更及び単価の

段階的引下げ、４００円から２５０について説明がされました。 

　また、加入世帯の確認方法、名簿提示について質疑が行われ、自治会振興助成金の、

助成金の一本化について質疑があり、事務の簡素化を目的に補助金等を一本化した

旨の説明がされました。 

　広報等の配布見直しについて、ポスティング委託料４２７万１０００円に関し、今

後の配布体制について質疑があり、自治会を通さないポスティング方式への移行及

び段階的な適正化を図る方針が示されました。 

　老人福祉費の温泉無料招待券の配布回数を２回から１回へ変更する理由について、
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閑散期の利用促進及びサービス向上を目的とする旨の答弁がされました。また、振

興公社への経営への影響について質疑がされました。 

　衛生総務費の水道事業会計繰出金３，９８０万円について、物価高騰対策としての

水道料金減免事業への充当であることが説明されました。 

　予防費のＲＳウイルスワクチン等の予防接種に関して、国の法定接種基準及び交付

税措置の仕組みについて質疑がありました。 

　健康増進費の前立腺がん検診の個別検診導入について、７５歳以上の後期高齢者と、

併用を目的とした新規事業であるとの答弁がされました。 

　一般廃棄物収集運搬について、令和６年度から一般競争入札に移行し、移行したと

の説明がされました。 

　また、資源ごみ集団回収補助金について、団体数は増加しているものの、回収量の

減収により予算額が減額となっている現状が説明されました。 

　消防団活動支援アプリについては、３市町村渋川、榛東、吉岡の共同調達による導

入により、事務負担の軽減とコスト削減を図る等の説明がされました。 

　ハザードマップ交渉については警戒レベルの変更に伴う更新で全戸配布ではなく、

転入者配布及び周知用として作成との説明がされました。 

　生理用品等、購入補助事業については、制度設計時の３年期限を鑑み、今年度をも

って廃止するとのことであります。利用実績はあるが全体的なバランスを考慮した

判断であると説明がされました。 

　給食センター費については、厨房機器のリース契約が満了し、無償譲渡を受けるた

め次年度より予算計上は不要となる旨の説明がされました。 

　また、訂正された議案第２４号令和８年度吉岡町一般会計予算の訂正については本

日審査を行い、説明がされ、訂正か所を含む審査の結果賛成多数で、可決されまし

た。 

　なお、審議の過程の中で、予算執行に関する要望事項を取りまとめをし、行いまし

た。 

　１つ、ふるさと納税の強化充実を図りたい。　 

　２、予算書、決算書の説明資料の更なる改善を図られたい。 

　３、地域福祉交流拠点施設の西部地区の設置と有効活用のための人員配置、施設で

の実施する事業の拡大を図られたい。 

　４、委託料と契約の適正化、随意契約を含む、を図られたい。 

　５、ＳＤＧｓの推進を図られたい。 

　６、学童保育の入所条件の緩和を図られたい。 

　７、中学校給食費の無償化を図られたい。 
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　８、ごみ減量化への取組強化と資源化を図られたい。 

　８、失礼９。自治会運営に関しては、十分な協議を図られたい。 

　１０、高齢者支援、子育て支援、（チャイルドシート購入補助や、生理用品無償配

布などとする）の更なる充実を図られたい。 

　以上を要望し、要望をしました。 

　続きまして、議案第２５号令和８年度吉岡町学校給食事業特別会計予算については、

給食費の無償化に伴う財政影響について質疑があり、執行部に国の補助単価５，２

００円が現在の食材、費単価を上回る見込みであり町の負担は従来より軽減される

見通しである旨が答弁されされました。 

　審査の結果賛成多数で可決されました。 

　議案第２６号、令和８年度吉岡町国民健康保険事業特別会計予算については、雑入

の内訳について質疑があり、医療費過誤請求返還金と説明されました。 

　審査の結果賛成多数で可決されました。 

　議案第２７号、令和８年度吉岡町介護保険事業特別会計予算については、第１号被

保険者の保険料徴収に関し、普通徴収特別徴収の人数及び滞納繰越分の見込みにつ

いて質疑があり、普通徴収５６０人、全体の２０％特別徴収４，８５６人を見込ん

でおり、普通徴収の世帯数、５４人との説明がありました。 

　審査の結果賛成多数で可決されました。 

　議案第２８号、令和８年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計予算については、ボ

ランティアポイントの活動実績について質疑があり、配食サービス、サロン運営、

読み聞かせ、旗振り等がある旨が説明されました。 

　審査の結果賛成多数で可決されました。 

　議案第２９号、令和８年度吉岡町水道事業会計予算については、物価高騰対応とし

て水道基本料金減免事業について、対象世帯数、９，０４６世帯及び財源が地方創

生臨時交付金との説明がされました。 

　審査の結果賛成多数で可決されました。 

　議案第３０号、令和８年度吉岡町下水道事業会計予算については、流域下水道管理

運営負担金の算出根拠は、との質疑に、湧水水量、汚水排水量に基づき算出との説

明がされました。農集の公共接続に伴う、道路、本復旧工事について補助金の優先

順位や今後の更新事業の対応方針が説明されました。審査の結果、賛成多数で可決

されました。 

　以上、委員長報告を終わります。 

議　長（富岡大志君）　委員長報告は終わりました。 

　委員長報告に対し質疑を行います。 



- 211 - 

　質疑ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　質疑なしと認め質疑を終結します。 

　委員長席へお戻りください。 

 

日程第２　第８号　吉岡町職員等の旅費に関する条例 

議　長（富岡大志君）　日程第２、議案第８号吉岡町職員等の旅費に関する条例を議題としま

す。 

　これより討論を行います。討論ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　討論なしと認め、討論を終結します。 

　これより採決を行います。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長

の報告は可決です。 

　議案第８号吉岡町職員等の旅費に関する条例を委員長の報告のとおり決定すること

に賛成の方は起立願います。 

　　　　　　　　　　〔賛成者起立〕 

議　長（富岡大志君）　起立多数です。 

　よって、議案第８号は委員長の報告のとおり可決されました。 

 

日程第３　議案第９号　吉岡町職員定数条例の一部を改正する条例 

議　長（富岡大志君）　日程第３、議案第９号、吉岡町職員定数条例の一部を改正する条例を

議題とします。 

　これより討論を行います。討論ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　討論なしと認め討論を終結します。 

　これより採決を行います。この採決は起立によって行います。 

　本案に対する委員長の報告は可決です。 

　議案第９号吉岡町職員定数条例の一部を改正する条例を、委員長の報告のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。 

　　　　　　　　　　〔賛成者起立〕 

議　長（富岡大志君）　起立多数です。 

　よって議案第９号は委員長の報告のとおり可決されました。 

 

日程第４　議案第１０号　吉岡町公共施設等整備基金条例 
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議　長（富岡大志君）　日程第４、議案第１０号吉岡町公共施設等整備基金条例を議題としま

す。 

　これより討論を行います討論ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　討論なしと認め討論を終結します。 

　これより採決を行います。この採決は起立によって行います。 

　本案に対する委員長の報告は可決です。 

　議案第１０号吉岡町公共施設等整備基金条例の、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方は起立願います。 

　　　　　　　　　　〔賛成者起立〕 

議　長（富岡大志君）　起立多数です。 

　よって議案第１０号は委員長の報告のとおり可決されました。 

 

日程第５　議案第１１号　吉岡町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

議　長（富岡大志君）　日程第５、議案第１１号吉岡町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例を議題とします。 

　これより討論を行います。討論ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔１３番　小池春雄君発言〕 

１３番（小池春雄君）　議案第１１号、吉岡町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ

きまして反対の立場で討論を行います。 

　この条例の改正は、子ども子育て支援金制度を国保会計に押しつける新たな制度で

す。少子化が進む昨今、国が責任を持ち支援していくのは当然です。それを行わず

に、国民負担とすることは断じて許されるものではありません。 

　保護者が財政的に安心して子供を産み、育てる社会の構築が求められております。

それを国保会計に押しつけるやり方に対し、私は反対をするものであります。 

議　長（富岡大志君）　次にこの議案の賛成者の発言を許可します。 

　ございませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　討論を終結します。 

　これより採決を行います。この採決は起立によって行います。 

　本案に対する委員長の報告は可決です。 

　議案第１１号吉岡町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を、委員長の報告の

とおり決定することに賛成の方は起立願います。 

　　　　　　　　　　〔賛成者起立〕 



- 213 - 

議　長（富岡大志君）　起立多数です。 

　よって、議案第１１号は委員長の報告のとおり可決されました。 

 

日程第６　議案第１２号　吉岡町災害弔慰金の支給等に関する条例 

議　長（富岡大志君）　日程第６、吉岡町災害弔慰金の支給等に関する条例を議題とします。

これより討論を行います。 

　討論ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　討論なしと認め討論を終結します。 

　これより採決を行います。この採決は起立によって行います。 

　本案に対する委員長の報告は可決です。 

　議案第１２号吉岡町災害弔慰金の支給等に関する条例を、委員長の報告のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。 

　　　　　　　　　　〔賛成者起立〕 

議　長（富岡大志君）　起立多数です。 

　よって、議案第１２号は委員長の報告のとおり可決されました。 

 

日程第７　議案第１３号　吉岡町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例 

議　長（富岡大志君）　日程第７、議案第１３号、吉岡町小口資金融資促進条例の一部を改正

する条例を議題とします。 

　これより討論を行います。討論ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　討論なしと認め討論を終結します。 

　これより採決を行います。この採決は起立によって行います。 

　本案に対する委員長の報告は可決です。 

　議案第１３号吉岡町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例を、委員長の報告

のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

　　　　　　　　　　〔賛成者起立〕 

議　長（富岡大志君）　起立多数です。 

　よって議案第１３号は委員長の報告のとおり可決されました。 

 

日程第８　議案第１４号　吉岡町公園条例の一部を改正する条例 

議　長（富岡大志君）　日程第８、議案第１４号、吉岡町公園条例の一部を改正する条例を議

題とします。 
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　これより討論を行います。討論ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　討論なしと認め討論を終結します。 

　これより採決を行います。この採決は起立によって行います。 

　本案に対する委員長の報告は可決です。 

　議案第１４号吉岡町公園条例の一部を改正する条例を、委員長の報告のとおり決定

することに賛成の方は起立願います。 

　　　　　　　　　　〔賛成者起立〕 

議　長（富岡大志君）　起立多数です。 

　よって、議案第１４号は委員長の報告のとおり可決されました。 

 

日程第９　議案第１５号　町道路線の認定廃止 

議　長（富岡大志君）　日程第９、議案第１５号、町道路線の認定廃止についてを議題としま

す。 

　これより討論を行います。討論ございませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　討論なしと認め、討論を終結します。 

　これより採決を行います。この採決は起立によって行います。 

　本案に対する委員長の報告は可決です。 

　議案第１５号町道路線の認定、廃止についてを委員長の報告のとおり決定すること

に賛成の方は起立願います。 

　　　　　　　　　　〔賛成者起立〕 

議　長（富岡大志君）　起立多数です。 

　よって議案第１５号は委員長の報告のとおり可決されました。 

 

日程第１０　議案第１６号　吉岡町水道事業給水条例の一部を改正する条例 

議　長（富岡大志君）　日程第１０、議案第１６号、吉岡町水道事業給水条例の一部を改正す

る条例を議題とします。 

　これより討論を行います討論はありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　討論なしと認め、討論を終結します。 

　これより採決を行います。この採決は起立によって行います。 

　本案に対する委員長の報告は可決です。 

　議案第１６号吉岡町水道事業給水条例の一部を改正する条例を、委員長の報告のと
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おり決定することに賛成の方は起立願います。 

　　　　　　　　　　〔賛成者起立〕 

議　長（富岡大志君）　起立多数です。 

　よって、議案第１６号は委員長の報告のとおり可決されました。 

 

程第１１　議案第１７号　吉岡町下水道条例の一部を改正する条例 

議　長（富岡大志君）　日程第１１、議案第１７号、吉岡町下水道条例の一部を改正する条例

を議題とします。 

　これより討論を行います討論ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　討論なしと認め、討論を終結します。 

　これより採決を行います。この採決は起立によって行います。 

　本案に対する委員長の報告は可決です。 

　議案第１７号吉岡町下水道条例の一部を改正する条例を、委員長の報告のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。 

　　　　　　　　　　〔賛成者起立〕 

議　長（富岡大志君）　起立多数です。 

　よって、議案第１７号は委員長の報告のとおり可決されました。 

 

日程第１２　議案第１８号　令和７年度吉岡町一般会計補正予算（第７号） 

議　長（富岡大志君）　日程第１２、議案第１８号、令和７年度吉岡町一般会計補正予算（第

７号）を議題とします。これより討論を行います。 

　討論ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　討論なしと認め討論を終結します。これより採決を行います。 

　お諮りします。 

　本案に対する委員長の報告は可決です。 

　議案第１８号令和７年度吉岡町一般会計補正予算（第７号）を委員長の報告のとお

り決定することにご異議ございませんか。 

　　　　　　　　　　〔「異議なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　異議なしと認めます。 

　よって、議案第１８号は委員長の報告のとおり可決されました。 

 

日程第１３　議案第１９号　令和７年度吉岡町国民健康保険事業特別会計補正予算
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（第３号） 

議　長（富岡大志君）　日程第１３、議案第１９号、令和７年度吉岡町国民健康保険事業特別

会計補正予算（第３号）を議題とします。 

　これより討論を行います。討論ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　討論なしと認め討論を終結します。 

　これより採決を行います。お諮りします。 

　本案に対する委員長の報告は可決です。 

　議案第１９号、令和７年度吉岡町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）委

員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。 

　　　　　　　　　　〔「異議なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　異議なしと認めます。 

　よって、議案第４９号は委員長の報告のとおり可決されました。 

 

日程第１４　議案第２０号　令和７年度吉岡町介護保険事業特別会計補正予算（第

４号） 

議　長（富岡大志君）　日程第１４、議案第２０号、令和７年度吉岡町介護保険事業特別会計

補正予算（第４号）を議題とします。 

　これより討論を行います。討論ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　討論なしと認め討論を終結します。 

　これより採決を行います。お諮りします。 

　本案に対する委員長の報告は可決です。 

　議案第２０号令和７年度吉岡町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）を委員長

の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。 

　　　　　　　　　　〔「異議なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　異議なしと認めます。 

　よって、議案第２０号は委員長の報告のとおり可決されました。 

 

日程第１５　議案第２１号　令和７年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計補正予

算（第３号） 

議　長（富岡大志君）　日程第１５、議案第２１号、令和７年度吉岡町後期高齢者医療事業特

別会計補正予算（第３号）を議題とします。 
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　これより討論を行います。討論ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　討論なしと認め、討論を終結します。 

　これより採決を行います。お諮りします。 

　本案に対する委員長の報告は可決です。 

　議案第２１号令和７年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）を

委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。 

　　　　　　　　　　〔「異議なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　異議なしと認めます。 

　よって、議案第２１号は委員長の報告どおり可決されました。 

 

日程第１６　議案第２２号　令和７年度吉岡町水道事業会計補正予算（第４号） 

議　長（富岡大志君）　日程第１６、議案第２２号、令和７年度吉岡町水道事業会計補正予算

（第４号）を議題とします。 

　これより討論を行います。討論ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　討論なしと認め討論を終結します。 

　これより採決を行います。お諮りします。 

　本案に対する委員長の報告は可決です。 

　議案第２２号令和７年度吉岡町水道事業会計補正予算（第４号）を委員長の報告の

とおり決定することにご異議ございませんか。 

　　　　　　　　　　〔「異議なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　異議なしと認めます。 

　よって、議案第２２号は委員長の報告のとおり可決されました。 

 

日程第１７　議案第２３号　令和７年度吉岡町下水道事業会計の補正予算（第４号） 

議　長（富岡大志君）　日程第１７、議案第２３号、令和７年度吉岡町下水道事業会計の補正

予算（第４号）を議題とします。 

　これより討論を行います。討論ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　討論なしと認め討論を終結します。 

　これより採決を行います。お諮りします。 

　本案に対する委員長の報告は可決です。 

　議案第２３号令和７年度吉岡町下水道事業会計補正予算（第４号）を委員長の報告
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のとおり決定することにご異議ございませんか。 

　　　　　　　　　　〔「異議なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　異議なしと認めます。 

　よって、議案第２３号は委員長の報告どおり可決されました。 

 

日程第１８　議案第２４号　令和８年度吉岡町一般会計予算 

議　長（富岡大志君）　日程第１８、議案第２４号令和８年度吉岡町一般会計予算を議題とし

ます。 

　これより討論を行います。討論ありませんか。 

　挙手がありましたので、討論を行います。 

　まず、反対者である小池議員の発言を許可します。 

　　　　　　　　　　〔１３番　小池春雄君発言〕 

１３番（小池春雄君）　ただいま上程をされております議案第２４、２４号、令和８年度吉岡

町一般会計予算に反対の立場で討論を行います。 

　これまで、財政が厳しいといつも言ってましたけれども、限られた予算ですから、

しっかりと方向性を出していくことは私も重要と考えています。 

　しかし、これまで町の独自制度として、町民に喜ばれていた制度の削減あるいは廃

止をされています。一例を挙げますと子供の安心のために行われてきた青パトの運

行、介護慰労金制度の削減、高齢者の長寿祝い金の削減等があります。 

　新規事業では漆原総社線あるいは産業団地の造成あるいは天神東公園などが予定さ

れております。自治会への予算削減も、二元代表制として、もう少し議会への話合

いがあってもよかったのではないかと思います。優先順位も問題があると思います。 

　以上、かいつまんで申し上げ、反対討論といたします。 

議　長（富岡大志君）　次に、この議案に賛成者の発言を許可します。 

　ございませんか。ほかに反対討論ございますか。 

　討論なしとほかにありませんね。では討論なしと認め討論を終結します。 

　これより採決を行います。この採決は起立によって行います。 

　本案に対する委員長の報告は可決です。 

　議案第２４号令和８年度吉岡町一般会計予算を、委員長の報告どおり決定すること

に賛成の方は起立願います。 

　　　　　　　　　　〔賛成者起立〕 

議　長（富岡大志君）　起立多数です。 

　よって、議案第２４号は委員長の報告のとおり可決されました。 
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日程第１９　議案第２５号　令和８年度吉岡町学校給食事業特別会計予算 

議　長（富岡大志君）　日程第１９、議案第２５号、令和８年度吉岡町学校給食事業特別会計

予算を議題とします。これより討論を行います討論ありませんか。 

　挙手ありますので討論を行います。 

　まずこの議案に反対でよろしゅうございますね。反対者であります、小池議員の発

言を許可します。 

　　　　　　　　　　〔１３番　小池春雄君発言〕 

１３番（小池春雄君）　議案第２５号吉岡町学校給食事業特別会計に反対の立場で討論を行い

ます。 

　皆さんもご存じのとおり、国民の声の高まりへの子育て支援策が国の制度により小

学校の学校給食費が無償となります。県下３５市町村で一斉に、無償化へと進んで

います。 

　聞くところによりますと、みなかみ町が中学校３年生を無償化としたそうです。残

っているのは、わが町だけです。恥ずかしい限りでありませんか。子供を育てるな

ら吉岡町と標榜しているではありませんか。なぜか。かたくなに拒んでいるのか、

私には理解できません。 

　中学校生徒の早期完全無償化を強く求め、本会計予算に反対、会計の反対討論とい

たします。 

議　長（富岡大志君）　次に、この議案に賛成者の発言を許可します。 

　ほかに反対討論ございませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　討論なしと認め討論を終結します。 

　これより採決を行います。この採決は起立によって行います。 

　本案に対する委員長の報告は可決です。 

　議案第２５号、令和８年度吉岡町学校給食事業特別会計予算を、委員長の報告のと

おり決定することに賛成の方は起立願います。 

　　　　　　　　　　〔賛成者起立〕 

議　長（富岡大志君）　起立多数です。 

　よって、議案第２５号は委員長の報告のとおり可決されました。 

 

日程第２０　議案第２６号　令和８年度吉岡町国民健康保険事業特別会計予算 

議　長（富岡大志君）　日程第２０、議案第２６号、令和８年度吉岡町国民健康保険事業特別

会計予算を議題とします。 

　これより討論を行います。討論ありませんか。 
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　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　討論なしと認め討論を終結します。これより採決を行います。この採

決は起立によって行います。 

　本案に対する委員長の報告は可決です。 

　議案第２６号令和８年度吉岡町国民健康保険事業特別会計予算を、委員長の報告の

とおり決定することに賛成の方は起立願います。 

　　　　　　　　　　〔賛成者起立〕 

議　長（富岡大志君）　起立多数です。 

　よって議案第２６号は委員長の報告のとおり可決されました。 

 

日程第２１　議案第２７号　令和８年度吉岡町介護保険事業特別会計予算 

議　長（富岡大志君）　日程第２１、議案第２７号、令和８年度吉岡町介護保険事業特別会計

予算を議題とします。 

　これより討論を行います討論ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　討論なしと認め、討論を終結します。 

　これより採決を行います。この採決は起立によって行います。 

　本案に対する委員長の報告は可決です。 

　議案第２７号令和８年度吉岡町介護保険事業特別会計予算を、委員長の報告のとお

り決定することに賛成の方は起立願います。 

　　　　　　　　　　〔賛成者起立〕 

議　長（富岡大志君）　起立多数です。 

　よって、議案第２７号は委員長の報告のとおり可決されました。 

 

日程第２２　議案第２８号　令和８年度吉野町後期高齢者医療事業特別会計予算 

議　長（富岡大志君）　日程第２２、議案第２８号、令和８年度吉野町後期高齢者医療事業特

別会計予算を議題とします。 

　これより討論を行います。討論ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　討論なしと認め討論を終結します。 

　これより採決を行います。この採決は起立によって行います。 

　本案に対する委員長の報告は可決です。 

　議案第２８号令和８年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計予算を、委員長の報告

どおり決定することに賛成の方は起立願います。 
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　　　　　　　　　　〔賛成者起立〕 

議　長（富岡大志君）　起立多数です。 

　よって議案第２８号は委員長の報告のとおり可決されました。 

 

日程第２３　議案第２９号　令和８年度吉岡町水道事業会計予算 

議　長（富岡大志君）　日程第２３、議案第２９号、令和８年度吉岡町水道事業会計予算を議

題とします。 

　これより討論を行います。討論ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　討論なしと認め討論を終結します。 

　これより採決を行います。この採決は起立によって行います。 

　本案に対する委員長の報告は可決です。 

　議案第２９号、令和８年度吉岡町水道事業会計予算を、委員長の報告のとおり決定

することに賛成の方は起立願います。 

　　　　　　　　　　〔賛成者起立〕 

議　長（富岡大志君）　起立多数です。 

　よって、議案第２９号は委員長の報告のとおり可決されました。 

 

日程第２４　議案第３０号　令和８年度吉岡町下水道事業会計予算 

議　長（富岡大志君）　日程第２４、議案第３０号、令和８年度吉岡町下水道事業会計予算を

議題とします。 

　これより討論を行います。討論ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　討論なしと認め討論を終結します。 

　これより採決を行います。この採決は起立によって行います。 

　本案に対する委員長の報告は可決です。 

　議案第３０号、令和８年度吉岡町下水道事業会計予算を委員長の報告のとおり決定

することに賛成の方は起立願います。 

　　　　　　　　　　〔賛成者起立〕 

議　長（富岡大志君）　賛成多数です。 

　よって議案第３０号は委員長の報告のとおり可決されました。 

　ここで暫時休憩とします。 

　　　　　　　　　　午前１１時２３分休憩 

　　　　　　　　　　午前１１時３３分再開 
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追加日程第２　第１　議案第３１号　令和７年度吉岡町一般会計補正予算（第８号） 

議　長（富岡大志君）　会議を再開します。 

　ここで、議事日程を追加します。 

　議事日程を追加することにご異議ございませんか。 

　　　　　　　　　　〔「異議なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　異議なしと認めます。事務局に追加議事日程は配付させますので、そ

の間、暫時休憩いたします。 

　　　　　　　　　　午前１１時３４分休憩 

　　　　　　　　　　午前１１時３５分再開 

議　長（富岡大志君）　会議を再開します。 

　ただいま配付しました議事日程（第５号）の追加により会議を進めます。 

　追加日程の第１、議案第３１号、令和７年度吉岡町一般会計補正予算（第８号）を

議題とします。 

　柴崎町長より提案理由の説明を求めます。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑德一郎君）　議案第３１号、令和７年度吉岡町一般会計補正予算（第８号）につ

いて提案理由の説明を申し上げます。本補正は、繰越明許費の補正であり、第１表、

繰越明許費補正の変更として、３款民生費、２項児童福祉費、物価高対応子育て応

援手当支給事業、４０万３，０００円を５０３万４，０００円に変更するものであ

ります。 

　その他詳細につきましては、企画財政課長に説明させますので、よろしくご審議の

上可決いただきますようお願い申し上げます。 

　　　　　　　　　　〔企画財政課長　齋藤智幸君発言〕 

企画財政課長（齋藤智幸君）　議案第３１号、令和７年度吉岡町一般会計補正予算（第８号）

議案書１ページを御覧ください。 

　第１条の繰越明許費の補正の変更は、町長が提案理由の中で申し上げたとおりでご

ざいます。 

　内容については、１月２８日の臨時会において追加した繰越明許費、物価高対応子

育て応援手当支給事業について、当初、年度内の申請が間に合わない３月下旬の出

生者のみの分として、児童１人当たり２万円、２０名分４０万円に、事務費分３，

０００円を加えた４０万３，０００円を設定させていただきましたが、国の方針が

変更になり、令和８年３月３１日までに口座への振り込みを完了したものを、令和

７年度分の国交付金の対象とするものが示されたこと。 
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　また、当初、令和８年３月３１日とされていた公務員等の申請期限が令和８年６月

３０日に延長されることになったことから、令和８年度分の対象者が増加すること

になり、２４０人分４８０万円に、事務費分２３万４，０００円を加えた５０３万

４，０００円を、令和８年度に繰越して支出する予算として設定するため、繰越明

許費の補正をお願いするものでございます。 

　なお、繰越明許費に係る補正のみであるため、令和７年度予算の総額に変更はござ

いません。 

　以上、町長の補足説明とさせていただきますよろしくお願いいたします。 

議　長（富岡大志君）　提案理由の説明が終わりました。 

　これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　質疑なしと認め質疑を終結します。 

　お諮りします。 

　ただいま議題となっております議案第３１号は、吉岡町議会会議規則第３７条第３

項の規定により委員会付託を省略したいと思います。 

　これにご異議ございませんか。 

　　　　　　　　　　〔「異議なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　異議なしと認めます。 

　よって、委員会付託を省略することに決します。 

　これより討論を行います。討論ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　討論なしと認め、討論を終結します。 

　これより採決を行います。お諮りします。 

　議案第３１号、令和７年度吉岡町一般会計補正予算（第８号）を原案のとおり決定

することに賛成の方は起立願います。 

　　　　　　　　　　〔賛成者起立〕 

議　長（富岡大志君）　起立多数です。 

　よって議案第３１号は原案のとおり可決されました。 

　議事日程（第５号）に戻り、会議を進めます。 

 

日程第２５　陳情の付託案件審査報告(総務産業・文教厚生　各常任委員長報告) 

議　長（富岡大志君）　日程第２５、陳情の付託案件審査報告を議題とします。 

　総務産業及び文教厚生の各委員長から各委員会に付託した陳情の審査報告をお願い

します。 
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　それでは、総務産業常任委員会、飯塚憲治委員長、委員長報告をお願いします。 

　　　　　　　　　　〔総務産業常任委員会委員長　飯塚憲治君登壇〕 

総務産業常任委員長（飯塚憲治君）　それでは、総務産業常任委員会の付託案件、陳情の審査

報告を行います。 

　３月２日本会議場にて議長より当委員会に付託されました陳情２件について、３月

９日月曜日午前１０時２５分より委員会室において、委員７名、議長出席のもと審

査を行いましたので、その結果について報告いたします。 

　陳情１、臓器移植に関わる不正な臓器取引や、移植目的の渡航等を防止し、国民が

知らずに犯罪に巻き込まれることを防ぐための、環境整備等を求める意見書の意見

書提出の陳情、これについては、各委員から次のような意見が出されました。 

　臓器移植は移植を希望する人もいれば、陳情書に記載されている、いろいろこうい

う考えの人もいると。どちらの人もいるが、これに対して議会が意見を言うのは不

適切だと思うとの意見がありました。 

　また、陳情文には公共企業体の住民の公益に関しても書かれており、これが重要な

点であると思う。 

　したがって、イスタンブール宣言をある程度肯定して、対応していくべきではない

かと思うとの意見もありました。 

　一方、この陳情は中国における臓器移植を考えている会、その組織であり、一つの

国に絞ったもので、一般的なものではないと思うとの意見。 

　また別の意見として、やはり陳情者が特定の国を名のっているのであるから、世界

全体に関する臓器移植が悪いと言っているものではないと考える。陳情者の社会法

人が特定の国名でなければ、また考える余地もあると思うがとの意見などが出まし

た。 

　結果的には結論を得られず、継続審査といたしました。 

　次、陳情３号、新宿区において顕在化した事例を受けて、政党機関誌の町内、勧誘

行為に関する早期の実態把握と、再発防止を求める陳情については、この陳情につ

きましても、結論を得られず、継続審査といたしました。 

　以上、付託されました陳情２件の審査報告といたします。 

議　長（富岡大志君）　委員長報告は終わりました。 

　委員長報告に対し質疑を行います。質疑ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　質疑なしと認め質疑を終結します。 

　飯塚委員長、自席へお戻りください。 

　次に、文教厚生常任委員会、藤多ゆかり委員長、委員長報告をお願いします。 
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　　　　　　　　　　〔文教厚生常任委員会委員長　藤多ゆかり君登壇〕 

文教厚生常任委員長（藤多ゆかり君）　文教厚生常任委員会委員長報告をいたします。 

　文教厚生常任委員会に付託されました、陳情１件について、３月１０日、委員会室

において、議長、委員全員出席のもと審議いたしました。 

　陳情第２号、ｍＲＮＡワクチン（レプリコンワクチンを含む）接種事業の中止の意

見書提出を求める陳情について、意見として、陳情書には、接種事業中止が妥当な

判断と記載があるが、新型コロナワクチンの接種により重症化せずに済んだ人もい

ると思われるので、接種事業中止については反対する。 

　また、別案件として、自身、高齢者のワクチン接種を推進していってもらいたいと

考えているので、ワクチンは、強制的でもなく、全て任意で、小さいお子さんの接

種もみんな自由、やはり、こういうふうに、中止というとかなり強い警鐘になるの

で、こういうのはいかがなものかと思い、反対するとの意見が出されました。 

　審議の結果、賛成なしにより、陳情第２号は不採択とすることに決定されました。 

　以上、委員長報告といたします。 

議　長（富岡大志君）　委員長報告が終わりました。 

　委員長報告に対し質疑を行います。 

　質疑ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　質疑なしと認め質疑を終結します。 

　藤多委員長、自席へお戻りください。 

 

日程第２６　総務産業常任委員会の閉会中の継続審査の申出について 

（陳情第１号　「臓器移植に関わる不正な臓器取引や移植目的の渡航等

を防止し、国民が知らずに犯罪に巻き込まれることを防ぐための環境整

備等を求める」意見書提出の陳情） 

議　長（富岡大志君）　日程第２６、総務産業常任委員会のうちの、失礼いたしました。 

　日程第２６、総務産業常任委員会の閉会中の継続審査の申出についてを議題としま

す。 

　この件については陳情第１号、臓器移植に関わる不正な臓器取引や移植目的の渡航

等を防止し、国民が知らずに犯罪に巻き込まれることを防ぐための環境整備等を求

める意見書提出の陳情を総務産業常任委員会に付託した事件であります。 

　お諮りします。 

　委員長の申出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ございませんか。 
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　　　　　　　　　　〔「異議なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　異議なしと認め、委員長からの申出のとおり閉会中の継続審査とする

ことに決しました。 

 

日程第２７　陳情第２号　ｍＲＮＡワクチン（レプリコンワクチン含む）接種事業

の中止の意見書提出を求める陳情 

議　長（富岡大志君）　日程第２７、陳情第２号、ｍＲＮＡワクチン（レプリコンワクチン含

む）接種事業の中止の意見書提出を求める陳情を議題とします。 

　これから討論を行います。討論ありませんか。 

　　　　　　　　　　〔「なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　討論なしと認め、討論を終結します。 

　暫時休憩します。 

　　　　　　　　　　午前１１時４７分休憩 

　　　　　　　　　　午前１１時５０分再開 

議　長（富岡大志君）　会議を再開します。 

　陳情第２号、ｍＲＮＡワクチン（レプリコンワクチンを含む）接種事業の中止の意

見書提出を求める陳情を採択とすることに賛成の方は起立願います。 

　　　　　　　　　　〔賛成者起立〕 

議　長（富岡大志君）　起立少数です。 

　よって、陳情第２号は、不採択とすることに決定しました。 

 

日程第２８　総務産業常任委員会の閉会中の継続審査の申出について 

（陳情第３号　「新宿区において顕在化した事例を受けて、政党機関紙

の庁舎内勧誘行為に関する早期の実態把握と再発防止を求める」陳情） 

議　長（富岡大志君）　日程第２８、総務産業常任委員会の閉会中の継続審査の申出について

を議題とします。 

　この件については陳情第３号、新宿区において顕在化した事例を受けて、政党機関

誌の庁舎内勧誘行為に関する早期の実態把握と再発防止を求める陳情を、総務産業

常任委員会に付託した事件であります。 

　お諮りします。 

　委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ございませんか。 

　　　　　　　　　　〔「異議なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　異議なしと認め、委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査とす



- 227 - 

ることに決しました。 

 

日程第２９　議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出について 

日程第３０　総務産業常任委員会の閉会中の継続調査の申し出について 

日程第３１　文教厚生常任委員会の閉会中の継続調査の申し出について 

日程第３２　議会広報常任委員会の閉会中の継続調査の申し出について 

日程第３３　予算決算常任委員会の閉会中の継続調査の申し出について 

日程第３４　自治体間交流推進特別委員会の閉会中の継続調査の申し出について 

議　長（富岡大志君）　日程第２９から第３４までの、各委員会の閉会中の継続調査の申出に

ついてを、吉岡町議会会議規則第３５条により一括議題にし、採決はそれぞれ分離

して行いたいと思います。 

　これにご異議ございませんか。 

　　　　　　　　　　〔「異議なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　異議なしと認めます。 

　よって一括議題と決定しました。 

　各委員会の閉会中の継続調査の申出についてを議題とします。 

　各委員会委員長から吉岡町議会会議規則第７１条の規定により、お手元に配りまし

た調査事項について閉会中の継続調査の申出がありました。 

　これからこの申し出６件を分離して採決いたします。 

　最初に、議会運営委員会からの申出についてお諮りします。 

　委員長からの申出のとおり閉会中の継続調査をすることにご異議ございませんか。 

　　　　　　　　　　〔「異議なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　異議なしと認めます。 

　よって、委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

　次に、総務産業常任委員会委員長からの申出についてお諮りします。 

　委員長からの申出のとおり閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。 

　　　　　　　　　　〔「異議なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　異議なしと認めます。 

　よって、委員長からの申出のとおり閉会中の継続調査とすることに決しました。 

　次に、文教厚生常任委員会委員長からの申出についてお諮りします。 

　委員長からの申出のとおり閉会中の継続調査をすることにご異議ございませんか。 

　　　　　　　　　　〔「異議なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　異議なしと認めます。 
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　よって、委員長からの申出のとおり閉会中の継続調査をすることに決しました。 

　次に、議会広報常任委員長からの申し出についてお諮りします。失礼いたします。

議会広報常任委員会委員長からの申し出についてお諮りします。 

　委員長から申出のとおり閉会中の継続調査をすることにご異議ございませんか。 

　　　　　　　　　　〔「異議なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　異議なしと認めます。 

　よって、委員長からの申出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

　次に、予算決算常任委員会委員長からの申出についてお諮りします。 

　委員長から申出のとおり閉会中の継続調査をすることにご異議ございませんか。 

　　　　　　　　　　〔「異議なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　異議なしと認めます。 

　よって、委員長から申出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

　次に、自治体間交流推進特別委員会委員長からの申出についてお諮りします。 

　委員長からの申出のとおり閉会中の継続調査をすることにご異議ございませんか。 

　　　　　　　　　　〔「異議なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　異議なしと認めます。 

　よって、委員長から申出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

 

日程第３５　議会議員の派遣について 

議　長（富岡大志君）　日程第３５、議会議員の派遣についてを議題とします。 

　お諮りします。 

　お手元に配付してあるとおり、議員研修のため、議会議員を派遣することにご異議

ございませんか。 

　　　　　　　　　　〔「異議なし」の声あり〕 

議　長（富岡大志君）　異議なしと認めます。 

　よって、配付のとおり議会議員を派遣することに決定しました。 

 

町長挨拶 

議　長（富岡大志君）　これで本日の日程が全て終了しました。 

　閉会の前に、町長の発言の申出を許可します。 

　　　　　　　　　　〔町長　柴﨑德一郎君登壇〕 

町　長（柴﨑德一郎君）　令和８年第１回定例会閉会に当たりまして、一言ご挨拶申し上げま

す。 

　本定例会の中で審議していただきました議案につきまして、いずれも可決いただき
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誠にありがとうございました。心より感謝を申し上げます。 

　さて、厳しい冬の寒さもようやく和らぎ、桜の開花だよりや、木々の芽吹きに春の

息吹を感じることとなりました。季節がめぐるように、吉岡町もまた新たな年度と

いう節目を迎えようとしております。 

　現在、物価高騰を初めとする社会経済情勢は依然として予断を許さない状況にあり

ます。 

　しかし、このようなときだからこそ、私たちは、町民の皆様の暮らしを守るととも

に、次代を見据えた未来への投資を止めてはならないと考えているところでありま

す。これから新しい年度を迎える、失礼しました、準備が始まります。 

　委員皆様から賜りました貴重なご意見やご提言をしっかりと胸に刻み、さらなる住

み続けたいまちづくりの実現を進めてまいります。 

　それぞれの事情、事業は円滑に、推進できますように、議員各位のご協力、ご支援

をよろしくお願い申し上げます。 

　それから、今まで毎年行わせていただきました施政方針演説につきましては、諸事

情を鑑み、任期ごとの所信表明とさせていただきたいと思います。ご理解のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

　結びに、議員皆様におかれましては、ますます健康に十分ご留意の上、ご活躍くだ

さいますようご祈念申し上げまして、閉会に当たっての挨拶にかえさせていただき

ます。 

　大変お世話になりました。ありがとうございました。 

 

閉　会 

議　長（富岡大志君）　以上をもちまして、令和８年第１回吉岡町議会定例会を閉会します。

お疲れさまでした。 

　　　　　　　　　　午前１１時５６分閉会 
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